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第１章 地域防災計画の方針 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

予-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予-2 

３ 構成 

相模原市地域防災計画は、総則・予防計画編、地震災害対策計画編、風水

害等対策計画編、資料編及び地区防災計画編で構成する。 

 

総則・予防計画編においては、災害に強いまちづくりの実現を目指し、事前の

対策、役割分担等を示している。地震災害対策計画編及び風水害等対策計画

編においては、災害時又は災害発生のおそれのある場合における応急対策の

体制・活動規範及び復旧・復興対策について、災害事象別に定めている。更に

資料編において、災害対策に必要な図表、書式等をまとめた地区防災計画編に

おいては、一定の地区の居住者及び事業者（地区居住者等）が地区の特性や想

定される災害等に応じて行う自発的な防災活動に関する防災計画をまとめた。 

３ 構成 

相模原市地域防災計画は、総則・予防計画編、地震災害対策計画編、風水害等

対策計画編、復旧・復興計画編、資料編及び地区防災計画編で構成する。 

総則・予防計画編においては、災害に強いまちづくりの実現を目指し、事前の対

策、役割分担等を示している。地震災害対策計画編及び風水害等対策計画編にお

いては、災害時又は災害発生のおそれのある場合における応急対策の体制・活動規

範について、災害事象別に定めている。 

復旧・復興計画編においては、本計画で対象とする災害が発生した場合における

復旧・復興対策を定めており、これらの災害応急対策や復旧・復興対策を行うに当た

り必要な図表、書式、協定等を資料編としてまとめている。 

また、地区防災計画編においては、一定の地区の居住者及び事業者（地区居住者

等）が地区の特性や想定される災害等に応じて行う自発的な防災活動に関する防災

計画をまとめている。 

＜相模原市地域防災計画の構成＞ 

災害予防計画 

地震災害応急対策 

災害復旧・復興計画 

南海トラフ地震対策 

災害復旧・復興計画 

特殊災害対策計画 

風水害応急対策 

総則・予防計画編 

資 料 編 

風水害等対策計画編 

地震災害対策計画編 

相
模
原
市
地
域
防
災
計
画 

地区防災計画編 

総 則 

災害予防計画 

地震災害応急対策 

南海トラフ地震対策 

風水害応急対策 

総則・予防計画編 

資 料 編 

風水害等対策計画編 

地震災害対策計画編 

相
模
原
市
地
域
防
災
計
画 

地区防災計画編 

総 則 

特殊災害対策 

火山災害応急対策 復旧・復興計画編 
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第２章 自助・共助・公助の基本及び防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

予-7 第３節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 市 

（１）～（11） 〔略〕 

（12）避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示（緊急）の発令及び

避難誘導 

第３節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 市 

（１）～（11） 〔略〕 

（12）高齢者等避難、避難指示及び緊急安全確保の発令及び避難誘導 

 

予-8 第３節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

３ 指定地方行政機関 

（８）関東総合通信局 

ア 非常無線通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営 

  〔略〕 

第３節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

３ 指定地方行政機関 

（８）関東総合通信局 

ア 非常通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営 

  〔略〕 

予-9 第３節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

４ 指定公共機関 

（１）日本銀行（横浜支店） 

災害発生時における通貨の円滑な供給確保、金融の迅速適切な調整及び信

用制度の保持運営に関すること 

第３節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

４ 指定公共機関 

（１）日本銀行（横浜支店） 

ア 銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節 

イ 資金決済の円滑な確保を通じ信用秩序の維持に資するための措置 

ウ 金融機関の業務運営の確保に係る措置 

エ 金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 

オ 各種措置に関する広報 

予-9 第３節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

４ 指定公共機関 

（７）日本通運株式会社（神奈川西支店） 

  ア 災害対策用物資の輸送確保 

  イ 災害時の応急輸送対策 

第３節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

４ 指定公共機関 

（７）日本通運株式会社、福山通運株式会社、佐川急便株式会社、ヤマト運輸株式会

社、西濃運輸株式会社 

  ア 災害対策用物資の輸送確保 

  イ 災害時の応急輸送対策 

予-9 第３節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

４ 指定公共機関 

   〔新設〕 

 

第３節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

４ 指定公共機関 

（８）株式会社イトーヨーカ堂、イオン株式会社、株式会社セブン-イレブン・ジャパン、

株式会社ローソン、株式会社ファミリーマート 



相模原市地域防災計画（総則・予防計画編 第１款 総則） 新旧対照表 

 3 / 182 
 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

   ア 災害時における生活必需物資の調達 

  イ 生活必需物資の確保 

（以下項目番号ずれ） 

予-12 第３節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

６ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

  〔略〕 

（２１）危険物施設及び高圧ガス施設の管理者、危険物安全協会 

   〔略〕 

（２５）津久井郡森林協会 

第３節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

６ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

  〔略〕 

（２１）危険物施設、高圧ガス施設及び火薬類施設の管理者 

   ア 安全管理の徹底 

   イ 防災教育の実施 

（２５）さがみはら津久井森林組合 

 

第３章 市の概要 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

予-15 第１節 自然的条件 

３ 気候 

市内の気候は、寒暖の差があまり大きくなく、夏に雨が多く、冬は乾燥する。令

和元年の気候（消防局観測値）は、最高気温３６．９℃（消防局）、最低気温－４．

３℃（津久井消防署）で、年平均気温は１６．３℃（消防局）及び１４．８℃（津久井

消防署）であった。また、年間降水量は２，１８０．０ｍｍ（消防局）及び２，０９０．５

ｍｍ（津久井消防署）であった。 

第１節 自然的条件 

３ 気候 

市内の気候は、寒暖の差があまり大きくなく、夏に雨が多く、冬は乾燥する。令和２年

の気候（消防局観測値）は、最高気温３７．７℃（消防局）、最低気温－５．９℃（津久

井消防署）で、年平均気温は１６．４℃（消防局）及び１５．１℃（津久井消防署）であっ

た。また、年間降水量は１，７５１．０ｍｍ（消防局）及び１，６９２．０ｍｍ（津久井消防

署）であった。 

予-16 第２節 社会的条件 

１ 人口 

 〔略〕 

その後、津久井地域との合併を経て、令和２年１月１日現在、３２７，５１２世帯、

７２２，７９６人となっている。年齢別では、年少人口（１５歳未満）が１２．０％、生産

年齢人口（１５歳以上６５歳未満）が６２．４％、老齢人口（６５歳以上）が２５．６％と

なっている（令和２年１月１日現在）。このうち、外国人住民は１５，８１１人であり、

市域人口の２．２％を占める。 

〔略〕 

第２節 社会的条件 

１ 人口 

 〔略〕 

その後、津久井地域との合併を経て、令和３年１月１日現在、３３２，７５６世帯、７２

５，３２３人となっている。年齢別では、年少人口（１５歳未満）が１１．８％、生産年齢人

口（１５歳以上６５歳未満）が６２．３％、老齢人口（６５歳以上）が２６．０％となっている

（令和３年１月１日現在）。このうち、外国人住民は１５，９２９人であり、市域人口の２．

２％を占める。 

〔略〕 
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第４章 被害想定 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

予-20 第２節 地震被害の想定 

表〈各想定地震の設定条件〉 

平成２７年３月神奈川県地震被害想定調査 

〔設定ケース〕 夕 

  《略》 

（※５）早朝５時の建物被害による人的被害 

（※６）早朝５時の建物被害による人的被害（重傷者と負傷者の合計） 

第２節 地震被害の想定 

表〈各想定地震の設定条件〉 

平成２７年３月神奈川県地震被害想定調査 

〔設定ケース〕 冬 5 時・夏 12 時・冬 18 時 

  《略》 

（※５）冬の早朝５時の場合 

  〔削除〕 

予-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 風水害の危険性 

２ アセスメントによる被害想定 

（５）人的被害 

  死者、負傷者避難者等の予測結果は次のとおりである。 

死者・負傷者の予測結果 

想定条件 区名 人口 死者数 閉込者数 重傷者数 軽傷者数 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

 

    〔新設〕 

避難者・要給水人口の予測結果 

区名 
夜間 
人口 

避難所避難者 応急給水人口 

当日 １週間後 
（断水） 

１か月後 
(断水) 

当日 １週間
後 

１か月
後 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 
 

第３節 風水害の危険性 

２ アセスメントによる被害想定 

（５）人的被害 

  死者、負傷者及び閉込者の予測結果は次のとおりである。 

 

想定条件 区名 人口 死者数 閉込者数 重傷者数 軽傷者数 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

 

（６）避難者・応急給水人口 

  避難者及び応急給水人口の予測結果は次のとおりである。 

区名 
夜間 
人口 

避難所避難者 応急給水人口 

当日 １週間後 
（断水） 

１か月後 
(断水) 

当日 １週間
後 

１か月
後 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 
 

予-26 第３節 風水害の危険性 

１ 風水害等の履歴 

相模原市では、主として、５月～１０月に大雨や強風により被害が発生してい

る。これらの被害の原因は、「梅雨前線や秋雨前線と低気圧に伴う大雨」や「台

風」によるものがほとんどである。最近では、雷雲による短時間の集中豪雨によっ

て浸水被害が発生している。 

第３節 風水害の危険性 

１ 風水害等の履歴 

相模原市では、主として、５月～１０月に大雨や強風により被害が発生している。こ

れらの被害の原因は、「梅雨前線や秋雨前線と低気圧に伴う大雨」や「台風」によるも

のがほとんどである。最近では、雷雲による短時間の集中豪雨によって浸水被害が発

生している。 



相模原市地域防災計画（総則・予防計画編 第１款 総則） 新旧対照表 

 5 / 182 
 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

相模原市における水害は、台風や梅雨前線の活動など１日以上にわたる大量

の降雨によってもたらされるものと、雷雲などの短時間の集中豪雨によってもたら

されるものとがある。 

過去の風水害等による被害等は以下のとおりである。 

なお、詳細な記録は資料編２５－２「相模原市の災害記録」に掲載している。 

発生年月日 理由 死傷者 住家当被害等 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

（令和２年４月現在） 

相模原市における水害は、台風や梅雨前線の活動など１日以上にわたる大量の降

雨によってもたらされるものと、雷雲などの短時間の集中豪雨によってもたらされるもの

とがある。 

過去の風水害等による主な被害等は以下のとおりである。 

なお、詳細な記録は資料編２５－２「相模原市の災害記録」に掲載している。 

発生年月日 理由 死傷者 住家等被害等 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

《令和３年４月現在》 

予-26 第３節 風水害の危険性 

２ 土砂災害の危険性 

  〔略〕 

（２）土砂災害警戒区域等 

  〔略〕 

 土砂災害警戒区域（箇
所） 

土砂災害特別警戒区域
（箇所） 

急傾斜地の崩壊 ６８９ ２３１ 

土石流 ４８８ ３６３ 

地滑り １ ０ 

※令和２年４月１日現在 

第３節 風水害の危険性 

２ 土砂災害の危険性 

  〔略〕 

（２）土砂災害警戒区域等 

 〔略〕 

 土砂災害警戒区域
（箇所） 

土砂災害特別警戒区域
（箇所） 

急傾斜地の崩壊 ６８８ ６６７ 

土石流 ４８７ ３６３ 

地滑り １ ０ 

《令和３年５月２５日現在》 

予-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 風水害の危険性 

３ 水害の危険性 

（２）河川の氾濫による浸水想定区域 

水防法に基づき、県は、洪水予報河川及び水位周知河川に道志川を加えた６

河川について、おおむね 1,000 年に 1 回程度発生する「想定し得る最大規模の

降雨」を対象とした浸水想定区域を公表している。 

それぞれの最大浸水深は、相模川は約１０ｍ、境川は約５ｍ、鳩川、道保川は

約６ｍ、串川は約５ｍ、道志川は約４ｍの浸水が想定されている。 

なお、近年国内では、１時間に１００ｍｍを超えるようなこれまでの想定を上回る

豪雨が発生していることから、平成２７年５月に水防法が改正され、「河川整備の

第３節 風水害の危険性 

３ 水害の危険性 

（２）河川の氾濫による浸水想定区域 

平成２７年５月の水防法の改正により、河川の氾濫に係る浸水想定区域について

は、「河川整備の目標とする降雨」（計画規模降雨）から「想定し得る最大規模の降

雨」（想定最大規模降雨）に係る区域に拡充し公表することとされた。この法改正によ

り、神奈川県は、洪水浸水想定区域図の見直しを行い、相模原市においては、対象

河川全ての見直しが完了され、洪水予報河川及び水位周知河川の７河川について、

おおむね 1,000 年に 1 回程度発生する「想定し得る最大規模の降雨」を対象とした浸

水想定区域が公表されている。 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標とする降雨」（計画規模降雨）から「想定しうる最大規模の降雨」（想定最大規

模降雨）に高められたことから、神奈川県において、洪水浸水想定区域図の見直

しがされ、相模原市では令和元年８月までに対象河川の見直しが全て完了して

いる。 

指定状況と対象降雨 
河川名 指定 対象降雨 雨量 

相模川 
平成２９年３月３１

日 

（計画規模降雨） 
１５０年に１回程度 

４６０mm／２日 

（最大規模降雨） 
１，０００年に１回程度 

５６７mm／２日 

境川 
平成３０年１月２６

日 

（計画規模降雨） 
１００年に１回程度 

３０２mm／２４ｈ 

（最大規模降雨） 
１，０００年に１回程度 

６３２mm／２４ｈ 

道保川 
鳩川上流 

（千歳橋～鳩
川分水路） 平成３０年１２月２１

日 

（計画規模降雨） 
３０年に１回程度 

７４mm／ｈ 

（最大規模降雨） 
１，０００年に１回程度 

３３３mm／２４ｈ 

鳩川下流 
（鳩川分水路

より下流） 

（計画規模降雨） 
３０年に１回程度 

７４mm／ｈ 

（最大規模降雨） 
１，０００年に１回程度 

３２６mm／２４ｈ 

串川 

令和元年８月３０日 

（計画規模降雨） 
３０年に１回程度 

７４mm／ｈ 

（最大規模降雨） 
１，０００年に１回程度 ２６９mm／２４ｈ 

道志川 

（計画規模降雨） 
３０年に１回程度 

７４mm／ｈ 

（最大規模降雨） 
１，０００年に１回程度 

４３２mm／２４ｈ 

 

 

 

 

それぞれの最大浸水深は、相模川は約１０ｍ、境川・小松川は約５ｍ、鳩川・道保

川は約６ｍ、串川は約５ｍ、道志川は約４ｍの浸水が想定されている。 

＜指定状況と対象降雨＞ 
河川名 指定 対象降雨 雨量 

相模川 
平成２９年３月３１

日 

（計 画 規 模 降 雨 ） 
１５０年に１回程度 

４６０mm／２日 

（最大規模降雨） 
１，０００年に１回程度 

５６７mm／２日 

境川 
小松川 

 

《境川》 
平成３０年１月２６
日 
《小松川》 
令和３年５月１４日 

（計画規模降雨） 
１００年に１回程度 

３０２mm／２４ｈ 

（最大規模降雨） 
１，０００年に１回程度 ６３２mm／２４ｈ 

道保川 
鳩川上流 

（千歳橋～鳩
川分水路） 平成３０年１２月２１

日 

（計画規模降雨） 
３０年に１回程度 

７４mm／ｈ 

（最大規模降雨） 
１，０００年に１回程度 

３３３mm／２４ｈ 

鳩川下流 
（鳩川分水路

より下流） 

（計画規模降雨） 
３０年に１回程度 

７４mm／ｈ 

（最大規模降雨） 
１，０００年に１回程度 

３２６mm／２４ｈ 

串川 令和元年８月３０日 

（計画規模降雨） 
３０年に１回程度 

７４mm／ｈ 

（最大規模降雨） 
１，０００年に１回程度 

２６９mm／２４ｈ 

道志川 令和３年５月１４日 

（計画規模降雨） 
３０年に１回程度 

７４mm／ｈ 

（最大規模降雨） 
１，０００年に１回程度 

４３２mm／２４ｈ 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

予-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水深とその地点 

河川名 河川の種
類 

最大浸水
深 

想定箇所 

相模川 洪水予報
河川 

９.９ｍ 緑区大島地先（３２．４
キロ付近） 

境 川 

水 位 周 知
河川 

５.１ｍ 南区古淵４丁目地先 
鳩 川 ５.８ｍ 南区下溝地先（新一之

沢橋上流左岸） 道保川 ５.８ｍ 

串 川 
５.０ｍ 緑区根小屋地先（串川

取水堰下流左岸） 

道志川 
その他河

川 
４.１ｍ 緑区青根地先（道志ダ

ム下流左岸） 

 

 

 

 

 

 

なお、近年国内では１時間に１００ｍｍを超えるような豪雨が頻発しているが、

市内の観測所の最近３７年間の降水量の統計による極値と確率計算による降水

量を見ると、相模原中央では１００年に一回程度の降雨、相模湖では３０年以上

に一回程度の雨が実際に観測されている。このような豪雨が広域に発生した場

合には、浸水想定のようなこれまでに経験のない豪雨災害が発生するおそれが

ある。 

過去３７年間の降水量の極値と確率計算による降水量 

観測所 １時間降水量（極値） 確率降水量（発生確率） 

相模原中央 
94.5mm 

（平成 23 年 8 月 26 日） 
91.8mm 
（100 年） 

相 模 湖 
55.5mm 

（平成 26 年 8 月 10 日） 
52.4mm 
（ 30 年） 

（注）１時間降水量（極値）は、平成２６年８月末時点での観測値である。また、確率降水量は、

平成２６年５月相模原市防災アセスメント調査時点での確率計算値である。 

＜浸水深とその地点＞ 

河川の 
種類 

水系 河川名 
最大 

浸水深 
想定箇所 

洪水予報
河川 

相模川
水系 

相模川 ９.９ｍ 
緑区大島地先（３２．４
キロ付近） 

水位周知
河川 

相模川
水系 

鳩 川 
５.８ｍ 

南区下溝地先 
（ 新 一 之 沢 橋 上 流 左
岸）(※１) 道保川 

串 川 ５.０ｍ 
緑区根小屋地先 
（串川取水堰下流左岸） 

道志川 ４.１ｍ 
緑区青根地先（道志ダ
ム下流左岸） 

境川 
水系 

境 川 
５.１ｍ 

南区古淵４丁目地先 
(※2) 小松川 

（※１）最大浸水深の想定箇所は鳩川流域となる。 

（※２）最大浸水深の想定箇所は境川流域となる。 

 

なお、近年国内では１時間に１００ｍｍを超えるような豪雨が頻発しているが、市内

の地域気象観測所（アメダス）のこれまでの降水量の統計による極値と確率計算によ

る降水量を見ると、相模原中央では１００年に一回程度の降雨、相模湖では３０年以上

に一回程度の雨が実際に観測されている。このような豪雨が広域に発生した場合に

は、浸水想定のようなこれまでに経験のない豪雨災害が発生するおそれがある。 

＜地域気象観測所における降水量の極値と確率計算による降水量＞ 

観測所 １時間降水量（極値） 確率降水量（発生確率） 

相模原中央 
94.5mm 

（平成 23 年 8 月 26 日） 
91.8mm 
（100 年） 

相 模 湖 
68.5mm 

（令和元年 10 月 12 日） 
52.4mm 
（ 30 年） 

（注）１時間降水量（極値）は、令和３年９月末時点での観測値である。また、確率降水量は、平成２６

年５月相模原市防災アセスメント調査時点での確率計算値である。 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

予-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 火山災害の危険性 

 

１ 本市への影響が想定される火山 

本市の周辺には、富士山や箱根山などの活火山があり、このうち、本市は富士山

について、富士山火山防災対策協議会により富士山ハザードマップが改定（令和３

年３月）されたことに伴い、令和３年５月３１日に、活動火山対策特別措置法（昭和４８

年法律第６１号）に基づく火山災害警戒地域に指定された。 

富士山の噴火により、本市に影響を及ぼすことが想定される主な火山現象は、溶

岩流と降灰である。 

また、箱根山については、本市への影響は想定されていないが、噴火の規模や風

向によっては、市域への降灰の可能性が考えられる。 

 

２ 富士山及び箱根山の概要 

（１）富士山の概要 

本市の西南西約６０ｋｍの山梨・静岡県境にある。１７０７年（宝永４年）に発生し

た宝永噴火以降、分かっている噴火活動はない。宝永噴火は、富士山の噴火史の

中でも最大級の噴火であり、大量の降灰を関東平野一面にもたらした。この噴火

で相模原市域にも数ｃｍの厚さで灰が降り積もったと推定されている。 

（２）箱根山の概要 

   本市の南西約４５ｋｍの箱根町にある複数のカルデラを持つ活火山である。噴

火の歴史記録はないが、約３，０００年前、約２０００年前、１２～１３世紀の短い期

間に３回の、計５回の水蒸気爆発の発生が認識されている。 

平成２７年には、観測史上初めての噴火が起き、噴火警戒レベル３（入山規制）

が発表された。 

 

 

３ 富士山の火山現象による被害想定 

（１）溶岩流 

   溶岩流は、火口から噴出した溶岩が低地へ流下する現象である。流下速度は、
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予-30 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比較的遅く、歩行による避難が可能な場合もある。 

   本市においては、富士山ハザードマップにより、溶岩流が緑区の一部に到達す

る可能性が示された。 

＜溶岩流可能性マップ（富士山ハザードマップ）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）降灰 

   降灰は、噴火によって火口から空中に噴出された火山灰（直径２ｍｍ未満）が地

表に降下する現象であり、風によって火口から離れた広い範囲にまで拡散する。 

   本市においては、富士山ハザードマップにより、約２ｃｍから３０ｃｍの堆積が想

定されている。 

   降灰により予想される主な影響は次のとおりである。 

ア 呼吸器系の障害を訴える人が増える。 

イ 交通輸送力が落ちる。 

ウ 農作物収穫量に影響が出る。 

エ 山林や立木などが枯れる。 

オ 山間部は除灰できないことから、土石流が発生する。 

カ 家庭の雨どいなどが詰まる。 

キ 車のフロントガラスなどが傷つく。 

ク 屋内に大量に入り込むと空調機や電算機に障害が出ることもある。 

ケ 鉄道等の公共交通機関の運行に支障が出る。 

コ 降雨時には、３０ｃｍ以上の堆積厚で木造家屋が火山灰の重みで倒壊するお
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それがある。 

＜降灰可能性マップ（富士山ハザードマップ）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）降灰後の土石流 

土石流は、斜面や渓流の土砂が水と一体となって流下する現象であり、降灰

の堆積厚が１０ｃｍ以上となる土砂災害警戒区域（土石流）においては、降灰後

の降雨による土石流が発生する可能性が高くなることが想定されている。本市

は、土砂災害警戒区域（土石流）のほぼ全域にわたり、１０ｃｍ前後の降灰の堆

積厚が想定されている。 

（４）その他の主な火山現象 

上記のほか。主な火山現象として次の現象が想定されているが、本市への影

響は想定されていない。 

ア 火砕流 

イ 大きな噴石 

ウ 融雪型火山泥流 
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第１章 災害に強いまちづくり 

 

第２章 施設構造物・設備の安全化 

頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

予-37 第２節 建造物等災害対策 

５ 一般建築物の災害予防 

  （略） 

（１）建築物の維持保全対策 

  （略） 

ア（略） 

イ 防火査察等の機会を利用して、維持保全計画の作成状況の把握や作成

内容の指導、助言を行う。 

第２節 建造物等災害対策 

５ 一般建築物の災害予防 

  （略） 

（１）建築物の維持保全対策 

  （略） 

ア（略） 

イ 防災査察等の機会を利用して、維持保全計画の作成状況の把握や作成内容

の指導、助言を行う。 

予-38 第２節 建造物等災害対策 

８ 家具等の転倒防止対策 

  〔略〕 

このため、市民及び各施設の管理者等は、家具、自動販売機等の転倒防止措

置を次のとおり行い、地震時の人的被害発生の防止に努める。また、危機管

理局は、家具等の転倒防止措置の実施を呼びかける。 

  〔略〕 

 

第２節 建造物等災害対策 

８ 家具等の転倒防止対策 

  〔略〕 

このため、市民及び各施設の管理者等は、家具・什器類、自動販売機等の転倒防

止措置を行い、地震時の人的被害発生の防止に努める。また、危機管理局は、次

のとおり家具等の転倒防止措置の実施を呼びかける。 

  〔略〕 

 

 

 

頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

予-32 ５ 避難路、緊急輸送道路等の整備、建築物の不燃化・耐震化 

（１）避難路、緊急輸送道路等の整備 

都市建設局（道路部・下水道部）は、安全で迅速な避難及び輸送ができるよ

う、都市計画道路等の整備、下水道の耐震補強、りょう等の耐震補強、崖崩

れ対策等を進め、避難路や緊急輸送道路等のルート確保に努める。 

５ 避難路、緊急輸送道路等の整備、建築物の不燃化・耐震化 

（１）避難路、緊急輸送道路等の整備 

都市建設局（土木部）は、安全で迅速な避難及び輸送ができるよう、都市計画道

路等の整備、下水道の耐震補強、橋りょう等の耐震補強、崖崩れ対策等を進め、

避難路や緊急輸送道路等のルート確保に努める。 
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第３章 火災・危険物災害等の防止 

頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

予-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予-43 

第１節 火災等の防止対策 

３ 火災防止の指導 

（１）市民への指導 

家庭や職場における出火防止処置の徹底を図るため、市民及び自主防災組

織を対象として次の事項について指導する。 

（２）事業者等に対する指導 

ア 防火管理者制度 

（ア）防火管理者の育成 

消防法第８条に定める防火管理者制度は、自主管理体制を確立するため重

要であることから、防火管理者の育成・指導に努める。 

（イ）〔略〕 

（ウ）共同防火管理 

共同防火管理の協議は、複数の管理について権原を有する者の意思統一を

図る必要から、まず関係者の理解が得られるよう個別の指導を行うととも

に、現実に即した防火管理が実施できるよう指導する。  

 

〔略〕 

イ 防災管理者制度 

（ア）防災管理者の育成 

消防法第３６条に定める防災管理者制度は、地震等の災害による被害の軽

減のため重要であることから、防災管理者の育成・指導に努める。 

（イ）〔略〕 

（ウ）共同防災管理 

共同防災管理の協議は、複数の管理について権原を有する者の意思統一を

図る必要から、まず関係者の理解が得られるよう個別の指導を行うととも

に、現実に即した防災管理が実施できるよう指導する。 

〔略〕 

 

第１節 火災等の防止対策 

３ 火災防止の指導 

（１）市民への指導 

家庭や職場における出火防止処置の徹底を図るため、市民及び自主防災組織を

対象として次の事項について指導に努める。 

（２）事業者等に対する指導 

ア 防火管理者制度 

（ア）防火管理者 

消防法第８条に定める防火管理者制度は、自主管理体制を確立するため重要で

あることから、防火管理者に対して指導する。 

（イ）〔略〕 

（ウ）統括防火管理 

消防法令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているものは、そ

れぞれの事業で防火管理を適切に行うだけでなく、建物全体の防火管理体制を構築

する必要があることから、建物全体の防火管理を行う上で必要な業務が行われるよ

う、統括防火管理者の選任を指導する。 

〔略〕 

イ 防災管理者制度 

（ア）防災管理者 

消防法第３６条に定める防災管理者制度は、地震等の災害による被害の軽減の

ため重要であることから、防災管理者に対して指導する。 

（イ）〔略〕 

（ウ）統括防災管理 

消防法令で定める防災対象物で、その管理について権原が分かれているものは、そ

れぞれの事業で防災管理を適切に行うだけでなく、建物全体の防災管理体制を構築

する必要があることから、建物全体の防災管理を行う上で必要な業務が行われるよ

う、統括防災管理者の選任を指導する。 

〔略〕 
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頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

ウ 防火対象物定期点検報告制度の実施 

不特定多数の者が出入りする防災対象物の火災による惨事を防止するた

め、防火対象物定期点検報告制度に基づく防火優良認定証及び防火基準点

検済証の表示を推進し、防災対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防

火管理業務の適正化を図る。 

〔略〕 

オ 自主点検報告制度の実施 

旅館・ホテル等における防火安全対策推進のため、自主点検報告制度に基づ

く表示を推進し、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理

業務の適正化を図る。 

〔略〕 

（３）防火・避難施設の整備 

ウ 消防局が実施する防火対象物定期点検報告制度、防災管理点検報告制

度又は自主点検報告制度に基づく表示に際し、消防局と連携して建築構造、

防火区画、階段等の安全性について調査するとともに、防火避難施設の改善

指導を行う。 

ウ 防火対象物定期点検報告制度の実施 

不特定多数の者が出入りする防火対象物の火災による惨事を防止するため、防

火対象物定期点検報告制度に基づく防火優良認定証及び防火基準点検済証の表

示を推進し、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適

正化を図る。 

〔略〕 

オ 防火基準適合表示制度の実施 

旅館・ホテル等における防火安全対策推進のため、防火基準適合表示制度に基づ

く表示を推進し、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務

の適正化を図る。 

〔略〕 

（３）防火・避難施設の整備 

ウ 消防局が実施する防火対象物定期点検報告制度、防災管理点検報告制度又

は防火基準適合表示制度に基づく表示に際し、消防局と連携して建築構造、防火

区画、階段等の安全性について調査するとともに、防火避難施設の改善指導を行

う。 

予-44 第１節 火災等の防止対策 

４ 出火防止対策の推進 

（１）消防局は、次の出火防止対策を推進する。 

 〔略〕 

オ 住宅の出火防止対策の推進 

（ア）〔略〕 

（イ）火災からの逃げ遅れによる被害を防ぐため、消防法の改正に伴う火災

警報器設置の義務化に対応するため、全ての住宅の寝室等に住宅用火災警

報器を設置するように指導する。 

第１節 火災等の防止対策 

４ 出火防止対策の推進 

（１）消防局は、次の出火防止対策を推進する。 

 〔略〕 

オ 住宅の出火防止対策の推進 

（ア）〔略〕 

（イ）火災からの逃げ遅れによる被害を防ぐため、全ての住宅の寝室等に住宅用

火災警報器を設置するよう指導するとともに、適切に点検を実施するよう指導に努め

る。 

 

 

予-47 

 

第２節 危険物等の災害対策 

２ 実施主体 

第２節 危険物等の災害対策 

２ 実施主体 
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頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

 

 担 当 部 署 項  目 

市担当 〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

神奈川県 
（くらし安全防災

局、警察） 

液化石油ガスに関すること。 
放射性物質災害の予防に関する
こと。 

文 部 科 学 省 
放射性物質災害の予防に関する
こと。 

 

 担 当 部 署 項  目 

市担当 〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

神奈川県 
（くらし安全防災局、 

警察） 

液化石油ガスに関すること。 
放射性物質災害の予防に関する
こと。 

 

予-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 危険物等の災害対策 

３ 危険物取扱事業所、高圧ガス取扱事業所及び火薬類取扱事業所の災害

予防 

（１）消防局は、危険物取扱事業所、高圧ガス取扱事業所及び火薬類取扱事

業所の所有者・管理者に対し、次の対策を実施する。 

ア 保安検査、立入検査の実施 

イ 施設の耐震化の促進指導 

ウ 緊急措置基準作成に対する指導 

エ 防災教育の実施 

オ 防災訓練の実施 

（２）各事業所の所有者・管理者は、自主保安体制の充実のため、次の対策

を実施する。 

ア 緊急保安体制の確立 

イ 防災資機材の整備 

ウ 施設、設備等の耐震性の強化 

エ 防災教育、訓練の実施 

 

 

 

 

 

 

第２節 危険物等の災害対策 

３ 危険物取扱事業所、高圧ガス取扱事業所及び火薬類取扱事業所の災害予防 

（１）消防局は、危険物取扱事業所、高圧ガス取扱事業所及び火薬類取扱事業所

の所有者又は管理者に対し、次の対策を実施する。 

ア 危険物取扱事業所 

（ア）保安検査及び立入検査の実施 

（イ）施設の耐震化の促進指導 

（ウ）緊急措置基準作成に対する指導 

（エ）防災教育及び訓練の実施 

（オ）浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等に施設が所在する事業所への必要な

措置の検討、応急対策に係る計画作成の指導 

 イ 高圧ガス取扱事業所 

（ア）保安検査及び立入検査の実施 

（イ）施設の耐震化の促進指導 

（ウ）緊急保安体制に対する指導 

（エ）防災教育及び訓練の実施 

ウ 火薬類取扱事業所 

（ア）保安検査及び立入検査の実施 

（イ）施設の耐震化の促進指導 

（ウ）緊急保安体制に対する指導 

（エ）防災教育の実施 

（２）各事業所の所有者又は管理者は、自主保安体制の充実のため、次の対策を
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頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 液化石油ガスの災害予防 

（１）県は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭

和４２年法律第１４９号）に基づき事業所の所有者・管理者に対し、立入検

査及び保安検査を実施する。 

（２）各事業所の所有者・管理者は自主保安体制の充実のため、次の対策を

実施する。 

ア～ウ〔略〕 

エ 防災教育、訓練の実施 

実施する。 

ア 危険物取扱事業所 

（ア）施設、設備等の耐震性の強化 

（イ）緊急保安体制の確立 

（ウ）防災教育及び訓練の実施 

（エ）防災資機材の整備 

（オ）浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等に施設が所在する事業所における必

要な措置の検討、応急対策に係る計画の作成 

イ 高圧ガス取扱事業所 

（ア）施設、設備等の耐震性の強化 

（イ）緊急保安体制の確立 

（ウ）防災教育及び訓練の実施 

（エ）防災資機材の整備 

ウ 火薬類取扱事業所 

（ア）施設、設備等の耐震性の強化 

（イ）緊急保安体制の確立 

（ウ）防災教育の実施 

（エ）防災資機材の整備 

４ 液化石油ガスの災害予防 

（１）県は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和４

２年法律第１４９号）に基づき事業所の所有者又は管理者に対し、立入検査及び

保安検査を実施する。 

（２）各事業所の所有者又は管理者は自主保安体制の充実のため、次の対策を実

施する。 

ア～ウ〔略〕 

エ 防災教育及び訓練の実施 
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頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

予-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予-49 

 

第２節 危険物等の災害対策 

７ 放射性物質の災害予防 

（１）基本方針 

原子力の利用、開発及び研究における指導及び監督は、防災対策を含めて、文

部科学省等の国の所管となっており、原子力基本法（昭和３０年法律第１８６号）

をはじめとする原子力関係法令により国及び関係事業者等において万全の対策

が講じられているが、核原料物質・核燃料物質・放射性同位元素等（以下｢放射

性物質｣という。）による災害の特殊性を考慮し、万一の場合に備えて、国が実施

する防災対策に神奈川県及び市が協力・支援して円滑な対策活動が図られるよ

う、災害対策上必要な事項を定める。 

  〔略〕 

（２）放射性物質に関わる防災体制の整備 

ア 放射性物質の取扱事業者等の体制整備 

（ア）災害予防措置等の実施 

放射性物質の取扱事業者・加工事業者・運搬事業者（以下｢放射性物質取扱業

者等｣という。）は、原子力関係法令を遵守し、放射性物質に関わる安全管理に

最大の努力を払い、災害防止のために必要な措置をとるものとする。 

イ 市及び県の体制整備 

（ア）防災体制の整備 

〔略〕 

ｂ 消防局は、放射性物質取扱事業所等の火災などの緊急時における円滑な消

防活動の確保、消防隊の被ばく防止及び放射能汚染の防止のため、消防活動

体制の整備に努める。 

〔略〕 

（６）安全確保に関する協定等の締結 

市は、放射性物質の取扱事業者と次の事項を盛込んだ安全確保に関する協定

等を締結し、災害対策の万全を期すよう努める。 

第２節 危険物等の災害対策 

７ 放射性物質の災害予防 

（１）基本方針 

原子力の利用、開発及び研究における指導及び監督は、防災対策を含めて、原子力

規制委員会等の国の所管となっており、原子力基本法（昭和３０年法律第１８６号）を

はじめとする原子力関係法令により、国、関係事業者等において対策が講じられてい

るが、核原料物質・核燃料物質・放射性同位元素等（以下｢放射性物質｣という。）によ

る災害の特殊性を考慮し、万一の場合に備えて、国が実施する防災対策に神奈川県

及び市が協力・支援して円滑な対策活動が図られるよう、災害対策上必要な事項を定

める。 

  〔略〕 

（２）放射性物質に関わる防災体制の整備 

ア 放射性物質の取扱事業者等の体制整備 

（ア）災害予防措置等の実施 

放射性物質の取扱事業者及び運搬事業者（以下｢放射性物質取扱業者等｣という。）

は、原子力関係法令を遵守し、放射性物質に関わる安全管理に最大の努力を払い、

災害防止のために必要な措置をとるものとする。 

イ 市及び県の体制整備 

（ア）防災体制の整備 

〔略〕 

ｂ 消防局は、放射性物質取扱事業所等の火災などの緊急時における円滑な消防活

動の確保、消防隊、救助隊等の被ばく防止及び放射能汚染の防止のため、消防活動

体制の整備に努める。 

〔略〕 

（６）安全確保に関する協定等の締結 

市は、放射性物質の取扱事業者と次の事項を盛り込んだ安全確保に関する協定等を

締結し、災害対策の万全を期すよう努める。 
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第４章 風水害等対策 

頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

予-51 第１節 浸水被害対策 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 項  目 

市担当 

〔 略 〕 〔略〕 

危 機 管 理 局 浸水被害対策に関するこ
と。 区 役 所 

〔 略 〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

〔 略 〕 〔略〕 

 

第１節 浸水被害対策 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 項  目 

市担当 

〔 略 〕 〔略〕 

危 機 管 理 局 
浸水被害対策に関するこ
と。 

区 役 所 

関 係 各 局 

〔 略 〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

〔 略 〕 〔略〕 

 

予-51 

 

 

 

 

予-52 

 

第１節 浸水被害対策 

３ 河川の整備 

（２）鳩 川 

ア １級河川区間（座間市境～千歳橋） 

  〔略〕 

５ ハザードマップの周知と避難の確保 

（１）ハザードマップの周知等 

ア ハザードマップの作成 

危機管理局は、相模川、境川等の外水氾濫について河川管理者が公表した洪

水浸水想定区域、風水害時避難場所、水害の知識等を記載した洪水ハザードマ

ップを作成する。 

都市建設局は、大雨による内水氾濫を想定した浸水想定 区域を設定し、避難

所、水害の知識等を記載した浸水（内水）ハザードマップを作成する。 

危機管理局は、災害から身を守るための避難経路の確認や、災害の危険性の高

い区域の把握等、市民が安全な避難行動を確保するための資料を作成周知し、

活用促進を図る。 

第１節 浸水被害対策 

３ 河川の整備 

（２）鳩 川 

ア 一級河川区間（座間市境～千歳橋） 

  〔略〕 

５ ハザードマップの作成・周知 

危機管理局は、相模川、境川等の外水氾濫について河川管理者が公表した洪水浸

水想定区域、風水害時避難場所、避難の際の危険箇所、水害の知識等を記載した

洪水ハザードマップを作成し、市民への周知を図る。 

都市建設局は、大雨による内水氾濫を想定した浸水想定 区域を設定し、避難所、水

害の知識等を記載した浸水（内水）ハザードマップを作成し、市民への周知を図る。 

 

 

〔削除〕 
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頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 イ ハザードマップの周知 

    〔略〕 

（２）避難体制の検討 

    〔略〕 

（３）マイ・タイムライン（防災行動計画） 

 危機管理局は、土砂災害や水害からの逃げ遅れを防ぐため、土砂災害や洪水

の危険区域や避難所の情報を周知するとともに、区役所と協力し、市民に対して

避難行動を時系列的に整理したマイ・タイムライン（防災行動計画）の作成促進

に努める。 

 

 

 

 

（４）浸水想定区域内にある施設 

    〔略〕 

（５）ダムの安全対策 

    〔略〕 

 

 

 

６ マイ・タイムライン（防災行動計画）の作成促進 

 危機管理局は、土砂災害や水害からの逃げ遅れを防ぐため、土砂災害や洪水の危

険区域や避難所の情報を周知するとともに、区役所と協力し、市民に対して避難行動

を時系列的に整理したマイ・タイムライン（防災行動計画）の作成促進に努める。 

 教育局（学校教育部）は、危機管理局及び区役所と連携し、学校の児童・生徒を対

象としてマイ・タイムライン（防災行動計画）を活用した防災教育の促進に努める。 

 

〔削除〕 

 

〔削除〕 

 

予-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 浸水被害対策 

危機管理局は、区役所と協力し、情報の収集・伝達、避難所等の確保・運用、防

災意識の向上について、次の取組を推進する。 

目 的 取 組 事 項 

情報の収集・
伝達体制 

○住民からの前兆現象や近隣の災害発生情報等の
収集体制 
○豪雨時の雨量情報、河川の水位に関する情報、
風水害時避難場所・避難所開設情報等の提供手段 
 

風水害時避
難場所、 
避難所の確
保・運用 

○安全な避難所確保が困難な地区における風水害
時避難場所の選定 
○洪水ハザードマップ等を活用した実践的な避難訓
練(年１回以上) 

７ 浸水被害対策 

危機管理局は、関係各局、区役所その他関係機関と協力して次の取組を推進する。 

目 的 取 組 事 項 

情報の収
集・伝達体
制 

○ハザードマップやさがみはら防災マップなどによる
浸水想定区域等の危険区域や風水害時避難場所等
の情報提供 
○住民からの前兆現象や近隣の災害発生情報等の
収集 
○豪雨時の雨量情報、河川の水位に関する情報、風
水害時避難場所・避難所開設情報等の提供 
○住民への情報伝達手段の多重化 

避難指示等
の発令 

○在宅の災害時要援護者、夜間等を考慮し、円滑な避
難を確保するための避難指示等発令の判断・伝達 
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頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災意識の
向上 

○住民主体のマイ・タイムライン（防災行動計画）の
作成、住民の取組の活発化の支援 

 

 

  

 

 

風水害時避
難場所、 
避難所の確
保・運用 

○在宅の災害時要援護者等を考慮した身近で安全な
公民館等を風水害時避難場所に指定 
○安全な避難所確保が困難な地区における風水害時
避難場所の選定 
○洪水ハザードマップ等を活用した実践的な避難訓
練の実施(年１回以上) 

防災意識の
向上 

○状況に応じた適切な避難行動をとるための洪水、
警戒レベル等に関する正しい知識の普及啓発 
○水防月間における広報活動や防災訓練等の実施 
○住民主体のマイ・タイムライン（防災行動計画）
の作成 
○住民が実施する取組の活発化の支援 

ダムの安全
対策 

○県企業庁と連携し、ダムの安全性や対策、洪水時
のダム操作等の企業庁の対策について、ホームペー
ジ等での市民への周知 
○あらゆる可能性を考慮した大規模洪水の想定及び
避難方策の検討 
○ダムの放水量に応じた洪水予測や必要な警戒避難
対策についての調査・研究 

 

予-53 〔新設〕 

※参考 

（４）浸水想定区域内にある施設 

危機管理局は、浸水想定区域内にある地下街等、要配慮者利用施設及び大規

模な工場その他の施設でその名称と所在地が本計画に定められている施設に

ついては、関係各局と連携して、施設の所有者又は管理者がとるべき対策につ

いて周知し、その実施を促進する。また、関係各局及び危機管理局は、浸水想

定区域内にある要配慮者利用施設の管理者等と、情報伝達体制の相互確認に

努める。 

なお、対象施設の詳細は「資料編」に定める。 

８ 要配慮者利用施設等における対策 

危機管理局は、浸水想定区域内にある地下街等、要配慮者利用施設及び大規模な

工場その他の施設でその名称と所在地が本計画に定められている施設については、

関係各局と連携して、施設の所有者又は管理者がとるべき対策について周知し、その

実施を促進する。また、関係各局及び危機管理局は、浸水想定区域内にある要配慮

者利用施設の管理者等と、情報伝達体制の相互確認に努める。 

なお、対象施設の名称及び所在地は「資料編」に定める。 
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頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

施設の種類 所有者又は管理者の対応 

地下街等 ・利用者の避難確保及び浸水防止のための措置に関
する計画を作成しなければならない。 
・上記計画に基づく訓練を行わなければならない。 
・自衛水防組織を置かなければならない。 

要 配 慮 者 利
用施設 

・利用者の避難確保のための措置に関する計画を作
成しなければならない。 
・上記計画に基づく訓練を行わなければならない。 
・自衛水防組織を置くよう努めなければならない。 

延 べ 面 積
10,000㎡以上
の工場、作業
場又は倉庫 

・浸水の防止に関する計画を作成するよう努めなけれ
ばならない。 
・上記計画に基づく訓練を行うよう努めなければならない。 
・自衛水防組織を置くよう努めなければならない。 

 

７ 地下空間の浸水被害軽減 

  〔略〕 

８ 浸水被害警戒地域対策計画 

  〔略〕 

施設の種類 所有者又は管理者の対応 

地下街等 ○利用者の避難確保及び浸水防止のための措置に関す
る計画を作成しなければならない。 
○上記計画に基づく訓練を行わなければならない。 
○自衛水防組織を置かなければならない。 

要 配 慮 者 利
用施設 

○利用者の避難確保のための措置に関する計画を作成
し、市へ報告しなければならない。 
○上記計画に基づく訓練を行い、その結果を市へ報告し
なければならない。 
○自衛水防組織を置くよう努めなければならない。 

延 べ 面 積
10,000 ㎡ 以
上の工場、作
業 場 又 は 倉
庫 

○浸水の防止に関する計画を作成するよう努めなければ
ならない。 
○上記計画に基づく訓練を行うよう努めなければならない。 
○自衛水防組織を置くよう努めなければならない。 

 

９ 地下空間の浸水被害軽減 

  〔略〕 

１０ 浸水被害警戒地域対策計画 

  〔略〕 

予-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 土砂災害対策 

３ 土砂災害対策 

（１）急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地及び地すべり防止区域 

ア 急傾斜地崩壊危険区域の指定 

  〔略〕 

イ 砂防指定地の指定 

  〔略〕 

ウ 地すべり防止区域の指定 

  〔略〕 

エ 指定区域の周知、管理及び保全並びに防災措置の勧告等 

第２節 土砂災害対策 

３ 急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地及び地すべり防止区域の指定及び県が実

施する対策 

（１）急傾斜地崩壊危険区域の指定 

  〔略〕 

（２）砂防指定地の指定 

  〔略〕 

（３）地すべり防止区域の指定 

  〔略〕 

（４）指定区域の周知、管理及び保全並びに防災措置の勧告等 
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頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〔略〕 

オ 情報の収集及び気象警報等の伝達方法 

  〔略〕 

 

（２）土砂災害警戒区域等 

〔略〕 

危機管理局は、県が指定した土砂災害警戒区域等について、土砂災害ハザード

マップを作成する。さらに、関係各局、区役所及び県と協力し、指定された区域

における警戒避難体制を整備するため、国の避難ガイドライン等を踏まえて次の

取組を推進する。また、都市建設局は、土砂災害特別警戒区域における建築物

の構造規制を行う。 

 

〔表略〕 ※修正案の「６ 土砂災害対策」で参考掲載 

 

（３）事前調査の実施 

 〔略〕 

 

 

〔新設〕 

  〔略〕 

（５）情報の収集及び気象警報等の伝達方法 

  〔略〕 

 

４ 土砂災害警戒区域等の指定及び県が実施する対策 

  〔略〕 

５ ハザードマップの作成・周知 

危機管理局は、県が指定した土砂災害警戒区域等について、土砂災害ハザードマッ

プを作成し、市民への周知を図る。 

 

 

 

 〔表削除〕  ※ 「６ 土砂災害対策」に移行 

 

 〔削除〕   ※ 「６ 土砂災害対策（２）」に移行 

 

 

 

６ マイ・タイムライン（防災行動計画）の作成促進 

 危機管理局は、土砂災害や水害からの逃げ遅れを防ぐため、土砂災害や洪水の危

険区域や避難所の情報を周知するとともに、区役所と協力し、市民に対して避難行動

を時系列的に整理したマイ・タイムライン（防災行動計画）の作成促進に努める。 

 教育局（学校教育部）は、危機管理局及び区役所と連携し、学校の児童・生徒を対

象としてマイ・タイムライン（防災行動計画）を活用した防災教育の促進に努める。 
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頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

予-56  

〔新設〕 

 

※参考（３土砂災害対策（２）土砂災害警戒区域等の表） 

目 的 取 組 事 項 

情 報 の 収
集 ・ 伝 達 体
制 

○土砂災害ハザードマップやさがみはら防災マップなど
による土砂災害警戒区域等の情報提供 
○住民からの前兆現象や近隣の災害発生情報等の収集
体制 
○豪雨時の雨量情報、土砂災害警戒情報、風水害時
避難場所・避難所開設情報等の提供手段 
○住民への情報伝達手段の多重化 

避難勧告等
の発令 

○在宅の災害時要援護者、夜間等を考慮した避難勧告
等の判断・伝達体制 
○避難勧告等の判断における土砂災害の専門家等の
活用体制 

風水害時避
難場所、避
難 所 の 確
保・運用 

○在宅災害時要援護者等を考慮した身近で安全な公
民館等を風水害時避難場所に指定 
○安全な避難所確保が困難な地区における風水害時
避難場所の選定 
○風水害時避難場所、避難所を保全する砂防施設の整
備促進 
○土砂災害ハザードマップ等を活用した実践的な避難
訓練（年１回以上） 

要配慮者の
支援 

○要配慮者利用施設の管理者との情報伝達体制の相
互確認 
○要配慮者利用施設を保全する砂防施設の整備促進 

要配慮者利
用施設の義
務 

○施設の所有者又は管理者が行う以下の取組の周知・
促進 
（対象施設については、資料編に定める。) 
・利用者の避難確保のための措置に関する計画の作成
及び計画に定められた訓練を実施 

第２節 土砂災害対策 

７ 土砂災害対策 

（１）建築物の構造規制 

都市建設局は、土砂災害特別警戒区域における建築物の構造規制を行う。 

（２）事前調査の実施 

都市建設局及び消防局は、出水期前などの時期にパトロール等を実施し、危険が予

想される箇所の認識を図る。 

（３）警戒避難体制の整備 

危機管理局は、関係各局、区役所その他関係機関と協力して次の取組を推進する。 

目 的 取 組 事 項 

情 報 の 収
集 ・ 伝 達 体
制 

○土砂災害ハザードマップやさがみはら防災マップなど
による土砂災害警戒区域等の危険区域や風水害時避
難場所等の情報提供 
○住民からの前兆現象や近隣の災害発生情報等の収集 
○豪雨時の雨量情報、土砂災害警戒情報、風水害時
避難場所・避難所開設情報等の提供 
○住民への情報伝達手段の多重化 

避難指示等
の発令 

○在宅の災害時要援護者、夜間等を考慮した避難指示
等の判断・伝達 
○避難指示等の避難情報の判断における土砂災害の
専門家等の活用 

風水害時避
難場所、避
難 所 の 確
保・運用 

○在宅の災害時要援護者等を考慮した身近で安全な
公民館等を風水害時避難場所に指定 
○安全な避難所確保が困難な地区における風水害時
避難場所の選定 
○風水害時避難場所、避難所を保全する砂防施設の整
備促進 
○土砂災害ハザードマップ等を活用した実践的な避難
訓練の実施（年１回以上） 

防災意識の
向上 

○状況に応じた適切な避難行動をとるための土砂災
害、警戒レベル等に関する正しい知識の普及啓発 
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頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

防災意識の
向上 

○状況に応じた適切な避難行動をとるため土砂災害に
関する正しい知識の普及啓発 
○土砂災害防止月間における広報活動や防災訓練等 
○住民主体のマイ・タイムライン（防災行動計画）の作
成、住民の取組の活発化の支援 

 

○土砂災害防止月間における広報活動や防災訓練等
の実施 
○住民主体のマイ・タイムライン（防災行動計画）の作成 
○住民が実施する取組の活発化の支援 

 

予-57 第２節 土砂災害対策 

４ 自然災害回避（アボイド）行政の協力、推進 

  〔略〕 

５ 要配慮者利用施設の土砂災害防止対策 

都市建設局は、災害時要援護者関連施設周囲における土砂災害防止工事が進

むよう関係者に求める。 

危機管理局は、土砂災害警戒区域等内にある要配慮者利用施設で、その名称

と所在地が本計画に定められている施設については、関係各局と連携して施設

の所有者又は管理者がとるべき対策について周知し、その実施を促進する。 

また、関係各局は、関係者に必要な情報を提供し、避難体制の確立など防災体

制の整備に努めるよう指導する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 土砂災害対策 

 〔９ に繰り下げ〕 

 

８ 要配慮者利用施設における対策 

都市建設局は、要配慮者利用施設周囲における土砂災害防止工事が進むよう関係

者に求める。 

危機管理局は、土砂災害警戒区域等内にある要配慮者利用施設で、その名称と所

在地が本計画に定められている施設については、関係各局と連携して施設の所有者

又は管理者がとるべき対策について周知し、その実施を促進する。 

また、関係各局及び危機管理局は、関係者に必要な情報を提供し、避難体制の確立

など防災体制の整備に努めるよう指導するとともに施設の管理者等と、情報伝達体制

の相互確認に努める。 

なお、対象施設の名称及び所在地は「資料編」に定める。 

 

施設の種類 所有者又は管理者の対応 

要配慮者利用施設 ○利用者の避難確保のための措置に
関する計画を作成し、市へ報告しなけ
ればならない。 
○上記計画に基づく訓練を行い、その
結果を市へ報告しなければならない。 

 

９ 自然災害回避（アボイド）行政の協力、推進 

  〔略〕 
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頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

予-57 第２節 土砂災害対策 

６ 山地の災害防止 

  〔略〕 

（２）神奈川県は、地形や地質等の要因により、山地災害で人家や公共施設

等に被害を与えるおそれがある箇所を「山地災害危険地区」に設定し、イン

ターネット等を通じて市民に周知を図る。 

また、「山地災害危険地区」について、毎年、順次目視によるパトロールを

実施し、林地や治山施設等の状況を把握するとともに、危険性の高い箇所か

ら優先順位を付けて対策を行うことで、山地災害の未然防止に努める。 

第２節 土砂災害対策 

１０ 山地の災害防止 

  〔略〕 

（２）神奈川県は、地形や地質等の要因により、山地災害で人家や公共施設等に

被害を与えるおそれがある箇所を「山地災害危険地区」に設定し、インターネッ

ト等を通じて市民に周知を図る。 

また、「山地災害危険地区」について、定期的に目視によるパトロールを実施し、

林地や治山施設等の状況を把握するとともに、危険性の高い箇所から優先順位

を付けて対策を行うことで、山地災害の未然防止に努める。 

予-58  

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 火山災害対策 

１ 基本方針 

富士山の噴火により本市に影響があると想定される、溶岩流や降灰の影響想定範

囲を把握するとともに、富士山火山に関する正しい知識を市民に普及啓発する。 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 項  目 

市 担 当 

危 機 管 理 局 
火山災害対策の総括及び調整に関
すること。 

区 役 所 
火山災害対策に関すること。 

関 係 各 局 

関 係 
機 関 

神 奈 川 県 
火山災害対策に係る広域調整に関
すること。 

３ ハザードマップの作成・周知 

  危機管理局は、令和３年３月に富士山火山防災対策協議会が公表した富士山ハ

ザードマップについて、市民への周知を図る。 

  また、神奈川県その他関係市町と連携して、県内の溶岩流の影響想定範囲、火

山災害の知識等を記載した火山防災マップを作成し、市民への周知を図る。 

４ 火山災害対策 
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頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危機管理局は、関係各局、区役所その他関係機関と協力して次の取組を推進する。 

目 的 取 組 事 項 

情報の収集・伝達
体制 

○富士山ハザードマップなどによる溶岩流や降灰等の
影響想定範囲の情報提供 
○さがみはら防災マップなどによる避難所等の情報提
供 
○住民からの前兆現象や近隣の災害発生情報等の収
集 
○溶岩流の流下状況や降灰予報に関する情報、土砂
災害緊急情報、風水害時避難場所・避難所開設情報等
の提供 
○住民への情報伝達手段の多重化 

避 難 指 示 等 の 発
令 

○在宅の災害時要援護者、夜間等を考慮し、円滑な避
難を確保するための避難指示等発令の判断・伝達 

風 水 害 時 避 難 場
所、 
避難所の確保・運
用 

○溶岩流到達範囲からの距離が近い、降灰による土石
流の影響が想定される、又は火山灰の堆積による倒壊
のおそれのある風水害時避難場所や避難所について、
避難者が安全に避難し、又は一定期間滞在することが
できる代替の場所を選定 
○他市町村から広域避難・広域一時滞在の要請があっ
た場合の避難所等の確保 
○富士山ハザードマップ等を活用した実践的な避難訓
練 

防災意識の向上 

○状況に応じた適切な避難行動をとるための洪水、火
山災害に関する正しい知識の普及啓発 
○住民が実施する取組の活発化の支援 
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第５章 応急対策への備え 

頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

予-59 第１節 情報伝達網の整備 

４ 一斉情報配信システムの活用 

  〔略〕 

 

＜配信する手段＞ 

防災行政用同報無線（ひばり放送）、緊急速報「エリアメール」・「緊急速

報メール」、防災メール、テレビ神奈川データ放送、市災害情報ツイッタ

ー、一斉同報ＦＡＸ（インターネットＦＡＸ）等 
 

第１節 情報伝達網の整備 

４ 一斉情報配信システムの活用 

  〔略〕 

＜配信する手段＞ 

○防災行政用同報無線（ひばり放送）  ○緊急速報「エリアメール」・

「緊急速報メール」  ○防災メール  ○テレビ神奈川データ放送  

○市災害情報ツイッター  ○一斉同報ＦＡＸ（インターネットＦＡＸ） 等 
 

予-59 

 

 

 

 

 

 

予-60 

 

 

 

 

 

 

予-61 

第１節 情報伝達網の整備 

３ 市民への情報伝達手段 

  〔略〕 

また、戸別受信機の活用などにより、洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域

等の住民へ、風水害時に、より確実に警報や避難情報等を速やかに提供でき

る情報伝達体制を整備する。 

  〔略〕 

１０ 風水害時の連絡体制の確立 

緊急時のダムの放流等について、城山ダムに係る県・市間のホットラインの

活用などに努める。 

さらに、洪水や土砂災害等に対する避難勧告等の判断に当たって、気象台、

河川管理者、砂防関係機関からの助言を円滑に得られるように、県の担当部

局や気象台担当者との連絡体制の確立に努める。 

〔略〕 

１２ 通信設備の運用訓練等 

  〔略〕 

 

 

 

第１節 情報伝達網の整備 

３ 市民への情報伝達手段 

  〔略〕 

また、戸別受信機の活用などにより、洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域等の

住民へ、風水害時に、より確実に特別警報や避難情報等を速やかに提供できる情

報伝達体制を整備する。 

  〔略〕 

１０ 風水害時の連絡体制の確立 

緊急時のダムの放流等について、城山ダムに係る県・市間のホットラインの活用

などに努める。 

さらに、洪水や土砂災害等に対する避難指示等の発令の判断に当たって、気象

台、河川管理者、砂防関係機関からの助言を円滑に得られるように、県の担当部

局や気象台担当者との連絡体制の確立に努める。 

  〔略〕 

１２ 通信設備の運用訓練等 

  〔略〕 

（５）非常通信（※）の取扱い、機器の操作の習熟等、防災関係機関等と連携した

通信訓練 

  〔略〕 
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頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

 〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

１３ 民間事業者との連携 

災害時等に市が発する情報（避難所開設状況、避難勧告等）の伝達に当たっ

ては、災害対策基本法第５７条に基づき、インターネット情報ポータルサイ

ト運営事業者（グーグル（株）、ヤフー（株））と連携し情報発信を行う。 

また、ヤフー（株）が提供する防災アプリ「Yahoo！防災速報」や、三井住

友海上保険(株)が提供する防災アプリ「スマ保災害時ナビ」を利用し、市か

らの災害に関する情報を配信する。 

さらに、エフエムさがみやエフエムヨコハマによる緊急ラジオ放送、J:COM

によるテロップ放送や専用端末への配信など、民間事業者と連携し情報を

配信する。 

（※）「非常通信」とは、「地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非

常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用する

ことができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、

災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信」をいう（電

波法第５２条第４号）。無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若し

くは通信事項の範囲を超えて運用してはならないとされているが、非常通信は、行

うことが可能となっている。 

   

１３ 民間事業者との連携 

災害時等に市が発する情報（避難所開設状況、避難指示等）の伝達に当たって

は、災害対策基本法第５７条に基づき、インターネット情報ポータルサイト運営

事業者（グーグル（株）、ヤフー（株））と連携し情報発信を行う。 

また、ヤフー（株）が提供する防災アプリ「Yahoo！防災速報」や、三井住友海

上保険(株)が提供する防災アプリ「スマ保災害時ナビ」を利用し、市からの災害

に関する情報を配信する。 

さらに、エフエムさがみやエフエムヨコハマによる緊急ラジオ放送、J:COM によ

るテロップ放送や専用端末への配信など、民間事業者と連携し情報を配信する。 

予-62 

 

 

 

 

 

 

 

予-63 

第２節 情報システム等の整備 

３ 災害情報共有システム 

危機管理局は、災害の初動期において、的確な災害対応を行うため、市内の

被害情報等を迅速に収集し、全庁で共有するための災害情報共有システム

の管理運営を行う。なお、耐災害性を考慮し、インターネット環境を活用し

たクラウド型のシステムにより、災害現場等から携帯電話やスマートフォ

ンにより情報の登録が可能なものとする。 

  〔略〕 

８ 被災者支援システム 

災害時に被害認定調査、罹災証明書発行、義援金等の支給、仮設住宅の入居

等の被災者支援を、総合的かつ効率的に行うため、情報を一元的に管理し、

第２節 情報システム等の整備 

３ 災害情報共有システム 

危機管理局は、災害の初動期において、的確な災害対応を行うため、市内の被害

情報等を迅速に収集し、全庁で共有するための災害情報共有システムの管理運

営を行う。なお、耐災害性を考慮し、インターネット環境を活用したクラウド型

のシステムにより、災害現場等からスマートフォン等により情報の登録が可能な

ものとする。 

  〔略〕 

８ 被災者支援システム 

災害時に被害認定調査、罹災証明書発行、義援金等の支給、仮設住宅の入居等の

被災者支援を、総合的かつ効率的に行うため、情報を一元管理し、関係部署間で
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頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

関係部署間で情報を共有できる被災者支援システムを運用する。 情報を共有できる被災者支援システムを運用する。 

予-64 第３節 避難場所等の整備 

１ 基本方針 

災害時において、市民の生命と身体の安全を守るため、避難場所及び避難所

を事前に指定又は確保するとともに、その施設等の整備を図り、避難者の安

全対策を推進する。また、安全かつ迅速な避難誘導が行えるよう「避難計画」

を策定し、避難勧告等の基準、伝達方法等を明確にする。 

第３節 避難場所等の整備 

１ 基本方針 

災害時において、市民の生命と身体の安全を守るため、避難場所及び避難所を事

前に指定又は確保するとともに、その施設等の整備を図り、避難者の安全対策を

推進する。また、安全かつ迅速な避難誘導が行えるよう「避難計画」を策定し、

避難指示等の発令基準、伝達方法等を明確にする。 

予-64 第３節 避難場所等の整備 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 項  目 

市 担
当 

〔略〕 〔略〕 

〔新設〕 〔新設〕 

教育局（教育環境部、
生涯学習部） 

避難場所及び避難所の整備に関
すること。 

危機管理局 

避難所担当職員、風水害時避難場

所担当職員の選任に関すること。 

避難場所、避難所及び一時滞在施

設の指定に関すること。 

〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

〔略〕 〔略〕 
 

第３節 避難場所等の整備 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 項  目 

市 担
当 

〔略〕 〔略〕 

市民局 避難場所の整備に関すること。 

教育局（学校教育部、
生涯学習部） 

避難場所及び避難所の整備に関
すること。 

危機管理局 

特命担当員（避難所担当職員等）

の選任に関すること。 

避難場所、避難所及び一時滞在施

設の指定に関すること。 

〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

〔略〕 〔略〕 
 

予-65   〔略〕 

４ 広域避難場所 

（３）整備 

 ア～イ 〔略〕 

  〔略〕 

４ 広域避難場所 

（３）整備 

 ア～イ 〔略〕 
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頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

ウ 広域避難場所に通ずる幅員１５ｍ以上の道路又は幅員１０ｍ以上の緑

道等を避難路として選定し、避難上必要な機能を整備する。 

 

ウ 次のいずれかに該当する広域避難場所に通ずる道路又は緑道を避難路として

選定し、避難上必要な機能を整備する。 

（ア）幅員１５ｍ以上の道路又は幅員１０ｍ以上の緑道 

（イ）土地利用の状況等を勘案し、災害時における避難上必要な機能を有すると認め

られる（ア）以外の道路又は緑道 

予-65 ６ 避難所 

（３）整 備 

ア～ウ 〔略〕 

エ 非常用発電設備、防災行政用同報無線（ひばり放送）戸別受信機、テレビ受

信用設備を整備する。 

６ 避難所 

（３）整 備 

ア～ウ 〔略〕 

エ 非常用発電設備、防災行政用同報無線（ひばり放送）、戸別受信機、テレビ受信

用設備を整備する。 

予-68 ５ 食料の備蓄等 

（１）～（３） 〔略〕 

（４）教育局は、給食センターの整備等に併せ、可能なものから災害時の米飯の

提供体制を確保する。 

５ 食料の備蓄等 

（１）～（３） 〔略〕 

（４）教育局は、市立学校給食施設（学校給食センターを含む）の整備等に併せ、可

能なものから災害時の米飯の提供体制を確保する。 

予-71 

 

 

 

 

 

 

 

予-72 

第６節 災害時輸送体制の整備 

５ 緊急通行車両の確認手続 

（１）緊急通行車両 

緊急通行車両は、災害対策基本法第５０条第１項に基づき、同条第２項に規

定する災害応急対策の実施責任者又はその委託を受けた者が使用する車両

で、次に掲げる業務に従事する車両とする。 

ア 警報の発令及び伝達並びに避難勧告又は避難指示（緊急）の発令 

イ～ケ 〔略〕 

（２）緊急輸送車両 

緊急輸送車両は、大規模地震対策特別措置法第２１条第２項に規定する地震防

災応急対策（警戒宣言発令時対策）の実施責任者、又はその委託を受けた者が

使用する車両で、次に掲げる業務に従事する車両とする。 

ア 地震予知情報の伝達及び避難勧告又は避難指示（緊急）の発令 

イ～ク 〔略〕 

第６節 災害時輸送体制の整備 

５ 緊急通行車両の確認手続 

（１）緊急通行車両 

緊急通行車両は、災害対策基本法第５０条第１項に基づき、同条第２項に規定す

る災害応急対策の実施責任者又はその委託を受けた者が使用する車両で、次に

掲げる業務に従事する車両とする。 

ア 警報の発令及び伝達並びに避難指示等の発令 

イ～ケ 〔略〕 

（２）緊急輸送車両 

緊急輸送車両は、大規模地震対策特別措置法第２１条第２項に規定する地震防災応

急対策（警戒宣言発令時対策）の実施責任者、又はその委託を受けた者が使用する

車両で、次に掲げる業務に従事する車両とする。 

ア 地震予知情報の伝達及び避難指示等の発令 

イ～ク 〔略〕 

予-73 第７節 災害時における文教・保育体制の整備 第７節 災害時における文教・保育体制の整備 
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頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 項  目 

市 担 当 

〔略〕 〔略〕 

こども・若者未来
局 

災害時における市立幼稚園の防
災対策に関すること。 

関 係 
機 関 

神 奈 川 県 

災害時における文教体制の整備
に関すること。 

市立小・中学校及
び義務教育学校並
び に 教 育 機 関 

 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 項  目 

市 担 当 

〔略〕 〔略〕 

こども・若者未来
局 

災害時における市立幼稚園、保育
所の防災対策に関すること。 

市立小・中学校及
び義務教育学校並
び に 教 育 機 関 

災害時における文教体制の整備に
関すること。 
防災教育の充実及び応急教育の
実施に関すること。 

関 係 
機 関 

神 奈 川 県 
災害時における文教体制の整備
に関すること。 

私 立 学 校 等 
 

予-77 第９節 その他の災害対応体制の整備 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 項  目 

市 担 当 

市 民 局 
 
 

遺体処理体制整備に関すること。 
 
 
 

〔略〕 〔略〕 

財政局（財政部） 
災害時の土地利用の調製に関する
こと。 
 

〔略〕 〔略〕 

財政局（税務部） 
被害調査（火災を除く）に関すること。 
罹災証明書（火災を除く）発行の支
援に関すること。 

〔略〕 〔略〕 

関 係 神奈川県（警察） 遺体の検視、調査等に関すること。 

第９節 その他の災害対応体制の整備 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 項  目 

市 担 当 

市 民 局 
 

遺体処理体制整備に関すること。 
罹災証明書及び罹災届出証明書
（火災を除く）の発行に係る調整に関
する事 

〔略〕 〔略〕 

財政局 
災害時の土地利用の調製に関する
こと。 
市有建物の被害調査に関すること。 

〔略〕 〔略〕 

財政局 
罹災証明書（火災を除く）発行に係る
住家等の被害調査に関すること。 

〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

警 察 署 遺体の検視、調査等に関すること。 

〔略〕 〔略〕 
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頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

機 関 〔略〕 〔略〕 
 

予-78 ６ 被害調査及び罹災証明書発行に関する事前対策 

災害後に、被災者生活再建支援法（平成１０年法律第６６号）の適用や支援

金の支給などの各種支援策と密接に関連する罹災証明書を発行するため、

市が実施する被害認定を迅速かつ公正に実施できるよう、財政局は、「住家

及び市有建物被害調査実施要領」及び「災害に係る住家の被害認定基準運用

指針」（内閣府、令和３年３月）・参考資料（令和２年３月）に基づき、建物

被害認定調査を行う体制を確保する。 

また、都市建設局の行う応急危険度判定との連携や、被災者台帳の作成、罹

災証明書の発行及び活用に関わる手続についての関係部署間（調査及び被

災者台帳の作成：財政局（税務部）及び消防局、罹災証明書の発行：区役所、

消防局、財政局（税務部）（調査内容説明）、罹災証明書の活用：関係各局）

での運用方法の調整を行う。 

 

６ 被害調査及び罹災証明書発行に関する事前対策 

災害後に、被災者生活再建支援法（平成１０年法律第６６号）の適用や支援金の

支給などの各種支援策と密接に関連する罹災証明書を発行するため、市が実施

する被害認定を迅速かつ公正に実施できるよう、財政局は、「住家及び市有建物

被害調査実施要領」及び内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指

針」に基づき、建物被害認定調査を行う体制を確保する。 

また、都市建設局の行う応急危険度判定との連携や、被災者台帳の作成並びに罹

災証明書の発行及び活用に関わる手続についての関係部署間（調査：財政局及び

消防局、被災者台帳の作成：危機管理局及び区役所、罹災証明書の発行：区役所、

市民局（発行に係る各区役所との調整）、消防局、罹災証明書の活用：関係各局）

での運用方法の調整を行う。 

予-82 第１１節 帰宅困難者対策 

３ 市の措置 

  〔略〕 

（２）都市建設局 

  〔略〕 

 また、区役所と連携し、駅前混乱防止対策において収集した情報を、帰宅

困難者等に周知する体制や帰宅困難者を駅から一時滞在施設へ誘導する体

制を整備する。 

第１１節 帰宅困難者対策 

３ 市の措置 

  〔略〕 

（２）都市建設局 

  〔略〕 

 また、区役所と連携し、駅前混乱防止対策において収集した情報を、帰宅困難

者等に周知する体制や、帰宅困難者が身の安全を守るために避難する駅周辺一時

避難場所又は一時滞在施設へ誘導する体制を整備する。 
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第６章 災害時要援護者支援 

頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

予-84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 災害時要援護者支援 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 項  目 

市 担
当 

健康福祉局 
（地域包括ケア推進部、生活福

祉部、保健衛生部） 

災害時要援護者の安全
確保等に関すること。 
災害時要援護者の情報
提供・管理に関すること。 こども・若者未来局 

関 係 各 局 災害時要援護者の安全
確保等に関すること。 

関 係 
機 関 

関 係 福 祉 団 体 

さがみはら国際交流ラウンジ 
外国人支援体制の充実
に関すること。 

 

 

 

 

第１節 災害時要援護者支援 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 項  目 

市 担
当 

健康福祉局 
（地域包括ケア推進部、生活福

祉部、保健衛生部） 

災害時要援護者の安全
確保等に関すること。 
災害時要援護者の情報
提供・管理に関すること。 こ ど も ・ 若 者 未 来 局 

健 康 福 祉 局 避難行動要支援者の個
別避難計画の作成等に
関すること。 

危 機 管 理 局 

区 役 所 

市 民 局 
外国人支援体制に関す
ること。 

関 係 各 局 災害時要援護者の安全
確保等に関すること。 

関 係 
機 関 

関 係 福 祉 団 体 

さがみはら国際交流ラウンジ 
外国人支援体制の充実
に関すること。 

 

予-84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 災害時要援護者支援 

４ 災害時要援護者名簿 

健康福祉局は、災害時要援護者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するお

それがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避

難の確保を図るために特に支援を要する者を特定するため、市保有情報等から

所在を把握し、災害時要援護者名簿を作成する。 

この災害時要援護者名簿は、災害対策基本法第４９条の１０に規定する「避難行

動要支援者名簿」と同義である。 

（１）災害時要援護者名簿に記載する者の範囲 

ア 介護保険法（平成９年法律第１２３号）による要介護度３以上の者 

イ 身体障害者手帳１級又は２級の交付を受けている者 

第１節 災害時要援護者支援 

４ 避難行動要支援者名簿 

健康福祉局は、災害時要援護者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれ

がある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保

を図るために特に支援を要する者（以下「避難行動要支援者」という。）を特定するた

め、市保有情報等から所在を把握し、避難行動要支援者名簿を作成する。 

避難行動要支援者名簿は、本市で作成していた災害時要援護者名簿と同義である。 

（１）避難行動要支援者名簿に記載する者の範囲 

ア 介護保険法（平成９年法律第１２３号）による要介護度３以上の者 

イ 身体障害者手帳１級又は２級の交付を受けている者 

ウ 療育手帳Ａ１又はＡ２の交付を受けている者  
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頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予-85 

 

 

 

ウ 療育手帳Ａ１又はＡ２の交付を受けている者 

エ 災害時要援護者名簿への記載について本人又は家族から申出のある者 

 

 

〔新設〕 

 

 

 

（２）災害時要援護者名簿作成に必要な個人情報及び入手方法 

災害時要援護者名簿を作成するに当たって、（１）ア～ウに該当する者を把握す

るために、市保有情報（住民基本台帳、身体障害者更生指導台帳、知的障害者

更生指導台帳、介護保険被保険者台帳）を集約する。 

また、（１）エに該当する者については、本人又は家族からの申出に基づき情報を

把握する。 

（３）災害時要援護者名簿の更新に関する事項 

災害時要援護者名簿を原則年１回以上更新する。 

（４）災害時要援護者名簿の共有に関する事項 

災害時要援護者名簿を危機管理局、各区役所等に提供する。 

（５）災害時要援護者名簿の管理に関する事項 

災害時要援護者名簿の提供を受けた関係機関は、名簿情報を適正に管理す

る。 

エ 避難行動要支援者名簿への記載について本人又は家族から申出のある者 

（２）避難行動要支援者名簿に記載する事項 

避難行動要支援者名簿には次の事項を記載する。  

○氏名  ○生年月日  ○性別  ○住所又は居所   

○電話番号その他の連絡先    ○避難支援等を必要とする事由   

○その他避難支援等の実施に関し必要と認める事項 

 

（３）避難行動要支援者名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 

避難行動要支援者名簿を作成するに当たって、（１）ア～ウに該当する者を把握する

ために、市保有情報（住民基本台帳、身体障害者更生指導台帳、知的障害者更生指

導台帳、介護保険被保険者台帳）を集約する。 

また、（１）エに該当する者については、本人又は家族からの申出に基づき情報を把握

する。 

（４）避難行動要支援者名簿の更新 

避難行動要支援者名簿を原則年１回以上更新する。 

（５）避難行動要支援者名簿の共有 

避難行動要支援者名簿を危機管理局、各区役所並びに現地対策班が置かれるまち

づくりセンター及び公民館に提供する。 

（６）避難行動要支援者名簿の管理 

避難行動要支援者名簿の提供を受けた関係機関は、名簿情報を適正に管理する。 

予-85 第１節 災害時要援護者支援 

５ 同意者名簿 

健康福祉局は、災害時要援護者名簿に記載された者のうち、災害時要援護者支

援組織への情報提供に同意した者を把握し、同意者名簿を作成・提供すること

ができる。 

（１）協定の締結 

単位自治会等を中心に、地域の実情に応じて、民生委員児童委員協議会など

第１節 災害時要援護者支援 

５ 同意者名簿 

健康福祉局は、避難行動要支援者名簿に記載された者のうち、地域内の避難行動要

支援者を支援する組織（以下「支援組織」という。）への情報提供に同意した者を把握

し、同意者名簿を作成・提供することができる。 

（１）協定の締結 

単位自治会等を中心に、地域の実情に応じて、民生委員児童委員協議会などの地域
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頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

の地域の各種団体で構成する地域内の要援護者を支援する組織（以下「支援組

織」という。）と「災害時要援護者避難支援事業の実施に関する協定」を締結す

る。 

（２）同意者名簿の提供 

協定を締結した支援組織が所在する地域内に住所を有する災害時要援護者名

簿に記載された者に対して、平常時からの支援組織への情報提供について意向

を確認し、支援組織への情報提供に同意した者を記載した同意者名簿を支援組

織へ提供する。 

 

 

〔新設〕 

 

 

（３）同意者名簿の更新に関する事項 

同意者名簿を原則年１回更新する。 

（４）情報漏えいを防止するための措置 

支援組織において、災害時要援護者情報の適正な管理が図られるよう、情報漏

えいの防止のために適切な措置を講ずるよう努める。 

（５）その他必要な事項 

同意者名簿の作成及び提供に関し、その他必要な事項は「災害時要援護者避

難支援ガイドライン」に定める。 

 

の各種団体で構成する支援組織と「災害時要援護者避難支援事業の実施に関する

協定」を締結する。 

（２）同意者名簿の提供 

協定を締結した支援組織が所在する地域内に住所を有する避難行動要支援者に対

して、平常時からの支援組織への情報提供について意向を確認し、支援組織への情

報提供に同意した者を記載した同意者名簿を支援組織へ提供する。 

（３）同意者名簿に記載する事項 

同意者名簿には次の事項を記載する。   

○氏名  ○生年月日  ○性別  ○住所又は居所  

○電話番号その他の連絡先 ○避難支援等を必要とする事由   

○その他避難支援等の実施に関し必要と認める事項 

   

（４）同意者名簿の更新 

同意者名簿を原則年１回更新する。 

（５）情報漏えいを防止するための措置 

支援組織は、情報漏えいの防止のために適切な措置を講じ、避難行動要支援者

情報を適正に管理する。 

（６）その他必要な事項 

同意者名簿の作成及び提供に関し、その他必要な事項は「災害時要援護者避難支

援ガイドライン」に定める。 

予-85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔新設〕 

 

 

 

第１節 災害時要援護者支援 

６ 個別避難計画 

健康福祉局は、避難行動要支援者の避難の実効性を高めるため危機管理局及び区

役所並びに庁外の関係機関等と連携し、災害対策基本法第４９条の１４第１項に規

定する個別避難計画（避難行動要支援者の避難支援等を実施するための計画）の

作成に努めるものとする。 

（１）個別避難計画作成の進め方 
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頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予-86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 避難行動要支援者のうち、ハザードマップで危険な区域に住む者など計画作成の

優先度が高く、個別避難計画を作成することについて同意が得られた避難行動要支

援者から順次個別避難計画を作成するよう努める。 

（２）個別避難計画に記載する事項 

  個別避難計画には、避難行動要支援者名簿に記載されている事項のうち必要な

情報のほか、次の事項を記載する。 

 

○避難支援等関係者のうち当該個別避難計画に係る避難支援を実施

する者の氏名・住所・電話番号等 

○避難場所等  ○その他避難支援等の実施に関し必要な事項 

 

（３）避難支援等関係者の範囲 

  避難支援等関係者は、自主防災組織、消防団、近隣住民、その他関係機関、又

は地域住民等の日常から避難行動要支援者と関わる者など当該避難行動要支援者

の実情にあわせて必要と思われる者とする。 

（４）個別避難計画作成に必要な個人情報及びその入手方法 

  個別避難計画の作成に当たって必要がある場合は、市関係部局で把握している

避難行動要支援者に関する情報を集約する。また、必要に応じて、関係都道府県知

事その他の者に対して、避難行動要支援者に関する情報の提供を求める。 

（５）個別避難計画の更新 

  避難行動要支援者の心身の状況の変化や避難方法等に変更があった場合等、

状況に応じて個別避難計画を更新する。 

（６）個別避難計画の提供 

個別避難計画情報は、危機管理局、各区役所並びに現地対策班が置かれるまちづ

くりセンター及び公民館等に提供する。 

また、平常時からの外部への情報提供に同意した者については、避難支援等の実

施に必要な限度で避難支援等関係者等に提供する。 

（７）情報漏えいを防止するための措置 
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頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

個別避難計画情報の提供を受けた者は、情報漏えいの防止のために適切な措置を

講じ、個別避難計画情報を適正に管理する。 

（８）避難支援等関係者の安全確保 

  避難支援等関係者は、安全確保に十分配慮し、地域の実情や災害の状況に応じ

て可能な範囲で避難支援等を行う。 

予-86 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 災害時要援護者支援 

６ 日常地域活動の充実 

  〔略〕 

７ 地域住民と社会福祉施設等との連携強化 

  〔略〕 

８ 関係福祉団体との連携強化 

  〔略〕 

９ 災害時要援護者に対する事前対策 

（１）健康福祉局における対策 

「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」（内閣府、平成２８年）に基づき、社会福

祉施設等との福祉避難所に関する協定を締結する。また、災害対策基本法に基

づき、災害時用援護者名簿を作成するなど要援護者を把握するとともに、自主防

災組織、消防団、民生委員・児童委員等、地域社会全体で災害時要援護者を支

援することができる体制を構築する。 

〔略〕 

第１節 災害時要援護者支援 

７ 日常地域活動の充実 

  〔略〕 

８ 地域住民と社会福祉施設等との連携強化 

  〔略〕 

９ 関係福祉団体との連携強化 

  〔略〕 

１０ 災害時要援護者に対する事前対策 

（１）健康福祉局における対策 

「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」（内閣府、令和３年改定）に基づき、社会福祉

施設等との福祉避難所に関する協定を締結する。また、災害対策基本法に基づき、

避難行動要支援者名簿を作成するなど避難行動要支援者を把握するとともに、自主

防災組織、消防団、民生委員・児童委員等、地域社会全体で災害時要援護者を支援

することができる体制を構築する。 

  〔略〕 
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第７章 災害ボランティア対策 

頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

予-89 ２ 実施主体 

 担 当 部 署 項  目 

市 担
当 

〔略〕 〔略〕 

関 係
機 関 

〔略〕 生活支援ボランティアに関す
ること。 
（一般専門ボランティアに関
することを含む） 

（公社）相模原青年 
会議所 

 
 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 項  目 

市 担
当 

〔略〕 〔略〕 

関 係
機 関 

〔略〕 
生活支援ボランティアに関す
ること。 
（一般専門ボランティアに関
することを含む） 

（公社）相模原青年 
会議所 

（公社）津久井青年会
議所 

 

予-90 ４ 災害ボランティアセンター機能の充実 

災害時には、（福）相模原市社会福祉協議会が、協定に基づき、災害ボ

ランティアセンターを設置し、生活支援ボランティア活動の拠点とな

る。（福）相模原市社会福祉協議会及び相模原災害ボランティアネット

ワーク、（公社）相模原青年会議所は、平常時より、運営体制及び次の

業務内容について調整を行い、災害時のボランティア活動の強化を図

り、災害時にその活動が円滑に行われるよう体制を整備する。 

４ 災害ボランティアセンター機能の充実 

災害時には、（福）相模原市社会福祉協議会が、協定に基づき、災害ボラン

ティアセンターを設置し、生活支援ボランティア活動の拠点となる。（福）

相模原市社会福祉協議会及び相模原災害ボランティアネットワーク、（公社）

相模原青年会議所及び（公社）津久井青年会議所は、平常時より、運営体制及

び次の業務内容について調整を行い、災害時のボランティア活動の強化を図

り、災害時にその活動が円滑に行われるよう体制を整備する。 

 

第８章 防災行動力の向上 

頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

予-91 第１節 防災知識の普及啓発 

３ 防災知識の普及事項 

（１）～（15） 〔略〕 

〔新設〕 

 

第１節 防災知識の普及啓発 

３ 防災知識の普及事項 

（１）～（15） 〔略〕 

（16）警報発表時や高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の発令時にとるべき行

動 

（17）自分は災害に遭わないという思い込み（正常性バイアス）等の知識 

（18）通常の避難との相違点を含めた広域避難の考え方 
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頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

（19）火山災害に関する知識 

予-92 第１節 防災知識の普及啓発 

９ 市民の心得 

（４）風水害への備えの心得 

 ア～エ 〔略〕 

〔新設〕 

 オ 土砂災害の形態（急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り）や規模、夜間や

大雨などの状況を考慮した適切な警戒避難行動（立退き避難、屋内待避等）

をとる。 

 

 

〔新設〕 

（５）雪害への備えの心得 

ア 生活必需品の備蓄はもとより、降雪に備えて雪かき用スコップ等を備

えておく。 

イ テレビ、ラジオ等で大雪に関する正しい情報を得る。 

ウ 不要不急の外出は控える。 

エ 車で外出する場合は、冬用タイヤ、タイヤチェーンを装着する。 

第１節 防災知識の普及啓発 

９ 市民の心得 

（４）風水害への備えの心得 

 ア～エ 〔略〕 

 オ 風水害時避難場所では、原則食料などの物資の配布は行われないことから、

非常用持出品を持って避難する。 

 カ 土砂災害の形態（急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り）や規模、夜間や大雨

などの状況を考慮した適切な警戒避難行動（立退き避難、屋内安全確保等）をと

る。 

 キ〔略〕 

（５）火山噴火時の心得 

  ア ラジオ・テレビ等で噴火に関する正しい情報を得る。 

  イ 降灰中は外出を控え、やむを得ず外出する場合には、マスク等を着用する。

また、外出先から帰ったときには灰をよく落とし、うがいをする。 

  ウ 降灰中に車両を運転する場合には、交通情報に留意し、ワイパーを使用せず

に、注意して運転する。 

  エ 降灰後の降雨によっては、土石流の発生や家屋倒壊のおそれがあることか

ら、気象情報を確認し、降灰の状況や降雨の状況などを考慮した警戒避難行動（立

退き避難等）をとる。 

（６）雪害への備えの心得 

ア 生活必需品の備蓄はもとより、降雪に備えて雪かき用スコップ等を備えて

おく。 

イ テレビ、ラジオ等で大雪に関する正しい情報を得る。 

ウ 不要不急の外出は控える。 

エ 車で外出する場合は、冬用タイヤ、タイヤチェーンを装着する。 
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頁 現 行（令和３年５月修正） 修正案 

予-96 第２節 自主防災組織の育成 

５ 自主防災組織の活動 

（２）災害時の活動 

ア～ウ 〔略〕 

エ 避難の実施 

市長から避難勧告又は避難指示（緊急）が出された場合、又は警察官等から避

難指示（緊急）が出された場合には、市民に対して周知徹底を図り、迅速かつ円

滑に避難場所へ誘導する。 

避難の実施に当たっては、次のことに留意する。 

（ア）～（ウ） 〔略〕 

第２節 自主防災組織の育成 

５ 自主防災組織の活動 

（２）災害時の活動 

ア～ウ 〔略〕 

エ 避難の実施 

市長から避難指示等が出された場合、又は警察官等から避難指示等が出された場合

には、市民に対して周知徹底を図り、迅速かつ円滑に避難場所へ誘導する。 

避難の実施に当たっては、次のことに留意する。 

（ア）～（ウ） 〔略〕 
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第１章 市災害対策本部活動 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

地-2 第１節 組織体制 

３ 市災害対策本部設置前の体制 

  〔略〕 

（２）地震災害警戒本部体制（レベル２） 

  〔略〕 

設 置 基 準 参 集 方 法 

(1) 市域で震度５弱の地震を観測し
たとき。 

自動参集 

(2) 市域で震度４の地震を観測し、市
内に小規模な被害が発生したと
き。 

(3) その他危機管理監が必要と認め
るとき。 

危機管理監の指示によ
り参集 

 

 

第１節 組織体制 

３ 市災害対策本部設置前の体制 

  〔略〕 

（２）地震災害警戒本部体制（レベル２） 

  〔略〕 

設 置 基 準 参 集 方 法 

(1) 市域で震度５弱の地震を観測し
たとき。 

自動参集 

(2) 市域で震度４の地震を観測し、市
内に小規模な被害が発生したと
き。 

(3) 南海トラフ地震臨時情報(巨大地
震注意)が発表されたとき。 

(4) その他危機管理監が必要と認め
るとき。 

危機管理監の指示によ
り参集 

 

 

地-2 ４ 市災害対策本部の設置 

  〔略〕 

設 置 基 準 参 集 方 法 

(1) 市域で震度５強以上の地震を観
測したとき。 

自動参集 

(2) 市域で震度５弱以下の地震を観
測し、市内に大規模な被害が発生し
たとき、又は発生するおそれがある
とき。 

(3) その他市長が必要と認めるとき。 

市長の指示により参集 

 

４ 市災害対策本部の設置 

  〔略〕 

設 置 基 準 参 集 方 法 

(1) 市域で震度５強以上の地震を観
測したとき。 

自動参集 

(2) 市域で震度５弱以下の地震を観
測し、市内に大規模な被害が発生し
たとき、又は発生するおそれがある
とき。 

(3) 南海トラフ地震臨時情報(巨大地
震警戒) が発表されたとき。 

(4) その他市長が必要と認めるとき。 

市長の指示により参集 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

４ 市災害対策本部の設置 

  〔略〕 

（２）市災害対策本部長は、市災害対策本部を設置したときは、その旨を速やか

に、次に掲げる者のうち必要と認める者に対して通知するとともに、市長公室

は、報道機関へ発表し、併せて市民へ広報する。 

ア 県知事（地域県政総合センター） 

イ 陸上自衛隊第４施設群（座間駐屯地）の長又は代表者 

ウ その他の防災関係機関の長又は代表者 

エ 隣接市町 

４ 市災害対策本部の設置 

  〔略〕 

（２）市災害対策本部長は、市災害対策本部を設置したときは、その旨を速やかに、次

に掲げる者のうち必要と認める者に対して通知するとともに、市長公室は、報道機

関へ発表し、併せて市民へ広報する。 

ア 県知事（地域県政総合センター） 

イ 陸上自衛隊第４施設群（座間駐屯地）の長又は代表者 

ウ その他の防災関係機関の長又は代表者 

エ 隣接市町村 

 

地-4 ６ 区本部の設置 

  〔略〕 

（１）～（３） 〔略〕 

（４）避難勧告等の発令要請 

（５）～（10） 〔略〕 

６ 区本部の設置 

  〔略〕 

（１）～（３） 〔略〕 

（４）避難指示等の発令要請 

（５）～（10） 〔略〕 

 

地-6 １４ 市災害対策本部の廃止等 

（１）～（３） 〔略〕 

（４）本部長は、市災害対策本部を廃止したときは、その旨を直ちに、関係機関に

通知するとともに、市長公室は、報道機関に発表し、併せて市民へ広報する。 

１４ 市災害対策本部の廃止等 

（１）～（３） 〔略〕 

（４）本部長は、市災害対策本部を廃止したときは、その旨を直ちに、設置を通知した

関係機関に通知するとともに、市長公室は、報道機関に発表し、併せて市民へ広

報する。 

 

地-7 

 

第２節 動員体制 

５ 動員指令の伝達体制 

  〔略〕 

 

 

〔図略〕 

 

第２節 動員体制 

５ 動員指令の伝達体制 

  〔略〕 

＜動員指令伝達系統図＞ 

 

〔図略〕 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

地-10 第３節 地震情報 

２ 気象庁からの地震情報 

（１）地震情報等 

  〔略〕 

情報の 
種 類 

発 表 基 準 発表内容 

緊急地震
速 報 （ 地
震動の予
警報） 

・予報：震度３又はマグ
ニチュード３．５以上 
・警報：震度５弱以上 
・特別警報：震度６弱 

以上 

〔略〕 

震 度 速 
報 

〔略〕 〔略〕 

震源に関
する情報 

・震度３以上 

地震発生約１分半後、震度３以
上の全国約１９０に区分した地
域名（相模原市は神奈川県西
部）と地震の発生時刻 

震 源 ・ 震
度に関す
る情報 

以下のいずれかを満た
した場合 
・震度３以上 
・津波警報又は注意報
発表時 
・若干の海面変動が予

想される場合 
・緊急地震速報（警報）

を発表した場合 

地震の発生場所（震源）やその
規模（マグニチュード）、震度
３以上の地域名と市町村名、
なお、震度５弱以上と考えら
れる地域で震度を入手してい
ない地点がある場合は、その
市町村名 

第３節 地震情報 

２ 気象庁からの地震情報 

（１）地震情報等 

  〔略〕 

種 類 発 表 基 準 発表内容 

緊急地震
速 報 （ 地
震動の予
警報） 

予報 

最大震度３又は
マグニチュード
３．５以上の揺
れを予想 

〔略〕 
警報 

最大震度５弱以
上 の 揺 れ を 予
想 

特別 
警報 

最大震度６弱以
上 の 揺 れ を 予
想 

震 度 速 
報 

〔略〕 〔略〕 

震源に関
する情報 

震度３以上（津波警報
又は注意報を発表した
場合は発表しない） 

地震発生約１分半後、震度３以
上の全国約１９０に区分した地
域名（相模原市は神奈川県西
部）と地震の揺れの検知時刻 

震 源 ・ 震
度に関す
る情報 

以下のいずれかを満た
した場合 
○震度３以上 
○津波警報又は注意

報発表時 
○若干の海面変動が予

想される場合 
○ 緊 急 地 震 速 報 （ 警

報）を発表した場合 

○地震の発生場所（震源）やそ
の規模（マグニチュード）、震
度３以上の地域名と市町村名 

○震度５弱以上と考えられる地
域で震度を入手していない地
点がある場合は、その市町村
名 

各地の震
度に関す
る情報 

震度１以上 

○震度１以上を観測した地点の
ほか、地震の発生場所（震
源）やその規模（マグニチュー
ド） 

○震度５弱以上と考えられる地
域で震度を入手していない地
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各地の震
度に関す
る情報 

震度１以上 

震度１以上を観測した地点のほ
か、地震の発生場所（震源）や
その規模（マグニチュード） 
 

その他の
情報 

顕著な地震の震源要
素を更新した場合や地
震が多発した場合など 

地震が多発した場合の震度１以
上を観測した地震回数情報や
顕著な地震の震源要素更新の
お知らせなど 

推計震度
分布図 

震度５弱以上 

観測した各地の震度データをも
とに、１ｋｍ四方ごとに推計した
震度（震度４以上）を図情報とし
て発表 

 

点がある場合は、その市町
村名 

○地震が多数発生した場合に
は、震度３以上の地震につい
てのみ発表し、震度２以下の
地震については、その発生
回数を「その他の情報（地震
回数に関する情報）」で発表 

推計震度
分布図 

〔略〕 〔略〕 

長周期地
震動に関
する観測
情報 

震度３以上 

高層ビル内での被害の発生可
能性等について、地震の発生
場所（震源）やその規模（マグニ
チュード）、地域ごと及び地点ご
との長周期地震動階級等を発
表（地震発生から約２０～３０分
後に気象庁ホームページ上に
掲載） 

遠地地震
に関する
情報 

国外で発生した地震に
ついて以下のいずれか
を満たした場合等 
○マグニチュード７．０
以上 
○都市部等、著しい被
害が発生する可能性
がある地域で規模の
大きな地震を観測し
た場合 

○地震の発生時刻、発生場所
（震源）やその規模（マグニチ
ュード）をおおむね３０分以内
に発表 

○日本や国外への津波の影響
に関しても記述して発表 

その他の
情報 

〔略〕 〔略〕 
 

地-10 第３節 地震情報 

２ 気象庁からの地震情報 

（２）地震情報の伝達 

  〔略〕 

 

 

第３節 地震情報 

２ 気象庁からの地震情報 

（２）地震情報の伝達 

  〔略〕 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

＜地震情報の伝達系統図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

地-11 第３節 地震情報 

３ 相模原市震度情報システム等からの震度情報 

〔略〕 

地震観測場所 名称 気象庁による発表名称 設置主体 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 
 

第３節 地震情報 

３ 相模原市震度情報システム等からの震度情報 

〔略〕 

震度計設置場所 
（地震観測場所） 

名称 気象庁による発表名称 設置主体 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 
 

地-13 

 

第４節 通信の運用 

１ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担
当 

本部事務局 ★ 

デジタル地域防災無線・防災
行政用同報無線（ひばり放

送）、簡易無線の運用、非常
無線通信の依頼、アマチュア
無線局の活用に関すること。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

その他の防災関係
機関 

－ 
非常無線通信の運用に関す

ること。 
 

第４節 通信の運用 

１ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担
当 

本部事務局 ★ 

デジタル地域防災無線、防災
行政用同報無線（ひばり放
送）、簡易無線等の運用に関
すること。 
非常通信の依頼、アマチュア
無線局の活用に関すること。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

その他の防災関係
機関 

－ 
非常通信の運用に関するこ

と。 
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地-14 

 

 

第４節 通信の運用 

３ 消防救急無線の運用 

  〔略〕 

（１）無線局の種別 

種 別 設置・配置場所 

基地局 
消防指令センター、相武台、三井金沢、鉢
岡山、青根橋津原、愛川トンネル、相模原
八王子トンネル、小仏トンネル、小仏城山 

陸
上
移
動
局 

可搬型無線装置 各指揮隊及び指令課 

車載型無線装置 各消防車両 

携帯型無線装置 各署所、指令課及び消防団部長以上 

署活動用無線局 各署所 

 

 

（２）通信の統制 

  〔略〕 

種 別 統制を必要とする場合 統制内容 

第１統制 

火災等の発生に際し、通信
が混乱し、又は混乱が予想
され、通信統制をする必要
があると認められる場合 

〔略〕 

第２統制 〔略〕 〔略〕 

第３統制 〔略〕 〔略〕 
 

第４節 通信の運用 

３ 消防救急無線の運用 

  〔略〕 

（１）無線局の種別 

種 別 設置・配置場所 

基地局 
消防指令センター、相武台、三井金沢、鉢
岡山、青根橋津原、愛川トンネル、相模原
八王子トンネル、小仏トンネル、小仏城山 

中継局 三角山（青野原山中） 

陸
上
移
動
局 

可搬型無線装置 各指揮隊及び指令課 

車載型無線装置 各消防車両 

携帯型無線装置 各消防署所、指令課及び消防団部長以上 

署活動用無線局 各消防署所 

 

（２）通信の統制 

  〔略〕 

種 別 統制を必要とする場合 統制内容 

第１統制 

火災の発生に際し、通信が
混乱し、又は混乱が予想さ
れ、通信統制をする必要が
あると認められる場合 

〔略〕 

第２統制 〔略〕 〔略〕 

第３統制 〔略〕 〔略〕 
 

地-14 

 

 

第 4 節 通信の運用 

４ デジタル地域防災無線の運用 

  〔略〕 

第 4 節 通信の運用 

４ デジタル地域防災無線の運用 

  〔略〕 
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（１）無線局の種別 

種 別 設置・配置場所 

統制基地局 消防指令センター 

中継基地局 津久井地域に中継基地局4箇所､中継局1箇所 

陸
上
移
動
局 

車載型 公用車両 

半固定型 
区役所、まちづくりセンター、公民館、メディカ
ルセンター、小・中学校及び義務教育学校 

携帯型 防災関係機関、財政局、都市建設局ほか 

 

 

（２）通信の体系 

  災害発生時における地域防災無線の運用は、各対策所が移動局からの情報

を無線に接続されている内線電話又は無線機を使用して集約することとし、ま

た、統制基地局が陸上移動局を必要に応じて統制する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）無線局の種別 

種 別 設置・配置場所 

基地局統制局 消防指令センター 

中継基地局 
三井金沢、三角山（青野原山中）、鉢岡山、青
根橋津原 

中継局 小仏城山 

陸
上
移
動
局 

車載型 公用車両 

半固定型 
区役所、まちづくりセンター、公民館、メディカ
ルセンター、小・中学校及び義務教育学校 

携帯型 防災関係機関、財政局、都市建設局ほか 

 

（２）通信の体系 

  災害発生時におけるデジタル地域防災無線の運用は、各対策所が移動局からの

情報を無線機を使用して集約することとし、また、基地局統制局が陸上移動局を必要

に応じて統制する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《システムの概要》 

通 話 

統制基地局 

中 継 基 地 局 

陸上移動局（半固定

型・車載型・携帯型） 

統 制 

津 久 井 地 域 等 

各 局 対 策 所 

電波信号の流れ 

＜ 現  場 ＞ 

内 線 電 話 

＜システムの概要＞ 

通 話 

基地局統制局 

中 継 基 地 局 

陸上移動局（半固定

型・車載型・携帯型） 

統 制 

津 久 井 地 域 等 

電波信号の流れ 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

地-16 第4節 通信の運用 

８ その他通信施設の運用 

（１）防災関係機関等に対する非常無線通信の依頼 

本部事務局は、災害の状況により、市有の無線が使用不能となり、他に有効

な手段がないときは、関東地方非常通信協議会会則（昭和４５年４月）に基づき、

その構成機関所有の無線局に非常無線通信を依頼する。 

注）電波法では、無線局の目的外の使用が禁止されているが、同法第５２条で非

常通信（地震、台風等の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合

において有線通信の利用が困難なときに人命の救助等のために行われる無

線通信）等については、この禁止が解かれている。 

第4節 通信の運用 

８ その他通信施設の運用 

（１）防災関係機関等に対する非常通信の依頼 

本部事務局は、災害の状況により、市有の無線が使用不能となり、他に有効な手段

がないときは、関東地方非常通信協議会会則（昭和４５年４月）に基づき、その構成機

関所有の無線局に非常通信（総則・予防計画編第２款「第５章応急対策への備え」予

―６０参照）を依頼する。 

 

地-18 第5節 災害情報の収集伝達 

４ 被害調査 

（１）住家等被害調査 

財政局（税務部）は、区本部と連携して被害調査班を編成し、「災害に係る住

家の被害認定基準運用指針」（令和３年３月 内閣府）・参考資料（令和２年３

月）に基づいて調査を実施する。また、調査結果を取りまとめ、本部事務局及び

区本部（罹災証明書発行担当）へ報告する。 

なお、必要に応じて、県や応援協定団体等へ調査員等の派遣を要請し、「災

害に係る住家被害認定業務 実施体制の手引き」（令和２年３月 内閣府）等を

参考に、効果的な調査体制を確保する。 

第5節 災害情報の収集伝達 

４ 被害調査 

（１）住家等被害調査 

財政局は、区本部と連携して被害調査班を編成し、内閣府が定める「災害に係る

住家の被害認定基準運用指針」に基づき調査を実施する。また、調査結果を取りま

とめ、本部事務局及び区本部（罹災証明書発行担当）へ報告する。 

なお、必要に応じて、県や応援協定団体等へ調査員等の派遣を要請し、内閣府

が定める「災害に係る住家被害認定業務 実施体制の手引き」等を参考に、効果的

な調査体制を確保する。 

地-18 

 

 

第5節 災害情報の収集伝達 

５ 被災者台帳の作成 

（１） 被災者台帳の作成 

   本部事務局及び区本部は関係各局と連携し、被災者の援護を総合的か

つ効率的に行うために必要と認めた場合、被災者台帳（第２款 第２章 第１

節 ４「（１）被災者台帳等」地－１２８参照）及び災害救助法（昭和２２年法律

第１１８号）に基づく各種報告書（第１９章「７ 適用後の救助の実施」地－１２

４参照）等を活用して次の被災者情報を記録した台帳の作成に努める（災害

対策基本法第９０条の３）。 

第5節 災害情報の収集伝達 

５ 被災者台帳の作成 

（１） 被災者台帳の作成 

   本部事務局及び区本部は関係各局と連携し、被災者の援護を総合的かつ効

率的に行うために必要と認めた場合、罹災証明書や災害救助法（昭和２２年法律

第１１８号）に基づく各種報告書等を活用して次の被災者情報を記載又は記録し

た被災者台帳の作成に努める（災害対策基本法第９０条の３）。 

市長（本部長）は、被災者台帳作成のため、必要があると認めるときは、関係自

治体の長等に対して、被災者に関する情報提供を求める。 
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  市長（本部長）は、被災者台帳作成のため、必要があると認めるときは、関係

自治体の長等に対して、被災者に関する情報提供を求めることができる。 

○氏名     ○生年月日     ○性別     ○住所又は居所 
○住家の被害その他市長が定める種類の被害の状況    
○援護の実施状況 
○災害時要援護者であるときは、その旨及び災害時要援護者に該当
する事由 
○その他（連絡先、世帯構成、罹災証明書の交付状況等、同法施行
規則に定める事項） 

 

（２）被災者台帳の利用 

市長（本部長）は、次のいずれかに該当すると認めるときは、災害対策本

部内において被災者台帳を利用することができる（災害対策基本法第９０条

の４）。 

 

○本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

○市が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部

で利用するとき。 

○他の自治体に台帳情報を提供する場合で、提供される自治体が、

被災者への援護に必要な限度で利用するとき。 

 

また、台帳情報の提供について申請があった場合は、災害対策基本法施

行規則に基づいて、不当な目的の場合を除いて情報提供を行う。 

 

＜被災者台帳に記載又は記録する被災者情報＞ 

○氏名     ○生年月日     ○性別     ○住所又は居所 
○住家の被害その他市長が定める種類の被害の状況    
○援護の実施状況 
○災害時要援護者であるときは、その旨及び災害時要援護者に該当
する事由 
○その他（連絡先、世帯構成、罹災証明書の交付状況等、災害対策
基本法施行規則（昭和３７年総理府令第５２号）第８条の５に定める
事項） 

（２）被災者台帳に記載し、又は記録された情報（台帳情報）の利用及び提供 

市長は、被災者に対する援護の実施に必要な限度で、災害対策本部内にお

いて台帳情報を利用することができる。 

   また、台帳情報の提供について申請があった場合、次のいずれかに該当し、

かつ当該申請が不当な目的によるものでないと認めるとき又は申請者が台帳情

報の提供を受けることにより、知り得た情報が不当な目的に使用されるおそれが

ないと認めるときに、当該申請に係る台帳情報を提供することができる（災害対

策基本法第９０条の４及び同法施行規則第８条の６）。 

 

＜台帳情報を提供できる場合＞ 

○本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

○他の自治体に台帳情報を提供する場合で、提供される自治体が、

被災者への援護に必要な限度で利用するとき。 
 

地-18 

 

 

第５節 災害情報の収集伝達 

６ 安否情報の確認・提供 

  〔略〕 

このため、区本部は関係各局と連携し、避難者名簿、行方不明者名簿、被災

者台帳（前項）等を活用し、照会された市民等の安否情報を確認する。 

〔略〕 

第５節 災害情報の収集伝達 

６ 安否情報の確認・提供 

  〔略〕 

このため、区本部は関係各局と連携し、避難者名簿、行方不明者名簿、被災者台

帳等を活用し、照会された市民等の安否情報を確認する。 
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なお、特別事情情報対象者等も含まれるため、所在等の個人情報を伝えるこ

とのないよう慎重に対応すること。 

〔略〕 

なお、特別事情情報対象者等も含まれるため、所在等の個人情報を伝えることの

ないよう慎重に対応するものとする。 

地-22 

 

 

第６節 災害時の広報・広聴 

５ 広報の方法 

（１）市民への伝達 

 ア、イ 〔略〕 

 ウ 情報システム及びインターネットの活用 

 （ア）～（ウ） 〔略〕 

 （エ） 市が行う警報や避難勧告等の伝達に際し、インターネット情報ポータル

サイト運営事業者（グーグル（株）、ヤフー（株））と協力し、インターネットを活

用した情報提供に努める。 

 エ 〔略〕 

 オ 放送機関の活用 

（株）エフエムさがみとの「災害時情報等の放送に関する協定書」及び横浜

エフエム放送（株）との「災害時における放送要請に関する協定」に基づくラジ

オ放送並びに地上デジタル放送を活用し、ひばり放送や防災メールの情報伝

達を補完する。 

 （ア）～（ウ） 〔略〕 

第６節 災害時の広報・広聴 

５ 広報の方法 

（１）市民への伝達 

 ア、イ 〔略〕 

 ウ 情報システム及びインターネットの活用 

 （ア）～（ウ） 〔略〕 

 （エ） 市が行う警報や避難指示等の伝達に際し、インターネット情報ポータルサイト

運営事業者（グーグル（株）、ヤフー（株））と協力し、インターネットを活用した情

報提供に努める。 

 エ 〔略〕 

 オ 放送機関の活用 

（株）エフエムさがみとの「災害情報等の放送に関する協定書」及び横浜エフエム

放送（株）との「災害時における放送要請に関する協定」に基づくラジオ放送並びに

地上デジタル放送を活用し、ひばり放送や防災メールの情報伝達を補完する。 

 （ア）～（ウ） 〔略〕 

地-24 ９ 広報・広聴活動における災害時要援護者への配慮 

  〔略〕 

（２）外国人等への対応 

市民局は、日本語の理解が困難な外国人のために、理解しやすい日本語で対

応するとともに、協定締結団体（さがみはら国際交流ラウンジ運営機構）等に対し

て、外国人相談窓口の設置、通訳ボランティア等の派遣などを要請する。また、

「マイ広報さがみはら」により多言語化された災害広報紙を外国人等に周知す

る。 

９ 広報・広聴活動における災害時要援護者への配慮 

  〔略〕 

（２）外国人等への対応 

市民局は、日本語の理解が困難な外国人のために、理解しやすい日本語で対応する

とともに、協定締結団体（さがみはら国際交流ラウンジ運営機構）等に対して、外国人

相談窓口の設置、通訳ボランティア等の派遣などを要請する。また、「マイ広報さがみ

はら」や「カタログポケット」（多言語ユニバーサル情報配信ツール）により多言語化さ

れた災害広報紙を外国人等に周知する。 

地-25 第７節 応援要請 第７節 応援要請 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

２ 実施主体 

  担 当 部 署 
時
期 

項  目 

市担当 

本 部 事 務 局 ★ 

地方公共団体等（協定先
を除く）への応援要請、
自衛隊派遣要請、在日米
軍への応援要請に関す
ること。 

市長公室（総合政策
部 ） 

★ 
在日米軍との連絡調整
に関すること。 

総  務  局 ● 
行政応援の受入れ、受入
れ施設の確保に関する
こと。 

消 防 局 ★ 
緊急消防援助隊の応援
要請に関すること。 

協定等の窓口担当局 ★ 
協定団体等への応援協
力要請に関すること。 

関 係 
機 関 

防 災 関 係 機 関 － 
各種の応援協力に関す
ること。 

 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 
時
期 

項  目 

市 担 当 

本 部 事 務 局 ★ 

地方公共団体等（協定先を除
く）への応援要請、自衛隊派遣
要請、在日米軍への応援要請
に関すること。 

市 長 公 室 ★ 
在日米軍との連絡調整に関す
ること。 

総  務  局 ● 
行政応援の受入れ、受入れ施
設の確保に関すること。 

消 防 局 ★ 
緊急消防援助隊の応援要請に
関すること。 

関 係 各 局 ★ 
協定団体等への応援協力要請
に関すること。 

関 係 
機 関 

防 災 関 係 機 関 － 
各種の応援協力に関するこ
と。 

 

地-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 応援要請 

３ 他の地方公共団体等への応援要請 

（１）応援の要請 

  本部事務局は、応急対策を実施するに当たり、他の地方公共団体等の応援

が必要と認められるときは、相模原市災害受援計画及び各種応援協定により

応援を求める。 

  なお、要請基準は次のとおりである。 

ア 各部、各班の対応をもってしても、応急対策の実施が困難であり、他の地

方公共団体等の応援が必要と認められる場合 

   〔略〕 

（２）応援要請の種別 

第７節 応援要請 

３ 他の地方公共団体等への応援要請 

（１）応援の要請 

  本部事務局は、災害応急対策を実施するに当たり、他の地方公共団体等の応援

が必要と認められるときは、相模原市災害受援計画及び各種応援協定により応援

を求める。  

  なお、要請基準は次のとおりである。 

ア 各部、各班の対応をもってしても、災害応急対策の実施が困難であり、他の地

方公共団体等の応援が必要と認められる場合 

 〔略〕 

（２）応援要請の種別 
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地-26 

 

 

要 請 先 要請の内容 根拠法令 

指定地方行政機関
の長・指定公共機関 

当該指定地方行政機関・特定公
共機関※注 1 の職員の派遣要請 

〔略〕 

県知事 

指定地方行政機関・特定公共機関
※注 1 の職員の派遣のあっせん要請 

〔略〕 

他の地方公共団体・特定地方公共機
関※注2の職員の派遣のあっせん要請 

〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

他の市町村長 
〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

（注１）「特定公共機関」とは、指定公共機関のうち、その業務の内容その他の事

情を勘案して市町村の地域に係る災害応急対策又は災害復旧に特に寄与

するものとしてそれぞれ地域を限って内閣総理大臣が指定する機関である。 

（注２）「特定地方公共機関」とは、指定地方公共機関である特定地方独立行政

法人である。 

要 請 先 要請の内容 根拠法令 

指定地方行政機関
の長・指定公共機関 

当該指定地方行政機関・特定公
共機関(※1)の職員の派遣要請 

〔略〕 

県知事 

指定地方行政機関・特定公共機関
(※1)の職員の派遣のあっせん要請 

〔略〕 

他の地方公共団体・特定地方公共機
関(※2)の職員の派遣のあっせん要請 

〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

他の市町村長 
〔略〕 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

（※１）「特定公共機関」とは、指定公共機関のうち、その業務の内容その他の事情を

勘案して市町村の地域に係る災害応急対策又は災害復旧に特に寄与するもの

としてそれぞれ地域を限って内閣総理大臣が指定する機関をいう。 

（※２）「特定地方公共機関」とは、指定地方公共機関である特定地方独立行政法人

をいう。 

地-26 

 

 

第７節 応援要請 

６ 応援部隊の受入れ 

  関係各局は、応援部隊の受入れに当たっては、次の事項及びその他必要な

事項を明確にし、受入れ体制を整備する。 

  〔略〕 

（４）応援受入調整体制の確立 

  派遣された専門職員やボランティア等と庁内の応援ニーズを円滑につなげる

ため、応援受入れ調整体制を確立する。 

第７節 応援要請 

６ 応援部隊の受入れ 

  関係各局は、応援部隊の受入れに当たっては、次の事項及びその他必要な事項

を明確にし、受入体制を整備する。 

  〔略〕 

（４）応援受入調整体制の確立 

  派遣された専門職員やボランティア等と庁内の応援ニーズを円滑につなげるた

め、応援受入調整体制を確立する。 
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地-27 第７節 応援要請 

８ 応援協定団体及び他の地方公共団体等への要請 

（１）協定の窓口担当局は、銀河連邦を構成する市町の災害時における相互応

援に関する協定（平成８年２月）及びその他の応援協定に基づき、他の地方公

共団体又は団体に対し応援や被災者の受入れの要請を行うとともに、災害時

における神奈川県内の市町村の相互応援に関する協定（平成２４年３月）に基

づく応援の調整を行う。 

また、九都県市や指定都市市長会などの広域応援の枠組みによる応援を

受ける場合は、本部事務局が要請及び調整を行う。 

第７節 応援要請 

８ 応援協定団体及び他の地方公共団体等への要請 

（１）関係各局は、「銀河連邦を構成する市町の災害時における相互応援に関する協

定」及びその他の応援協定に基づき、他の地方公共団体又は団体に対し応援や被

災者の受入れの要請を行うとともに、「災害時における神奈川県内の市町村の相互

応援に関する協定」に基づく応援の調整を行う。 

また、九都県市や指定都市市長会などの広域応援の枠組みによる応援を受ける

場合は、本部事務局が要請及び調整を行う。 

地-28 

 

 

第７節 応援要請 

１０ 自衛隊に対する災害派遣要請 

（１）、（２） 〔略〕 

（３）災害派遣部隊の受入れ体制 

  自衛隊に対する派遣要請を県に依頼する場合は、次の事項について検討

し、受入れ体制の整備に努める。 

 ア、イ 〔略〕 

 ウ 宿営地等の準備 

 （ア）本部事務局は、自衛隊の活動が円滑に遂行されるようヘリポート及び資機

材の受入れ施設の確保に努める。 

第７節 応援要請 

１０ 自衛隊に対する災害派遣要請 

（１）、（２） 〔略〕 

（３）災害派遣部隊の受入体制 

  自衛隊に対する派遣要請を県に依頼する場合は、次の事項について検討し、受

入体制の整備に努める。 

 ア、イ 〔略〕 

 ウ 宿営地等の準備 

 （ア）本部事務局は、自衛隊の活動が円滑に遂行されるようヘリポート及び資機材の

受入施設の確保に努める。 

地-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８節 応援派遣等 

１ 基本方針 

 市は、他の地方公共団体の区域内に災害が発生し、応援が必要な場合は、迅

速に派遣体制を確立する。 

 

２ 実施主体 

  〔略〕 

 

３ 初動 

（２）情報収集活動 

第８節 応援派遣等 

１ 基本方針 

 市は、他の地方公共団体の区域内に災害が発生し、応援を求められた場合は、迅

速に派遣体制を確立する。 

 

２ 実施主体 

  〔略〕 

 

３ 初動 

（２）情報収集活動 
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地-31 

本部事務局は、被災した地方公共団体の災害規模、被害状況等の情報の収

集活動を行う。 

また、総務局は本市から当該被災地方公共団体に派遣している職員の安否確

認を行う。 

なお、激甚な被害により被災地が混乱し、被災自治体からの情報提供や具体

的な要請が困難な状況と予測される場合や「広域・大規模災害時における指定

都市市長会行動計画」が適応された場合は、必要に応じて、被災地に先遣隊職

員を派遣し、被災地の応援ニーズ等の調査、被災自治体との連絡調整等を行

う。 

 

 

 

 

４ 応援派遣の決定 

（１） 〔略〕 

（２）市長は、応援協定の締結されている地方公共団体については、被害程度が

著しく甚大で、緊急の事態と認められる場合は、応援要請を待たずに、自らの判

断で応援派遣を決定する。 

 

６ 総合応援体制の確保 

  〔略〕 

（１）避難者の受入れ 

被災地から被災者を受入れる場合は、一時避難所を開設し、避難生活に関わ

る相談窓口の設置、生活必需品の提供等の支援に努める。 

 〔略〕 

 本部事務局は、被災した地方公共団体の災害規模、被害状況等の情報の収集活

動を行う。 

また、総務局は本市から当該被災地方公共団体に派遣している職員の安否確認を

行う。 

なお、本部事務局は、指定都市市長会の応援派遣の仕組みである「広域・大規模

災害時における指定都市市長会行動計画」を適用する可能性があると認める場合

や、災害時における相互応援に関する協定を締結している自治体において大規模な

災害が発生し、被災自治体からの情報提供や具体的な要請が困難な状況と予測さ

れる場合において、被災地に先遣隊職員を派遣する。 

先遣隊派遣職員は、被災地の応援ニーズ等の調査、被災自治体との連絡調整等

を行い、その内容を速やかに市に報告する。 

 

４ 応援派遣の決定 

（１） 〔略〕 

（２）市長は、災害時における相互応援に関する協定を締結している自治体におい

て、被害程度が著しく甚大で、緊急の事態と認められる場合は、応援要請を待たず

に、自らの判断で応援派遣を決定する。 

 

６ 総合応援体制の確保 

  〔略〕 

（１）避難者の受入れ 

被災地から被災者を受け入れる場合は、一時避難所を開設し、避難生活に関わる

相談窓口の設置、生活必需品の提供等の支援に努める。 

 〔略〕 
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第２章 消火・避難誘導対策 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

地-34 

 

 

第１節 災害時の消防活動 

４ 消防団の活動 

（１）～（４）  〔略〕 

（６）避難誘導 

災害による避難勧告又は避難指示（緊急）が発令された場合は、市民への

伝達及び関係機関との連携による避難誘導を実施する。 

第１節 災害時の消防活動 

４ 消防団の活動 

（１）～（４）  〔略〕 

（６）避難誘導 

避難指示が発令された場合は、市民への伝達及び関係機関との連携による避難

誘導を実施する。 

地-35 第２節 避難誘導対策 

１ 基本方針 

災害が発生し、又は発生のおそれがあり、市民の安全確保や災害拡大の防止

等に必要があると認められる場合における避難誘導体制の確立を図るため、避

難誘導の手順や関係機関の役割分担を明確にする。 

市が行う避難勧告又は避難指示（緊急）は、災害の切迫により危険となった区

域内にいる全ての人に対して伝達され、避難行動として実現されて初めてその目

的が達成される。また、公共施設や商業施設その他の不特定多数の者が利用す

る施設における避難対策については、当該施設管理者が避難勧告又は避難指

示（緊急）を受けたとき、又は施設管理者自らが必要と認めた場合に所定の計画

に基づいて実施する。 

第２節 避難誘導対策 

１ 基本方針 

災害が発生し、又は発生のおそれがあり、市民の安全確保や災害拡大の防止等に

必要があると認められる場合における避難誘導体制の確立を図るため、避難誘導の

手順や関係機関の役割分担を明確にする。 

市は、災害の切迫により危険となり、避難行動をとる必要があると認める区域内の

必要と認める居住者等（「居住者、滞在者その他の者」をいう。以下同じ。）に対し、迅

速かつ適切に避難指示を発令する。 

また、公共施設や商業施設その他の不特定多数の者が利用する施設における避

難対策については、当該施設管理者が避難指示を受けたとき、又は施設管理者自ら

が必要と認めた場合に所定の計画に基づいて実施する。 

地-35 第２節 避難誘導対策 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項  目 

市 担
当 

本 部 事 務 局 ★ 

避難勧告又は避難指示
（緊急）の発令、広報活
動、広域避難の要請等に
関すること。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

消 防 局 ★ 
避難誘導、広報活動に関
すること。 

消 防 団 ★ 避難誘導、広報活動に関

第２節 避難誘導対策 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項  目 

市 担
当 

本 部 事 務 局 ★ 
避難指示の発令、広報活
動、広域避難の要請等に
関すること。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

消 防 局 ★ 
避難誘導及び広報活動
に関すること。 

消防団 ★ 避難誘導及び広報活動
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  すること。 

関 係 
機 関 

警 察 署 － 
避難誘導、広報活動に関
すること。 

 

  に関すること。 

関係 
機関 

警察署 － 
避難誘導及び広報活動
の支援に関すること。 

 

地-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地-36 

第２節 避難誘導対策 

４ 避難勧告又は避難指示（緊急） 

（１）実施責任者 

災害が発生し、又は発生のおそれがあり、市民の安全確保や災害拡大の防

止等に必要があると認められるときは、市長及び関係機関は、次のとおり市民

への避難勧告又は避難指示（緊急）を行う。 

また、災害時要援護者や避難に時間を要する者に対し、避難勧告の前段で

避難の開始を求める避難準備・高齢者等避難開始を発令するように努める。 

 

 

実施者 区分 
災害の
種類 

根拠 
法令 

勧告・指示の要件 

市長 
勧告 
指示 

災害全
般 

災 害 対
策 基 本
法 第 60
条第 1 項 

災害が発生し、又は発生する
おそれがある場合において、
市民の生命又は身体を災害
から保護し、その他災害の拡
大を防止するため、特に必要
があると認めるとき。 

警察官 指示 
災害全
般 

災 害 対
策 基 本
法 第 61
条第 1 項 
警 察 官
職 務 執
行法第 4

(1) 市長が避難のための立ち
退きを指示することができな
いと認めるとき。 

(2) 市長から要求のあったとき。 
(3) 市民の生命若しくは身体

に危険を及ぼし、又は財産
に重大な損害を及ぼすお

第２節 避難誘導対策 

４ 避難指示 

（１）実施責任者 

   避難指示は、災害対策基本法第６０条第１項に基づき、災害が発生し、又は発

生のおそれがあり、市民の安全確保や災害拡大の防止等に必要があると認められ

る場合において、市長が発令する。なお、市長から要求があった場合や市長が避

難のための立退き等を指示することができない場合、関係法令に定められている

指示の要件を認められる場合においては、次表に掲げる関係機関も避難指示を

発令することができる。 

＜避難指示の実施責任者、根拠法令及び要件＞ 

実施責任者 
災害の
種類 

根拠 
法令 

指示の要件 

市長 
災害全
般 

災 害 対
策 基 本
法 第 60
条第 1 項 

災害が発生し、又は発生するおそれ
がある場合において、市民の生命又
は身体を災害から保護し、その他災
害の拡大を防止するため、特に必要
があると認めるとき。 

警察官 
災害全
般 

災 害 対
策 基 本
法 第 61
条第 1 項 
 
警 察 官
職 務 執
行法第 4

(1) 市長が避難のための立退きを指
示することができないと認めるとき。 

(2) 市長から要求のあったとき。 
(3) 市民の生命若しくは身体に危険

を及ぼし、又は財産に重大な損害
を及ぼすおそれがあり、指示が急
を要するとき。 
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条第 1 項 それがあり、指示が急を要
するとき。 

県知事 
県 知 事 の
命を受けた
吏員等 

指示 
洪水 
地滑り 

水防法第
29 条 
地すべり
等防止法
第 25 条 

(1) 洪水により著しい危険が切
迫していると認められるとき。 

(2) 地滑りにより著しい危険が
切迫していると認められると
き。 

水 防 
管理者 

指示 洪水 
水 防 法
第 29 条 

洪水により著しい危険が切迫
していると認められるとき。 

災 害 派 遣
を命ぜられ
た 部 隊 等
の自衛官 

指示 
災害全
般 

自 衛 隊
法 第 94
条第 1 項 

危険な事態が生じ、かつ警察
官がその場にいないとき。 

（注１）勧告と指示の相違は、被害の危険性の切迫する度合いに対応している。 

（注２）指示は、被害の危険が目前に切迫している場合等に発せられ、「勧告」よりも拘束力が

強く、居住者等を避難のために立ち退かせるための行為。勧告は、その地域の居住者等を拘

束するものではないが、居住者等がその「勧告」を尊重することを期待して、避難のための立退

きを勧め又は促す行為。 

（注３） 災害対策基本法、その他の根拠法令に従って、勧告・指示を行うべき権限のある者は

前記のとおりであるが、勧告は、災害応急対策の第一次的な責任者である市長（本部長）のみ

が行うことができる。その他は、いずれも市長の指示による場合、若しくは緊急避難的な措置と

して指示を行う。 

（２）避難勧告等の判断 

市長は、避難を必要とする事態が発生したときは、原則として、消防局長、都

市建設局長、区長及びダム管理者等からの要請を受け、避難勧告又は避難指

示（緊急）の決定を行う。 

ア 〔略〕 

イ 広域的な災害による場合 

（ア）（イ） 〔略〕 

（ウ）県知事から、避難についての避難勧告又は避難指示（緊急）の要請があっ

たとき。 

条第 1 項 

県知事 
県知事の命
を 受 け た 吏
員等 

洪水 
地滑り 

水 防 法
第 29 条 
 
地すべり 
等防止法 
第25 条 

(1) 洪水により著しい危険が切迫して
いると認められるとき。 

(2) 地滑りにより著しい危険が切迫し
ていると認められるとき。 

水防管理者 洪水 
水 防 法
第 29 条 

洪水により著しい危険が切迫してい
ると認められるとき。 

災害派遣を
命 ぜ ら れ た
部隊等の自
衛官 

災害全
般 

自 衛 隊
法 第 94
条第 1 項 

危険な事態が生じ、かつ警察官がそ
の場にいないとき。 

 
〔削除〕 

 
 
 
 
 
 
 

（２）避難指示の判断 

市長は、次に掲げるような事象が発生し、避難の必要があると認めるときは、避難

指示を発令する。なお、避難のための立退きを行うことがかえって危険であり、かつ

事態に照らし緊急を要すると判断したときは、緊急安全確保を発令するものとする。 

また、避難指示の解除に当たっては、十分に安全の確認に努めた上で行うことと

する。 

ア 〔略〕 

イ 広域的な災害による場合 

（ア）（イ） 〔略〕 

（ウ）県知事から、避難指示の要請があったとき。 
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地-36 第２節 避難誘導対策 

５ 避難勧告等の対象者 

避難勧告又は避難指示（緊急）の対象者は、居住者、滞在者、通過者等を含

め避難を要すると認められる区域内にいる全ての者を対象とする。 

第２節 避難誘導対策 

５ 避難指示の対象者 

避難指示の対象者は、居住者、滞在者、通過者等を含め避難を要すると認められ

る区域内にいる全ての者を対象とする。 

地-37 第２節 避難誘導対策 

６ 避難勧告等の伝達等 

（１）市民への伝達 

本部事務局、市長公室及び消防局は、避難勧告又は避難指示（緊急）を行っ

た場合、あるいは他機関から避難の指示を行った旨の通知を受けた場合は、防

災行政用同報無線（ひばり放送）、広報車等、自主防災組織等により次の事項を

市民に周知する。 

また、災害時要援護者に対しては、より確実に周知されるように、健康福祉局と

連携し、災害時要援護者台帳名簿（総則・予防計画編第２款第６章第１節「４ 災

害時要援護者名簿」予－７９参照）の活用や、多様な伝達手段の活用により、円

滑かつ適切な情報伝達を行う。 

 〔略〕 

エ 避難勧告又は避難指示（緊急）の理由 

オ その他必要な事項 

（２）関係機関への通知 

避難勧告又は避難指示（緊急）を行った者は、次により必要な事項を関係機関

に通知する。 

ア～ウ  〔略〕 

※必要な事項 

（ア）発令者 

（イ）発令の理由及び発令日時 

（ウ）避難の対象地区 

（エ）避難地 

（オ）その他必要な事項 

 

第２節 避難誘導対策 

６ 避難指示の伝達等 

（１）市民への伝達 

本部事務局、市長公室及び消防局は、避難指示を発令した場合又は他機関から

避難の指示を行った旨の通知を受けた場合は、防災行政用同報無線（ひばり放送）、

広報車等、自主防災組織等により次の事項を市民に周知する。 

また、災害時要援護者に対しては、より確実に周知されるように、健康福祉局と連携

し、避難行動要支援者名簿（総則・予防計画編第２款「第６章 災害時要援護者支

援」予-８３参照）の活用や、多様な伝達手段の活用により、円滑かつ適切な情報伝達

を行う。 

 〔略〕 

エ 避難指示の理由 

オ その他必要な事項 

（２）関係機関への通知 

避難指示を発令した者は、次により必要な事項を関係機関に通知する。 

ア～ウ  〔略〕 

＜関係機関に通知する事項＞ 

○発令者  ○発令の理由及び発令日時  ○避難の対象地区   

○避難地  ○その他必要な事項 
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地-37 

地-38 

第２節 避難誘導対策 

７ 避難誘導 

（１）避難の実施 

ア 避難勧告又は避難指示（緊急）を受けた者は、その避難勧告又は避難指示

（緊急）に従い避難所等へ避難する。この場合、大規模な火災が発生したとき

は、火災の状況により広域避難場所に避難する。 

イ 〔略〕 

（２）避難の対象地域等 

ア 指定地域の避難誘導 

（ア）本部長は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す

る法律及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律により指定を受け

た地区に避難の必要を認めた場合は、避難勧告又は避難指示（緊急）と同時

に、あらかじめ指定した避難所等に避難所担当職員を派遣する。 

〔略〕 

（３）避難及び避難誘導の方法 

ア 携行品の準備 

携行品は、平常時から非常持出袋等を用意するなど、円滑な避難行動に支

障を来さない最小限度のものとする。 

なお、自動車による避難、家財の持ち出し等は危険なので、徒歩による避難

を原則とする。 

〔略〕 

（４）市及び関係機関の活動 

ア 消防局、消防署、消防団 

（イ）市民の避難が開始された場合は、消防車両等を活用した広報活動を実施す

るとともに避難誘導活動等の支援に当たる。 

イ  〔略〕 

ウ 区本部、現地対策班 

避難勧告又は避難指示（緊急）が発令された場合の市民への伝達及び関係

機関との連携による避難誘導を実施する。 

第２節 避難誘導対策 

７ 避難誘導 

（１）避難の実施 

ア 避難指示を受けた者は、その避難指示に従い避難所等へ避難する。この場合、

大規模な火災が発生したときは、火災の状況により広域避難場所に避難する。 

イ 〔略〕 

（２）避難の対象地域等 

ア 指定地域の避難誘導 

（ア）本部長は、土砂災害防止法及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法

律により指定を受けた地区に避難の必要を認めた場合は、避難指示の発令と同時

に、あらかじめ指定した避難所等に避難所担当職員を派遣する。 

 

〔略〕 

（３）避難及び避難誘導の方法 

ア 携行品の準備 

携行品は、平常時から非常持出袋等を用意するなど、円滑な避難行動に支障を

来さない最小限度のものとする。 

なお、自動車による避難、家財の持ち出し等は危険であることから、徒歩による

避難を原則とする。 

  〔略〕 

（４）市及び関係機関の活動 

ア 消防局、消防署、消防団 

（イ）市民の避難が開始された場合は、消防車両等を活用した広報活動を実施すると

ともに避難誘導等の支援に当たる。 

イ  〔略〕 

ウ 区本部、現地対策班 

避難指示が発令された場合の市民への伝達及び関係機関との連携による避難誘

導を実施する。 

エ  〔略〕 
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エ  〔略〕 

オ 自主防災組織 

自主防災組織は、市職員、消防職員、消防団員、警察官等の避難誘導員との連

携を図りながら避難誘導活動を行う。 

オ 自主防災組織 

自主防災組織は、市職員、消防職員、消防団員、警察官等の避難誘導員との連携を

図りながら避難誘導を行う。 

地-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 広域避難 

本部長は、大規模な災害が発生し、市単独では避難所の確保が困難となった

場合に、隣接市町等への広域的な避難所の確保について県に要請する。 

また、近隣市町での受入れが困難な場合や不足する場合は、協定する地方公

共団体へ要請する。 

 

９ 広域一時滞在 

災害により、市内に避難所を確保することが困難となった場合は、市、県、防災

関係機関が連携して、特定の市町村への一時滞在を行う（災害対策基本法第８

６条の８及び第８６条の９）。 

（１）広域一時滞在の要請 

本市から他市町村への一時滞在を行う場合、県内又は県外に応じて、次のと

おり行う。 

ア 県内他市町村への受入れ要請 

（ア）広域一時滞在の要請 

市は、被災状況等から受入れ可能と予想される他の市町村（以下「協議先

市町村」という。）に、本市の具体的な被災状況、受入れを要する被災者数そ

の他必要な事項を示して協議する。この際、事前に県へその旨を報告する。 

また、協議先市町村から受入れ決定の通知を受けたときは、速やかに次の

措置を行う。 

 

○ 協議先市町村からの通知の内容の公示 

○ 避難所の管理者等への通知 

○ 県への報告 

 

８ 広域避難 

本部長は、市域に大規模な災害が発生するおそれがあることを理由に避難指示を

発令した場合において、避難先である避難所及び広域避難場所を確保することが困

難であり、かつ、立退き避難を指示した居住者等（以下「要避難者」という。）の生命

又は身体を災害から保護するために、当該要避難者を一定期間他の自治体に滞在

（以下「広域避難」という。）させる必要があると認めるときは、近隣市町村と広域避難

に係る協議を行う。 

なお、他自治体から本市に対し要避難者の受入れについて要請があった場合に

おいても、同様に協議を行う。 

（１）広域避難の要請 

ア 県内他市町村との協議 

（ア）受入要請 

本部事務局は、予想される災害の規模等から要避難者の受入れが可能と予

想される県内他市町村に、市域の予想される災害の規模、受入れを要する要避

難者の数その他必要な事項を示して協議する。なお、協議を行うに当たっては、

あらかじめその旨を県に報告するものとするが、事前の報告が困難な場合に

は、協議開始後に遅滞なく報告する。 

（イ）受入決定に係る公示等 

本部事務局は、受入要請に係る協議を行った県内他市町村から受入決定の

通知を受けたときは、速やかに次の措置を行う。 

ａ 受入決定の通知の内容に関する公示 

ｂ 受入決定の通知を受けた時に現に要避難者を受け入れている避難所等の

管理者のほか、関係地方行政機関の長、関係指定公共機関、関係指定地方

公共機関、関係公共的団体等のうち、要避難者の避難支援に関係すると認

められる者への通知 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）広域一時滞在の解除 

市は、広域一時滞在の必要がなくなったときは、速やかに次の措置を行う。 

 

○ 協議先市町村、避難所の管理者等への通知 

○ 広域一時滞在の必要がなくなった旨の公示 

○ 県への報告 

 

イ  県外市町村への要請 

（ア）他都道府県への受入れ協議 

市は、県内の被災状況等から県外への広域一時滞在（以下「県外広域一

時滞在」という。）が必要と認める場合、県に対して他の都道府県と被災者の

受入れについて協議するよう求める。 

このとき、具体的な被災状況、受入れを要する被災者数その他必要な事

項を示す。 

（イ）公共施設等への受入れ決定 

市は、県から被災者を受け入れる公共施設等を決定した旨の通知を受け

たときは、速やかに次の措置を行う。 

 

○ 公共施設等を決定した旨の通知の内容の公示 

○ 避難所の管理者等 

 

（ウ）県外広域一時滞在の解除 

市は、県外広域一時滞在の必要がなくなったときは、速やかに次の措置

を行う。 

 

○ 県外広域一時滞在の必要がなくなった旨の公示 

○ 避難所の管理者等への通知 

○ 県への報告 

ｃ 県への報告 

（ウ）受入れの解除 

本部事務局は、広域避難の必要がなくなったと認めるときは、速やかに次の

措置を行う。 

ａ 要避難者を受け入れている県内他市町村への通知 

ｂ 受入決定の際に通知を行った者への通知 

ｃ 広域避難の必要がなくなった旨の公示 

ｄ 県への報告 

イ 県外市町村との協議 

（ア）受入要請 

    本部事務局は、県外市町村へ広域避難させる必要があると認める場合に、県

に対し、当該市町村が属する都道府県と要避難者の受入れについて協議する

よう求める。ただし、緊急を要すると認めるときは、市が直接県外市町村に協議

することとし、その旨をあらかじめ県に報告するか、事前の報告が困難な場合に

は、協議開始後に遅滞なく報告する。 

    なお、いずれの場合においても、市域の予想される災害の規模、受入れを要

する要避難者の数その他必要な事項を示した上で、県に協議を求め、又は直接

協議を行う。 

（イ）受入決定に係る公示等 

    本部事務局は、県又は受入要請に係る協議を行った県外市町村から受入決

定の通知を受けたときは、速やかに公示等の措置を行う。この場合において、

県から受入決定の通知を受けた場合には、上記ア（イ）のａ及びｂの措置を、県

外市町村から通知を受けた場合には、同ａからｃの措置を行う。 

（ウ）受入れの解除 

本部事務局は、広域避難の必要がなくなったと認めるときは、速やかに公示等

の措置を行う。この場合において、県から受入決定の通知を受けている場合に

は、上記ア（ウ）のｂからｄの措置を、県外市町村から受入決定の通知を受けてい

る場合には、同ａからｄの措置を行う。 

（２）広域避難の受入れ 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地-40 

（２）広域一時滞在の受入れ 

他市町村から本市へ、被災者の一時滞在の受入れ要請がある場合、県内又は

県外に応じて、次のとおり行う。 

ア 受入れ協議 

市は、県内他市町村から被災者の受入れ協議を受けた場合、次の理由が

ある場合を除き、被災者を受け入れ、一時滞在用の公共施設等を提供する。 

なお、他の都道府県の被災者について、県から協議を受けた場合もこれに

準じて行う。 

 

○ 本市も被災していること。 

○ 被災者の受入れに必要となる施設が確保できないこと。 

○ 地域の実情により災害時要援護者等特段の配慮が必要な被災者

の支援に必要な体制が十分に整備できないこと。 

○ その他個別の災害における種々の状況を総合的に勘案してやむを

得ない状況であると判断されること。 

 

イ 受入れ公共施設等の確保 

市は、被災者を受け入れる公共施設等を決定し、直ちにその内容を当該公

共施設等の管理者等に通知する。また、その内容を県に報告する。 

ウ 受入れの解除 

県内他市町村又は県から、広域一時滞在が不要となった旨の通知を受けた

ときは、当該公共施設等の管理者等に通知する。 

（３）費用負担 

受入れに要した費用は、要請した地方公共団体が負担する。 

ア 他市町村から要避難者の受入要請があった場合 

    本部事務局は、他市町村又は県から要避難者の受入れについて協議を受け

た場合は、次の理由に該当しない限り、要避難者を受け入れるものとし、要避難

者を受け入れるための施設を提供する。 

（ア）本市も災害の発生が予想されること。 

（イ）要避難者の受入れに必要となる施設が確保できないこと。 

（ウ）地域の実情により、災害時要援護者等特段の配慮が必要な要避難者の支援

に必要な体制が十分に整備できないこと。 

（エ）その他個別の災害における種々の状況を総合的に勘案してやむを得ない状

況であると判断されること。 

 イ 受入施設の確保及び通知 

   他市町村の要避難者を受け入れる施設は、避難所その他の公共施設の中から

要避難者の数や想定される滞在期間を踏まえて決定するものとし、受入施設決定

後、本部事務局は直ちにその旨を次の者に通知する。なお、県から協議を受けた

場合については、（ウ）への通知に代わり、その旨を県に報告する。 

（ア）受入施設の管理者 

（イ）関係地方行政機関の長、関係指定公共機関、関係指定地方公共機関、関係

公共的団体等のうち、要避難者の避難支援に関係すると認められる者 

（ウ）本市に要避難者の受入れを要請した他市町村 

ウ 受入施設の運営等 

   他市町村の要避難者を受け入れる施設の運営や必要となる援助物資の提供

等、要避難者を受け入れるに当たり必要となる支援については、可能な範囲で本

市が行うことを前提に、広域避難を要請した他市町村と協議し決定する。 

エ 受入れの解除 

本部事務局は、他市町村又は県から広域避難の必要がなくなった旨の通知を

受けたときは、速やかに上記イ（ア）及び（イ）に通知する。 

（３）費用負担 

要避難者の受入れに要した費用は、広域避難を要請した地方公共団体が負担す

る。 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

９ 広域一時滞在 

 本部長は、大規模な災害が発生し、市内に避難所を確保することが困難となった場

合において、被災住民を他の自治体に一時的に滞在（以下「広域一時滞在」という。）

させる必要があると認めるときは、他の市町村と広域一時滞在に係る協議を行う。 

なお、他自治体から本市に対し被災住民の受入れについて要請があった場合に

おいても、同様に協議を行う。 

広域一時滞在に係る要請や受入れに係る手順等については、「８ 広域避難」（１）

から（３）の内容を次のとおり用語を読み替えて準用する。 
 

＜広域避難の内容を準用するに当たり、読み替える用語＞ 

読替え前の用語 読替え後の用語 

予想される災害の規模 被災状況 

広域避難 広域一時滞在 

要避難者 被災住民 

避難支援 支援 

災害の発生が予想される 被災している 
 

 

第４章 救出・救助・保健医療救護対策 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

地-44 第１節 救出・救助活動 

３ 情報の収集等 

（２）情報の収集・集約 

本部事務局は、発災後の初期段階において、消防局、消防団、現地対策班、

警察署、被災者等から集められた救出・救助の要請情報を集約する。 

第１節 救出・救助活動 

３ 情報の収集等 

（２）情報の収集・集約 

本部事務局は、発災後の初期段階において、消防局、消防団、区本部、現地対策

班、警察署、被災者等から集められた救出・救助の要請情報を集約する。 

地-48 第３節 保健医療救護対策 

６ 保健医療救護体制 

（１）市災害時保健医療調整本部 

第３節 保健医療救護対策 

６ 保健医療救護体制 

（１）市災害時保健医療調整本部 
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 健康福祉局は、医療関係団体の協力のもと、原則、総合保健医療センター（ウ

ェルネスさがみはら）で市災害時保健医療調整本部を運営する。 

 なお、市災害医療コーディネーターとして、市の災害医療、公衆衛生、特殊災

害等に精通している医師を配置する。 

 健康福祉局は、医療関係団体の協力のもと、原則、総合保健医療センター（ウェル

ネスさがみはら）で、保健医療活動に関する総合調整などを行うため、市災害時保健

医療調整本部を運営する。 

 なお、市災害時保健医療調整本部には、同本部長（保健所長）の指揮下で、医療

救護に関して必要な判断・調整等を行う市災害医療コーディネーターを配置する。 

地-48 第３節 保健医療救護対策 

６ 保健医療救護体制 

  〔略〕 

（２）救護所等 

ア 開設基準 

（ア）拠点救護所 

ｂ 市域で震度５弱以下の地震が発生し、市災害対策本部が必要と認めた場合

（健康福祉局は、医療関係団体と協議のうえ、市災害対策本部に拠点救護所の

開設を要請することができる。） 

 

（イ）救護所 

市災害対策本部の決定、健康福祉局と医療関係団体との協議により開設を判

断する。 

なお、事務スタッフ及び市職員の保健師については、市域で震度５強以上の

地震が発生した場合、指定の救護所に参集する。 

第３節 保健医療救護対策 

６ 保健医療救護体制 

  〔略〕 

（２）救護所等 

ア 開設基準 

（ア）拠点救護所 

ｂ 健康福祉局が医療関係団体との協議のうえ、市災害対策本部に拠点救護所の開

設を要請し、市災害対策本部が開設を決定した場合 

 

 

（イ）救護所 

健康福祉局が医療関係団体と協議のうえ、市災害対策本部に救護所の開設を要

請し、市災害対策本部が開設を決定する。 

なお、事務スタッフ及び市職員の保健師については、市域で震度５強以上の地震

が発生した場合、指定の救護所に参集する。 

地-49 

 

７ 保健医療救護体制 

 市災害時保健 
医療調整本部 

救護所
等 

後方医
療機関 

固定電話 ○ ○ ○ 

ＦＡＸ ○ ○ ○ 

デジタル地域防災無線 ○ ○  

災害用スマートフォン ○ ○  

衛星携帯電話 ○ ○ ○ 

市災害情報共有システム ○ ○※１  

ＭＣＡ無線 ○   

７ 保健医療救護体制 

 市災害時保健 
医療調整本部 

救護所
等 

後方医
療機関 

固定電話 ○ ○ ○ 

ＦＡＸ ○ ○ ○ 

デジタル地域防災無線 ○ ○  

災害用スマートフォン ○ ○  

衛星携帯電話 ○ ○ ○ 

市災害情報共有システム ○ ○（※１）  

ＭＣＡ無線 ○   
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第５章 緊急輸送・交通・警備 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

地-55 第２節 輸送車両等の確保対策 

５ 輸送手段の確保 

（６）被災者の運送要請 

本部事務局は、広域避難や広域一時滞在等のため、被災者を広域的に緊

急輸送する必要がある場合は、指定公共機関（日本通運（株））又は指定地方

公共機関（神奈川中央交通（株）等）による運送を神奈川県に要請する。 

第２節 輸送車両等の確保対策 

５ 輸送手段の確保 

（６）要避難者・被災者の運送要請 

本部事務局は、広域避難や広域一時滞在等のため、要避難者又は被災者を広

域的に緊急輸送する必要がある場合は、指定公共機関（日本通運（株））又は指定

地方公共機関（神奈川中央交通（株）等）による運送を神奈川県に要請する。 

地-57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 交通対策 

３ 被災地への流入抑制及び交通規制の実施 

（１）警察署 

 ア 〔略〕 

 イ 災害発生時の交通規制等 

   〔略〕 

 （イ）緊急交通路確保のための交通規制 

   災害が発生した直後は、道路交通が混乱し、被害の拡大や二次災害が発

生することが予想され、住民等の安全かつ円滑な避難の確保、負傷者の救

出・救護、消防等災害応急対策のための緊急交通路の確保等が中心となるの

で、道路交通の実態を把握し、災害対策基本法第７６条１項の規定に基づき

緊急通行車両以外の車両の通行を禁止又は制限する。 

  〔略〕 

第３節 交通対策 

３ 被災地への流入抑制及び交通規制の実施 

（１）警察署 

 ア 〔略〕 

 イ 災害発生時の交通規制等 

   〔略〕 

 （イ）緊急交通路確保のための交通規制 

   災害が発生した直後は、道路交通が混乱し、被害の拡大や二次災害が発生する

ことが予想され、住民等の安全かつ円滑な避難の確保、負傷者の救出・救護、消防

等災害応急対策のための緊急交通路の確保等が中心となることから、道路交通の

実態を把握し、災害対策基本法第７６条１項の規定に基づき緊急通行車両以外の

車両の通行を禁止又は制限する。 

  〔略〕 

広域災害救急医療情報シス
テム（ＥＭＩＳ） 

○  ○※２ 

※１ 内部システムのため、操作は市職員に限定する。 

※２ 発災後、直ちに職員情報、被害情報、患者受診情報などを入力する。 

広域災害救急医療情報システム
（ＥＭＩＳ） 

○  ○（※２） 

（※1）内部システムのため、操作は市職員に限定する。 

（※2）発災後、直ちに職員情報、被害情報、患者受診情報などを入力する。 

地-49 ９ 医薬品及び医療資機材の確保体制 

（１） (略) 

（２）市薬剤師会は、指定の救護所等に参集する際に、店舗の医薬品等を持参す

る。（協定に基づくもの。） 

９ 医薬品及び医療資機材の確保体制 

（１） (略) 

（２）市薬剤師会は、協定に基づき、指定の救護所等に参集する際に、店舗の医薬品

等を持参する。 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

地-58 

 

（２）自衛官及び消防吏員 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官又は消防吏員は、警察官がいない

場合に限り、それぞれの緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、通行の

妨害となる車両その他の物件の所有者に対して移動させるなど必要な措置を

命令するほか、相手方が現場にいない場合は、当該措置を行う。当該措置命

令をし、又は措置を行った場合は、管轄する警察署長にその旨通知する。 

（３）その他 

  道路管理者は、「緊急輸送道路管理マニュアル」に基づき、通行規制や応急

啓発等必要な対策の実施について、県警察、交通機関への連絡調整を行う。 

（２）自衛官及び消防吏員 

 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官又は消防吏員は、警察官がいない場合

に限り、それぞれの緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、通行の妨害とな

る車両その他の物件の所有者に対して移動させるなど必要な措置を命令するほ

か、相手方が現場にいない場合は、当該措置を行う。当該措置命令をし、又は措置

を行った場合は、管轄する警察署長にその旨を通知する。 

（３）その他 

  道路管理者は、「緊急輸送道路管理マニュアル」に基づき、通行規制や応急啓開

等必要な対策の実施について、県警察、交通機関への連絡調整を行う。 

地-58 第２節 輸送車両等の確保対策 

５ 交通マネジメント 

  都市建設局は、大規模災害によって中央自動車道や国道２０号等の主要交

通網に途絶が生じた場合、緊急輸送の確保や復旧活動等への影響を最小限に

留めることを目的に、交通需要の抑制や分散など交通マネジメント施策の包括的

な検討及び調整等を行うため、「（仮称）災害時交通マネジメント検討会」（以下

「検討会」という。）の設置を国に要請するとともに、施策の実施に当たっては、国

や関係機関と連携を図りながら行う。 

第２節 輸送車両等の確保対策 

５ 交通マネジメント 

  都市建設局は、大規模災害によって中央自動車道や国道２０号等の主要交通網

に途絶が生じた場合、緊急輸送の確保や復旧活動等への影響を最小限に留めること

を目的に、交通需要の抑制や分散など交通マネジメント施策の包括的な検討及び調

整等を行うため、「（仮称）災害時交通マネジメント検討会」の設置を国に要請す

るとともに、施策の実施に当たっては、国や関係機関と連携を図りながら行う。 

地-59 第４節 警備対策 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 
時
期 

項  目 

市 担
当 

市 民 局 
● 

交通安全対策及び防犯対策
に係る警察署との連絡調整
に関すること。 区 役 所 

関 係 各 局 ★ 
関連する応急対策活動に関
すること。 

関 係 
機 関 

警 察 署 ★ 
警備活動による治安の維持
等に関すること。 

 

第４節 警備対策 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 
時
期 

項  目 

市 担
当 

市 民 局 
● 

交通安全対策及び防犯対
策に係る警察署との連絡
調整に関すること。 区 本 部 

関 係 各 局 ★ 
関連する応急対策活動に
関すること。 

関 係 
機 関 

警 察 署 ★ 
警備活動による治安の維
持等に関すること。 

 

第７章 避難所の運営 



相模原市地域防災計画（地震災害対策計画編 第１款 地震災害応急対策） 新旧対照表  

 66 / 182 
 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

地-65 ３ 避難所の運営体制 

（３）その他の体制 

避難者又はボランティア等は、避難所担当職員、校長、自主防災組織等により

設置されている避難所運営協議会に協力し、避難所運営を行う。 

 

 

避難所運営協議会の主な役割 

＜平常時＞ 
ア 避難所運営方法の検討 
イ 生活ルールの作成 
ウ 検討及びルールに基づいた訓練

の実施 

＜災害時＞ 
ア 円滑な避難所運営 
イ 生活ルールの調整 
ウ 様々な組織との連絡調整 

 

＜避難所運営の主な内容＞ 

ア～セ 〔略〕 
 

３ 避難所の運営体制 

（３）避難所の体制 

避難者又はボランティア等は、避難所担当職員、校長、自主防災組織等により設置

されている避難所運営協議会に協力し、避難所運営を行う。 

 

＜避難所運営協議会の主な役割＞ 

平常時 災害時 

○ 避難所運営方法の検討 
○ 生活ルールの作成 
○ 検討及びルールに基づいた

訓練の実施 

○ 円滑な避難所運営 
○ 生活ルールの調整 
○ 様々な組織との連絡調整 

 

 

 

〔削除〕 

 

地-66 

地-67 

 

〔新設〕 

 

※参考掲載 

＜避難所運営の主な内容＞ 

ア 避難所施設や設備の安全点検、管理 
イ 避難所の設営及び避難者の受入れ 
ウ 避難者名簿の作成 
エ 現地対策班等との連絡調整 
オ 負傷者の救護、災害時要援護者への支援 
カ 備蓄食料、物資等の応急配布 
キ 飲料水、食料、生活物資等の現地対策班等への要請、受入れ、配分 
ク 炊き出しの実施 
ケ 避難者への被害状況や生活関連情報の提供 

５ 避難所の運営 

 避難所では、主に次の事項を行う。 

（１）避難所施設や設備の安全点検、管理 

（２）避難所の設営及び避難者の受入れ 

（３）避難者名簿の作成 

（４）現地対策班等との連絡調整 

（５）負傷者の救護、災害時要援護者への支援 

（６）備蓄食料、物資等の応急配布 

（７）飲料水、食料、生活物資等の現地対策班等への要請、受入れ、配分 

（８）炊き出しの実施 

（９）避難者への被害状況や生活関連情報の提供 

（10）住民等の安否情報の収集、提供 

（11）避難所の生活の場の環境の整備、管理 
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コ 住民等の安否情報の収集、提供 
サ 避難所の生活の場の環境の整備、管理 
シ 避難者の健康状態の把握 
ス 避難所内での感染症対策 
セ その他必要な事項 

 

５ 避難所の運営に関する視点 

ア～コ 〔略〕 

 サ ペット同行避難者がいる場合は、ペット同行避難者に対し、ペット用の食

料、水、ペットシーツ、ケージ等の避難・備蓄用品を辞さ誌、避難するなどの指

導を行う。〔略〕 

６ 生活関連物資の配布 

 〔略〕 

（２）炊き出しによる供給体制 

学校の給食施設（給食センターを含む）を利用して炊き出しを行う。 

なお、避難所周辺地域の住民への炊き出しに伴う人員確保については、避

難所運営協議会と調整を図りながら進める。 

 

７ ボランティアの活用 

 〔略〕 

（12）避難者の健康状態の把握 

（13）避難所内での感染症対策 

（14）その他必要な事項 

 

 

６ 避難所の運営に関する視点 

 ア～コ 〔略〕 

 サ ペット同行避難者に対しては、ペット用の食料、水、ペットシーツ、ケージ等の避

難・備蓄用品を持参し、避難するなどの指導を行う。〔略〕 

 

７ 生活関連物資の配布 

 〔略〕 

（２）炊き出しによる供給体制 

市立学校給食施設（学校給食センターを含む）を利用して炊き出しを行う。 

なお、避難所周辺地域の住民への炊き出しに伴う人員確保については、避難所

運営協議会と調整を図りながら進める。 

 

８ ボランティアの活用 

 〔略〕 

地-68 

 

８ 避難所以外の被災者への対応 

（１） 〔略〕 

（２）車中泊等の避難所外避難者への対応 

  避難所への避難を原則とするが、熊本地震の際にも本震後の地震活動へ

の不安や避難所でのプライバシーの確保が難しいことなどから、車中泊を選

ぶ被災者が多数見られ、健康被害などの課題があった。 

そのため、避難所への避難を誘導するが、やむを得ず車中泊を選ぶ避難

者については、支援が必要な在宅避難者と同様に、防災行政用同報無線

（ひばり放送）等を活用し、避難所での在宅避難者名簿の登録を行うように広

９ 避難所以外の被災者への対応 

（１） 〔略〕 

（２）車中泊等の避難所外避難者への対応 

  車中泊避難は、避難者数等の実態把握が困難であり、またエコノミークラス症

候群等の発症による健康被害のおそれがあることから、避難所への避難を誘導

するが、やむを得ず車中泊を選ぶ避難者については、支援が必要な在宅避難者

と同様に、防災行政用同報無線（ひばり放送）等を活用し、避難所での在宅避難

者名簿の登録を行うように広報を実施する。 

在宅避難者名簿の登録者には、必要な生活関連物資の配布など、生活環境
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報を実施する。 

登録者には、必要な生活関連物資の配布など、生活環境の整備に必要な

措置を講ずるよう努め、上記「（１）在宅避難者への対応」のアからエを行う。 

関係各局及び避難所運営協議会は、車中泊等の避難所外避難者に対

し、エコノミークラス症候群の健康管理に係る注意喚起を行う。 

の整備に必要な措置を講ずるよう努め、上記「（１）在宅避難者への対応」のアから

エを行う。 

また、関係各局及び避難所運営協議会は、車中泊等の避難所外避難者に対

し、エコノミークラス症候群の健康管理に係る注意喚起を行う。 

１０ 避難所の閉鎖 

  〔略〕 

 

第８章 被災生活支援 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

地-69 第１節 応急給水対策 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市担
当 

健康福祉局 
（保健衛生部） 

★ 

神奈川県企業庁との連絡調
整、飲料水輸送に係る協定
締結団体等との連絡調整、
飲料水の供給（上水道区域
等） に関すること。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関係 
機関 

神奈川県企業庁 － 
応急給水支援に関するこ
と。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

 

第１節 応急給水対策 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市担
当 

健康福祉局 
（保健衛生部） 

★ 

神奈川県企業庁との連絡調
整、飲料水輸送に係る協定
締結団体等との連絡調整、
飲料水の供給（上水道区域） 
に関すること。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関係 
機関 

神奈川県企業庁 － 
上水道区域に係る応急給
水支援に関すること。 

（公社）日本水道協会 
神奈川県支部 

－ 
簡易水道区域に係る応急
給水支援に関すること。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 
 

地-69 

地-70 

 

 

 

 

第１節 応急給水対策 

４ 災害時の応急給水 

（１）、（２） 〔略〕 

（３）災害用指定配水池等 

  〔略〕 

災害用指定配水池等一覧 

第１節 応急給水対策 

４ 災害時の応急給水 

（１）、（２） 〔略〕 

（３）災害用指定配水池等 

  〔略〕 

＜災害用指定配水池等一覧＞ 
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災害用指定配水池 所在地 

〔略〕 〔略〕 

（４）、（５） 〔略〕 

（６）応急給水の支援 

  飲料水の不足が予想される場合、健康福祉局は神奈川県企業庁、都市建設

局は日本水道協会神奈川県支部を通じ、他都市の水道事業体に協力を要請

する。また、状況に応じて自衛隊等にも同様に応急給水を要請する。 

 

災害用指定配水池 所在地 

〔略〕 〔略〕 

（４）、（５） 〔略〕 

（６）応急給水の支援 

  飲料水の不足が予想される場合、健康福祉局は神奈川県企業庁、都市建設局は

（公社）日本水道協会神奈川県支部を通じ、他都市の水道事業体に協力を要請す

る。また、緊急性があり、他に飲料水を供給する手段がない場合には、県知事に応

急給水に係る自衛隊の災害派遣要請を要求する。 

地-70 第１節 応急給水対策 

５ 市民への応急給水等の情報の伝達 

（１）上水道区域については、健康福祉局（保健衛生部）が神奈川県企業庁と連

携し、簡易水道区域については、都市建設局（道路部）が断水情報を収集す

る。 

（２）健康福祉局（保健衛生部）及び都市建設局（道路部）は、応急給水等の情報

を以下の方法で市民に的確に周知する。 

第１節 応急給水対策 

５ 市民への応急給水等の情報の伝達 

（１）上水道区域については、健康福祉局が神奈川県企業庁と連携し、簡易水道区域

については、都市建設局が断水情報を収集する。 

（２）健康福祉局及び都市建設局は、応急給水等の情報を以下の方法で市民に的確

に周知する。 

地-70 第１節 応急給水対策 

６ 給水の方法 

（１）、（２） 〔略〕 

（３）関係機関の協力を得て給水車又は給水用タンク等を積載したトラックにより

給水する。 

輸送手段については、必要に応じて協定締結団体等に要請する。不足する

場合は、他の地方公共団体及び自衛隊等へ応援要請を行う。 

 

第１節 応急給水対策 

６ 給水の方法 

（１）、（２） 〔略〕 

（３）関係機関の協力を得て給水車又は給水用タンク等を積載したトラックにより給水

する。 

輸送手段については、必要に応じて協定締結団体等に要請する。不足する場合

は、他の地方公共団体等へ応援要請を行うほか、緊急性があり、他に輸送する手

段がない場合には、県知事に自衛隊の災害派遣要請を要求する。 

地-70 第１節 応急給水対策 

７ 応急復旧に係る道路啓開 

健康福祉局（保健衛生部）及び都市建設局（道路部）は、断水の復旧に当た

第１節 応急給水対策 

７ 応急復旧に係る道路啓開 

   健康福祉局及び都市建設局は、断水の復旧に当たり、土砂や倒木等の障害物に
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り、土砂や倒木等の障害物により復旧箇所に到達することができないなどの情報

を得た場合、関係機関との連携の下、断水の影響範囲など、道路啓開の優先度

を判断するために必要な情報を収集し、災害対策本部に報告する。 

災害対策本部は、都市建設局（道路部）や関係部署と協議し、道路啓開の優

先順位を決定する。 

より復旧箇所に到達することができないなどの情報を得た場合、関係機関との連携の

下、断水の影響範囲など、道路啓開の優先度を判断するために必要な情報を収集

し、災害対策本部に報告する。 

災害対策本部は、都市建設局や関係部署と協議し、道路啓開の優先順位を決定

する。 

地-72 第２節 食料供給対策 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市担
当 

環境経済局（経済部） ★ 
食料に係る協定締結団体等
との連絡調整、食料の調達

及び輸送に関すること。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

神奈川県 － 
食料供給の支援、食料品搬
送の協力に関すること。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

日本通運（株） 

－ 
食料品搬送の協力に関するこ

と。 (一社)神奈川県トラッ
ク協会 

 

第２節 食料供給対策 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市担
当 

環境経済局 ★ 

食料に係る協定締結団体等
との連絡調整、食料の調達
及び輸送・配送に関するこ
と。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

神奈川県 － 
食料供給の支援、食料品の輸
送・配送の協力に関すること。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

日本通運（株） 

－ 
食料品の輸送・配送の協力に

関すること。 

佐川急便（株） 

西濃運輸（株） 

(一社)神奈川県トラッ
ク協会 

 

地-73 第２節 食料供給対策 

５ 食料品の調達 

（１）食料品の調達 

環境経済局は、災害発生時においては、食料・物資対策センターを市役所に

設置し、食料品の調達・管理を行う。食料品は、協定締結団体、その他業界団体

等から協力を得て調達するとともに、原則として避難所等への搬送を要請する。 

 

 

第２節 食料供給対策 

５ 食料品の調達 

（１）食料品の調達 

環境経済局は、災害発生時においては、食料・物資対策センターを市役所本庁舎

に設置し、食料品の調達・管理を行う。災害発生後の食料品の調達については、プッ

シュ型支援により調達することとし、並行して避難所等のニーズの把握に努め、プル

型支援による調達に移行する。 

 ア プッシュ型支援 
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（２）米穀の調達 

 ア、イ 〔略〕 

 ウ 環境経済局は、「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領 第４章 第１０

災害救助法及び国民保護法が発動された場合の特例」に基づき、政府所有

米穀の供給に関して、県知事に要請することができる。交通、通信の断絶のた

め、政府所有米穀の引取りに関する県知事の指示を受けられない場合には、

農林水産省（政策統括官付貿易業務課）に要請する。 

（３）応援要請 

環境経済局は、前記（１）（２）の対策を講じても食料の調達が困難な場合は、必

要に応じて広域応援要請をする。 

   プッシュ型支援とは、被災地からの要請を待たず、必要と見込まれる物資を調

達して輸送する支援方法である。 

環境経済局は、国によるプッシュ型支援が行われる場合は、本市に輸送される

品目や数量、到着時期等を把握し、食料品の受入れ及び各避難所等への配送を

行う。 

イ プル型支援 

   プル型支援とは、被災地からの要請に基づき、物資を調達して輸送する支援方

法である。 

 （ア）県からの調達 

環境経済局は、避難所等での食料品の不足が見込まれる場合は、品目や数量

を把握し、県に食料品の要請を行う。 

（イ）協定締結団体等からの調達 

環境経済局は、協定締結団体、その他業界団体等から協力を得て、食料品を調達

するとともに、原則として避難所等への配送を要請する。 

（２）米穀の調達 

 ア、イ 〔略〕 

 ウ 環境経済局は、「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領 第４章 第１０災害

救助法及び国民保護法が発動された場合の特例」に基づき、政府所有米穀の供給

に関して、県知事に要請することができる。交通、通信の断絶のため、政府所有米

穀の引取りに関する県知事の指示を受けられない場合には、農林水産省（農産局

農産政策部貿易業務課）に要請する。 

（３）広域応援要請 

環境経済局は、上記（１）、（２）の対策を講じても食料の調達が困難な場合は、必要に

応じて広域応援要請をする。 

地-74 ６ 食料等の輸送 

環境経済局は、救援物資受入れ拠点や県が運営する広域防災活動拠点（県

立相模原弥栄高等学校、県津久井合同庁舎）に集められた食料を市保有車両、

協定締結団体の車両等により、避難所等へ輸送する。 

第２節 食料供給対策 

６ 食料等の配送 

環境経済局は、救援物資受入れ拠点や県が運営する広域防災活動拠点（県立相

模原弥栄高等学校、県津久井合同庁舎）に集められた食料を市保有車両、協定締結

団体の車両等により、避難所等へ配送する。 
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地-74 ７ 米飯の炊き出し 

（１）教育局は、米飯の炊き出しを、原則として市立学校給食センター、市立小学

校の給食施設及び炊き出し施設を使用して行う。 

７ 米飯の炊き出し 

（１）教育局は、米飯の炊き出しを、原則として市立学校給食施設（学校給食センター

を含む）及び炊き出し施設を使用して行う。 

地-75 第３節 生活必需物資供給対策 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市担
当 

環境経済局（経済部） ★ 

生活必需物資に係る協定締
結団体等との連絡調整、生活
必需物資の調達及び輸送、
救援物資の受入れ・供給に関
すること。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

日本通運（株） 

－ 
生活必需物資の搬送協力に関

すること。 (一社)神奈川県トラッ
ク協会 

 

第３節 生活必需物資供給対策 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市担
当 

環境経済局 ★ 

生活必需物資に係る協定締
結団体等との連絡調整、生活
必需物資の調達及び輸送・配
送、救援物資の受入れ・供給
に関すること。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

日本通運（株） 

－ 
生活必需物資の輸送・配送協

力に関すること。 

佐川急便（株） 

西濃運輸（株） 

(一社)神奈川県トラッ
ク協会 

 

地-75 

 

 

 

 

地-76 

第３節 生活必需物資供給対策 

５ 供給範囲 

  災害により供給する生活必需物資は、次に掲げるもののうち必要と認めたもの

とする。  

分 類 物  資 

寝具類 毛布・布団等 

衣料 作業衣・普通着・肌着・靴下等 

炊事用具・食器 包丁・なべ・茶わん・はし等 

日用品・雑貨 石けん・タオル・衛生材料・雨具等 

第３節 生活必需物資供給対策 

５ 供給範囲 

  災害により供給する生活必需物資は、次に掲げるもののうち必要と認めたものとす

る。 

分類 物  資 

被服、寝具及び身の回り
品 

洋服、作業着、下着、毛布、布団、タオル、靴、雨具
等 

日用品 石けん、トイレットペーパー、生理用品、紙おむつ等 

炊事用具及び食器 炊飯器、鍋、包丁、ガス器具、茶碗、皿、箸等 
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光熱材料 懐中電灯・電池・固形燃料・ＬＰガス等 

その他必要と認めるもの  
 

光熱材料 固形燃料、ＬＰガス、使い捨てライター等 

その他必要と認めるもの  
 

地-76 第３節 生活必需物資供給対策 

６ 生活必需物資の調達 

（１）物資の調達 

環境経済局は、災害発生時においては、食料・物資対策センターを設置し、

物資の調達・管理を行う。生活必需物資は、協定締結団体、その他業界団体等

から協力を得て調達するとともに、原則として避難所等への搬送についても要請

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）応援要請 

環境経済局は、上記（１）の対策を講じても生活必需物資の調達が困難な場合

第３節 生活必需物資供給対策 

６ 生活必需物資の調達 

（１）生活必需物資の調達 

環境経済局は、災害発生時においては、食料・物資対策センターを市役所本庁舎

に設置し、生活必需物資の調達・管理を行う。災害発生後の生活必需物資の調達に

ついては、プッシュ型支援により調達することとし、並行して避難所等のニーズの把

握に努め、プル型支援による調達に移行する。 

ア プッシュ型支援 

プッシュ型支援とは、被災地からの要請を待たず、必要と見込まれる物資を調

達して輸送する支援方法である。 

環境経済局は、国によるプッシュ型支援が行われる場合は、本市に輸送される

品目や数量、到着時期等を把握し、生活必需物資の受入れ及び各避難所等への

配送を行う。 

イ プル型支援 

  プル型支援とは、被災地からの要請に基づき、物資を調達して輸送する支援方

法である。 

（ア）県からの調達 

   環境経済局は、避難所等での生活必需物資の不足が見込まれる場合は、品

目や数量を把握し、県に生活必需物資の要請を行う。 

（イ）協定締結団体等からの調達 

環境経済局は、協定締結団体、その他業界団体等から協力を得て、生活必需

物資を調達するとともに、原則として避難所等への配送についても要請する。 

（２）広域応援要請 

環境経済局は、上記（１）の対策を講じても生活必需物資の調達が困難な場合は、

必要に応じて広域応援要請をする。 
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は、必要に応じて広域応援要請をする。 

地-76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地-77 

 

第３節 生活必需物資供給対策 

７ 救援物資への対応 

（１）救援物資の要請 

環境経済局は、生活必需品等の物資が不足する場合は、テレビ、ラジオ、新

聞等報道機関を通じて全国へ救援物資の要請を行う。ただし、救援物資の受入

れは、原則として、事業者、団体からの物資とする。 

救援物資の要請を行う場合、必要とする物資の内容、量、送付方法等につい

て明確に情報を提供し、必要がある時期に市災害対策本部からの要請に基づい

て搬送する体制とする。 

また、物資が充足した時点で、要請の打切りを報道機関等を通じ情報提供す

る。 

（２）広域応援要請 

環境経済局は、前記（１）による物資の調達が困難な場合は、必要に応じて、

広域応援要請を行う。 

（３）救援物資の集積・搬送 

環境経済局は、救援物資受入れ拠点を設置する。トラック等で大量に持ち込

まれた物資は、救援物資受入れ拠点へ誘導する。 

集積された物資は、協定締結団体やボランティア等の協力を得て、仕分け作

業を行い、必要に応じて避難所に搬送する。 

 

 

 

救援物資受入れ拠点 
第１次 相模原市救援物資集積・配送センター 

淵野辺公園（市立相模原球場（サーティーフォー相模原
球場）、銀河アリーナ）、 
市体育館 

第２次 相模原市立勤労者総合福祉センター（サン・エールさがみ
はら）、相模原市立北相中学校体育館 

第３節 生活必需物資供給対策 

７ 義援品の要請 

環境経済局は、生活必需物資が不足し必要と認めるときは、テレビ、ラジオ、新聞

等報道機関を通じて全国へ義援品の要請を行う。ただし、義援品の受入れは、原則と

して、事業者、団体からの物資とする。 

義援品の要請を行うに当たっては、必要とする物資の内容、量、送付方法等につい

て明確に情報を提供し、必要がある時期に市災害対策本部からの要請に基づいて配

送する体制とする。 

また、物資が充足した時点で、報道機関等を通じ要請の打切りについて情報提供

する。 

 

 

    〔削除〕 

 

８ 救援物資の集積・配送 

環境経済局は、被災の状況や物資の輸送経路を踏まえ、あらかじめ指定した施設

の中から救援物資受入れ拠点を開設する。 

トラック等で大量に持ち込まれた物資は、救援物資受入れ拠点へ誘導することと

し、救援物資受入れ拠点において集積された物資は、協定締結団体やボランティア

等の協力を得て、仕分け作業を行い、必要に応じて避難所に配送する。 

＜救援物資受入れ拠点の主な役割＞ 

拠点名 主な役割 

地域内 
輸送拠点(※) 

相模原市救援物資集積・
配送センター ○備蓄品の配送 

○調達した物資の集積配送 
○救援物資、義援品の集積

配送 

淵野辺公園 
（市立相模原球場、銀河
アリーナ） 
GLP アルファリンク相模
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原 
市立勤労者総合福祉センター（サン・エー
ルさがみはら） ○調達した物資の集積配送 
市立北相中学校体育館 

市体育館 
○救援物資、義援品の保管
（補助） 

 
 （※）「地域内輸送拠点」とは、大規模災害時に県が開設する広域物資輸送拠点

（国等から供給される物資を受け入れる拠点）から送られてくる物資を受け入
れ、避難所へ配送するための拠点をいう。 

地-77 第３節 生活必需物資供給対策 

８ 物資の輸送 

  環境経済局は、市が備蓄管理する物資を、市保有車両、協定締結団体の車

両等により、避難所等へ輸送する。 

９ 物資の配分 

   〔略〕 

１０ 物価の安定・物資の安定供給 

   〔略〕 

第３節 生活必需物資供給対策 

９ 備蓄物資の配送 

   環境経済局は、市が備蓄管理する物資を、市保有車両、協定締結団体の車両

等により、避難所等へ配送する。 

１０ 物資の配分 

   〔略〕 

１１ 物価の安定・物資の安定供給 

   〔略〕 

 

第９章 遺体等の収容・埋火葬等 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

地-78 ２ 実施主体 

 担 当 部 署 
時
期 

項  目 

市担当 

健 康 福 祉 局 
（生活福祉部） 

★ 
遺体の収容・一時保管に関す
ること。 

● 
身元不明等の遺体の埋火葬
に関すること。 

市 民 局 ● 
市営斎場での火葬に関する
こと。 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 
時
期 

項  目 

市担当 

健 康 福 祉 局 
（生活福祉部） 

★ 
遺体の収容・一時保管に関す
ること。 

● 
身元不明等の遺体の埋火葬
に関すること。 

市 民 局 ● 
市営斎場での火葬に関する
こと。 
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区 役 所 ● 
死体埋火葬許可証の発行に
関すること。 

関 係 
機 関 

警 察 署 － 
遺体の検視・調査等に関する
こと。 

 

区 本 部 ● 
死体埋火葬許可証の発行に
関すること。 

関 係 
機 関 

警 察 署 － 
遺体の検視・調査等に関する
こと。 

 

地-78 ３ 遺体収容施設の開設  

健康福祉局は、災害時に遺体が多数に及ぶ場合、市営斎場に遺体収容施設を

開設し、収容、検視・調査等、検案、安置措置等を総合的に行う。 

なお、遺体数が市営斎場の収容量を上回る場合には、遺体等が多数発生して

いる地域に近い施設から開設することを基本的な考えとして、所轄警察署と協議

する。 

市営斎場以外の遺体収容施設は、総合体育館、北総合体育館、串川地域セ

ンター、千木良公民館とする。 

３ 遺体収容施設の開設  

健康福祉局は、災害時に遺体が多数に及ぶ場合、管轄する警察署と協議し、総合

体育館、北総合体育館、串川地域センター、千木良公民館のうち、遺体等が多数発

生している地域に近い施設から遺体収容施設を開設し、収容、検視・調査等、検案、

安置措置等を総合的に行う。 

なお、遺体数が開設した遺体収容施設の収容量を上回る場合には、遺体等が多数

発生している地域に近い施設から開設することを基本的な考えとして、管轄する警察

署と協議する。 

 
第１１章 トイレ対策 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

地-83 １ 基本方針 

地震による上下水道の被災等により、トイレが使用できない地域等の被災状況

や避難状況を的確に把握し、仮設トイレ等※を提供するなどの対策を行うととも

に、し尿を適正かつ迅速に処理することで、環境衛生の保持に努める。 

※避難所に設置している組立て式仮設トイレ 

協定に基づいて設置する仮設トイレ 

公共施設等に配備しているマンホールトイレ 

１ 基本方針 

地震により上下水道が被災し、トイレが使用できない場合に対応するため、地域の

被災状況や避難状況を的確に把握するとともに、仮設トイレやマンホールトイレ等を

設置し、し尿を適正かつ迅速に処理することで、環境衛生の保持に努める。 

〔削除〕 

地-84 ５ 避難所のトイレ対策 

（３）マンホールトイレ等の設置 

断水等による水洗トイレの使用不能の場合や既存の仮設トイレでは、不足すると

判断した場合は、マンホールトイレを設置する。設置する際に、高齢者や体の不

自由な利用者が使用可能なトイレを適宜設置するほか、簡単に組み立てが可能

なトイレを設置する。 

５ 避難所のトイレ対策 

（３）マンホールトイレ等の設置 

断水等による水洗トイレの使用不能の場合や既存の仮設トイレでは、不足すると判断

した場合は、マンホールトイレを設置する。設置する際に、高齢者や体の不自由な利

用者が使用可能なトイレを適宜設置するほか、簡単に組立てが可能なトイレを設置す

る。 



相模原市地域防災計画（地震災害対策計画編 第１款 地震災害応急対策） 新旧対照表  

 77 / 182 
 

第１２章 防疫・衛生 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

地-85 ４ 防疫活動 

健康福祉局は、県と緊密な連携を図り、次の防疫活動を行う。 

（１）被災地及び避難場所における感染症患者又は保菌者の早期発見に努める

とともに、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づ

き、必要に応じて感染症指定医療機関への入院勧告又は入院措置等の予防

措置を行う。 

（２）感染症予防上の必要に応じて、被災地及び避難場所の清潔・消毒及びねず

み族、昆虫等の駆除を行う。 

４ 防疫活動 

健康福祉局は、県と緊密な連携を図り、次の防疫活動を行う。 

（１）被災地及び避難所における感染症患者又は保菌者の早期発見に努めるととも

に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、必要に

応じて感染症指定医療機関への入院勧告又は入院措置等の予防措置を行う。 

（２）感染症予防上の必要に応じて、被災地及び避難所の清潔・消毒及びねずみ族、

昆虫等の駆除を行う。 

地-86 ８ ペット対策 

（１） 〔略〕 

（２）避難時のペットの保護及び飼養は、所有者が行うこととし、避難所へのペット

の同行避難者がいる場合は、避難者の居住区画とは離れた場所にペット区画

を設置する（第７章「５ 避難所の運営に関する視点」地―６７参照）。 

健康福祉局は、避難所等においてペットに係る問題等が生じた場合は、ペ

ット同行避難者への適正飼養の指導等を行うとともに、救援物資及びボランテ

ィア派遣の調整等を行う。 

８ ペット対策 

（１） 〔略〕 

（２）避難時のペットの保護及び飼養は、所有者が行うこととし、避難所へのペットの同

行避難者がいる場合は、避難者の居住区画とは離れた場所にペット区画を設置す

る（第７章「避難所の運営に関する視点」地―６７参照）。 

健康福祉局は、避難所においてペットに係る問題等が生じた場合は、ペット同行

避難者への適正飼養の指導等を行うとともに、救援物資及びボランティア派遣の調

整等を行う。 

 
第１３章 応急住宅対策 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

地-88 

 

 

 

地-89 

４ 応急仮設住宅の入居者の募集及び管理 

（１） 〔略〕 

（２）入居者の募集、受け付け及び選定 

   〔略〕 

 エ 選定方法 

（ア）応募のあった入居対象者の数が募集戸数を越えた場合、入居の順番、希望

住宅の割当て等については、抽選とする。 

  〔略〕 

４ 応急仮設住宅の入居者の募集及び管理 

（１） 〔略〕 

（２）入居者の募集、受付及び選定 

   〔略〕 

エ 選定方法 

（ア）応募のあった入居対象者の数が募集戸数を超えた場合、入居の順番、希望住宅

の割当て等については、抽選とする。 

  〔略〕 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

地-89 ５ 公営住宅等のあっせん 

    〔略〕 

（１） 〔略〕 

（２）民間住宅の確保とあっせん 

一時住宅の確保については、応急仮設住宅の建設、住宅の応急修理及び

公営住宅等の確保とあっせんによる他、民間住宅や事業者の社宅などの情報

を提供するなど、民間住宅の確保とあっせんを行う。 

５ 公営住宅等のあっせん 

    〔略〕 

（１） 〔略〕 

（２）民間住宅の確保とあっせん 

一時住宅の確保については、応急仮設住宅の建設、住宅の応急修理及び公営

住宅等の確保とあっせんによるほか、民間住宅や事業者の社宅などの情報を提供

するなど、民間住宅の確保とあっせんを行う。 

地-89 ６ 住宅の応急修理 

（１）～（５） 〔略〕 

 

  〔新設〕 

 

６ 住宅の応急修理 

（１）～（５） 〔略〕 

（６）応急修理期間における応急仮設住宅の使用 

   応急修理をする被災者のうち、応急修理の期間が１か月を超えると見込まれる

者であって、自宅が半壊（住宅としての利用ができない場合）以上の被害を受け、

他の住まいの確保が困難な者に対し、応急修理完了までの間、一時的な住まいと

しての応急仮設住宅への入居を可能とし、上記（５）に準じて手続を行う。 

 
第１４章 災害時要援護者支援 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

地-91 

 

３ 災害発生時の対応 

（４）情報提供 

健康福祉局、こども・若者未来局、危機管理局、区本部等は、災害対策基本

法第４９条の１１第３項の規定に基づき、災害時要援護者を災害から保護するた

めに特に必要があると認めるときは、災害時要援護者の救助救援・支援活動に

従事する者に、災害時要援護者名簿の情報を提供することができる。 

また、情報提供に当たっては、情報提供先において、災害時要援護者情報の

適正な管理が図られるよう、情報漏えいの防止のために適切な措置を講ずるよう

努める。 

３ 災害発生時の対応 

（４）情報提供 

健康福祉局、こども・若者未来局、本部事務局、区本部等は、災害対策基本法第４

９条の１１第３項の規定に基づき、災害時要援護者を災害から保護するために特に必

要があると認めるときは、災害時要援護者の救助救援・支援活動に従事する者に、避

難行動要支援者名簿の情報を提供することができる。 

また、情報提供に当たっては、情報提供先において、避難行動要支援者情報の適

正な管理が図られるよう、情報漏えいの防止のために適切な措置を講ずるよう努める。 
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第１５章 災害ボランティア対策 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

地-93 ２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市担当 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関係
機関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

（公社）相模原青年会議所 － 

災害ボランティアにつ
いての情報収集や提
供、物資の調達・仕分
輸送、人的支援に関す
ること。 

 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市担当 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関係
機関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

（公社）相模原青年会議所 

－ 

災害ボランティアにつ
いての情報収集や提
供、物資の調達・仕分
輸送、人的支援に関す
ること。 

（公社）津久井青年会議所 

 

地-93 

 

 

地-94 

 

４ ボランティアの受入・支援 

（１）災害ボランティアセンター 

ア～エ 〔略〕 

オ （公社）相模原青年会議所は、協定に基づき、被災状況や災害救援ボラン

ティア活動支援に関する情報等の収集及び提供や、災害救援ボランティア

活動支援物資等の調達及び仕分け輸送の協力、災害ボランティアセンター

の運営への人的支援を行う。 

４ ボランティアの受入れ・支援 

（１）災害ボランティアセンター 

ア～エ 〔略〕 

オ （公社）相模原青年会議所及び（公社）津久井青年会議所は、協定に基づき、

被災状況や災害救援ボランティア活動支援に関する情報等の収集及び提供や、

災害救援ボランティア活動支援物資等の調達及び仕分け輸送の協力、災害ボラ

ンティアセンターの運営への人的支援を行う。 

 

第１６章 都市機能等応急対策 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

地-103 第４節 水道施設の応急対策 

４ 地震災害対策本部の設置 

神奈川県企業庁は、地震により大規模な災害が発生した場合及び災害発生

のおそれがある場合は、企業庁地震災害対策本部を設置し、応急対策活動を組

織的に進める。 

都市建設局は、簡易水道区域において、災害対策本部の設置基準により、配

備体制をとる。 

第４節 水道施設の応急対策 

４ 災害対策本部の設置 

神奈川県企業庁は、地震により大規模な災害が発生した場合及び災害発生のおそ

れがある場合は、企業庁災害対策本部を設置し、応急対策活動を組織的に進める。 

都市建設局は、簡易水道区域において、災害対策本部の設置基準により、配備体

制をとる。 
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第１７章 文教・保育対策 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

地-118 ２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市
担
当 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

こども・若者未来局 ● 
施設利用者の安全確
保、保育対策に関する
こと。 

関
係 
機
関 

神 奈 川 県 － 
文教対策の支援等に
関すること。 

市立小・中学校及び義
務教育学校並びに教育
機 関 

－ 
児童・生徒の安全確
保、文教対策の実施
に関すること。 

 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市
担
当 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

こども・若者未来局 ● 
施設利用者の安全確
保、保育対策に関する
こと。 

市立小・中学校及び義務
教育学校並びに教育機
関 

● 
児童・生徒の安全確
保、文教対策の実施に
関すること。 

関
係 
機
関 

神 奈 川 県 － 
文教対策の支援等に
関すること。 

私 立 学 校 等 － 
児童・生徒の安全確
保、文教対策の実施に
関すること。 

 

 
第１８章 孤立対策 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

地-122 ５ 救出・救助 

（１）～（４） 〔略〕 

（５） 食料・物資等の搬送 

  〔略〕 

５ 救出・救助 

（１）～（４） 〔略〕 

（５） 食料・物資等の輸送 

  〔略〕 
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第１９章 災害救助法 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

地-124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 救助の種類 

（１）避難所及び応急仮設住宅の供与 

（２）炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

（３）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

（４）医療及び助産 

（５）被災者の救出 

（６）被災した住宅の応急修理 

（７）生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

（８）学用品の給与 

（９）埋 葬 

（１０）死体の捜索及び処理 

（１１）災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に

著しい支障を及ぼしているものの除去 

 

５ 救助の程度、方法及び期間等 

  救助の程度、方法及び期間、弁償並びに救助の事務を行うのに必要な費用

については、相模原市告示に定める基準による。 

ただし、市長は、当該基準によっては救助の適切な実施が困難と認めるときは、

必要に応じて神奈川県及び他の救助実施市と連携を図り、適時、内閣総理大臣

に協議し、その同意を得た上で、救助の程度等の基準を定める。 

 

６ 災害救助法の適用 

市長は、市域の被害状況や災害救助法の適用基準等を踏まえ、国、神奈川

県等との連携を図り、迅速に災害救助法を適用する。災害救助法を適用した場

合、その旨、県等に通知し、内閣総理大臣に報告する。なお、危機管理監は、速

やかに各局長及び区長にその旨を通知する。 

災害救助法は、被害の程度が次の各号の一に該当する場合に適用される。 

指標となる被害項目 適用の基準 該当条項 

 

 

〔現行の「６ 災害救助法の適用」を繰り上げ、「４ 災害救助法の適用」とし、「４ 救

助の種類」を「５ 救助の種類」に、「５ 救助の程度、方法及び期間等」を「６ 救助の

程度、方法及び期間等」に繰り下げる。〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 災害救助法の適用 

市長は、市域の被害状況や災害救助法の適用基準等を踏まえ、国、神奈川県等と

の連携を図り、迅速に災害救助法を適用する。災害救助法を適用した場合、その旨を

県等に通知するとともに、内閣総理大臣に報告する。なお、危機管理監は、速やかに

各局長及び区長にその旨を通知する。 

（１）おそれ段階の適用（災害救助法第２条第２項） 

   災害が発生するおそれがある段階で、国が災害対策本部を設置し、本市がその

所管区域となり、市内で被害を受けるおそれがある場合に適用する。 

（２）災害が発生した段階の適用（災害救助法第２条第１項） 

災害により、住家の滅失（全壊）等の被害が生じ、その被害の程度が災害救助法

に定める基準に該当する場合に適用する。 

＜災害救助法の適用基準＞ 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

地-125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住
家
等
への
危
害
が
生
じ
た
場
合 

市内（区内）の住家が滅失した世帯の数 
150以上（市内） 

100以上（区内） 

施行令第1条

第1項第1号 

県内の住家が滅失した世帯の数 2,500 以上 施行令第1条

第1項第2号 
そのうち市内（区内）の住家が滅失した世帯

の数 

75以上（市内） 

50以上（区内） 

県内の住家が滅失した世帯の数 12,000 以上 施行令第1条

第1 項 

第3 号前段 
そのうち市内の住家が滅失した世帯の数 多 数 

災害が隔絶した地域に発生したものである等

被災者の救護を著しく困難とする内閣府令で

定める特別の事情がある場合で、かつ、多数

の世帯の住家が滅失したものであること。 

多 数 

施行令第1条

第1 項 

第3 号後段 

（内閣府令で定める特別の事情） 

被災者について、食品の給与等に特殊の

補給方法を必要とし、又は救出に特殊の技

術を必要とすること。 

 内閣府令 

第1 条 

生
命
・身
体
への
危
害
が
生
じ
た
場
合 

多数の者が生命又は身体に危害を受け、

又は受けるおそれが生じた場合であって、

内閣府令で定める基準に該当するとき。 

 施行令第1条

第1 項 

第4 号 

（内閣府令で定める基準①） 

災害が発生し又は発生するおそれのある地

域に所在する多数の者が、避難して継続的

に救助を必要とすること。 

内閣府令 

第2条第1号 

（内閣府令で定める基準②） 

被災者に対する食品若しくは生活必需品の

給与等について特殊の補給方法を必要と

し、又は救出について特殊の技術を必要と

すること。 

内閣府令 

第2条第2号 

注） 〔略〕 

※参考掲載 

適用の基準 該当条項 

住
家
等
への
危
害
が
生
じ
た
場
合 

市内（区内）の住家が滅失した世

帯の数 

150 以上（市内） 

100 以上（区内） 

施行令第1条 

第1項 第1号 

県内の住家が滅失した世帯の数 2,500 以上 
施行令第1条 

第1項 第2号  そのうち市内（区内）の住家が

滅失した世帯の数 

75 以上（市内） 

50 以上（区内） 

県内の住家が滅失した世帯の数 12,000 以上 施行令第 1 条

第 1 項第 3 号

前段 
 そのうち市内の住家が滅失し

た世帯の数 

多 数 

災害が隔絶した地域に発生したものである等被災者

の救護を著しく困難とする内閣府令で定める特別の事

情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失し

たものであること。 

施行令第 1 条 

第 1 項第 3 号

後段 

 （内閣府令で定める特別の事情） 

被災者について、食品の給与等に特殊の補給方

法を必要とし、又は救出に特殊の技術を必要とす

ること。 

内閣府令 

第 1 条 

生
命
・身
体
への
危
害
が 

生
じ
た
場
合 

多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受ける

おそれが生じた場合であって、内閣府令で定める基準

のいずれかに該当するとき。 

施行令第 1 条 

第 1 項第 4 号 

 （内閣府令で定める基準①） 

災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に

所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必

要とすること。 

内閣府令 

第 2 条第 1 号 

（内閣府令で定める基準②） 

被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等

について特殊の補給方法を必要とし、又は救出に

ついて特殊の技術を必要とすること。 

内閣府令 

第 2 条第 2 号 

 （注） 〔略〕 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地-126 

４ 救助の種類 

（１）避難所及び応急仮設住宅の供与 

（２）炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

（３）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

（４）医療及び助産 

（５）被災者の救出 

（６）被災した住宅の応急修理 

（７）生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

（８）学用品の給与 

（９）埋 葬 

（１０）死体の捜索及び処理 

（１１）災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に

著しい支障を及ぼしているものの除去 

 

５ 救助の種類 

災害救助法は、災害が発生するおそれがある段階と、災害が発生した段階の２つ

の段階で適用され、それぞれの段階に応じて救助の種類が定められている。 

（１）おそれ段階の救助 

   避難所の供与（避難行動が困難な災害時要援護者を避難所に避難させるため

の輸送を含む。） 

（２）災害が発生した段階の救助 

ア 避難所及び応急仮設住宅の供与  

イ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給  

ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与  

エ 医療及び助産  

オ 被災者の救出  

カ 被災した住宅の応急修理  

キ 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与  

ク 学用品の給与  

ケ 埋葬 

コ 死体の捜索及び処理  

サ 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著し

い支障を及ぼしているものの除去 

 

６ 救助の程度、方法及び期間等 

  〔略〕 
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第１章 総則 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

地-128 第３節 南海トラフ地震に関連する情報等 

２ 「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと各キーワードを付記

する条件 

  〔略〕 

キーワード 各キーワードを付記する条件 

調査中 《略》 

巨大地震警戒 《略》 

巨大地震注意 《略》 

調査終了 《略》 
 

第３節 南海トラフ地震に関連する情報等 

２ 「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと各キーワードを付記する条

件 

  〔略〕 

発表時間 キーワード 各キーワードを付記する条件 

地震発生等から

5～30 分後 
調査中 《略》 

地震発生等から

最短で 2 時間後 

巨大地震警戒 《略》 

巨大地震注意 《略》 

調査終了 《略》 
 

地-129 第３節 南海トラフ地震に関連する情報等 

４ 気象庁が発表する南海トラフ地震臨時情報 

気象庁は、南海トラフ地震の想定震源域及びその周辺で速報的な評価

で算出されたマグニチュード6.8程度以上の地震が発生、またはプレート境

界面で通常とは異なるゆっくりすべり等を観測した際は、南海トラフ地震との

関連性について調査を開始する旨を「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」と

して発表し、その後、有識者からなる「南海トラフ沿いの地震に関する評価

検討会」を開催し、発生した現象について評価を行う。 

当該評価結果が、前項の３つのケースのいずれかに該当する現象と判断

された場合には、気象庁が情報を発表する。 

 

 

 

 

 

 

第３節 南海トラフ地震に関連する情報等 

４ 気象庁が発表する南海トラフ地震臨時情報 

気象庁は、南海トラフ地震の想定震源域及びその周辺で速報的な評価で算出

されたマグニチュード6.8以上の地震が発生、またはプレート境界面で通常とは異

なるゆっくりすべり等を観測した際は、南海トラフ地震との関連性について調査を

開始する旨を「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」として発表し、その後、有識者

からなる「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」を開催し、発生した現象に

ついて評価を行う。 

当該評価結果が、前項の３つのケースのいずれかに該当する現象と判断された場

合には、気象庁が情報を発表する。 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 ＜南海トラフ臨時情報の発表までのフロー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 市災害対策本部の設置等 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

地-131 第２節 市災害対策本部の設置 

２ 市災害対策本部の設置及び廃止 

市長は、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合は、情報に付記され

るキーワードに応じ市災害対策本部を設置し、災害対策本部体制配備を指

令する。また、南海トラフ地震臨時情報（調査終了）が発表された場合、ある

いは災害の発生のおそれが解消されたと認めるときは、市災害対策本部を

廃止する。 

第２節 市災害対策本部の設置 

２ 市災害対策本部の設置及び廃止 

市長は、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合は、情報に付記されるキーワ

ードに応じ市災害対策本部を設置し、災害対策本部体制配備を指令する。また、

国から後発地震に対して注意する措置の解除が呼びかけられた場合等、災害の発

生のおそれが解消されたと認めるときは、市災害対策本部を廃止する。 
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第３章 巨大地震警戒時の措置に関する事項 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

地-134 第２節 南海トラフ地震臨時情報の広報 

１ 実施主体 

 担 当 部 署 
時
期 

項  目 

市 担
当 

〔略〕 － 〔略〕 

関 係
機 関 

〔略〕 
 

関連事項の広報活動及
び相互協力に関するこ
と。 防 災 関 係 機 関 

 

第２節 南海トラフ地震臨時情報の広報 

１ 実施主体 

 担 当 部 署 
時
期 

項  目 

市 担
当 

〔略〕 － 〔略〕 

関 係
機 関 

〔略〕 
 

関連事項の広報活動及
び相互協力に関するこ
と。 その他の防災関係機関 

 

地-138 第４節 児童・生徒等保護対策 

２ 実施主体 

 
 

担 当 部 署 
時
期 

項  目 

市 担
当 

教育局（学校教育
部 ） 

－ 
児童・生徒の安全確保に関
すること。 

こども・若者未来局 － 
園児の安全確保、応急保育
に関すること。 

市立小・中学校及び
義務教育学校並び
に 教 育 機 関 

－ 
児童・生徒の安全確保、文
教対策の実施に関するこ
と。 

 

 

 

３ 学校（市立小・中学校及び義務教育学校）の対応 

〔略〕 

（４）土砂災害警戒区域、山地災害危険地区及び浸水想定区域等に近接

する学校では、避難準備体制を整える。 

第４節 児童・生徒等保護対策 

２ 実施主体 

 
 

担 当 部 署 
時
期 

項  目 

市 担
当 

教育局（学校教育
部 ） 

－ 
児童・生徒の安全確保に関
すること。 

こども・若者未来局 － 
園児の安全確保、応急保育
に関すること。 

市立小・中学校及び
義務教育学校並び
に 教 育 機 関 

－ 
児童・生徒の安全確保、文
教対策の実施に関するこ
と。 

関 係 
機 関 

私 立 学 校 等 － 
児童・生徒の安全確保、文
教対 策の実施に 関するこ
と。 

 

３ 学校（市立小・中学校及び義務教育学校）及び教育機関の対応 

〔略〕 

（４）土砂災害警戒区域及び山地災害危険地区等に近接する学校では、避難準

備体制を整える。 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

地-143 第８節 保健医療救護対策及び社会福祉施設対策 

２ 保健医療救護対策 

（１）、（２） 〔略〕 

（３）医療機関に対する要請 

災害の発生に備え、健康福祉局は医師会を通じて、市内の医療機関に

対し機能の確保と医療活動の継続強化を図るように協力を求めるとともに、

次の措置をとるように要請する。 

ア～ウ 〔略〕 

 

第８節 保健医療救護対策及び社会福祉施設対策 

２ 保健医療救護対策 

（１）、（２） 〔略〕 

（３）医療機関に対する要請 

災害の発生に備え、健康福祉局は、市内の医療機関に対し機能の確保と医

療活動の継続強化を図るように協力を求めるとともに、次の措置をとるように要請

する。 

ア～ウ 〔略〕 

 

地-143 ３ 社会福祉施設の対策 

（１）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時の措置 

社会福祉施設は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表され

た場合、利用者の生命・身体の安全確保に万全を期すため次の措置をと

る。 

ア～エ 〔略〕 

オ 土砂災害警戒区域、山地災害危険地区及び浸水想定区域等に近接す

る施設での避難準備体制の確保 

（２）後発地震への備え 

入所者等の保護等については、施設の耐震性、周囲の土砂災害警戒

区域、山地災害危険地区及び浸水想定区域等の分布を考慮し、避難誘

導等に配慮する。 

 

３ 社会福祉施設の対策 

（１）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時の措置 

社会福祉施設は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場

合、利用者の生命・身体の安全確保に万全を期すため次の措置をとる。 

ア～エ 〔略〕 

オ 土砂災害警戒区域及び山地災害危険地区等に近接する施設での避難準備

体制の確保 

（２）後発地震への備え 

入所者等の保護等については、施設の耐震性、周囲の土砂災害警戒区域

及び山地災害危険地区等の分布を考慮し、避難誘導等に配慮する。 
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第１章 市災害対策本部活動  

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-2 

 

第１節 組織体制 

４ 市災害対策本部の設置 

（２） 〔略〕 

ア～ウ 〔略〕 

エ 隣接市町 

第１節 組織体制 

４ 市災害対策本部の組織 

（２） 〔略〕 

ア～ウ 〔略〕 

エ 隣接市町村 

風-3 

 

第１節 組織体制 

５ 市災害対策本部の組織 

（６）現地対策班は、まちづくりセンター（中央６地区まちづくりセンターを除く）及び

中央区の６公民館（小山、星ヶ丘、清新、中央、横山及び光が丘）に設置し、中

央区の６公民館の職員及びあらかじめ指定された職員によって構成する。 

  〔略〕 

＜市災害対策本部組織概要図＞ 

応急対策各班 

第１節 組織体制 

５ 市災害対策本部の組織 

（６）現地対策班は、まちづくりセンター（中央６地区まちづくりセンターを除く）及び中央

区の６公民館（小山、星が丘、清新、中央、横山及び光が丘）に設置し、中央区の６

公民館の職員及びあらかじめ指定された職員によって構成する。 

  〔略〕 

＜市災害対策本部組織概要図＞ 

応急対策班 

風-4 

 

第１節 組織体制 

６ 区本部の設置 

  〔略〕 

 また、警戒体制本部を設置した場合は、危機管理監に報告する。 

なお、区本部長は、次の行為を行う。 

（１）～（３） 〔略〕 

（４）避難勧告等の発令要請 

第１節 組織体制 

６ 区本部の設置 

  〔略〕 

 また、警戒本部を設置した場合は、危機管理監に報告する。 

なお、区本部長は、次の行為を行う。 

（１）～（３） 〔略〕 

（４）避難指示等の発令要請 

風-7 

 

第２節 動員体制 

５ 動員指令の伝達体制 

  〔略〕 

 

 

第２節 動員体制 

５ 動員指令の伝達体制 

  〔略〕 
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＜動員指令伝達系統図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風-9 

 

第３節 気象警報・注意報 

１ 基本方針 

横浜地方気象台は、台風、低気圧、前線などの気象現象がもたらす大雨、強

風、高潮等によって災害が発生するおそれがある場合に、災害を防止・軽減する

ため防災に関する気象警報・注意報又は特別警報を発表し、市民、防災関係機

関の注意や警戒を喚起する。 

第３節 気象警報・注意報 

１ 基本方針 

横浜地方気象台は、台風、低気圧、前線などの気象現象がもたらす大雨、強風、高

潮等によって災害が発生するおそれがある場合に、災害を防止・軽減するため防災に

関する気象警報・注意報又は特別警報を発表し、市民、防災関係機関の注意や警戒

を喚起する。 

市は、気象警報が発表された場合には、直ちに市民、関係機関等への周知に努

め、また、特別警報が発表された場合には、直ちに市民、関係機関等への周知の措

置をとる。 

風-9 

 

第３節 気象警報・注意報 

３ 警報等の定義 

  市域に関連のある気象警報等の定義は、次のとおりである。 

種 別 定 義 種 類 

注 意 報 

気象等の現象により、災害
の起こるおそれがある場
合、その旨を注意して行う
予報 

強風注意報、風雪注意報、
大雨注意報、大雪注意報、
洪水注意報、濃霧注意報、
雷注意報、乾燥注意報、着
氷（雪）注意報、低温注意
報 、 霜 注 意 報 、融 雪 注 意
報、なだれ注意報 

第３節 気象警報・注意報 

３ 警報等の定義 

  市域に関連のある気象警報等の定義は、次のとおりである。 

  なお、大雨警報及び大雨特別警報については、特に警戒すべき事項（浸水害、土

砂災害）を明記して発表される。 

種 別 定 義 種類（市域に関連のある警
報等） 

注 意 報 
大雨、洪水、大雪、強風、
風雪、波浪、高潮等によ
り、災害が発生するおそれ

大雨注意報、洪水注意報、
強風注意報、風雪注意報、
大雪注意報、雷注意報、濃

副本部長 

本部長（動員決定） 

本部事務局 区本部事務局 

区本部長・区副本部長 

本部班（人事班） 

本部員・副本部員 

本部連絡員 所属長 職員 

所属長 

職員 

副本部長 

本部長（動員決定） 

本部事務局 区本部事務局 

区本部長・区副本部長 

本部班（人事班） 

本部員・副本部員 

本部連絡員 所属長 職員 

所属長 

職員 
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警  報 

気象等の現象により、重大
な災害が起こるおそれがあ
る場合、その旨を警告して
行う予報 

暴風警報、暴風雪警報、大
雨警報、洪水警報、大雪警
報 

特別警報 

上記警報の発表基準をは
るかに超える気象等の現
象が予想され、重大な災
害の危険性が著しく高まっ
ている場合に行う予報 

大雨特別警報（土砂災害）、
大雨特別警報（浸水害）、暴
風特別警報、高潮特別警
報、波浪特別警報、暴風雪
特別警報、大雪特別警報 

 

があるときに、その旨を注
意して行う予報 

霧注意報、乾燥注意報、融
雪注意報、なだれ注意報、
低温注意報、霜注意報、着
氷注意報、着雪注意報 

警  報 

大雨、洪水、大雪、暴風、
暴風雪、波浪、高潮によ
り、重大な災害が発生する
おそれがあるときに、その
旨を警告して行う予報 

大雨警報（浸水害、土砂災
害）、洪水警報、暴風警報、
暴風雪警報、大雪警報 

特別警報 

大雨、大雪、暴風、暴風
雪、波浪、高潮が特に異
常であるため、重大な災
害が発生するおそれが著
しく大きいときに、その旨を
警告して行う予報 

大雨特別警報（浸水害、土
砂災害）、暴風特別警報、暴
風雪特別警報、大雪特別警
報 

（注１）地面現象及び浸水警報・注意報は、その警報及び注意報事項を気象警報及び気

象注意報に含めて行われる。 

（注２）地面現象特別警報は、「大雨特別警報（土砂災害）」として発表される。 

風-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔新設〕 

 

 

４ 警戒レベルを用いた防災気象情報等の提供 

  警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて５段階に分類した「居住者等

がとるべき行動」と、その「行動を促す情報」を関連付けるものであり、市が発令する

避難指示等は、居住者等がとるべき行動を直感的に理解できるよう、５段階の警戒レ

ベルを明記して提供する（「第３章 消火・避難誘導対策」風－４８参照）。 

  また、居住者等の主体的な避難行動を支援するため、横浜地方気象台及び神奈

川県は、各種の防災気象情報等の提供に当たり、参考となる警戒レベル（警戒レベ

ル相当情報）を明記し提供することがある。 

＜居住者等がとるべき行動を促す情報と警戒レベル相当情報の関係＞ 

警戒 
ﾚﾍﾞﾙ 

居住者等がとるべき
行動を促す情報 

警戒レベル相当情報 

洪水に関する情報 土砂災害に関する情報 
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警戒 
ﾚﾍﾞﾙ１ 

早期注意情報 
(気象庁が発表) 

－ － 

警戒 
ﾚﾍﾞﾙ２ 

大雨・洪水注意報 
(気象庁が発表) 

○氾濫注意情報 
○洪水キキクル※１(注

意・黄) 

○大雨警報（土砂
災害）の危険度
分布(注意) 

○土砂キキクル※２

(注意・黄) 

警戒 
ﾚﾍﾞﾙ３ 

高齢者等避難 
（市が発令） 

○氾濫警戒情報 
○洪水警報 
○洪水キキクル※１(警

戒・赤) 

○大雨警報（土砂災
害） 
○土砂キキクル※２

(警戒・赤) 

警戒 
ﾚﾍﾞﾙ４ 

避難指示 
（市が発令） 

○氾濫危険情報 
○洪水キキクル※１ 

（非常に危険・うす
紫） 

○土砂災害警戒情
報 
○土砂キキクル※２

(非常に危険・う
す紫) 

警戒 
ﾚﾍﾞﾙ５ 

緊急安全確保 
（市が発令） 

○氾濫発生情報 
○大雨特別警報（浸
水害） 

○大雨特別警報(土
砂災害)※３ 

（※１）洪水警報の危険度分布 

（※２）大雨警報(土砂災害)の危険度分布 

（※３）大雨特別警報（土砂災害）が発表された際には、「土砂キキクル（極めて危険・

濃い紫）」を警戒レベル５緊急安全確保の発令対象区域の絞り込みに活用する。 

風-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 気象警報・注意報 

４ 風水害と関連のある注意報、警報等の種別、発表基準等 

  気象業務法に基づき横浜地方気象台が発表する一般の利用に適合する予報

及び警報のうち、市域の風水害に関連のあるものは次のとおりである。 

（１）気象注意報 

種 類 発 表 基 準 

強 風 注 意 報 
強風による被害が予想される場合 
具体的には、次の条件に該当する場合である。 

第３節 気象警報・注意報 

５ 注意報、警報等の種類、発表基準等 

  気象業務法に基づき横浜地方気象台が発表する一般の利用に適合する予報及び

警報のうち、市域に関連のあるものは次のとおりである。 

   

（１）注意報、警報の種類及び発表基準 
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風-11 

 

 

 

 

 

 

平均風速が12m/s以上と予想される場合 

風 雪 注 意 報 
風雪による被害が予想される場合 
具体的には、次の条件に該当する場合である。 
降雪を伴い平均風速が12m/s以上と予想される場合 

大 雪 注 意 報 

大雪によって、被害が予想される場合 
具体的には、次の条件に該当する場合である。 
12時間の降雪の深さが、平地で5㎝、山地で10㎝以上と予想さ
れる場合 

大 雨 注 意 報 
かなりの降雨があって被害が予想される場合で、下表の基準に
到達することが予想される場合 
土壌雨量指数基準81、表面雨量指数基準12 

洪 水 注 意 報 

洪水によって、被害が予想される場合で、下表の基準に到達
することが予想される場合 
流域雨量指数が、境川流域で14.8、鳩川流域で12.4、串川流
域で7.2 
複合基準（表面雨量指数,流域雨量指数）が、鳩川流域（8,6.8）
境川流域（6,14.8）、相模川流域（10,43.5） 
指定河川洪水予報による基準 相模川中流域[上依知] 

濃 霧 注 意 報 

濃霧によって交通機関に著しい支障を及ぼすおそれのある場
合 
具体的には、次の条件に該当する場合である。 
濃霧で視程が陸上で100m以下になると予想される場合 

雷 注 意 報 落雷等により被害が予想される場合 

融 雪 注 意 報 融雪によって浸水、土砂災害などの災害が予想される場合 

乾 燥 注 意 報 

空気が乾燥し、火災の危険が大きいと予想される場合 
具体的には、次の条件に該当する場合である。 
最小湿度35％以下で実効湿度55％（横浜の値）以下になると
予想される場合 

なだれ注意報 なだれによる災害が予想される場合 

種 類 基準要素 注意報 警報 

大 雨 

表面雨量指数
基準(※1) 

12 以上 19 以上 

土壌雨量指数
基準(※2) 

81 以上 109 以上 

洪 水 

流域雨量指数
基準(※3) 

各流域で以下の
基準以上 

鳩川＝12.4 
串川＝7.2 
境川＝14.8 

各流域で以下の
基準以上 

鳩川＝15.6 
串川＝9 
境川＝18.6 

複合基準(※4) 

各流域で以下の
基準以上 
鳩川 ＝(8，6.8) 
境川 ＝(6，14.8) 
相模川＝(10，

43.5) 

各流域で以下の
基準以上 
境川 ＝(9，16.7) 
相 模 川 ＝ (13 ，  

61.2) 

指定河川洪水
予報による 

基準 

相模川中流 
[上依知] 

相模川中流 
[上依知] 

暴 風 
平均風速（10
分間平均） 

 

25m/s以上 

暴 風 雪 
平均風速（10
分間平均） 

25m/s以上  
雪を伴う 

大 雪 
12時間降雪の

深さ 

山地：10cm 

平地： 5cm 

山地：30cm 

平地：10cm 

強 風 
平均風速（10
分間平均） 

12m/s以上 

 

風 雪 
平均風速（10
分間平均） 

12m/s以上 雪を
伴う 
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着 氷 （ 雪 ） 
注 意 報 

着氷（雪）が著しく、通信線や送電線等に被害が起こると予想さ
れる場合 

低 温 注 意 報 

低温のため農作物等に著しい被害が予想される場合 
具体的には、次の条件に該当する場合である。 
冬期の最低気温が-5℃以下、又夏期の最低気温が16℃以下
の日が数日間継続することが予想される場合 

霜 注 意 報 

早霜、晩霜等によって、農作物等に著しい被害が予想される場
合 
具体的には、次の条件に該当する場合である。 
4月1日から5月20日までの期間で最低気温が4℃以下となると
予想される場合 

（２）気象警報 

種 類 発 表 基 準 

暴 風 警 報 
平均風速が25m/s以上となり重大な災害が起こるおそれがある
と予想される場合 

暴 風 雪 警 報 
平均風速が25m/s以上となり雪を伴い重大な災害が起こるおそ
れがあると予想される場合 

大 雨 警 報 

大雨によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場
合で、次の基準に到達することが予想される場合 
（浸水害）表面雨量指数基準19 
（土砂災害）土壌雨量指数基準109 

洪 水 警 報 

洪水によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場
合で、次の基準に到達することが予想される場合 
流域雨量指数が境川流域で18.6、鳩川流域で15.6、串川流域
で9 
複合基準（表面雨量指数,流域雨量指数）が、境川流域
（9,16.7）相模川流域（13,61.2） 
指定河川洪水予報による基準 相模川中流[上依知] 

大 雪 警 報 
大雪によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場
合 
具体的には、次の条件に該当する場合である。 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

濃 霧 視程 100m以下 

乾 燥 湿度 
最小湿度 35％、 
実効湿度 55％ 
以下 

融 雪 現象による災害がきわめて稀であ
り、災害との関係が不明確であること
から具体的な基準を定めていない。 な だ れ 

低 温 最低気温 

夏期：最低気温
16℃以下が
数日継続 

冬期：最低気温 
-5℃以下 

霜 最低気温 
最低気温4℃以下 
（発表期間は原則4
月1日～5月20日） 

着氷・着雪 著しい着氷（雪）が予想される場合 

《令和２年８月６日現在》 

 (※1) 短時間強雨による浸水害発生の危険性を示す指標で、地表面に溜まってい
る雨水の量を示す指数。 

 (※2) 降雨による土砂災害発生の危険性を示す指標で、土壌中に貯まっている雨水
の量を示す指数。 

 (※3) 河川の上流域に降った雨により、どれだけ下流の対象地点の洪水危険度が

高まるかを把握するための指標。 
 (※4)（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表している。 
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12時間降雪の深さが平地で10㎝以上、山地で30㎝以上と予想
される場合 

（注） ・この基準は令和２年８月６日現在のものである。 

・平均風速とは１０分間の平均風速を用いる。 

（土壌雨量指数、流域雨量指数、表面雨量指数の定義） 

土壌雨量指数：土壌雨量指数は、降雨による土砂災害発生の危険性を示す指標で、

土壌中に貯まっている雨水の量を示す指数。降水量の時系列から１ｋｍ

四方の領域ごとに算出する。 

流域雨量指数：河川の流域に降った雨水が、どれだけ下流の地域に影響を与えるか

を、降水量の時系列と今後数時間に降ると予想される雨（降水短時間予

報）から、計算によって指数化したものであり、１ｋｍ四方の領域ごとに算

出する。 

表面雨量指数：短時間強雨による浸水害発生の危険性を示す指標で、地表面に溜ま

っている雨水の量を示す指数。 

         降水量の時系列から１ｋｍ四方の領域ごとに算出する。 

 

さらに、大雨警報発表中に降雨の実況又は２時間先までの予測が監視基準に達し

た場合には、土砂災害警戒情報を発表する。土砂災害警戒情報は市町村単位で発

表されるが、相模原市については市域を２分割して行う。 

 

（３）特別警報 

種 類 発 表 基 準 

大 雨 

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量（48時間降水量が561

ｍｍ、3時間降水量が171ｍｍ、土壌雨量指数が306）となる大雨が予

想される場合 

過去の多大な被害をもたらした現象に相当する土壌雨量指数となる

大雨が予想される場合 

暴 風 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔削除〕 

（２）特別警報の種類及び発表基準 

種 類 発 表 基 準 

大 雨 
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が

予想される場合 
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風-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くと予想されるとき 

暴 風 雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴

風が吹くと予想される場合 

大 雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

（注） ・この基準は令和２年５月２６日現在のものである。 

・（ ）付きは 50 年に一度程度発生すると推定される数値で、特別警報の目安と

なる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）水防活動の利用に適合する警報及び発表基準 

大雨、洪水、暴風により、重大な水害又は被害の発生するおそれがある場合

に行う水防活動用の気象注意報及び警報は、大雨注意報及び警報の発表をも

って代え、水防活動用の洪水に関する注意報及び警報は、洪水に関する注意

報及び警報の発表をもって代える。 

（５）気象情報 

気象情報の種類には、対象とする地域により全国を対象とする「全般気象情

報」、全国を１１に分けた地方予報区を対象とする「地方気象情報（関東甲信地

方気象情報）」、各都府県を対象とした「府県気象情報（神奈川県気象情報）」が

《大雨特別警報（浸水害）の発表条件》 

次のいずれかを満たすと予想され、かつ、さらに雨が降り続

くと予想される地域の中で、浸水キキクル（危険度分布）又は

洪水キキクル（危険度分布）で５段階のうち最大の危険度が

出現している市町村に発表する。 

①48時間降水量及び土壌雨量指数において50年に一度の値

以上となった5km格子が、ともに50格子以上まとまって出現。 

②3時間降水量及び土壌雨量指数において、50年に一度の値

以上となった5km格子が、ともに10格子以上まとまって出現。 

〔相模原市の50年に一度の値〕 

 ○48時間降水量：556mm ○3時間降水量：171mm  

 ○土壌雨量指数：304 

 

《大雨特別警報（土砂災害）の発表条件》 

過去の多大な被害をもたらした現象に相当する土壌雨量指

数の基準値を地域毎に設定し、この基準値以上となる1km格

子がおおむね10格子以上まとまって出現すると予想され、か

つ、激しい雨（おおむね30mm/h以上）がさらに降り続くと予想

される場合に、その格子が出現している市町村に発表する。 

暴 風 数十年に一度の強度の
台風や同程度の温帯低
気圧により 

暴風が吹くと予想される場合 

暴 風 雪 雪を伴う暴風が吹くと予想される場合 

大 雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

《令和３年３月２５日現在》 

（注）発表に当たっては、降水量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速などについて過
去の災害事例に照らして算出した客観的な指標を設け、これらの実況及び予想に
基づいて判断する。 

（３）水防活動の利用に適合する警報及び発表基準 

暴風雨、大雨、洪水の現象により、重大な水害又は被害の発生するおそれがある

場合に行う水防活動用の気象注意報及び警報は、大雨注意報及び警報の発表をもっ

て代え、水防活動用の洪水に関する注意報及び警報は、洪水に関する注意報及び警



相模原市地域防災計画（風水害等対策計画編 第１款 風水害応急対策） 新旧対照表  

 96 / 182 
 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある。また、それぞれの情報には対象とする現象に対して、例えば「高波と強風

に関する神奈川県気象情報」として発表する。気象情報の役割は大きく４つあ

る。 

ア 警報や注意報に先立つ注意の喚起 ２４時間から２～３日先に災害に結び

つくような激しい現象が発生する可能性のあるときに発表 

イ 警報や注意報の補完 警報や注意報の内容を補完して現象の経過や予

想、防災上の注意点を解説。雷注意報時の竜巻注意情報など 

ウ 記録的な短時間の大雨を観測したときの一層の警戒呼びかけ 数年に一度

しか起こらないような記録的な短時間の大雨（神奈川県内では全域で１時間１

００ｍｍ以上）を観測したときに、一層の警戒を呼びかけ。記録的短時間大雨

情報として発表 

エ 社会的に影響の大きな天候についての解説など 長雨や少雨、低温など、

平年から大きくかけ離れた気象状況が数日間以上続き、社会的に大きな影響

が予想されるときなどに発表 

 

 

 

報の発表をもって代える。 

（４）防災気象情報 

台風や大雨、大雪等の災害をもたらす気象現象が発生したとき、又は発生が予想

されるときに、必要に応じて住民や防災関係者に当該現象の状況や今後の見通し、

防災の留意点等をまとめて発表する情報。 

 ア 早期注意情報（警報級の可能性） 

   警報級の現象が５日先までに予測されているときに、その可能性を「早期注意情報

（警報級の可能性）」として［高］、［中］の２段階で発表する。大雨に関して［高］又は

［中］が予想されている場合は、災害への心構えを高める必要があるとされる「警戒レ

ベル１」となる。 

 イ 全般気象情報、関東甲信地方気象情報、神奈川県気象情報 

   全国を対象とする「全般気象情報」、全国を１１に分けた地方予報区を対象とする

「地方気象情報（関東甲信気象情報）」、各都府県を対象とした「府県気象情報（神奈

川県気象情報）」がある。特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、

特別警報・警報・注意報の発表中に、現象の経過、予想、防災上の留意点を解説する

場合等に発表する。 

大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非

常に激しい雨が同じ場所で降り続いているときには、「線状降水帯」というキーワード

を使って解説する「顕著な大雨に関する神奈川県気象情報」という表題の気象情報に

より府県気象情報、地方気象情報、全般気象情報として発表する。 

 ウ 記録的短時間大雨情報 

   大雨警報発表中に、キキクルの「非常に危険」（うす紫）が出現し、かつ数年に一度

程度しか発生しないような猛烈な雨（１時間雨量が１００mm 以上）を観測（地上の雨量

計による観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）したと

きに気象庁から発表する。 

 エ 竜巻注意情報 

   積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバーストなどの激しい突風に対して注意を呼び

かける情報で、竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっているときに、神

奈川県東部、神奈川県西部を対象地域として発表する。情報の有効期間は発表から
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風-13 約１時間で、引き続き注意すべき状況が続く場合には再度発表する。 

   本市は、神奈川県西部に含まれる。 

 オ キキクル(大雨警報・洪水警報の危険度分布)等 

警報・注意報が発表されたときに、実際にどこで「指数（土壌雨量指数、表面雨量指

数、流域雨量指数）」の予測値が警報・注意報の基準に到達すると予想されているの

かが一目で分かり、土砂災害、浸水害、洪水の危険度の高まりを面的に確認できる

情報。 

＜キキクル等の種類と概要＞ 

種  類 概  要 

土砂キキク
ル 
（大雨警報

( 土 砂 災
害 ) の 危
険 度 分
布） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測
を、地図上で１km 四方の領域ごとに５段階に色分けし
て示す情報。２時間先までの雨量分布及び土壌雨量
指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新しており、
大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表
されたときに、危険度が高まっている場所を面的に確
認することができる。 

「注意」 
（黄） 

ハザードマップによる災害リスク
の再確認等、避難に備え自らの
避難行動の確認が必要とされる
警戒レベル２に相当。 

「警戒」 
（赤） 

高齢者等は危険な場所からの避
難が必要とされる警戒レベル３に
相当。 

「非常に危険」 
（うす紫） 

危険な場所からの避難が必要と
される警戒レベル４に相当。 

「極めて危険」 
（濃い紫） 

警戒レベル５緊急安全確保の発
令対象区域の絞り込みに活用。 

浸水キキク
ル 
（大雨警報

(浸水害)
の危険度
分布） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予
測を、地図上で１km 四方の領域ごとに５段階に色分
けして示す情報。１時間先までの表面雨量指数の予
測を用いて常時 10 分ごとに更新しており、大雨警報
（浸水害）等が発表されたときに、危険度が高まってい
る場所を面的に確認することができる。 
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洪水キキク
ル 
（洪水警報

の危険度
分布） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水
位周知河川及びその他河川）の洪水害発生の危険度
の高まりの予測を、地図上で河川流路をおおむね１
km ごとに５段階に色分けして示す情報。３時間先まで
の流域雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更
新しており、洪水警報等が発表されたときに、危険度
が高まっている場所を面的に確認することができる。 

「注意」 
（黄） 

ハザードマップによる災害リスク
の再確認等、避難に備え自らの
避難行動の確認が必要とされる
警戒レベル２に相当。 

「警戒」 
（赤） 

高齢者等は危険な場所からの避
難が必要とされる警戒レベル３に
相当。 

「非常に危険」（う
す紫） 

危険な場所からの避難が必要と
される警戒レベル４に相当。 

「極めて危険」 
（濃い紫） 

警戒レベル５緊急安全確保の発
令対象区域の絞り込みに活用。 

流域雨量指
数の 
予測値 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水
位周知河川及びその他河川）の、上流域での降雨に
よる、下流の対象地点の洪水危険度の高まりの予測
を、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度
を色分けした時系列で示す情報。６時間先までの雨量
分布の予測（降水短時間予報等）を用いて常時 10 分
ごとに更新している。 

 

風-14 

 

 

第３節 気象警報・注意報 

５ 各種気象通報等 

（１）火災気象通報 

横浜地方気象台は、県内の気象状況が火災予防上危険であると認めたとき

は、次の基準に従い、計算機システムにより県くらし安全防災局危機管理防災課

に通報する。 

ア 実効湿度が５５％以下で、最小湿度が３５％以下になる見込みのとき。 

イ 毎秒１２ｍ以上の平均風速が予想されるとき（降雨、降雪時においては、通

第３節 気象警報・注意報 

６ 各種気象通報等 

（１）火災気象通報 

横浜地方気象台は、消防法第２２条の規定により、気象の状況が火災予防上危険

と認められたときは、次のいずれかの基準により、神奈川県知事に対して通報する。

ただし、通報基準に該当する地域・時間帯で降水（降雪を含む）が予想される場合に

は、通報を実施しないときがある。 

ア 実効湿度が５５％以下で、最小湿度が３５％以下になる見込みのとき。 
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報を行わない場合がある。）。 イ 陸上で毎秒１２ｍ以上の平均風速が予想されるとき。 

風-14 

 

 

６ 警報等の地域細分 

（１）地域細分の発表 

注意報、警報は、県全域、一次細分区域、二次細分区域及び一次細分と二

次細分が混在する形で発表する。なお、本市は、西部の相模原に属する。 

（２）細分区域 

  〔表略〕 

７ 警報等の地域細分 

特別警報・警報・注意報は、二次細分区域単位で発表される。 

 

＜神奈川県における特別警報・警報・注意報や天気予報の発表区域＞ 

   〔表略〕 

 

風-15 

 

７ 予報、警報等の伝達系統図 

  〔略〕 

 

 

８ 予報、警報等の伝達系統図 

  〔略〕 

＜予報・警報等の伝達系統図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風-16 第４節 土砂災害警戒情報 

１ 基本方針 

  横浜地方気象台と神奈川県は、大雨による土砂災害発生の危険度が高まった

場合、気象業務法第１１条及び災害対策基本法第５５条に基づいて協議し、神奈

川県土砂災害警戒情報を共同で発表する。 

市は、横浜地方気象台と県が共同発表する神奈川県土砂災害警戒情報が発

表された場合、市民への周知に努めるとともに、土砂災害警戒区域内の住民等に

避難行動を促す。 

第４節 土砂災害警戒情報 

１ 基本方針 

  横浜地方気象台と神奈川県は、大雨警報（土砂災害）発表後、命に危険を及ぼす

土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となったときに、市町村長が避難指示を

発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう共同で土砂災害警戒情報を

発表する。 

市は、土砂災害警戒情報が発表された場合、市民への周知に努めるとともに、土砂

災害警戒区域内の居住者等に避難行動を促す。 
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風-16 第４節 土砂災害警戒情報 

３ 土砂災害警戒情報の発表基準 

  大雨警報が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度が非常に高まった

とき（降雨の実況値及び数時間先までの降雨予測値を基に作成した指標（土壌雨

量指数）が土砂災害発生危険基準線に到達することが予測された場合）に発表さ

れる。 

第４節 土砂災害警戒情報 

３ 土砂災害警戒情報の発表・解除基準 

  土砂災害警戒情報は、警戒レベル４に相当する情報であり、大雨警報（土砂災害）

が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度が非常に高まったとき（降雨の実況

値及び数時間先までの降雨予測値を基に作成した指標（土壌雨量指数）が土砂災害

発生危険基準線に到達することが予測された場合）に発表される。 

土砂災害警戒情報は、市町村単位で発表されるが、本市は、西部（緑区）と東部

（中央区・南区）に分けて発表される。 

発表された土砂災害警戒情報は、気象庁が作成する降雨予測に基づき、あらかじ

め定められた監視基準を下回り、かつ短時間で再び発表基準を超過しないと予想さ

れるときに解除される。ただし、無降雨状態が長時間継続しているにもかかわらず基

準を下回らない場合は、土壌雨量指数の下降状況や土砂災害の発生の情報等を鑑

み、横浜地方気象台と神奈川県が協議の上解除される。 

風-16  

 

〔新設〕 

第４節 土砂災害警戒情報 

４ 緊急調査の実施及び土砂災害緊急情報の通知 

  土砂災害緊急情報は、土石流、地滑り又は河道閉塞による湛水を発生原因とする

土砂災害が急迫しており、かつ重大な土砂災害が生ずることが予想される状況がある

と認められるときに、県又は国土交通省が緊急調査を行い、その結果、一定の土地の

区域において重大な土砂災害の急迫した危険があると認められるとき又は土砂災害

が想定される区域若しくは時期が明らかに変化したと認められるときに市町村に通知

される。 

  市は、土砂災害緊急情報が通知されたときは、市民への周知に努めるとともに、

住民等の避難行動を促す。 

風-16 

 

 

 

 

 

第４節 土砂災害警戒情報 

４ 土砂災害警戒情報の伝達 

土砂災害警戒情報の伝達については、次の系統図に基づき伝達する。 

また、本部事務局、健康福祉局、こども・若者未来局及び教育局は、土砂災害

警戒区域等の危険区域内にある高齢者、障害者、乳幼児その他の防災上の配慮

を有する者が利用する施設（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の

第４節 土砂災害警戒情報 

５ 土砂災害警戒情報の伝達 

  土砂災害警戒情報は、次の系統図に基づき市民等に伝達する。 

また、本部事務局、健康福祉局、こども・若者未来局及び教育局は、土砂災害警戒

区域等の危険区域内にある要配慮者利用施設の管理者等へ、その旨を連絡する。横

浜国道事務所 
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風-17 

 

推進に関する法律第８条第４項）の管理者等へ、その旨を連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜土砂災害警戒情報の伝達系統図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※土砂災害警戒区域内の高齢者、障害者、乳幼児その他防災上の配慮を必要とする者 

が利用する施設 

・神奈川県土砂災害警戒情報は、神奈川県と横浜地方気象台が共同で発表する。 

・神奈川県は土砂災害警戒情報が発表された場合に、対象地域にエリアメールを使用し市民

等に伝達する。         

 は、法令により、気象台から情報を受領する機関 

横
浜
地
方
気
象
台 

県
く
ら
し
安
全
防
災
局 

防
災
部
危
機
管
理
防
災
課 

 

本
部
事
務
局 

要
配
慮
者
利
用
施
設
※ 

市
民
等
・防
災
関
係
機
関 

健康福祉局 

こども・若者未来局 

教育局 

ＮＨＫ横浜放送局 

関東地方整備局横浜国道事務所 各出張所 

県
土
整
備
局 

河
川
下
水
道
部 

砂
防
海
岸
課 

協議 

関係各局 

エリアメール 

 （※）神奈川県は土砂災害警戒情報が発表された場合に、対象地域にエリアメールを使用し

市民等に伝達する。       

   

 は、法令により、気象台から情報を受領する機関 

横
浜
地
方
気
象
台 

県
く
ら
し
安
全
防
災
局 

防
災
部
危
機
管
理
防
災
課 

 

本
部
事
務
局 

要
配
慮
者
利
用
施
設 

市
民
等
・防
災
関
係
機
関 

健康福祉局、 

こども・若者未来局、 

教育局 

ＮＨＫ横浜放送局 

各出張所 

県
土
整
備
局 

河
川
下
水
道
部 

砂
防
海
岸
課 

協議 

 

関係各局 

エリアメール(※) 

気象庁 

大気海洋部 ＮＨＫ放道局 

関東地方整備局 関東地方整備局 
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風-17 

 

 

５ 土砂災害防止法の対象施設に伝達する手段及び情報について 

（１）対象施設への情報伝達方法について 

土砂災害防止法第８条に規定する対象施設への情報伝達手段としてはファ

クシミリ、防災メール等とする。 

本部事務局は、防災メール等を活用し、事前に申し出のあった対象施設へ情

報を伝達する。 

健康福祉局、こども・若者未来局及び教育局は、その他の手段を活用し、対

象施設へ情報を伝達する。 

（２）対象施設への伝達情報について 

土砂災害防止法第８条に基づき、名称及び所在地を定める土砂災害警戒区

域内の要配慮者利用施設について、以下の情報を伝達する。 

土砂災害に関
する情報等 

(1) 大雨警報、大雨特別警報（土砂災害） 
(2) 土砂災害警戒情報、土砂災害緊急情報 
(3) 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告。避難指示

（緊急） 
(4) その他土砂災害対策上有効な情報 

 

６ 土砂災害防止法の対象施設に伝達する手段及び情報 

（１）対象施設への情報伝達方法 

土砂災害防止法第８条に規定する対象施設（要配慮者利用施設）への情報伝達

手段は、ファクシミリ、防災メール等とする。 

本部事務局は、防災メール等を活用し、事前に申出のあった対象施設へ情報を

伝達する。 

健康福祉局、こども・若者未来局及び教育局は、その他の手段を活用し、対象施

設へ情報を伝達する。 

（２）対象施設への伝達情報 

対象施設に伝達する情報は、次のとおりとする。 

 

土砂災害に関
する情報等 

(1) 大雨警報（土砂災害）、大雨特別警報（土砂災害） 
(2) 土砂災害警戒情報、土砂災害緊急情報 
(3) 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保 
(4) その他土砂災害対策上有効な情報 

 

風-18 

 

第５節 洪水予報 

１ 基本方針 

  県及び横浜地方気象台は、相模川の洪水によって重大な損害が生ずるおそれ

がある場合、相模川洪水予報を発表する。 

また、県等は、境川、鳩川、串川及び道保川の洪水によって重大な損害が生ずる

おそれがあり、特別警戒水位（避難判断水位）に達した場合、水防管理者等にそ

の旨を通知する。 

 

 

 

 

第５節 洪水予報等 

１ 基本方針 

  横浜地方気象台と神奈川県は、洪水予報河川である相模川の中流（小倉橋から

神川橋（平塚市・寒川町）までの区間）で洪水による被害の発生が予測される場合、

相模川中流洪水予報を共同発表する。 

また、神奈川県は、水位周知河川（境川、小松川、鳩川、串川、道保川及び道志

川）で氾濫危険水位（水防法第１３条に規定される洪水特別警戒水位）に達した場合

等に、水位到達情報を発表する。 

  市は、発表された洪水予報及び水位到達情報について、市民への周知に努める

とともに、洪水浸水想定区域内の居住者等に避難行動を促す。 
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風-18 

 

 

第５節 洪水予報 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担 当 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

横 浜 地 方 気 象 台 
 

－ 
洪水予報等の発表に関すること。 

その他の防災関係機関 － 洪水予報等の伝達に関すること。 
 

第５節 洪水予報等 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担 当 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

横 浜 地 方 気 象 台 
－ 洪水予報等の発表に関すること。 

神 奈 川 県 

その他の防災関係機関 － 洪水予報等の伝達に関すること。 
 

風-18 

風-19 

 

第５節 洪水予報 

３ 洪水予報等のレベルと発表基準 

  発表される洪水予報等の種類、基準水位等は次のとおりである。 

洪水のレベルと避難行動等の対応 

水位危険

度のﾚﾍﾞﾙ 

洪水予報等の標

題［洪水予報の

種類］ 

基準水位 市・住民の行動等 

発表対象 

洪水予

報河川 

水位周

知河川 

レベル

５ 

氾濫発生情報 

［洪水警報］ 
（氾濫発生） 

住民の避難完了 

逃げ遅れた住民の

救助等 

新たに氾濫が及ぶ区

域の住民の避難誘導 

〇 

 

レベル

４ 

氾濫危険情報 

［洪水警報］ 
氾濫危険水位 

市は避難勧告等の

発令を判断  
〇 〇 

レベル

３ 

氾濫警戒情報 

［洪水警報］ 
避難判断水位 

市は避難準備・高

齢者等避難開始の

発令を判断住民は

避難を判断 

〇 〇 

レベル

２ 

氾濫注意情報 

［洪水注意報］ 
氾濫注意水位 

住民は氾濫に関す

る情報に注意 

消防機関出動  

〇 

 

レベル

１ 
（発表なし） 

水防団待機

水位 
消防機関待機  

  

 

第５節 洪水予報等 

３ 洪水予報等の種類、発表基準等 

 種類 発表基準等 

洪水予報 

氾 濫注意 情 報 
（警戒レベル２ 
  相 当 情 報 ） 

○氾濫注意水位（警戒水位）に到達し、さらに
水位の上昇が見込まれるとき 
○氾濫注意水位以上でかつ避難判断水位未
満の状況が継続しているとき 
○避難判断水位に到達したが、水位の上昇が
見込まれないとき 

氾 濫警戒 情 報 
（警戒レベル３ 
  相 当 情 報 ） 

○氾濫危険水位に到達すると見込まれるとき 
○避難判断水位に到達し、さらに水位上昇が
見込まれるとき 
○氾濫危険情報を発表中に、氾濫危険水位を
下回ったとき（避難判断水位を下回った場合を
除く） 
○避難判断水位を超える状況が継続している
とき（水位の上昇の可能性がなくなった場合を
除く） 

氾 濫危険 情 報 
（警戒レベル４ 
  相 当 情 報 ） 

○氾濫危険水位に到達したとき 
○氾濫危険水位を超える状態が継続している
とき 

氾 濫発生 情 報 
（警戒レベル５ 
  相 当 情 報 ） 

○氾濫が発生したとき 
○氾濫が継続しているとき 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

水位到達
情 報 

氾 濫警戒 情 報 
（警戒レベル３ 
  相 当 情 報 ） 

○避難判断水位に到達したとき。 

氾 濫危険 情 報 
（警戒レベル４ 
  相 当 情 報 ） 

○氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）に到達
したとき。 

 

風-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 洪水予報 

４ 洪水予報等の伝達系統 

河川管理者等が発表する洪水予報、水位到達情報は次の系統で市民等に伝

達する。 

（１）相模川中流洪水予報の伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 洪水予報等 

４ 洪水予報等の伝達系統 

（１）相模川中流洪水予報 

相模川中流洪水予報は、次の系統図に基づき市民等に伝達する。 

また、本部事務局、健康福祉局、こども・若者未来局及び教育局は、洪水浸水想

定区域等の危険区域内にある要配慮者利用施設の管理者等へ、その旨を連絡す

る。 
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風-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）境川、鳩川、串川及び道保川の水位到達情報の伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

＜相模川中流洪水予報伝達系統図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）水位到達情報 

水位周知河川（境川、小松川、鳩川、串川、道保川及び道志川）に係る水位到達

情報は、次の系統図に基づき市民等に伝達する。 

また、本部事務局、健康福祉局、こども・若者未来局及び教育局は、洪水浸水想

定区域等の危険区域内にある要配慮者利用施設の管理者等へ、その旨を連絡す

る。 

 

 

神奈川県 

河川課 

NHK 横浜放送局 

厚木土木事務所 

津久井治水センター 

城山ダム管理事務所 

神奈川県警察本部 各警察署 

※浸水想定区域内の高齢者、障害者、乳幼児その他の防災上の配慮を有する者

が利用する施設（水防法第１５条） 

※神奈川県は、氾濫危険情報及び氾濫発生情報が発表された場合に、対象地域

にエリアメールを使用し市民等に伝達する。 

 

気象庁 

大気海洋部 

㈱NTT 東日本 

（警報のみ） 

横浜地方 

気象台 

要配慮者利用施設（※） 市民、防災関係機関 

健康福祉局、 

こども・若者未来局、 

教育局 

関係各局 

本部事務局 
エ
リ
ア
メ
ー
ル 

神奈川県 

河川課 

NHK 横浜放送局 

厚木土木事務所 

津久井治水センター 

城山ダム管理事務所 

神奈川県警察本部 各警察署 

（※）神奈川県は、氾濫危険情報及び氾濫発生情報が発表された場合に、対象地

域にエリアメールを使用し市民等に伝達する。 

 

気象庁 

大気海洋部 

NTT 東日本又は 

NTT 西日本 

（警報のみ） 

横浜地方 

気象台 

要配慮者利用施設 市民、防災関係機関 

健康福祉局、 

こども・若者未来局、 

教育局 

関係各局 

本部事務局 

エ
リ
ア
メ
ー
ル

（
※
） 

陸上自衛隊（第４施設群ほか） 

神奈川県危機管理防災課 

共同発表 

NHK 報道局 
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 ＜水位到達情報伝達系統図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

風-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔新設〕 

 

第５節 洪水予報等 

５ 城山ダムにおける異常洪水時防災操作（緊急放流）に関する伝達系統 

  令和元年東日本台風の豪雨により、城山ダムにおいて運用開始以来、初めて異

常洪水時防災操作（緊急放流）（※）が実施されたことを踏まえ、神奈川県は、新たな情

報共有の仕組みを構築し、緊急放流に関する情報連絡・共有体制を強化した。 

  市は、緊急放流に関する情報提供を受けたときは、次の系統図に基づき市民等に

※浸水想定区域内の高齢者、障害者、乳幼児その他の防災上の配慮を有

する者が利用する施設（水防法第１５条） 

神奈川県警察本部 神奈川県 

河川課 

要配慮者利用施設（※） 市民、防災関係機関 

健康福祉局、 

こども・若者未来局、 

教育局 

各警察署 

本部事務局 
報道機関 

神奈川県 

政策局 

知事室 

厚木土木事務所 

津久井治水センター 

関係各局 

東京都南多摩東部 

建設事務所 

東京都建設局河川部 

（※）東京都は、境川（根岸橋、境橋）に関する氾濫危険情報のみを発表し伝達する。 

神奈川県警察本部 神奈川県 

河川課 

要配慮者利用施設 市民、防災関係機関 

健康福祉局、 

こども・若者未来局、 

教育局 

各警察署 

本部事務局 
報道機関 

神奈川県 

政策局 

知事室 

厚木土木事務所 

津久井治水センター 

関係各局 

東京都（※） 

建設局河川部、 

南多摩東部建設事務所 
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〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝達し、相模川の洪水浸水想定区域内の住民等に避難行動を促すほか、必要に応

じて避難支援を行う。 

 

＜城山ダム緊急放流に関する情報伝達系統図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県警察本部 城山ダム 

管理事務所 

要配慮者利用施設 市民、防災関係機関 

健康福祉局、 

こども・若者未

来局、 

教育局 

各警察署 

本部 

事務局 

報道機関 

 

 

神奈川県 

河川課 

厚木土木事務所 

津久井治水センター 

関係各局 

  ：LINE WORKS、防災行政通信網による一斉情報発信の流れ 

関東地方整備局京浜河川事務所 

企業庁利水課 

神奈川県危機管理防災課、 

県央地域県政総合センター 

エリアメール（※） 

消防局 

共有 

（※）事前情報や解除情報等、緊急放流に関する情報の一部は配信されない 
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風-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔新設〕 

 

 

＜神奈川県から伝達される緊急放流に関する 

                     情報項目及び伝達のタイミング＞ 

情報項目 情報伝達のタイミング 

① 事前情報 
緊急放流を実施する可能性が生じたとき（２～３
日前）。 

② 見込み情報 
緊急放流を実施する時刻の見込みが明らかに
なったとき。 

③ ３時間前予告 
緊急放流を実施する予定時刻のおおむね３時間
前。 

④ 見送り情報 
想定より降雨量が少なかった等により、予定時
刻での緊急放流の実施を見送ったとき。 

⑤ １時間前予告 
緊急放流を実施する予定時刻のおおむね１時間
前。 

⑥ 中止情報 
想定より降雨量が少なかった等により、緊急放
流を中止するとき。 

⑦ 開始情報 緊急放流を開始したとき。 

⑧ 継続情報 
緊急放流実施後、さらに放流量が増加し、氾濫
等による甚大な被害が予測されるとき。 

⑨ 解除情報 緊急放流を終了したとき。 

⑩ 臨時情報 
その他、①～⑨の定形外の情報伝達が必要とな
ったとき。 

 

風-21 

 

 

第５節 洪水予報 

５ 水防法の対象施設に伝達する手段及び情報について 

（１）対象施設への情報伝達方法について 

水防法第１５条に規定する対象施設への情報伝達手段としてはファクシミリ、

防災メール等とする。 

本部事務局は、防災メール等を活用し、事前に申し出のあった対象施設へ情

報を伝達する。 

第５節 洪水予報等 

６ 水防法の対象施設に伝達する手段及び情報 

（１）対象施設への情報伝達方法 

水防法第１５条に規定する対象施設（地下街等、要配慮者利用施設及び延べ面

積が１万平方メートル以上である工場、作業場又は倉庫）への情報伝達手段は、フ

ァクシミリ、防災メール等とする。 

本部事務局は、防災メール等を活用し、事前に申出のあった対象施設へ情報を



相模原市地域防災計画（風水害等対策計画編 第１款 風水害応急対策） 新旧対照表  

 109 / 182 
 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

健康福祉局、こども・若者未来局及び教育局は、その他の手段を活用し、対

象施設へ情報を伝達する。 

（２）対象施設への伝達情報について 

水防法第１５条に基づく洪水予報等を伝達する事業所等は、地下街等、要配

慮者利用施設、大規模な工場その他施設とし、これら事業所等の所有者、施設

管理者及び自衛水防組織の構成員に対し、洪水予報等を伝達する。 

伝達する洪水予報等は以下のとおりとする。 

洪水 
予報等 

(1) 大雨特別警報（浸水害） 
(2) 相模川洪水予報（氾濫危険情報、氾濫発生情報） 
(3) 水位周知河川における水位到達情報 
(4) 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急） 
(5) その他浸水対策上有効な情報 

 

 

伝達する。 

健康福祉局、こども・若者未来局及び教育局は、その他の手段を活用し、対象施

設へ情報を伝達する。 

（２）対象施設への伝達情報 

対象施設に伝達する情報は、次のとおりとする。 

洪水に関
する情報

等 

(1) 大雨特別警報（浸水害） 
(2) 相模川中流洪水予報（氾濫危険情報、氾濫発生情報） 
(3) 水位周知河川における水位到達情報（氾濫危険情報） 
(4) 城山ダムの緊急放流に関する情報 
(5) 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保 
(6) その他浸水対策上有効な情報 

 

風-22 

 

 

第６節 無線通信の運用 

１ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担
当 

本部事務局 ★ 

デジタル地域防災無線・防災
行政用同報無線（ひばり放

送）、簡易無線の運用、非常
無線通信の依頼、アマチュア
無線局の活用に関すること。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

その他の防災関係
機関 

－ 
非常無線通信の運用に関す

ること。 
 

第６節 無線通信の運用 

１ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担
当 

本部事務局 ★ 

デジタル地域防災無線・防災
行政用同報無線（ひばり放

送）、簡易無線の運用、非常
通信の依頼、アマチュア無線

局の活用に関すること。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

その他の防災関係
機関 

－ 
非常通信の運用に関するこ

と。 
 

風-23 

 

 

第６節 無線通信の運用 

３ 消防救急無線の運用 

（１）無線局の種別 

第６節 無線通信の運用 

３ 消防救急無線の運用 

（１）無線局の種別 
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種 別 設置・配置場所 

基地局 
消防指令センター、相武台、三井金沢、鉢
岡山、青根橋津原、愛川トンネル、相模原
八王子トンネル、小仏トンネル、小仏城山 

陸
上
移
動
局 

可搬型無線装置 各指揮隊及び指令課 

車載型無線装置 各消防車両 

携帯型無線装置 各署所、指令課及び消防団部長以上 

署活動用無線局 各署所 

 

 

種 別 設置・配置場所 

基地局 
消防指令センター、相武台、三井金沢、鉢
岡山、青根橋津原、愛川トンネル、相模原
八王子トンネル、小仏トンネル、小仏城山 

中継局 三角山（青野原山中） 

陸
上
移
動
局 

可搬型無線装置 各指揮隊及び指令課 

車載型無線装置 各消防車両 

携帯型無線装置 各消防署所、指令課及び消防団部長以上 

署活動用無線局 各消防署所 
 

風-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 無線通信の運用 

４ デジタル地域防災無線の運用 

（１）無線局の種別 

種 別 設置・配置場所 

統制基地局 消防指令センター 

中継基地局 津久井地域に中継基地局4箇所､中継局1箇所 

陸
上
移
動
局 

車載型 公用車両 

半固定型 
区役所、まちづくりセンター、公民館、メディカ
ルセンター、小・中学校及び義務教育学校 

携帯型 防災関係機関、財政局、都市建設局ほか 

 

 

（２）通信の体系 

  災害発生時におけるデジタル地域防災無線の運用は、各対策所が移動局から

の情報を無線に接続されている内線電話又は無線機を使用して集約することと

第６節 無線通信の運用 

４ デジタル地域防災無線の運用 

（１）無線局の種別 

種 別 設置・配置場所 

基地局統制局 消防指令センター 

中継基地局 
三井金沢、三角山（青野原山中）、鉢岡山、青
根橋津原 

中継局 小仏城山 

陸
上
移
動
局 

車載型 公用車両 

半固定型 
区役所、まちづくりセンター、公民館、メディカ
ルセンター、小・中学校及び義務教育学校 

携帯型 防災関係機関、財政局、都市建設局ほか 

 

（２）通信の体系 

  災害発生時におけるデジタル地域防災無線の運用は、各対策所が移動局からの
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風-24 

 

し、また、統制基地局が陸上移動局を必要に応じて統制する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報を無線に接続されている内線電話又は無線機を使用して集約することとし、また、

基地局統制局が陸上移動局を必要に応じて統制する。 

 

 

 

風-25 

 

 

第６節 無線通信の運用 

８ その他通信施設の運用 

（１）防災関係機関等に対する非常無線通信の依頼 

本部事務局は、災害の状況により、市有の無線が使用不能となり、他に有効な

手段がないときは、関東地方非常通信協議会会則（昭和４５年４月）に基づき、そ

の構成機関所有の無線局に非常無線通信を依頼する。 

 

注）電波法では、無線局の目的外の使用が禁止されているが、同法第５２条で非

常通信（地震、台風等の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に

おいて有線通信の利用が困難なときに人命の救助等のために行われる無線通

信）等については、この禁止が解かれている。 

第６節 無線通信の運用 

８ その他通信施設の運用 

（１）防災関係機関等に対する非常通信の依頼 

本部事務局は、災害の状況により、市有の無線が使用不能となり、他に有効な手段が
ないときは、関東地方非常通信協議会会則（昭和４５年４月）に基づき、その構成機
関所有の無線局に非常通信（総則・予防計画編第２款「第５章応急対策への備え」

予―６０参照）を依頼する。 

《システムの概要》 

通 話 

統制基地局 

中 継 基 地 局 

陸上移動局（半固定

型・車載型・携帯型） 

統 制 

津 久 井 地 域 等 

各 局 対 策 所 

電波信号の流れ 

＜ 現  場 ＞ 

内 線 電 話 

＜システムの概要＞ 

通 話 

基地局統制局 

中 継 基 地 局 

陸上移動局（半固定

型・車載型・携帯型） 

統 制 

津 久 井 地 域 等 

電波信号の流れ 
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風-27 第７節 災害情報の収集伝達 

４ 被害調査 

（１）住家等被害調査 

財政局（税務部）は、区本部と連携して被害調査班を編成し、「災害に係る住

家の被害認定基準運用指針」（令和３年３月 内閣府）・参考資料（令和２年３月）

及び「浸水等による住宅被害の認定について」（平成１６年 内閣府）に基づいて

調査を実施する。また、調査結果を取りまとめ、本部事務局及び区本部（罹災証

明書発行担当）へ報告する。 

なお、必要に応じて、県や応援協定団体等へ調査員等の派遣を要請し、「災

害に係る住家被害認定業務 実施体制の手引き」（令和２年３月 内閣府）等を

参考に、効果的な調査体制を確保する。 

第７節 災害情報の収集伝達 

４ 被害調査 

（１）住家等被害調査 

財政局は、区本部と連携して被害調査班を編成し、内閣府が定める「災害に係る

住家の被害認定基準運用指針」に基づき調査を実施する。また、調査結果を取りま

とめ、本部事務局及び区本部（罹災証明書発行担当）へ報告する。 

なお、必要に応じて、県や応援協定団体等へ調査員等の派遣を要請し、内閣府

が定める「災害に係る住家被害認定業務 実施体制の手引き」等を参考に、効果的

な調査体制を確保する。 

風-27 

 

 

第７節 災害情報の収集伝達 

５ 被災者台帳の作成 

（１） 被災者台帳の作成 

   本部事務局及び区本部は関係各局と連携し、被災者の援護を総合的かつ

効率的に行うために必要と認めた場合、被災者台帳（第２款 第２章 第１節 ４

「（１）被災者台帳等」風－１３６参照）及び災害救助法に基づく各種報告書等

を活用して次の被災者情報を記録した台帳の作成に努める（災害対策基本法

第９０条の３）。 

  市長（本部長）は、被災者台帳作成のため、必要があると認めるときは、関係

自治体の長等に対して、被災者に関する情報提供を求めることができる。 

○氏名     ○生年月日     ○性別     ○住所又は居所 
○住家の被害その他市長が定める種類の被害の状況    
○援護の実施状況 
○災害時要援護者であるときは、その旨及び災害時要援護者に該当
する事由 
○その他（連絡先、世帯構成、罹災証明書の交付状況等、同法施行
規則に定める事項） 

 

（２）被災者台帳情報の利用及び提供 

第７節 災害情報の収集伝達 

５ 被災者台帳の作成 

（１） 被災者台帳の作成 

   本部事務局及び区本部は関係各局と連携し、被災者の援護を総合的かつ効率

的に行うために必要と認めた場合、罹災証明書や災害救助法に基づく各種報告

書等を活用して次の被災者情報を記載又は記録した被災者台帳の作成に努める

（災害対策基本法第９０条の３）。 

市長（本部長）は、被災者台帳作成のため、必要があると認めるときは、関係自治

体の長等に対して、被災者に関する情報提供を求める。 

 

＜被災者台帳に記載又は記録する被災者情報＞ 

○氏名     ○生年月日     ○性別     ○住所又は居所 
○住家の被害その他市長が定める種類の被害の状況    
○援護の実施状況 
○災害時要援護者であるときは、その旨及び災害時要援護者に該当
する事由 
○その他（連絡先、世帯構成、罹災証明書の交付状況等、災害対策
基本法施行規則第８条の５に定める事項） 
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市長（本部長）は、次のいずれかに該当すると認めるときは、災害対策本部

内において被災者台帳を利用することができる（災害対策基本法第９０条の

４）。 

○本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

○市が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部

で利用するとき。 

○他の自治体に台帳情報を提供する場合で、提供される自治体が、

被災者への援護に必要な限度で利用するとき。 

 

また、台帳情報の提供について申請があった場合は、災害対策基本法施行

規則に基づいて、不当な目的の場合を除いて情報提供を行う。 

（２）被災者台帳に記載し、又は記録された情報（台帳情報）の利用及び提供 

市長（本部長）は、被災者に対する援護の実施に必要な限度で、災害対策本部

内において台帳情報を利用することができる。 

   また、台帳情報の提供について申請があった場合、次のいずれかに該当し、

かつ当該申請が不当な目的によるものでないと認めるとき又は申請者が台帳情

報の提供を受けることにより、知り得た情報が不当な目的に使用されるおそれが

ないと認めるときに、当該申請に係る台帳情報を提供することができる（災害対

策基本法第９０条の４及び同法施行規則第８条の６）。 

＜台帳情報を提供できる場合＞ 

○本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

○他の自治体に台帳情報を提供する場合で、提供される自治体が、

被災者への援護に必要な限度で利用するとき。 
 

風-27 

風-28 

 

 

第７節 災害情報の収集伝達 

６ 安否情報の確認・提供 

  〔略〕 

このため、区本部は関係各局と連携し、避難者名簿、行方不明者名簿、被災

者台帳（前項）等を活用し、照会された市民等の安否情報を確認する。 

〔略〕 

なお、特別事情情報対象者等も含まれるため、所在等の個人情報を伝えるこ

とのないよう慎重に対応すること。 

第７節 災害情報の収集伝達 

６ 安否情報の確認・提供 

  〔略〕 

このため、区本部は関係各局と連携し、避難者名簿、行方不明者名簿、被災者台

帳等を活用し、照会された市民等の安否情報を確認する。 

 

〔略〕 

なお、特別事情情報対象者等も含まれるため、所在等の個人情報を伝えることの

ないよう慎重に対応するものとする。 

風-29 

 

 

 

第８節 災害時の広報・広聴 

４ 広報事項 

（２）注意報・警報等発表時の主な広報事項 

時 期 広報事項 広報媒体 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

災 害 警
戒 時 の

(1) 〔略〕 
(2) 避難の準備、勧告、指示、

〔略〕 

第８節 災害時の広報・広聴 

４ 広報事項 

（２）注意報・警報等発表時等の主な広報事項 

時 期 広報事項 広報媒体 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

災害警
戒 時 の

(1) 〔略〕 
(2) 避 難 の 準 備 、 指 示 、 要

〔略〕 
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広報 要請、規制に関する事項 
(3)～(5) 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 
 

広報 請、規制に関する事項 
(3) ～(5) 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 
 

風-30 

風-31 

 

 

 

第８節 災害時の広報・広聴 

５ 広報の方法 

（１）市民への伝達 

 ア、イ 〔略〕 

 ウ 情報システム及びインターネットの活用 

 （ア）～（ウ） 〔略〕 

 （エ） 市が行う警報や避難勧告等の伝達に際し、インターネット情報ポータルサ

イト運営事業者（グーグル（株）、ヤフー（株））と協力し、インターネットを活用

した情報提供に努める。 

 エ 〔略〕 

 オ 放送機関の活用 

（株）エフエムさがみとの「災害時情報等の放送に関する協定書」及び横浜エ

フエム放送（株）との「災害時における放送要請に関する協定」に基づくラジオ放

送並びに地上デジタル放送を活用し、ひばり放送や防災メールの情報伝達を

補完する。 

第８節 災害時の広報・広聴 

５ 広報の方法 

（１）市民への伝達 

 ア、イ 〔略〕 

 ウ 情報システム及びインターネットの活用 

 （ア）～（ウ） 〔略〕 

 （エ） 市が行う警報や避難指示等の伝達に際し、インターネット情報ポータルサイト

運営事業者（グーグル（株）、ヤフー（株））と協力し、インターネットを活用した情報

提供に努める。 

 エ 〔略〕 

 オ 放送機関の活用 

（株）エフエムさがみとの「災害情報等の放送に関する協定書」及び横浜エフエム

放送（株）との「災害時における放送要請に関する協定」に基づくラジオ放送並びに

地上デジタル放送を活用し、ひばり放送や防災メールの情報伝達を補完する。 

風-32 

 

第８節 災害時の広報・広聴 

９ 広報・広聴活動における災害時要援護への配慮 

（２）外国人等への対応  

市民局は、日本語の理解が困難な外国人のために、理解しやすい日本語で対

応するとともに、協定締結団体（さがみはら国際交流ラウンジ運営機構）等

に対して、外国人相談窓口の設置、通訳ボランティア等の派遣などを要請す

る。また、「マイ広報さがみはら」により多言語化された災害広報紙を外国

人等に周知する。 

第８節 災害時の広報・広聴 

９ 広報・広聴活動における災害時要援護者への配慮 

  〔略〕 

（２）外国人等への対応  

市民局は、日本語の理解が困難な外国人のために、理解しやすい日本語で対応する

とともに、協定締結団体（さがみはら国際交流ラウンジ運営機構）等に対して、外国人

相談窓口の設置、通訳ボランティア等の派遣などを要請する。また、「マイ広報さがみ

はら」や「カタログポケット」（多言語ユニバーサル情報配信ツール）により多言語化さ

れた災害広報紙を外国人等に周知する。 
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風-34 第９節 応援要請 

２ 実施主体 

  担 当 部 署 時期 項  目 

市 担
当 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

協定等の窓口担当
局 

★ 
協定団体等への応援協
力要請に関すること。 

関 係 
機 関 

防 災 関 係 機 関 － 
各種の応援協力に関す
ること。 

 

第９節 応援要請 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項  目 

市 担
当 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関 係 各 局 ★ 
協定団体等への応援協
力要請に関すること。 

関 係 
機 関 

防 災 関 係 機 関 － 
各種の応援協力に関す
ること。 

 

風-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９節 応援要請 

３ 他の地方公共団体等への応援要請 

（１）応援の要請 

  本部事務局は、応急対策を実施するに当たり、他の地方公共団体等の応援が

必要と認められるときは、相模原市災害受援計画及び各種応援協定により応援

を求める。 

 

  なお、要請基準は次のとおりである。 

ア 各部、各班の対応をもってしても、応急対策の実施が困難であり、他の地方

公共団体等の応援が必要と認められる場合 

   〔略〕 

（２）応援要請の種別 

要 請 先 要請の内容 根拠法令 

指定地方行政機関
の長・指定公共機関 

当該指定地方行政機関・特定公
共機関※注 1 の職員の派遣要請 

〔略〕 

県知事 

指定地方行政機関・特定公共機関
※注 1 の職員の派遣のあっせん要請 

〔略〕 

他の地方公共団体・特定地方公共機
関※注2の職員の派遣のあっせん要請 

〔略〕 

第９節 応援要請 

３ 他の地方公共団体等への応援要請 

（１）応援の要請 

  本部事務局は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応

急対策を実施するに当たり、他の地方公共団体等の応援が必要と認められるとき

は、相模原市災害受援計画及び各種応援協定により応援を求める。  

  なお、要請基準は次のとおりである。 

ア 各部、各班の対応をもってしても、災害応急対策の実施が困難であり、他の地方

公共団体等の応援が必要と認められる場合 

 〔略〕 

（２）応援要請の種別 

要 請 先 要請の内容 根拠法令 

指定地方行政機関
の長・指定公共機関 

当該指定地方行政機関・特定公
共機関(※1)の職員の派遣要請 

〔略〕 

県知事 

指定地方行政機関・特定公共機関
(※1)の職員の派遣のあっせん要請 

〔略〕 

他の地方公共団体・特定地方公共機
関(※2)の職員の派遣のあっせん要請 

〔略〕 

〔略〕 〔略〕 
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風-35 

 

 

〔略〕 〔略〕 

他の市町村長 〔略〕 〔略〕 

（注１）「特定公共機関」とは、指定公共機関のうち、その業務の内容その他の事情

を勘案して市町村の地域に係る災害応急対策又は災害復旧に特に寄与する

ものとしてそれぞれ地域を限つて内閣総理大臣が指定する機関である。 

（注２）「特定地方公共機関」とは、指定地方公共機関である特定地方独立行政法

人である。 

他の市町村長 〔略〕 〔略〕 

（※１）「特定公共機関」とは、指定公共機関のうち、その業務の内容その他の事情を勘

案して市町村の地域に係る災害応急対策又は災害復旧に特に寄与するものとし

てそれぞれ地域を限って内閣総理大臣が指定する機関をいう。 

（※２）「特定地方公共機関」とは、指定地方公共機関である特定地方独立行政法人を

いう。 

風-35 

 

第９節 応援要請 

６ 応援部隊の受入れ 

  関係各局は、応援部隊の受入れに当たっては、次の事項及びその他必要な事

項を明確にし、受入れ体制を整備する。 

  〔略〕 

（４）応援受入調整体制の確立 

  派遣された専門職員やボランティア等と庁内の応援ニーズを円滑につなげるた

め、応援受入れ調整体制を確立する。 

第９節 応援要請 

６ 応援部隊の受入れ 

  関係各局は、応援部隊の受入れに当たっては、次の事項及びその他必要な事項

を明確にし、受入体制を整備する。 

  〔略〕 

（４）応援受入調整体制の確立 

  派遣された専門職員やボランティア等と庁内の応援ニーズを円滑につなげるため、

応援受入調整体制を確立する。 

風-36 第９節 応援要請 

８ 応援協定団体及び他の地方公共団体等への要請 

（１）協定の窓口担当局は、銀河連邦を構成する市町の災害時における相互応援

に関する協定（平成８年２月）及びその他の応援協定に基づき、他の地方公共

団体又は団体に対し応援や被災者の受入れの要請を行うとともに、災害時にお

ける神奈川県内の市町村の相互応援に関する協定（平成２４年３月）に基づく応

援の調整を行う。 

また、九都県市や指定都市市長会などの広域応援の枠組みによる応援を受

ける場合は、本部事務局が要請及び調整を行う。 

第９節 応援要請 

８ 応援協定団体及び他の地方公共団体等への要請 

（１）関係各局は、「銀河連邦を構成する市町の災害時における相互応援に関する協

定」及びその他の応援協定に基づき、他の地方公共団体又は団体に対し応援や被

災者の受入れの要請を行うとともに、「災害時における神奈川県内の市町村の相互

応援に関する協定」に基づく応援の調整を行う。 

また、九都県市や指定都市市長会などの広域応援の枠組みによる応援を受ける

場合は、本部事務局が要請及び調整を行う。 
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風-36 

 

 

第９節 応援要請 

１０ 自衛隊に対する災害派遣要請 

（１）、（２） 〔略〕 

（３）災害派遣部隊の受入れ体制 

  自衛隊に対する派遣要請を県に依頼する場合は、次の事項について検討し、

受入れ体制の整備に努める。 

 ア、イ 〔略〕 

 ウ 宿営地等の準備 

 （ア）本部事務局は、自衛隊の活動が円滑に遂行されるようヘリポート及び資機

材の受入れ施設の確保に努める。 

第９節 応援要請 

１０ 自衛隊に対する災害派遣要請 

（１）、（２） 〔略〕 

（３）災害派遣部隊の受入体制 

  自衛隊に対する派遣要請を県に依頼する場合は、次の事項について検討し、受入

体制の整備に努める。 

 ア、イ 〔略〕 

 ウ 宿営地等の準備 

 （ア）本部事務局は、自衛隊の活動が円滑に遂行されるようヘリポート及び資機材の

受入施設の確保に努める。 

風-39 

 

 

第１０節 応援派遣等 

１ 基本方針 

 市は、他の地方公共団体の区域内に災害が発生し、応援が必要な場合は、迅

速に派遣体制を確立する。 

２ 実施主体 

  〔略〕 

３ 情報収集 

  他の地方公共団体の区域内に大規模な災害が発生した場合、防災主管課職

員のうちあらかじめ指定された職員は被災した地方公共団体の災害規模、被害状

況等の情報の収集活動を行う。 

なお、激甚な被害により被災地が混乱し、被災自治体からの情報提供や具体的

な要請が困難な状況と予測される場合は、被災地に先遣隊職員を派遣し、被災地

の応援ニーズ等の調査、被災自治体との連絡調整等を行う。 

 

 

 

 

４ 応援派遣の決定 

（１） 〔略〕 

第１０節 応援派遣等 

１ 基本方針 

 市は、他の地方公共団体の区域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、応援を求められた場合は、迅速に派遣体制を確立する。 

２ 実施主体 

  〔略〕 

３ 情報収集 

  他の地方公共団体の区域内に大規模な災害が発生した場合又は発生するおそれ

がある場合、防災主管課職員のうちあらかじめ指定された職員は、災害の規模、被害

状況等の情報収集活動を行う。 

なお、本部事務局は、指定都市市長会の応援派遣の仕組みである「広域・大規模

災害時における指定都市市長会行動計画」を適用する可能性があると認める場合

や、災害時における相互応援に関する協定を締結している自治体において大規模な

災害が発生し、被災自治体からの情報提供や具体的な要請が困難な状況と予測され

る場合において、被災地に先遣隊職員を派遣する。先遣隊派遣職員は、被災地の応

援ニーズ等の調査、被災自治体との連絡調整等を行い、その内容を速やかに市に報

告する。 

 

４ 応援派遣の決定 
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（２）市長は、応援協定の締結されている地方公共団体については、被害程度が著

しく甚大で、緊急の事態と認められる場合は、応援要請を待たずに、自らの判断

で応援派遣を決定する。 

（１） 〔略〕 

（２）市長は、災害時における相互応援に関する協定を締結している自治体において、

被害程度が著しく甚大で、緊急の事態と認められる場合は、応援要請を待たずに、

自らの判断で応援派遣を決定する。 

 

第２章 水防活動 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-42 

 

第２節 風水害警戒本部体制における活動 

１ 基本方針 

   〔略〕 

また、水防警報が発令され河川による氾濫発生のおそれがある場合には、

市は水防管理団体として、県水防計画に基づく水防活動を実施する。県水防

計画（各土木事務所実施要領含む。）における水防警報「出動」以前の体制

は、風水害警戒本部がこれに当たる。 

第２節 風水害警戒本部体制における活動 

１ 基本方針 

   〔略〕 

また、水防警報が発表され河川による氾濫発生のおそれがある場合には、市は

水防管理団体として、県水防計画に基づく水防活動を実施する。県水防計画（各

土木事務所実施要領含む。）における水防警報「出動」以前の体制は、風水害警戒

本部がこれに当たる。 

風-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風-43 

第２節 風水害警戒本部体制における活動 

４ 風水害警戒本部体制における洪水防御活動 

（１）警戒体制 

  水防警報が発令され河川の氾濫発生のおそれがある場合には、市は水防管

理団体として、県水防計画に基づく水防活動を実施する。県水防計画における

水防警報「出動」以前の体制は、風水害警戒本部がこれに当たる。 

（２）水防警報 

  県水防本部長あるいは県水防支部長は、気象状況に応じて次の水防警報を

発令し、市水防管理者に通報する。 

水防警報の種類、内容及び発表基準 

種 類 内 容 発 表 基 準 

待 機 
出水あるいは水位の再上昇が懸念
される場合に、状況に応じて直ちに
水防機関が出動できるように待機

気象予報等及び河川状況等により
必要と認めるとき。 
 

第２節 風水害警戒本部体制における活動 

４ 風水害警戒本部体制における洪水防御活動 

（１）警戒体制 

  水防警報が発表され河川の氾濫発生のおそれがある場合には、市は水防管理団

体として、県水防計画に基づく水防活動を実施する。県水防計画における水防警報

「出動」以前の体制は、風水害警戒本部がこれに当たる。 

（２）水防警報 

  県水防本部長あるいは県水防支部長は、気象状況に応じて次の水防警報を発表

し、市水防管理者に通報する。 

＜水防警報の種類、内容及び発表基準＞ 

種 類 内 容 発 表 基 準 

待 機 
１ 出水あるいは水位の再上昇

が予想される場合に状況に
応じて直ちに水防機関が出

気象予警報等及び河川、海
岸等の状況により、特に必要
と認めるとき 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

する必要がある旨を警告し、また
は、水防機関の出動時間が長引く
ような場合に、出動人員を減らして
も差支えないが、水防活動をやめる
ことはできない旨を警告するもの。 

準 備 

水防に関する情報連絡、水防資機
材の整備、水門機能等の点検、通
信及び輸送の確保等に努めるとと
もに、水防機関に出動の準備をさ
せる必要がある旨を警告するもの。 

雨量、水位、流量とその他の河川
状況により必要と認めるとき。 

出 動 

水防機関が出動する必要がある旨
を警告するもの 

氾濫注意情報等により、または、水
位、流量その他河川状況により、
氾濫注意水位を超えるおそれがあ
るとき。 
 

警 戒 
 

出水状況及びその河川状況を示
し、警戒が必要である旨を警告する
とともに、水防活動上必要な越水・
漏水・法崩・亀裂等河川の状態を
示しその対応策を指示するもの。 

氾濫警戒情報等により、または、既
に氾濫注意水位を超え、災害の起
こるおそれがあるとき。 
 

解 除 

水防活動を必要とする出水状況が
解消した旨及び当該基準水位観測
所名による一連の水防警報を解除
する旨を通告するもの。 

氾濫注意水位以下に下降したと
き、または水防作業を必要とする
河川状況が解消したと認めるとき。 

地震による堤防の漏水、沈下の場合、津波の場合は、上記に準じて水防警報を発
表する。 

※国土交通省ホームページより抜粋（令和３年４月現在） 

動できるように待機する必要
がある旨を警告するもの 

２ 水防機関の出動期間が長
引くような場合に、出動人員
を減らしても差し 支えない
が、水防活動をやめることは
できない旨を警告するもの 

準 備 

水防に関する情報連絡、水防
資器材の整備、水閘門機能等
の点検、通信及び輸送の確保
等に努めるとともに、水防機関
に出動の準備をさせる必要が
ある旨を警告するもの 

雨量、水位、流量その他の河
川、海岸等の状況により必要
と認めるとき 

出 動 

水防機関が出動する必要があ
る旨を警告するもの 

洪水注意報等により、氾濫注
意水位（警戒水位）を越えるお
それがあるとき。または水位流
量等、その他河川、海岸等の
状況により必要と認めるとき 

指 示 

水位、滞水時間その他水防活
動上必要な状況を明示すると
ともに、越水、漏水、法崩、亀
裂その他河川、海岸等の状況
により警戒を必要とする事項を
指摘して警告するもの 

洪水警報等により、または、既
に氾濫注意水位（警戒水位）
を越え、災害のおこるおそれ
があるとき 

解 除 

水防活動を必要とする出水状
況が解消した旨及び一連の水
防警報を解除する旨を通知す
るもの 

氾濫注意水位（警戒水位）以
下に下降したとき。または氾
濫注意水位（警戒水位）以上
であっても水防作業を必要と
する河川、海岸等の状況が解
消したと認めるとき 

《出典：神奈川県水防計画（令和３年５月）》 
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第３章 消火・避難誘導対策 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-47 

 

第１節 災害時の消防活動 

４ 消防団の活動 

（１）～（４）  〔略〕 

（５）避難誘導 

災害による避難勧告又は避難指示（緊急）が発令された場合は、市民への

伝達及び関係機関との連携による避難誘導を実施する。 

第１節 災害時の消防活動 

４ 消防団の活動 

（１）～（４）  〔略〕 

（５）避難誘導 

高齢者等避難又は避難指示が発令された場合は、市民への伝達及び関係機関

との連携による避難誘導を実施する。 

風-48 第２節 避難誘導対策 

１ 基本方針 

  災害が発生し、又は発生のおそれがあり、市民の安全確保や災害拡大の防

止等に必要があると認められる場合における避難誘導体制の確立を図るため、

避難誘導の手順や関係機関の役割分担を明確にする。 

市が行う避難勧告又は避難指示（緊急）は、災害の切迫により危険となった区

域内にいる全ての人に対して伝達され、避難行動として実現されて初めてその目

的が達成される。なお、避難勧告等の発令の際には、避難場所を開設しているこ

とが望ましいが、近年は局地的かつ短時間豪雨の場合も多いため避難のための

時間が少ない場合であっても、躊躇なく避難勧告等を発令する。また、平時より、

そのような事態が起こる可能性があることを住民に周知を行う。 

公共施設や商業施設その他の不特定多数の者が利用する施設における避難対

策については、当該施設管理者が市長の避難勧告又は避難指示（緊急）を受け

たとき、又は施設管理者自らが必要と認めた場合に所定の計画に基づいて実施

する。 

第２節 避難誘導対策 

１ 基本方針 

  災害が発生し、又は発生のおそれがあり、市民の安全確保や災害拡大の防止等

に必要があると認められる場合における避難誘導体制の確立を図るため、避難誘導

の手順や関係機関の役割分担を明確にする。 

市は、風水害による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避

難行動をとる必要があると認める区域内の必要と認める居住者等に対し、迅速かつ

適切に避難指示等を発令する。また、夜間に避難指示及び緊急安全確保を発令す

る可能性がある場合や、高齢者、障害者等の避難行動に時間を要する居住者等に

対し、早めの段階で避難行動を開始することを求める必要があると認める場合には、

避難行動をとりやすい時間帯の高齢者等避難の発令に努める。 

なお、避難指示等の発令の際には、風水害時避難場所を開設していることが望ま

しいが、局地的かつ短時間の豪雨の場合など、避難のための時間が少ない状況に

おいては、風水害時避難場所の開設が完了していない状況であっても、躊躇なく避

難指示を発令する。 

風-48 第２節 避難誘導対策 

２ 実施主体  

  担 当 部 署 時期 項 目 

市 担
当 

本 部 事 務 局 ★ 

避難勧告又は避難指
示（緊急）の発令、広報
活動、広域避難の要請
等に関すること。 

第２節 避難誘導対策 

２ 実施主体  

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担
当 

本 部 事 務 局 ★ 

高齢者等避難、避難指
示及び緊急安全確保
の発令、広報活動、広
域避難の要請等に関



相模原市地域防災計画（風水害等対策計画編 第１款 風水害応急対策） 新旧対照表  

 121 / 182 
 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

消 防 局 
★ 

避難誘導、広報活動に
関すること。 消 防 団 

関 係 
機 関 

警 察 署 － 
避難誘導、広報活動の
支援に関すること。 

 

すること。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

消 防 局 
★ 

避難誘導及び広報活
動に関すること。 消 防 団 

関 係 
機 関 

警 察 署 － 
避難誘導及び広報活
動の支援に関すること。 

  

風-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 避難誘導対策 

４ 避難勧告又は避難指示（緊急） 

（１）実施責任者 

災害が発生し、又は発生のおそれがあり、市民の安全確保や災害拡大の防

止等に必要があると認められるときは、市長及び関係機関は、次のとおり市民

への避難勧告又は避難指示（緊急）を行う。 

また、災害時要援護者や避難に時間を要する者に対し、避難勧告の前段で

避難の開始を求める避難準備・高齢者等避難開始を発令するように努める。 

その他、災害が発生し、又は切迫し、避難場所への移動が危険な場合、市

長は、必要と認める地域の住民等に対し、屋内での待避等の安全確保措置を

指示することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 避難誘導対策 

４ 高齢者等避難、避難指示及び緊急安全確保 

（１）避難情報の種類及び実施責任者 

 ア 高齢者等避難 

   高齢者等避難は、災害対策基本法第５６条第２項に基づき、災害発生のおそれ

がある場合において、高齢者や障害者等の避難に時間を要する災害時要援護者

に対し、災害に関する情報を着実に伝達し、時間的余裕をもって避難を開始するこ

とができるよう、また、災害時要援護者以外の者に対し、必要に応じて普段の行動

を見合わせ始めることや、自主的な避難を呼びかけるために、市長が発令する。 

 イ 避難指示 

避難指示は、災害対策基本法第６０条第１項に基づき、災害が発生し、又は発

生のおそれがあり、市民の安全確保や災害拡大の防止等に必要があると認められ

る場合において、市長が発令する。なお、市長から要求があった場合や市長が避

難のための立退き等を指示することができない場合その他関係法令に定められて

いる場合においては、警察官や県知事等も避難指示を発令することができる。 

 ウ 緊急安全確保 

緊急安全確保は、災害対策基本法第６０条第３項に基づき、災害が発生又は切

迫している状況で、風水害時避難場所等への立退き避難をすることがかえって危

険となるおそれがあり、かつ、事態に照らし緊急を要すると認める場合に、高所へ

の移動や屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での退避等、その時点でい

る場所よりも相対的に安全である場所へ直ちに移動するなどの「緊急安全確保措

置」を指示するために、可能な範囲で市長が発令する。なお、市長から要求があっ
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実施者 区分 
災害の
種類 

根拠 
法令 

勧告・指示の要件 

市長 
勧告 
指示 

災害全
般 

災 害 対
策 基 本
法 第 60
条第 1 項 

災害が発生し、又は発生する
おそれがある場合において、
市民の生命又は身体を災害
から保護し、その他災害の拡
大を防止するため、特に必要
があると認めるとき。 

警察官 指示 
災害全
般 

災 害 対
策 基 本
法 第 61
条第 1 項 
警 察 官
職 務 執
行法第 4
条第 1 項 

(1) 市長が避難のための立ち
退きを指示することができな
いと認めるとき。 

(2) 市長から要求のあったとき。 
(3) 市民の生命若しくは身体

に危険を及ぼし、又は財産
に重大な損害を及ぼすお
それがあり、指示が急を要
するとき。 

県知事 
県 知 事 の
命を受けた
吏員等 

指示 
洪水 
地滑り 

水防法第
29 条 
地すべり
等防止法
第 25 条 

(1) 洪水により著しい危険が切
迫していると認められるとき。 

(2) 地滑りにより著しい危険が
切迫していると認められると
き。 

水 防 
管理者 

指示 洪水 
水 防 法
第 29 条 

洪水により著しい危険が切迫
していると認められるとき。 

災 害 派 遣
を命ぜられ

指示 
災害全
般 

自 衛 隊
法 第 94

危険な事態が生じ、かつ警察
官がその場にいないとき。 

た場合や市長が緊急安全確保を指示することができない場合においては、警察官

も発令することができる。 

 

＜避難指示の実施者、根拠法令及び要件＞ 

実施責任者 
災害の
種類 

根拠 
法令 

指示の要件 

市長 
災害全
般 

災 害 対
策 基 本
法 第 60
条第 1 項 

災害が発生し、又は発生するおそれ
がある場合において、市民の生命又
は身体を災害から保護し、その他災
害の拡大を防止するため、特に必要
があると認めるとき。 

警察官 
災害全
般 

災 害 対
策 基 本
法 第 61
条第 1 項 
 
警 察 官
職 務 執
行法第 4
条第 1 項 

(1) 市長が避難のための立退き若し
くは緊急安全確保措置を指示する
ことができないと認めるとき。 

(2) 市長から要求のあったとき。 
(3) 市民の生命若しくは身体に危険

を及ぼし、又は財産に重大な損害
を及ぼすおそれがあり、指示が急
を要するとき。 

県知事 
県知事の命
を 受 け た 吏
員等 

洪水 
地滑り 

水 防 法
第 29 条 
 
地すべり 
等防止法 
第25 条 

(1) 洪水により著しい危険が切迫して
いると認められるとき。 

(2) 地滑りにより著しい危険が切迫し
ていると認められるとき。 

水防管理者 洪水 
水 防 法
第 29 条 

洪水により著しい危険が切迫してい
ると認められるとき。 

災害派遣を
命 ぜ ら れ た
部隊等の自
衛官 

災害全
般 

自 衛 隊
法 第 94
条第 1 項 

危険な事態が生じ、かつ警察官がそ
の場にいないとき。 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風-50 

 

 

 

 

 

 

 

た 部 隊 等
の自衛官 

条第 1 項 

（注１）勧告と指示の相違は、被害の危険性の切迫する度合いに対応している。 

（注２）指示は、被害の危険が目前に切迫している場合等に発せられ、「勧告」よりも拘束力が

強く、居住者等を避難のために立ち退かせるための行為。勧告は、その地域の居住者等を拘

束するものではないが、居住者等がその「勧告」を尊重することを期待して、避難のための立退

きを勧め又は促す行為。 

（注３） 災害対策基本法、その他の根拠法令に従って、勧告・指示を行うべき権限のある者は

前記のとおりであるが、勧告は、災害応急対策の第一次的な責任者である市長（本部長）のみ

が行うことができる。その他は、いずれも市長の指示による場合、若しくは緊急避難的な措置と

して指示を行う。 

 

（２）避難勧告等の判断 

市長は、避難を必要とする事態が発生したときは、原則として、消防局長、都市

建設局長、区長及びダム管理者等からの要請を受け、避難勧告又は避難指示

（緊急）の決定を行う。 

ア 局地的な災害による場合 

（ア）河川の上流域（ダムを含む）が被害を受け、下流域に浸水による危険がある

とき。 

（イ）火災が拡大するおそれがあるとき。 

（ウ）爆発のおそれがあるとき。 

（エ）ガスの流出拡散により、市民に危険が及ぶと予測されるとき。 

（オ）地滑り、崖崩れ等の土砂災害により著しく危険が切迫しているとき。 

（カ）大規模災害により建物が大きな被害を受け、居住を継続することが危険なと

き。 

（キ）ダムの放流等により、下流域に浸水による危険が通知されたとき。 

（ク）その他市民の生命を守るため、必要と認められるとき。 

イ 広域的な災害による場合 

（ア）火災が延焼拡大し、又は拡大するおそれがあるとき。 

（イ）ガスの流出拡散により、広域的に人命の危険が予測されるとき。 

（ウ）県知事から、避難についての勧告又は避難指示（緊急）の要請があったと

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）発令の判断 

避難指示等は、自ら収集した情報や関係機関からの情報をもとに発令する。 

洪水等に対する避難指示等の発令に当たっては、洪水予報や水位到達情報、河

川水位を目安に、土砂災害に対する避難指示等の発令に当たっては、土砂災害警

戒情報を目安に判断するが、これらの判断に当たっては、上流域の雨量、河川水位

の状況、気象台、河川管理者、砂防関係機関の助言、現場の巡視報告、通報等を参

考に総合的かつ迅速に行うこととし、具体的な判断基準は別に定める。 

また、避難指示等の解除に当たっては、十分に安全の確認に努めた上で行うこと

とするが、災害が発生した後等において、立退き避難を継続的に求める必要がある

と認められる地域がある場合には、避難指示等を解除後、必要に応じ、再度避難指

示を発令する。 
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き。 

（エ）その他市民の生命を守るため、必要と認められるとき。 

 

なお、洪水予報河川（相模川中流）と水位周知河川（境川・小松川・鳩川・串川・

道志川・道保川）の浸水想定区域については洪水予報や水位到達情報を目安

に、土砂災害警戒区域等ついては、土砂災害警戒情報及び特別警報（大雨）を

目安に判断するが、これらの判断に当たっては、上流域の雨量、河川水位の状

況、気象台、河川管理者、砂防関係機関の助言、現場の巡視報告、通報等を参

考に総合的かつ迅速に行う。 

 

警戒レベルと市からの避難情報発令の目安 

警戒 

ﾚﾍﾞﾙ 

避難 

情報 
発令時の状況 住民に求める行動 発令の目安 

警戒

レベ

ル３ 

避難準

備 ・ 高

齢者等

避難開

始 

・要援護者等、特

に避難行動に時

間を要する者が

避難行動を開始

しなければなら

な い 段 階 で あ

り、人的被害の

発生する可能性

が高まった状況 

・要援護者等、特に避

難行動に時間を要

する者は、計画され

た避難場所へ避難

行動を開始 

（避難支援者は支援

行動を開始） 

・上記以外の者は、家

族等との連絡、非常

用持出品の用意等、

避難準備を開始 

【浸水想定区域】 

・氾濫警戒情報が

発表されたとき 

【土砂災害警戒区域】 

・土砂災害警戒情

報の発表が見込

まれるとき 

 

警戒

レベ

ル４ 

避難 

勧告 

・ 通 常 の 避 難 行

動ができる者が

避難行動を開始

しなければなら

な い 段 階 で あ

り、人的被害の

発生する可能性

が明らかに高ま

・発令された地域の住

民は、計画された避

難場所等への避難

行動を開始 

【災害共通】 

・災害の前兆があ

るとき 

【浸水想定区域】 

・氾濫危険情報が

発表されたとき 

【土砂災害警戒区域】 

・土砂災害警戒情

（３）警戒レベルを用いた避難指示等の発令 

   避難指示等の発令に当たっては、住民等がとるべき避難行動がわかるよう、警

戒レベルを明記して行う。 

 

 

 

 

 

 

 

＜警戒レベルと避難指示等発令の目安＞ 

警戒 

ﾚﾍﾞﾙ 

避難 

情報 

発令される 

状況 

居住者等がとるべき

行動 
発令の目安 

警戒 

レベル

３ 

高齢

者等

避難 

災 害 の お そ

れ が あ る 状

況 

・避難に時間を要す

る高齢者等（※1）は、

危険な場所から避

難（立退き避難又は

屋内安全確保（※２））

する。 

・高齢者等以外の住

民等も必要に応じ、

出勤等の外出を控

えるなど普段の行

動を見合わせ始め

たり、避難の準備を

したり、自主的に避

難する。 

【洪水等】 

・氾濫警戒情報が発表さ

れたとき。 

・河川の水位が避難判

断水位に到達したと

き。 

【土砂災害】 

・大雨警報（土砂災害）

が発表され、土砂災

害警戒情報の発表が

見込まれるとき。 

警戒 

レベル

４ 

避難 

指示 

災 害 の お そ

れ が 高 い 状

況 

・危険な場所から全

員避難（立退き避難

又は屋内安全確保
（※２））する。 

【洪水等】 

・氾濫危険情報が発表さ

れたとき。 

・河川の水位が氾濫危

険水位に到達したと
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った状況 報が発表された

とき 

避難指

示 

（緊急） 

・ 前 兆 現 象 の 発

生 や 現 在 の 切

迫 し た 状 況 か

ら、人的被害の

発生する危険性

が非常に高いと

判断された状況 

・ 堤 防 の 隣 接 地

等、地域の特性

等から被害の発

生する危険性が

非常に高いと判

断された状況 

・避難勧告等の発令

後で避難中の住民

は、確実な避難行動

を直ちに完了 

・未だ避難していない

対象住民は、直ちに

避難行動を開始 

 

【災害共通】 

・切迫した災害の

前兆があるとき 

 

※地域の状況に

応じて緊急的又

は重ねて避難を

促す場合に、可

能な範囲で発令 

警戒

レベ

ル５ 

災 害 発

生情報 

・災害が発生した

状況 

・命を守るための最善

の行動をとる 

 

 

・ 大 雨 特 別 警 報

（浸水害・土砂災

害） が発表さ れ

たとき 

・氾濫発生情報が

発表されたとき 

※災害が実際に

発生していること

を 把 握 し た 場 合

に、可能な範囲で

発令 
 

き。 

【土砂災害】 

・土砂災害警戒情報が

発表されたとき。 

警戒 

レベル

５ 

緊急

安全

確保 

既 に 災 害 が

発 生 し た 状

況 又 は 切 迫

している状況

（可能な範囲

で発令） 

・風水害時避難場所

等へ立退き避難す

ることがかえって危

険である場合、緊急

安全確保する。ただ

し、災害発生・切迫

の状況で、本行動を

安全にとることがで

きるとは限らず、ま

た本行動をとったと

しても身の安全を確

保できるとは限らな

い。 

【洪水等】 

・氾濫発生情報が発表され

たとき。 

・大雨特別警報（浸水

害 ） が 発 表 さ れ た と

き。 

・堤防の決壊や越水・

溢水が確認されたと

き。 

【土砂災害】 

・大雨特別警報（土砂

災害）が発表されたと

き。 

・土砂災害の前兆現象

が確認されたとき。 

・土砂災害の発生が確

認されたとき。 

（※１）「高齢者等」は、避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢

者及び障害のある人等、及びその人の避難を支援する者をいう。 

（※２）「屋内安全確保」とは、浸水想定区域等の危険区域内に自宅や施設が所在してい

ても、ハザードマップ等で自ら災害の危険性を確認し、上階への移動や高層階に留

まること（退避）等により、計画的に身の安全が確保できると判断した場合にとる避

難行動をいう。 

風-50 第２節 避難誘導対策 

５ 避難勧告等の対象者 

避難勧告又は避難指示（緊急）の対象者は、居住者、滞在者、通過者等を含

め避難を要すると認められる区域内にいる全ての者を対象とする。 

第２節 避難誘導対策 

５ 避難指示等の対象者 

避難指示等は、浸水想定区域や土砂災害（特別）警戒区域等の避難行動をとる必要

があると認める区域内の居住者等のうち、立退き避難又は屋内安全確保をとる必要

があると認める者を対象とする。 
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風-51 第２節 避難誘導対策 

６ 避難勧告等の伝達等 

（１）市民への伝達 

本部事務局、市長公室及び消防局は、避難勧告又は避難指示（緊急）を行っ

た場合、あるいは他機関から避難の指示を行った旨の通知を受けた場合は、防

災行政用同報無線（ひばり放送）、広報車等、自主防災組織等により次の事項を

市民に周知する。 

 また、災害時要援護者に対しては、より確実に周知されるように、健康福祉局と

連携し、災害時要援護者台帳名簿（総則・予防計画編第２款第６章第１節「４ 災

害時要援護者名簿」予－７９参照）の活用や、多様な伝達手段の活用により、円

滑かつ適切な情報伝達を行う。 

 〔略〕 

エ 避難勧告又は避難指示（緊急）の理由 

オ その他必要な事項 

（２）関係機関への通知 

避難勧告又は避難指示（緊急）を発令した者は、次により必要な事項を関係

機関に通知する。 

ア～ウ 〔略〕 

※必要な事項 

（ア）発令者 

（イ）発令の理由及び発令日時 

（ウ）避難の対象地区 

（エ）避難地 

（オ）その他必要な事項 

第２節 避難誘導対策 

６ 避難指示等の伝達等 

（１）市民への伝達 

本部事務局、市長公室及び消防局は、避難指示等を発令した場合又は他機関か

ら避難の指示を行った旨の通知を受けた場合は、防災行政用同報無線（ひばり放

送）、広報車、自主防災組織等により、次の事項を市民に周知する。 

 また、災害時要援護者に対しては、より確実に周知されるように、健康福祉局と連携

し、避難行動要支援者名簿（総則・予防計画編第２款「第６章 災害時要援護者支

援」予－８３参照）の活用や、多様な伝達手段の活用により、円滑かつ適切な情報伝

達を行う。 

 〔略〕 

エ 避難指示等の理由 

オ その他必要な事項 

（２）関係機関への通知 

避難指示等を発令した者は、次により必要な事項を関係機関に通知する。 

ア～ウ 〔略〕   

 

 

＜関係機関に通知する事項＞ 

○発令者  ○発令の理由及び発令日時  ○避難の対象地区   

○避難地  ○その他必要な事項 
 

風-51 

 

 

 

 

第２節 避難誘導対策 

７ 避難誘導 

（１）避難の実施 

ア 避難勧告又は避難指示（緊急）指示を受けた者は、その避難勧告又は避難

指示（緊急）に従い風水害時避難場所等へ避難する。 

第２節 避難誘導対策 

７ 避難誘導 

（１）避難誘導の実施者 

ア 避難誘導は、風水害時避難場所や避難経路等の安全を確認しつつ、消防、警

察、市職員、道路管理者、自主防災組織等が連携して実施する。 
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風-52 

イ 避難誘導の実施者は、避難者が迅速かつ安全に避難できるよう避難先への

誘導に努める。 

 

 

（２）避難の対象地域等 

ア 指定地域の避難誘導 

（ア）本部長は、土砂災害警戒区域及び浸水想定区域内において避難の必要を

認めた場合は、避難勧告又は避難指示（緊急）と同時に、あらかじめ指定した風

水害時避難場所等に担当職員を派遣する。 

 

（イ） 土砂災害警戒区域及び浸水想定区域内にある要配慮者利用施設の所有

者又は管理者は施設の避難確保計画の定めるところにより円滑かつ迅速な避難

誘導を行う。 

（ウ）消防署、消防団及び警察署は、災害の状況に応じ、自主防災組織等と連携

を図り、避難誘導を実施する。また、避難所運営協議会及び担当職員は、避難

者の受入れを行う。 

 

イ その他の地域の避難誘導 

避難が必要と認められる地域から避難所等までの避難誘導は、災害の状況に応

じ、自主防災組織、市職員（現地対策班・区本部）、消防署・消防団及び現場の

警察官が連携して行う。 

ウ 学校、事業者等の避難誘導 

学校、幼稚園、保育所、社会福祉施設、商業施設等多数の人が集まる場所にお

ける避難の誘導は、原則としてその施設の管理者等が、あらかじめ定める避難計

画に基づき実施する。 

エ 交通機関等の避難誘導 

交通機関等における避難の誘導は、原則としてその事業者があらかじめ定める

防災に関する計画に基づき、各事業者により実施する。 

 

イ 避難誘導の実施者は、避難指示等を受けた者が立退き避難をするに当たり、

避難者が迅速かつ安全に避難できるよう避難先への誘導に努める。 

（２）避難誘導の対象者、施設等 

ア 災害時要援護者の避難誘導 

（ア）災害時要援護者のうち、自力避難が困難な市民については、災害時要援護

者支援班（「第１３章 災害時要援護者支援」風－１０３参照）が、自主防災組

織、消防団、近隣住民、その他関係機関等の協力を得て、避難誘導を行う。 

（イ）土砂災害（特別）警戒区域及び浸水想定区域内にある要配慮者利用施設につ

いては、施設の所有者又は管理者が、当該施設に係る避難確保計画の定めると

ころにより円滑かつ迅速な避難誘導を行う。 

（ウ）避難行動要支援者に係る個別避難計画（総則・予防計画編 第２「第６章 災

害時要援護者支援」予－８４参照）が作成されている場合は、個別避難計画に

定めるところにより、避難支援等実施者が避難誘導及び支援を行う。 

イ 事業所等の避難誘導 

事業所や商業施設等の多数の人が集まる場所・施設における避難の誘導は、原

則としてその施設の管理者等が、あらかじめ定める避難計画に基づき実施する。 

ウ 交通機関等の避難誘導 

交通機関等における避難の誘導は、原則としてその事業者があらかじめ定める

防災に関する計画に基づき実施する。 

エ その他の居住者等の避難誘導 

   アからウ以外の居住者等については、自らが身の安全を守るように避難行動を

とることを前提とするが、災害の状況に応じて、自主防災組織、市職員（現地対策

班・区本部）、消防署・消防団及び現場の警察官が連携して避難誘導を行う。 

（３）避難及び避難誘導の方法 

  〔略〕 

（４）市及び関係機関の活動 

ア 消防局、消防署、消防団 

（ア）  〔略〕 

（イ）高齢者等避難又は避難指示が発令された場合は、消防車両等を活用した広
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（３）避難及び避難誘導の方法 

  〔略〕 

（４）市及び関係機関の活動 

ア 消防局、消防署、消防団 

（ア）  〔略〕 

（イ）市民の避難が開始された場合は、消防車両等を活用した広報活動を実施

するとともに避難誘導活動等の支援に当たる。 

 

（ウ）被災者の移動が完了するまでの間は、一時(いっとき)避難場所や避難路

の安全確保等に努める。 

イ 警 察 

警察官は、消防職員その他避難措置の実施者と連携し、被災者が迅速か

つ安全に避難ができるよう、避難先への誘導に努める。 

ウ 区本部、現地対策班 

避難勧告又は避難指示（緊急）が発令された場合の市民への伝達及び関

係機関との連携による避難誘導を実施する。 

エ 道路管理者 

道路被害調査中又は道路啓開作業中の道路管理者は、関係機関が実施

する避難誘導を支援する。 

オ 自主防災組織 

自主防災組織は、市職員、消防職員、消防団員、警察官等の避難誘導員と

の連携を図りながら避難誘導活動を行う。また、災害の状況によって、行政側

の避難誘導が期待できない場合は、自主防災組織が自主的に避難誘導を実

施する。 

報活動を実施するとともに、必要に応じて避難誘導等の支援に当たる。 

〔削除〕 

 

イ 警察 

消防職員その他避難措置の実施者と連携し、避難者が迅速かつ安全に避難が

できるよう、風水害時避難場所等への誘導に努める。 

ウ 区本部、現地対策班 

高齢者等避難又は避難指示が発令された場合の市民への伝達及び関係機関と

の連携による避難誘導を実施する。 

エ 道路管理者 

関係機関が実施する避難誘導を支援する。 

オ 自主防災組織 

市職員、消防職員、消防団員、警察官等の避難誘導員との連携を図りながら避

難誘導活動を行う。また、災害の状況によって、行政側の避難誘導が期待できない

場合は、自主防災組織が自主的に避難誘導を実施する。 

風-53 

 

 

 

 

第２節 避難誘導対策 

８ 広域避難 

本部長は、大規模な災害が発生し、市単独では避難所の確保が困難となった

場合に、近隣市町村への広域的な避難所の確保について県に要請する。 

また、近隣市町村での受入れが困難な場合や不足する場合は、協定する地方公

第２節 避難誘導対策 

８ 広域避難 

本部長は、市域に大規模な災害が発生するおそれがあることを理由に避難指示を

発令した場合において、避難先である風水害時避難場所を確保することが困難であ

り、かつ、要避難者の生命又は身体を災害から保護するために、当該要避難者を広
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共団体へ要請する。 

第２節 避難誘導対策 

 

９ 広域一時滞在 

災害により、市内に避難所を確保することが困難となった場合は、市、県、防災

関係機関が連携して、特定の市町村への一時滞在を行う（災害対策基本法第８

６条の８及び第８６条の９）。 

（１）広域一時滞在の要請 

本市から他市町村への一時滞在を行う場合、県内又は県外に応じて、次のと

おり行う。 

ア 県内他市町村への受入れ要請 

（ア）広域一時滞在の要請 

市は、被災状況等から受入れ可能と予想される他の市町村（以下「協議先

市町村」という。）に、本市の具体的な被災状況、受入れを要する被災者数そ

の他必要な事項を示して協議する。この際、事前に県へその旨を報告する。 

また、協議先市町村から受入れ決定の通知を受けたときは、速やかに次の

措置を行う。 

 

○ 協議先市町村からの通知の内容の公示 

○ 避難所の管理者等への通知 

○ 県への報告 

 

 

（イ）広域一時滞在の解除 

市は、広域一時滞在の必要がなくなったときは、速やかに次の措置を行う。 

 

○ 協議先市町村、避難所の管理者等への通知 

○ 広域一時滞在の必要がなくなった旨の公示 

○ 県への報告 

域避難させる必要があると認めるときは、近隣市町村と広域避難に係る協議を行う。 

なお、他自治体から本市に対し要避難者の受入れについて要請があった場合に

おいても、同様に協議を行う。 

（１）広域避難の要請 

ア 県内他市町村との協議 

（ア）受入要請 

本部事務局は、予想される災害の規模等から要避難者の受入れが可能と予想

される県内他市町村に、市域の予想される災害の規模、受入れを要する要避難者

の数その他必要な事項を示して協議する。なお、協議を行うに当たっては、あらか

じめその旨を県に報告するものとするが、事前の報告が困難な場合には、協議開

始後に遅滞なく報告する。 

（イ）受入決定に係る公示等 

本部事務局は、受入要請に係る協議を行った県内他市町村から受入決定の通

知を受けたときは、速やかに次の措置を行う。 

ａ 受入決定の通知の内容に関する公示 

ｂ 受入決定の通知を受けた時に、現に要避難者を受け入れている風水害時避

難場所等の管理者のほか、関係地方行政機関の長、関係指定公共機関、関

係指定地方公共機関、関係公共的団体等のうち、要避難者の避難支援に関

係すると認められる者への通知 

ｃ 県への報告 

（ウ）受入れの解除 

本部事務局は、広域避難の必要がなくなったと認めるときは、速やかに次の措

置を行う。 

ａ 要避難者を受け入れている県内他市町村への通知 

ｂ 受入決定の際に通知を行った者への通知 

ｃ 広域避難の必要がなくなった旨の公示 

ｄ 県への報告 

イ 県外市町村との協議 

（ア）受入要請 
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風-54 

 

イ  県外市町村への要請 

（ア）他都道府県への受入れ協議 

市は、県内の被災状況等から県外への広域一時滞在（以下「県外広域一

時滞在」という。）が必要と認める場合、県に対して他の都道府県と被災者の

受入れについて協議するよう求める。 

このとき、具体的な被災状況、受入れを要する被災者数その他必要な事

項を示す。 

（イ）公共施設等への受入れ決定 

市は、県から被災者を受け入れる公共施設等を決定した旨の通知を受け

たときは、速やかに次の措置を行う。 

 

○ 公共施設等を決定した旨の通知の内容の公示 

○ 避難所の管理者等 

 

（ウ）県外広域一時滞在の解除 

市は、県外広域一時滞在の必要がなくなったときは、速やかに次の措置

を行う。 

 

○ 県外広域一時滞在の必要がなくなった旨の公示 

○ 避難所の管理者等への通知 

○ 県への報告 

（２）広域一時滞在の受入れ 

他市町村から本市へ、被災者の一時滞在の受入れ要請がある場合、県内又は

県外に応じて、次のとおり行う。 

ア 受入れ協議 

市は、県内他市町村から被災者の受入れ協議を受けた場合、次の理由が

ある場合を除き、被災者を受け入れ、一時滞在用の公共施設等を提供する。 

なお、他の都道府県の被災者について、県から協議を受けた場合もこれに

本部事務局は、県外市町村へ広域避難させる必要があると認める場合に、県に

対し、当該市町村が属する都道府県と要避難者の受入れについて協議するよう求

める。ただし、緊急を要すると認めるときは、市が直接県外市町村に協議すること

とし、その旨をあらかじめ県に報告するか、事前の報告が困難な場合には、協議

開始後に遅滞なく報告する。 

なお、いずれの場合においても、市域の予想される災害の規模、受入れを要す

る要避難者の数その他必要な事項を示した上で、県に協議を求め、又は直接協議

を行う。 

（イ）受入決定に係る公示等 

本部事務局は、県又は受入要請に係る協議を行った県外市町村から受入決定

の通知を受けたときは、速やかに公示等の措置を行う。この場合において、県から

受入決定の通知を受けた場合には、上記ア（イ）のａ及びｂの措置を、県外市町村

から通知を受けた場合には、同ａからｃの措置を行う。 

（ウ）受入れの解除 

本部事務局は、広域避難の必要がなくなったと認めるときは、速やかに公示等

の措置を行う。この場合において、県から受入決定の通知を受けている場合に

は、上記ア（ウ）のｂからｄの措置を、県外市町村から受入決定の通知を受けてい

る場合には、同ａからｄの措置を行う。 

（２）広域避難の受入れ 

ア 他市町村から要避難者の受入要請があった場合 

本部事務局は、他市町村又は県から要避難者の受入れについて協議を受けた

場合は、次の理由に該当しない限り、要避難者を受け入れるものとし、要避難者を

受け入れるための施設を提供する。 

（ア）本市も災害の発生が予想されること。 

（イ）要避難者の受入れに必要となる施設が確保できないこと。 

（ウ）地域の実情により、災害時要援護者等特段の配慮が必要な要避難者の支援

に必要な体制が十分に整備できないこと。 

（エ）その他個別の災害における種々の状況を総合的に勘案してやむを得ない状

況であると判断されること。 
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準じて行う。 

 

○ 本市も被災していること。 

○ 被災者の受入れに必要となる施設が確保できないこと。 

○ 地域の実情により災害時要援護者等特段の配慮が必要な被災者

の支援に必要な体制が十分に整備できないこと。 

○ その他個別の災害における種々の状況を総合的に勘案してやむを

得ない状況であると判断されること。 

 

イ 受入れ公共施設等の確保 

市は、被災者を受け入れる公共施設等を決定し、直ちにその内容を当該公

共施設等の管理者等に通知する。また、その内容を県に報告する。 

ウ 受入れの解除 

県内他市町村又は県から、広域一時滞在が不要となった旨の通知を受けた

ときは、当該公共施設等の管理者等に通知する。 

（３）費用負担 

受入れに要した費用は、要請した地方公共団体が負担する。 

イ 受入施設の確保及び通知 

他市町村の要避難者を受け入れる施設は、風水害時避難場所、避難所その他

の公共施設の中から要避難者の数や想定される滞在期間を踏まえて決定するも

のとし、受入施設決定後、本部事務局は直ちにその旨を次の者に通知する。な

お、県から協議を受けた場合については、（ウ）への通知に代わり、その旨を県に

報告する。 

（ア）受入施設の管理者 

（イ）関係地方行政機関の長、関係指定公共機関、関係指定地方公共機関、関係

公共的団体等のうち、要避難者の避難支援に関係すると認められる者 

（ウ）本市に要避難者の受入れを要請した他市町村 

ウ 受入施設の運営等 

他市町村の要避難者を受け入れる施設の運営や必要となる援助物資の提供

等、要避難者を受け入れるに当たり必要となる支援については、可能な範囲で本

市が行うことを前提に、広域避難を要請した他市町村と協議し決定する。 

エ 受入れの解除 

本部事務局は、他市町村又は県から広域避難の必要がなくなった旨の通知を

受けたときは、速やかに上記イ（ア）及び（イ）に通知する。 

（３）費用負担 

要避難者の受入れに要した費用は、広域避難を要請した地方公共団体が負担す

る。 

 

９ 広域一時滞在 

本部長は、大規模な災害が発生し、市内に避難所を確保することが困難となった

場合において、被災住民を他の自治体に広域一時滞在させる必要があると認めると

きは、他の市町村と広域一時滞在に係る協議を行う。 

なお、他自治体から本市に対し被災住民の受入れについて要請があった場合に

おいても、同様に協議を行う。 

広域一時滞在に係る要請や受入れに係る手順等については、「８ 広域避難」の

内容を次のとおり用語を読み替えて準用する。 
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＜広域避難の内容を準用するに当たり、読み替える用語＞ 

読替え前の用語 読替え後の用語 

広域避難 広域一時滞在 

予想される災害の規模 被災状況 

要避難者 被災住民 

風水害時避難場所等 避難所等 

避難支援 支援 

災害の発生が予想される 被災している 
 

風-55 第２節 避難誘導対策 

１１ 市民の避難行動 

市民は、次の基本的な考え方により身の安全を確保するものとし、市は円滑な

避難誘導を行う。 

【市民の避難行動の基本的な考え方】 

大雨等が予想されるときには気象情報等を入手するとともに、自らの

判断により、次の考え方に沿って早めの避難行動をとる。 

（１）はじめに 

台風などによる風水害は事前に雨量等の予測が可能な場合が多い

ため、がけや川の近くに居住する市民は、早めに危険区域外の親戚・

知人宅・集会所等の安全な場所や市が開設する避難場所へ避難す

る。また、市民からの要請や避難勧告等の発令により市が開設する避

難場所へ避難する。なお、近年発生している風水害では、局地的かつ

短時間豪雨の場合も多く、避難のための時間が少ない場合も想定され

る。そのような事態の時に、市は避難場所の開設が間に合わない場合

にも避難勧告等を発令する場合もあることを想定しておく。 

（２）屋外への避難がかえって危険な場合 

第２節 避難誘導対策 

１１ 市民の避難行動 

市民は、「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、避難指示等が発令される前

であっても、警戒レベル相当情報（「第１章 市災害対策本部活動」風－９参照）等を

踏まえ、自らの判断で自発的に避難行動をとるものとし、市は災害発生の危険度に

応じた避難指示等の発令等、避難行動を支援する情報の提供や避難誘導を行う。 

＜避難行動の分類＞ 

（１）立退き避難 

 ハザードマップに掲載されている洪水浸水想定区域や家屋倒壊等

氾濫想定区域、土砂災害警戒区域のほか、そのような区域に指定さ

れていないものの災害リスクがあると考えられる地域の居住者等が、

その場を離れ、対象とする災害に対し安全な場所に移動する行動で、

避難行動の基本となる。 

（２）屋内安全確保 

 災害リスクのある区域等に自宅等が所在していても、ハザードマッ

プ等で自ら災害の危険性を確認し、上階への移動や高層階に留まるこ

と（退避）等により、計画的に身の安全を確保できると判断した場合に
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急な大雨などにより早めの避難が困難な場合は、可能な限り、屋内

の２階以上でがけや川から離れた場所で安全を確保する。 

 

【風水害事象の種類と避難情報に応じた避難行動】 

避難情報 
風水害 
事象の種類 

避難準備 
・高齢者等避難開

始 
避難勧告 

避難指示 
（緊急） 

土 砂 災 害 危険区域外 
への避難※１ 

危険区域外への避難 
（避難が危険な場合は屋内で安

全を確保） 河川の氾濫（洪水） 

低地の浸水 
（浸水被害） 

 屋内で安全を 
確保※２ 

 

※１ 危険区域外とは、浸水想定区域、家屋倒壊等氾濫想定区域、土砂災害警戒区域等を除

いた区域をいう。 

※２ 危険区域内の平屋住家（共同住宅の１階を含む。）はすべて区域外への避難とする。 

とる避難行動で、以下の条件が満たされている場合に、居住者等が自

ら確認・判断する。 

   ①自宅等が家屋倒壊等氾濫想定区域に存していないこと。 

   ②自宅等に浸水しない居室があること。 

   ③自宅等が一定期間浸水することにより生じる可能性がある支

障（水・食料の不足等）を許容できること。    

（３）緊急安全確保 

 「立退き避難」を行うことがかえって危険を伴う場合に、近隣の堅固な

建物への退避や、自宅の２階以上の高い場所への移動、窓等の開口

部から離れた屋内の場所での待避など、命の危険から身の安全を可

能な限り確保するためにとる行動。 

 

 

 

第４章 救出・救助・保健医療救護対策 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-59 ３ 情報の収集等 

（１）情報収集体制の構築 

ア 本部事務局は、発災後、速やかに消防局及び各防災関係機関と連携し、情

報収集体制を構築する。 

イ 消防局は、救出・救助活動の統制、運営・管理等の調整に当たる。 

（２）情報の収集・集約 

本部事務局は、発災後の初期段階において、消防局、消防団、現地対策班、

警察署、被災者等から集められた救出・救助の要請情報を集約する。 

３ 情報の収集等 

（１）情報収集体制の構築 

ア 本部事務局は、発災後、速やかに消防局及び各防災関係機関と連携し、情報収

集体制を構築する。 

イ 消防局は、救出・救助活動の統制、運営・管理等の調整に当たる。 

（２）情報の収集・集約 

本部事務局は、発災後の初期段階において、消防局、消防団、区本部、現地対策

班、警察署、被災者等から集められた救出・救助の要請情報を集約する。 

風-63 ６ 保健医療救護体制 

（１）市災害時保健医療調整本部 

６ 保健医療救護体制 

（１）市災害時保健医療調整本部 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 健康福祉局は、医療関係団体の協力のもと、原則、総合保健医療センター（ウ

ェルネスさがみはら）で市災害時保健医療調整本部を運営する。 

 なお、市災害医療コーディネーターとして、市の災害医療、公衆衛生、特殊災

害等に精通している医師を配置する。 

 健康福祉局は、医療関係団体の協力のもと、原則、総合保健医療センター（ウェル

ネスさがみはら）で、保健医療活動に関する総合調整などを行うため、市災害時保健

医療調整本部を運営する。 

 なお、市災害時保健医療調整本部には、同本部長（保健所長）の指揮下で、医療

救護に関して必要な判断・調整等を行う市災害医療コーディネーターを配置する。 

風-63 ６ 保健医療救護体制 

  〔略〕 

（２）救護所等 

健康福祉局は、医療関係団体の協力のもと、あらかじめ指定している小学校等で

救護所等を運営する。 

ア 開設基準 

（ア）市災害対策本部が開設を決定した場合 

（イ）市域で風水害による被害が発生し、市災害対策本部が必要と認めた場合

（健康福祉局は、医療関係団体と協議のうえ、市災害対策本部に拠点救護所の

開設を要請することができる。） 

６ 保健医療救護体制 

  〔略〕 

（２）救護所等 

健康福祉局は、医療関係団体の協力のもと、あらかじめ指定している小学校等で救護

所等を運営する。 

ア 開設基準 

（ア）市災害対策本部が開設を決定した場合 

（イ）健康福祉局が医療関係団体と協議のうえ、市災害対策本部に救護所の開設を

要請し、市災害対策本部が開設を決定した場合 

風-64 

 

第３節 保健医療救護対策 

７ 情報連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市災害時保健 
医療調整本部 

救護所
等 

後方医
療機関 

固定電話 ○ ○ ○ 

ＦＡＸ ○ ○ ○ 

デジタル地域防災無線 ○ ○  

災害用スマートフォン ○ ○  

衛星携帯電話 ○ ○ ○ 

市災害情報共有システム ○ ○※１  

ＭＣＡ無線 ○   

広域災害救急医療情報シス
テム（ＥＭＩＳ） 

○  ○※２ 

第３節 保健医療救護対策 

７ 情報連絡体制 

（※1）内部システムのため、操作は市職員に限定する。 

 市災害時保健 
医療調整本部 

救護所
等 

後方医
療機関 

固定電話 ○ ○ ○ 

ＦＡＸ ○ ○ ○ 

デジタル地域防災無線 ○ ○  

災害用スマートフォン ○ ○  

衛星携帯電話 ○ ○ ○ 

市災害情報共有システム ○ ○（※１）  

ＭＣＡ無線 ○   

広域災害救急医療情報シス
テム（ＥＭＩＳ） 

○  ○（※２） 
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※１ 内部システムのため、操作は市職員に限定する。 

※２ 発災後、直ちに職員情報、被害情報、患者受診情報などを入力する。 

 

（※2）発災後、直ちに職員情報、被害情報、患者受診情報などを入力する。 

風-64 第３節 保健医療救護対策 

９ 医薬品及び医療資機材の確保体制 

（１） (略) 

（２）市薬剤師会は、指定の救護所等に参集する際に、店舗の医薬品等を持参す

る。（協定に基づくもの。） 

第３節 保健医療救護対策 

９ 医薬品及び医療資機材の確保体制 

（１） (略) 

（２）市薬剤師会は、協定に基づき、指定の救護所等に参集する際に、店舗の医薬品

等を持参する。 

 

第５章 緊急輸送・交通・警備 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-70 

 

第２節 輸送車両等の確保対策 

５ 輸送手段の確保 

（６）被災者の運送要請 

本部事務局は、広域避難や広域一時滞在等のため、被災者を広域的に緊

急輸送する必要がある場合は、指定公共機関（日本通運（株））又は指定地方

公共機関（神奈川中央交通（株）等）による運送を神奈川県に要請する。 

 

第２節 輸送車両等の確保対策 

５ 輸送手段の確保 

（６）要避難者・被災者の運送要請 

本部事務局は、広域避難や広域一時滞在等のため、要避難者又は被災者を広

域的に緊急輸送する必要がある場合は、指定公共機関（日本通運（株））又は指定

地方公共機関（神奈川中央交通（株）等）による運送を神奈川県に要請する。 

風-72 第３節 交通対策 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市担当 〔略〕 〔略〕  〔略〕 

関 係 
機 関 

〔略〕 〔略〕  〔略〕 

関 東 地 方 整 備 局 
相 武 国 道 事 務 所 

★ 
災害交通マネジメント検討会の
設置、施策検討及び実施に関
すること。 

 

第３節 交通対策 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市担
当 

〔略〕 〔略〕  〔略〕 

関係 
機関 

〔略〕 〔略〕  〔略〕 

関 東 地 方 整 備 局 
相 武 国 道 事 務 所 

★ 
災害時交通マネジメント検討会の設置、施策
検討及び実施に関すること。 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-72 第３節 交通対策 

３ 被災地への流入抑制及び交通規制の実施 

（１）警察署 

 イ 災害発生時の交通規制等  

 （イ）緊急交通路確保のための交通規制 

   災害が発生した直後は、道路交通が混乱し、被害の拡大や二次災害が発生

することが予想され、住民等の安全かつ円滑な避難の確保、負傷者の救出・救

護、消防等災害応急対策のための緊急交通路の確保等が中心となるので、道

路交通の実態を把握し、災害対策基本法第７６条１項の規定に基づき緊急通行

車両以外の車両の通行を禁止又は制限する。 

  〔略〕 

（２）自衛官及び消防吏員 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官又は消防吏員は、警察官がいない

場合に限り、それぞれの緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、通行の

妨害となる車両その他の物件の所有者に対して移動させるなど必要な措置を

命令するほか、相手方が現場にいない場合は、当該措置を行う。当該措置命

令をし、又は措置を行った場合は、管轄する警察署長にその旨通知する。 

（３）その他 

  道路管理者は、「緊急輸送道路管理マニュアル」に基づき、通行規制や応急

啓発等必要な対策の実施について、県警察、交通機関への連絡調整を行う。 

第３節 交通対策 

３ 被災地への流入抑制及び交通規制の実施 

（１）警察署 

 イ 災害発生時の交通規制等 

 （イ）緊急交通路確保のための交通規制 

   災害が発生した直後は、道路交通が混乱し、被害の拡大や二次災害が発生するこ

とが予想され、住民等の安全かつ円滑な避難の確保、負傷者の救出・救護、消防等災

害応急対策のための緊急交通路の確保等が中心となることから、道路交通の実態を

把握し、災害対策基本法第７６条１項の規定に基づき緊急通行車両以外の車両の通

行を禁止又は制限する。 

  〔略〕 

（２）自衛官及び消防吏員 

 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官又は消防吏員は、警察官がいない場合

に限り、それぞれの緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、通行の妨害とな

る車両その他の物件の所有者に対して移動させるなど必要な措置を命令するほ

か、相手方が現場にいない場合は、当該措置を行う。当該措置命令をし、又は措置

を行った場合は、管轄する警察署長にその旨を通知する。 

（３）その他 

  道路管理者は、「緊急輸送道路管理マニュアル」に基づき、通行規制や応急啓開

等必要な対策の実施について、県警察、交通機関への連絡調整を行う。 

風-73 第３節 交通対策 

５ 交通マネジメント 

  都市建設局は、大規模災害によって中央自動車道や国道２０号等の主要交

通網に途絶が生じた場合、緊急輸送の確保や復旧活動等への影響を最小限に

留めることを目的に、交通需要の抑制や分散など交通マネジメント施策の包括的

な検討及び調整等を行うため、「（仮称）災害時交通マネジメント検討会」（以下

「検討会」という。）の設置を国に要請するとともに、施策の実施に当たっては、国

や関係機関と連携を図りながら行う。 

 

第３節 交通対策 

５ 交通マネジメント 

  都市建設局は、大規模災害によって中央自動車道や国道２０号等の主要交通網

に途絶が生じた場合、緊急輸送の確保や復旧活動等への影響を最小限に留めること

を目的に、交通需要の抑制や分散など交通マネジメント施策の包括的な検討及び調

整等を行うため、「（仮称）災害時交通マネジメント検討会」の設置を国に要請するとと

もに、施策の実施に当たっては、国や関係機関と連携を図りながら行う。 



相模原市地域防災計画（風水害等対策計画編 第１款 風水害応急対策） 新旧対照表  

 137 / 182 
 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-74 第４節 警備対策 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項  目 

市 担
当 

市 民 局 
● 

交通安全対策及び防犯対
策に係る警察署との連絡
調整に関すること。 区 役 所 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 
 

第４節 警備対策 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項  目 

市 担
当 

市 民 局 
● 

交通安全対策及び防犯対
策に係る警察署との連絡
調整に関すること。 区 本 部 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 
 

第７章 避難所等の運営 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-77 １ 基本方針 

〔略〕 

この章では、風水害時避難場所及び避難所を「避難所等」という。 

１ 基本方針 

〔略〕 

この章では、風水害時避難場所及び避難所を「避難所等」という。また、風水害情

報連絡体制及び風水害初動体制配備時に風水害時避難場所の開設、運営及び閉

鎖を行う場合においては、本部事務局を危機管理局に、区本部を区役所に、現地対

策班をまちづくりセンター（中央６地区まちづくりセンターを除く）及び中央６公民館に

読み替えるものとする。 

風-77 ２ 実施主体  

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担
当 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

避 難 所 担 当 職 員 等 ★ 
避難所等の開設、運営
の支援に関すること。 

関 係 
機 関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

  

 

 

２ 実施主体  

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担
当 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

特 命 担 当 員 
（避難所担当職員、風水害
時避難場所担当職員、一時
滞在施設・避難施設応援担

当職員） 

★ 
避難所等の開設、運営
又は運営の支援に関
すること。 

関 係 
機 関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 
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風-77 ３ 避難所等の運営体制 

（１）市の体制 

  避難所担当職員等は、風水害時避難場所の開設と運営を行う。また、風水害

による被害が長期化する場合等に開設される避難所にあっては、その開設と運

営の支援を行う。 

（２）、（３） 〔略〕 

 

 

避難所運営協議会の主な役割 

＜平常時＞ 
ア 避難所運営方法の検討 
イ 生活ルールの作成 
ウ 検討及びルールに基づいた訓練

の実施 

＜災害時＞ 
ア 円滑な避難所運営 
イ 生活ルールの調整 
ウ 様々な組織との連絡調整 

＜避難所運営の主な内容＞ 

ア～セ 〔略〕 
 

３ 避難所等の運営体制 

（１）市の体制 

  風水害時避難場所担当職員は、風水害時避難場所の開設と運営を行う。また、風

水害による被害が長期化する場合等に開設される避難所にあっては、避難所担当職

員がその開設と運営の支援を行う。 

（２）、（３） 〔略〕 

 

＜避難所運営協議会の主な役割＞ 

平常時 災害時 

○ 避難所運営方法の検討 
○ 生活ルールの作成 
○ 検討及びルールに基づいた

訓練の実施 

○ 円滑な避難所運営 
○ 生活ルールの調整 
○ 様々な組織との連絡調整 

 

 

〔削除〕 

 

風-78 ４ 避難所等の開設 

（１）避難所担当職員等の参集 

 ア  〔略〕 

 イ 勤務時間外の参集体制 

   災害の発生が勤務時間外の場合は、別に定める非常配備基準に基づき、

原則として勤務場所に参集する。 

なお、避難所等への参集は、職員参集システム及び市災害対策本部又は

区本部の指示により行う。 

（２）風水害時避難場所の開設 

ア 開設の準備 

危機管理監は、災害の発生するおそれのあるときには、必要により風水害時避難

場所の開設の準備を指示する。 

４ 避難所等の開設 

（１）避難所担当職員等の参集 

 ア  〔略〕 

 イ 勤務時間外の参集体制 

   災害の発生が勤務時間外の場合は、別に定める非常配備基準に基づき、原則と

して各避難所等に参集する。 

なお、避難所等への参集の対象となる職員については、職員参集システム及び

市災害対策本部又は区本部の指示により行う。 

（２）風水害時避難場所の開設 

ア 開設の準備 

危機管理監は、災害の発生するおそれのあるときには、必要により風水害時避難場所

の開設の準備を指示する。 
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イ 開設の判断 

危機管理監は、風水害時避難場所の開設が必要と判断したときは、風水害時避

難場所を開設する。 

ウ 区本部の措置 

区本部は、風水害時避難場所を開設した場合、直ちに現地対策班とともに、避

難所担当職員等の参集状況及び避難者の状況を把握し、必要な対策を行う。 

エ その他 

風水害時避難場所の鍵は、区本部（区役所）、現地対策班、消防署所、風

水害時避難場所担当職員、施設管理者等が管理する。 

イ 開設の判断 

危機管理監は、風水害時避難場所の開設が必要と判断したときは、風水害時避難場

所を開設する。 

ウ 区本部の措置 

区本部は、風水害時避難場所を開設した場合、直ちに現地対策班とともに、避難所

担当職員等の参集状況及び避難者の状況を把握し、必要な対策を行う。 

エ その他 

風水害時避難場所の鍵は、区本部、現地対策班、消防署所、風水害時避難場所担

当職員、施設管理者等が管理する。 

風-79  

〔新設〕 

※参考掲載 

＜避難所運営の主な内容＞ 

ア 避難所施設や設備の安全点検、管理 
イ 避難所の設営及び避難者の受入れ 
ウ 避難者名簿の作成 
エ 現地対策班等との連絡調整 
オ 負傷者の救護、災害時要援護者への支援 
カ 備蓄食料、物資等の応急配布 
キ 飲料水、食料、生活物資等の現地対策班等への要請、受入れ、配分 
ク 炊き出しの実施 
ケ 避難者への被害状況や生活関連情報の提供 
コ 住民等の安否情報の収集、提供 
サ 避難所の生活の場の環境の整備、管理 
シ 避難者の健康状態の把握 
ス 避難所内での感染症対策 
セ その他必要な事項 

 

５ 避難所等の運営 

（１）風水害時避難場所の運営 

   風水害時避難場所では、主に次の事項を行う。 

  ア 避難者の受入れ 

  イ 避難者名簿の作成 

  ウ 現地対策班等との連絡調整 

  エ 災害時要援護者への支援 

  オ 避難者への気象情報等の提供 

  カ 風水害時避難場所内での感染症対策 

  キ その他円滑に風水害時避難場所を運営するために必要な事項 

（２）避難所の運営 

   避難所では、主に次の事項を行う。 

ア 避難所施設や設備の安全点検、管理 

イ 避難所の設営及び避難者の受入れ 

ウ 避難者名簿の作成 

エ 現地対策班等との連絡調整 

オ 負傷者の救護、災害時要援護者への支援 

カ 備蓄食料、物資等の応急配布 

キ 飲料水、食料、生活物資等の現地対策班等への要請、受入れ、配分 

ク 炊き出しの実施 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

ケ 避難者への被害状況や生活関連情報の提供 

コ 住民等の安否情報の収集、提供 

サ 避難所の生活の場の環境の整備、管理 

シ 避難者の健康状態の把握 

ス 避難所内での感染症対策 

セ その他円滑に避難所を運営するために必要な事項 

風-79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風-80 

５ 避難所等の運営に関する視点 

（１）風水害時避難場所の運営に関する視点 

 ア、イ 〔略〕 

 ウ 避難者に対し、気象に関する情報や避難勧告等の発令状況、河川の水

位、土砂災害の危険度等の災害情報を随時提供する。 

 エ、オ 〔略〕 

カ ペット同行避難者がいる場合は、ペット同行避難者に対し、ペットをケージ

に入れるよう指導する。〔略〕 

（２）避難所の運営に関する視点 

ア～コ 〔略〕 

 サ ペット同行避難者がいる場合は、ペット同行避難者に対し、ペット用の食

料、水、ペットシーツ、ケージ等の避難・備蓄用品を持参し、避難するなどの指

導を行う。〔略〕 

６ 生活関連物資の配布 

 〔略〕 

（２）避難所における生活関連物資等の配布 

イ 炊き出しによる供給体制 

学校の給食施設（給食センターを含む）を利用して炊き出しを行う。 

なお、避難所周辺地域の住民への炊き出しに伴う人員確保については、避

難所運営協議会と調整を図りながら進める。 

７ ボランティアの活用 

 〔略〕 

６ 避難所等の運営に関する視点 

（１）風水害時避難場所の運営に関する視点 

 ア、イ 〔略〕 

 ウ 避難者に対し、気象に関する情報や避難指示等の発令状況、河川の水位、土

砂災害の危険度等の災害情報を随時提供する。 

 エ、オ 〔略〕 

カ ペット同行避難者に対しては、ペットをケージに入れるよう指導する。〔略〕 

（２）避難所の運営に関する視点 

ア～コ 〔略〕 

 サ ペット同行避難者に対しては、ペット用の食料、水、ペットシーツ、ケージ等の避

難・備蓄用品を持参し、避難するなどの指導を行う。〔略〕 

 

７ 生活関連物資の配布 

 〔略〕 

（２）避難所における生活関連物資等の配布 

イ 炊き出しによる供給体制 

市立学校給食施設（学校給食センターを含む）を利用して炊き出しを行う。 

なお、避難所周辺地域の住民への炊き出しに伴う人員確保については、避難所

運営協議会と調整を図りながら進める。 

８ ボランティアの活用 

 〔略〕 
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風-81 ８ 避難所以外の被災者への対応 

（１） 〔略〕 

（２）車中泊等の避難所外避難者への対応 

  避難所への避難を原則とするが、熊本地震の際にも本震後の地震活動へ

の不安や避難所でのプライバシーの確保が難しいことなどから、車中泊を選

ぶ被災者が多数見られ、健康被害などの課題があった。 

そのため、避難所への避難を誘導するが、やむを得ず車中泊を選ぶ避難

者については、支援が必要な在宅避難者と同様に、防災行政用同報無線

（ひばり放送）等を活用し、避難所での在宅避難者名簿の登録を行うように広

報を実施する。 

登録者には、必要な生活関連物資の配布など、生活環境の整備に必要な

措置を講ずるよう努め、上記「（１）在宅避難者への対応」のアからエを行う。 

関係各局及び避難所運営協議会は、車中泊等の避難所外避難者に対

し、エコノミークラス症候群の健康管理に係る注意喚起を行う。 

９ 避難所以外の被災者への対応 

（１） 〔略〕 

（２）車中泊等の避難所外避難者への対応 

  車中泊避難は、避難者数等の実態把握が困難であり、またエコノミークラス症

候群等の発症による健康被害のおそれがあることから、避難所への避難を誘導

するが、やむを得ず車中泊を選ぶ避難者については、支援が必要な在宅避難者

と同様に、防災行政用同報無線（ひばり放送）等を活用し、避難所での在宅避難

者名簿の登録を行うように広報を実施する。 

在宅避難者名簿の登録者には、必要な生活関連物資の配布など、生活環境

の整備に必要な措置を講ずるよう努め、上記「（１）在宅避難者への対応」のアから

エを行う。 

また、関係各局及び避難所運営協議会は、車中泊等の避難所外避難者に対

し、エコノミークラス症候群の健康管理に係る注意喚起を行う。 

 

第８章 被災生活支援 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-83 
第１節 応急給水対策 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市担
当 

健康福祉局 
（保健衛生部） 

★ 

神奈川県企業庁との連絡調
整、飲料水輸送に係る協定締
結団体等との連絡調整、飲料
水の供給（上水道区域等） に
関すること。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関係 神奈川県企業庁 － 応急給水支援に関すること。 

第１節 応急給水対策 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市担
当 

健康福祉局 
（保健衛生部） 

★ 

神奈川県企業庁との連絡調
整、飲料水輸送に係る協定
締結団体等との連絡調整、
飲料水の供給（上水道区域） 
に関すること。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関係 
機関 

神奈川県企業庁 － 
上水道区域に係る応急給
水支援に関すること。 

（公社）日本水道協会 － 簡易水道区域に係る応急
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機関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

 

神奈川県支部 給水支援に関すること。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 
 

風-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風-84 

第１節 応急給水対策 

４ 災害時の応急給水 

（１）、（２） 〔略〕 

（３）災害用指定配水池等 

  〔略〕 

災害用指定配水池等一覧 

災害用指定配水池 所在地 

〔略〕 〔略〕 

（４）、（５） 〔略〕 

（６）応急給水の支援 

  飲料水の不足が予想される場合、健康福祉局は神奈川県企業庁、都市建設

局は日本水道協会神奈川県支部を通じ、他都市の水道事業体に協力を要請

する。また、状況に応じて自衛隊等にも同様に応急給水を要請する。 

第１節 応急給水対策 

４ 災害時の応急給水 

（１）、（２） 〔略〕 

（３）災害用指定配水池等 

  〔略〕 

＜災害用指定配水池等一覧＞ 

災害用指定配水池 所在地 

〔略〕 〔略〕 

（４）、（５） 〔略〕 

（６）応急給水の支援 

  飲料水の不足が予想される場合、健康福祉局は神奈川県企業庁、都市建設局は

（公社）日本水道協会神奈川県支部を通じ、他都市の水道事業体に協力を要請す

る。また、緊急性があり、他に飲料水を供給する手段がない場合には、県知事に応

急給水に係る自衛隊の災害派遣要請を要求する。 

風-84 第１節 応急給水対策 

５ 市民への応急給水等の情報の伝達 

（１）上水道区域については、健康福祉局（保健衛生部）が神奈川県企業庁と連

携し、簡易水道区域については、都市建設局（道路部）が断水情報を収集す

る。 

（２）健康福祉局（保健衛生部）及び都市建設局（道路部）は、応急給水等の情報

を以下の方法で市民に的確に周知する。 

第１節 応急給水対策 

５ 市民への応急給水等の情報の伝達 

（１）上水道区域については、健康福祉局が神奈川県企業庁と連携し、簡易水道区域

については、都市建設局が断水情報を収集する。 

（２）健康福祉局及び都市建設局は、応急給水等の情報を以下の方法で市民に的確

に周知する。 

風-84 第１節 応急給水対策 

６ 給水の方法 

第１節 応急給水対策 

６ 給水の方法 
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（１）、（２） 〔略〕 

（３）関係機関の協力を得て給水車又は給水用タンク等を積載したトラックにより

給水する。 

輸送手段については、必要に応じて協定締結団体等に要請する。不足する

場合は、他の地方公共団体及び自衛隊等へ応援要請を行う。 

 

（１）、（２） 〔略〕 

（３）関係機関の協力を得て給水車又は給水用タンク等を積載したトラックにより給水

する。 

輸送手段については、必要に応じて協定締結団体等に要請する。不足する場合

は、他の地方公共団体等へ応援要請を行うほか、緊急性があり、他に輸送する手

段がない場合には、県知事に自衛隊の災害派遣要請を要求する。 

風-84 

風-85 

第１節 応急給水対策 

７ 応急復旧に係る道路啓開 

  健康福祉局（保健衛生部）及び都市建設局（道路部）は、断水の復旧に当た

り、土砂や倒木等の障害物により復旧箇所に到達することができないなどの情

報を得た場合、関係機関との連携の下、断水の影響範囲など、道路啓開の優

先度を判断するために必要な情報を収集し、災害対策本部に報告する。 

災害対策本部は、都市建設局（道路部）や関係部署と協議し、道路啓開の優先

順位を決定する。 

第１節 応急給水対策 

７ 応急復旧に係る道路啓開 

  健康福祉局及び都市建設局は、断水の復旧に当たり、土砂や倒木等の障害物に

より復旧箇所に到達することができないなどの情報を得た場合、関係機関との連携

の下、断水の影響範囲など、道路啓開の優先度を判断するために必要な情報を収

集し、災害対策本部に報告する。 

災害対策本部は、都市建設局や関係部署と協議し、道路啓開の優先順位を決定す

る。 

風-86 第２節 食料供給対策 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市担
当 

環境経済局（経済部） ★ 
食料に係る協定締結団体等
との連絡調整、食料の調達

及び輸送に関すること。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

神奈川県 － 
食料供給の支援、食料品搬
送の協力に関すること。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

日本通運（株） 

－ 
食料品搬送の協力に関するこ

と。 (一社)神奈川県トラッ
ク協会 

 

第２節 食料供給対策 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市担
当 

環 境 経 済 局 ★ 

食料に係る協定締結団体等
との連絡調整、食料の調達
及び輸送・配送に関するこ
と。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

神奈川県 － 
食料供給の支援、食料品の
輸送・配送の協力に関するこ
と。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

日本通運（株） 

－ 
食料品の輸送・配送の協力に

関すること。 
佐川急便（株） 

西濃運輸（株） 
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(一社)神奈川県トラッ
ク協会 

 

風-87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 食料供給対策 

５ 食料品の調達 

（１）食料品の調達 

環境経済局は、災害発生時においては、食料・物資対策センターを市役所に

設置し、食料品の調達・管理を行う。食料品は、協定締結団体、その他業界団体

等から協力を得て調達するとともに、原則として避難所等への搬送を要請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）米穀の調達 

 ア、イ 〔略〕 

 ウ 環境経済局は、「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領 第４章 第１０

災害救助法及び国民保護法が発動された場合の特例」に基づき、政府所有

米穀の供給に関して、県知事に要請することができる。交通、通信の断絶のた

め、政府所有米穀の引取りに関する県知事の指示を受けられない場合には、

第２節 食料供給対策 

５ 食料品の調達 

（１）食料品の調達 

環境経済局は、災害発生時においては、食料・物資対策センターを市役所本庁舎

に設置し、食料品の調達・管理を行う。災害発生後の食料品の調達については、プッ

シュ型支援により調達することとし、並行して避難所等のニーズの把握に努め、プル

型支援による調達に移行する。 

 ア プッシュ型支援 

   プッシュ型支援とは、被災地からの要請を待たず、必要と見込まれる物資を調

達して輸送する支援方法である。 

環境経済局は、国によるプッシュ型支援が行われる場合は、本市に輸送される

品目や数量、到着時期等を把握し、食料品の受入れ及び各避難所等への配送を

行う。 

イ プル型支援 

   プル型支援とは、被災地からの要請に基づき、物資を調達して輸送する支援方

法である。 

 （ア）県からの調達 

環境経済局は、避難所等での食料品の不足が見込まれる場合は、品目や数量

を把握し、県に食料品の要請を行う。 

（イ）協定締結団体等からの調達 

環境経済局は、協定締結団体、その他業界団体等から協力を得て、食料品を調

達するとともに、原則として避難所等への配送を要請する。 

（２）米穀の調達 

 ア、イ 〔略〕 

 ウ 環境経済局は、「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領 第４章 第１０災害

救助法及び国民保護法が発動された場合の特例」に基づき、政府所有米穀の供給

に関して、県知事に要請することができる。交通、通信の断絶のため、政府所有米
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

農林水産省（政策統括官付貿易業務課）に要請する。 

（３）応援要請 

環境経済局は、前記（１）（２）の対策を講じても食料の調達が困難な場合は、

必要に応じて広域応援要請をする。 

穀の引取りに関する県知事の指示を受けられない場合には、農林水産省（農産局

農産政策部貿易業務課）に要請する。 

（３）広域応援要請 

環境経済局は、上記（１）、（２）の対策を講じても食料の調達が困難な場合は、必要

に応じて広域応援要請をする。 

風-88 ６ 食料等の輸送 

環境経済局は、救援物資受入れ拠点や県が運営する広域防災活動拠点（県

立相模原弥栄高等学校、県津久井合同庁舎）に集められた食料を市保有車両、

協定締結団体の車両等により、避難所等へ輸送する。 

６ 食料等の配送 

環境経済局は、救援物資受入れ拠点や県が運営する広域防災活動拠点（県立相

模原弥栄高等学校、県津久井合同庁舎）に集められた食料を市保有車両、協定締結

団体の車両等により、避難所等へ配送する。 

風-88 ７ 米飯の炊き出し 

（１）教育局は、米飯の炊き出しを、原則として市立学校給食センター、市立小学

校の給食施設及び炊き出し施設を使用して行う。 

７ 米飯の炊き出し 

（１）教育局は、米飯の炊き出しを、原則として市立学校給食施設（学校給食センター

を含む）及び炊き出し施設を使用して行う。 

風-89 第３節 生活必需物資供給対策 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市担当 
環境経済局（経済部） ★ 

生活必需物資に係る協定締結
団体等との連絡調整、生活必需
物資の調達及び輸送、救援物
資の受入れ・供給に関すること。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

日本通運（株） 

－ 
生活必需物資の搬送協力に関す

ること。 (一社)神奈川県トラッ
ク協会 

 

第３節 生活必需物資供給対策 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市担
当 

環 境 経 済 局 ★ 

生活必需物資に係る協定締
結団体等との連絡調整、生活
必需物資の調達及び輸送・配
送、救援物資の受入れ・供給
に関すること。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

日本通運（株） 

－ 
生活必需物資の輸送・配送協

力に関すること。 

佐川急便（株） 

西濃運輸（株） 

(一社)神奈川県トラッ
ク協会 

 

風-89 

風-90 

第３節 生活必需物資供給対策 

５ 供給範囲 

第３節 生活必需物資供給対策 

５ 供給範囲 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

  災害により供給する生活必需物資は、次に掲げるもののうち必要と認めたもの

とする。 

 分 類 物  資 

寝具類 毛布・布団等 

衣料 作業衣・普通着・肌着・靴下等 

炊事用具・食器 包丁・なべ・茶わん・はし等 

日用品・雑貨 石けん・タオル・衛生材料・雨具等 

光熱材料 懐中電灯・電池・固形燃料・ＬＰガス等 

その他必要と認めるもの  
 

  災害により供給する生活必需物資は、次に掲げるもののうち必要と認めたものとす

る。 

分 類 物  資 

被服、寝具及び身の回
り品 

洋服、作業着、下着、毛布、布団、タオル、
靴、雨具等 

日用品 
石けん、トイレットペーパー、生理用品、紙お
むつ等 

炊事用具及び食器 炊飯器、鍋、包丁、ガス器具、茶碗、皿、箸等 

光熱材料 固形燃料、ＬＰガス、使い捨てライター等 

その他必要と認めるもの  
 

風-90 

 

第３節 生活必需物資供給対策 

６ 生活必需物資の調達 

（１）物資の調達 

環境経済局は、災害発生時においては、食料・物資対策センターを設置し、

物資の調達・管理を行う。生活必需物資は、協定締結団体、その他業界団体等

から協力を得て調達するとともに、原則として避難所等への搬送についても要請

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 生活必需物資供給対策 

６ 生活必需物資の調達 

（１）生活必需物資の調達 

環境経済局は、災害発生時においては、食料・物資対策センターを市役所本庁舎

に設置し、生活必需物資の調達・管理を行う。災害発生後の生活必需物資の調達に

ついては、プッシュ型支援により調達することとし、並行して避難所等のニーズの把

握に努め、プル型支援による調達に移行する。 

ア プッシュ型支援 

プッシュ型支援とは、被災地からの要請を待たず、必要と見込まれる物資を調

達して輸送する支援方法である。 

環境経済局は、国によるプッシュ型支援が行われる場合は、本市に輸送される

品目や数量、到着時期等を把握し、生活必需物資の受入れ及び各避難所等への

配送を行う。物資の調達 

イ プル型支援 

  プル型支援とは、被災地からの要請に基づき、物資を調達して輸送する支援方

法である。 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

 

（２）応援要請 

環境経済局は、上記（１）の対策を講じても生活必需物資の調達が困難な場合

は、必要に応じて広域応援要請をする。 

（ア）県からの調達 

   環境経済局は、避難所等での生活必需物資の不足が見込まれる場合は、品

目や数量を把握し、県に生活必需物資の要請を行う。 

（イ）協定締結団体等からの調達 

環境経済局は、協定締結団体、その他業界団体等から協力を得て、生活必需

物資を調達するとともに、原則として避難所等への配送についても要請する。 

（２）広域応援要請 

環境経済局は、上記（１）の対策を講じても生活必需物資物資の調達が困難な場合

は、必要に応じて広域応援要請をする。 

 

風-90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 生活必需物資供給対策 

７ 救援物資への対応 

（１）救援物資の要請 

環境経済局は、生活必需品等の物資が不足する場合は、テレビ、ラジオ、新

聞等報道機関を通じて全国へ救援物資の要請を行う。ただし、救援物資の受入

れは、原則として、事業者、団体からの物資とする。 

救援物資の要請を行う場合、必要とする物資の内容、量、送付方法等につい

て明確に情報を提供し、必要がある時期に市災害対策本部からの要請に基づい

て搬送する体制とする。 

また、物資が充足した時点で、要請の打切りを報道機関等を通じ情報提供す

る。 

（２）広域応援要請 

環境経済局は、前記（１）による物資の調達が困難な場合は、必要に応じて、

広域応援要請を行う。 

（３）救援物資の集積・搬送 

環境経済局は、救援物資受入れ拠点を設置する。トラック等で大量に持ち込

まれた物資は、救援物資受入れ拠点へ誘導する。 

集積された物資は、協定締結団体やボランティア等の協力を得て、仕分け作

業を行い、必要に応じて避難所に搬送する。 

第３節 生活必需物資供給対策 

７ 義援品の要請 

環境経済局は、生活必需物資が不足し必要と認めるときは、テレビ、ラジオ、新聞

等報道機関を通じて全国へ義援品の要請を行う。ただし、義援品の受入れは、原則と

して、事業者、団体からの物資とする。 

義援品の要請を行うに当たっては、必要とする物資の内容、量、送付方法等につい

て明確に情報を提供し、必要がある時期に市災害対策本部からの要請に基づいて配

送する体制とする。 

また、物資が充足した時点で、報道機関等を通じ要請の打切りについて情報提供

する。 

 

    〔削除〕 

 

８ 救援物資の集積・配送 

環境経済局は、被災の状況や物資の輸送経路を踏まえ、あらかじめ指定した施設

の中から救援物資受入れ拠点を開設する。 

トラック等で大量に持ち込まれた物資は、救援物資受入れ拠点へ誘導することと

し、救援物資受入れ拠点において集積された物資は、協定締結団体やボランティア

等の協力を得て、仕分け作業を行い、必要に応じて避難所に配送する。 
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風-91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救援物資受入れ拠点 
第１次 相模原市救援物資集積・配送センター 

淵野辺公園（市立相模原球場（サーティーフォー相模原
球場）、銀河アリーナ）、 
市体育館 

第２次 相模原市立勤労者総合福祉センター（サン・エールさがみ
はら）、相模原市立北相中学校体育館 

 

 

 

 

 

 

＜救援物資受入れ拠点の主な役割＞ 

拠点名 主な役割 

地域内 
輸送拠点(※) 

相模原市救援物資集積・
配送センター 

○備蓄品の配送 
○調達した物資の集積配送 
○救援物資、義援品の集積

配送 

淵野辺公園 
（市立相模原球場、銀河
アリーナ） 
GLP アルファリンク相模
原 

市立勤労者総合福祉センター（サン・エー
ルさがみはら） ○調達した物資の集積配送 
市立北相中学校体育館 

市体育館 
○救援物資、義援品の保管
（補助） 

 （※）「地域内輸送拠点」とは、大規模災害時に県が開設する広域物資輸送拠点（国等から供給さ

れる物資を受け入れる拠点）から送られてくる物資を受け入れ、避難所へ配送するための拠

点をいう。 

風－91 

 

第３節 生活必需物資供給対策 

８ 物資の輸送 

  環境経済局は、市が備蓄管理する物資を、市保有車両、協定締結団体の車

両等により、避難所等へ輸送する。 

 

９ 物資の配分 

   〔略〕 

１０ 物価の安定・物資の安定供給 

   〔略〕 

第３節 生活必需物資供給対策 

９ 備蓄物資の配送 

   環境経済局は、市が備蓄管理する物資を、市保有車両、協定締結団体の車両

等により、避難所等へ配送する。 

 

１０ 物資の配分 

   〔略〕 

１１ 物価の安定・物資の安定供給 

   〔略〕 
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第９章 遺体等の収容・埋火葬等 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-92 ２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項  目 

市 担
当 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

区 役 所 ● 
死体埋火葬許可証の発行
に関すること。 

関 係 
機 関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 
 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項  目 

市 担
当 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

区 本 部 ● 
死体埋火葬許可証の発行
に関すること。 

関 係 
機 関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 
 

風-92 

 

３ 遺体収容施設の開設  

健康福祉局は、災害時に遺体が多数に及ぶ場合、市営斎場に遺体収容施設を

開設し、収容、検視・調査等、検案、安置措置等を総合的に行う。 

なお、遺体数が市営斎場の収容量を上回る場合には、遺体等が多数発生して

いる地域に近い施設から開設することを基本的な考えとして、所轄警察署と協議

する。 

市営斎場以外の遺体収容施設は、総合体育館、北総合体育館、串川地域セ

ンター、千木良公民館とする。 

３ 遺体収容施設の開設  

健康福祉局は、災害時に遺体が多数に及ぶ場合、管轄する警察署と協議し、総合

体育館、北総合体育館、串川地域センター、千木良公民館のうち、遺体等が多数発

生している地域に近い施設から遺体収容施設を開設し、収容、検視・調査等、検案、

安置措置等を総合的に行う。 

なお、遺体数が開設した遺体収容施設の収容量を上回る場合には、遺体等が多数

発生している地域に近い施設から開設することを基本的な考えとして、管轄する警察

署と協議する。 

 

第１１章 防疫・衛生 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-97 

 

４ 防疫活動 

健康福祉局は、県と緊密な連携を図り、次の防疫活動を行う。 

（１）被災地及び避難場所における感染症患者又は保菌者の早期発見に努める

とともに、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づ

き、必要に応じて感染症指定医療機関への入院勧告又は入院措置等の予防

措置を行う。 

（２）感染症予防上の必要に応じて、被災地及び避難場所の清潔・消毒及びねず

み族、昆虫等の駆除を行う。 

４ 防疫活動 

健康福祉局は、県と緊密な連携を図り、次の防疫活動を行う。 

（１）被災地及び避難所における感染症患者又は保菌者の早期発見に努めるととも

に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、必要に

応じて感染症指定医療機関への入院勧告又は入院措置等の予防措置を行う。 

（２）感染症予防上の必要に応じて、被災地及び避難所の清潔・消毒及びねずみ族、

昆虫等の駆除を行う。 



相模原市地域防災計画（風水害等対策計画編 第１款 風水害応急対策） 新旧対照表  

 150 / 182 
 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-98 

 

８ ペット対策 

（１） 〔略〕 

（２）健康福祉局は、避難所等においてペットに係る問題等が生じた場合は、ペッ

ト同行避難者への適正飼養の指導等を行うとともに、救援物資及びボランティ

ア派遣の調整等を行う。 

８ ペット対策 

（１） 〔略〕 

（２）健康福祉局は、避難所又は風水害時避難場所においてペットに係る問題等が生

じた場合は、ペット同行避難者への適正飼養の指導等を行うとともに、救援物資及

びボランティア派遣の調整等を行う。 

 
第１２章 応急住宅対策 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-100 

 

４ 応急仮設住宅の入居者の募集及び管理 

（２）入居者の募集、受け付け及び選定 

   〔略〕 

 

 エ 選定方法 

（ア）応募のあった入居対象者の数が募集戸数を越えた場合、入居の順番、希望

住宅の割当て等については、抽選とする。 

４ 応急仮設住宅の入居者の募集及び管理 

（２）入居者の募集、受付及び選定 

   〔略〕 

 

エ 選定方法 

（ア）応募のあった入居対象者の数が募集戸数を超えた場合、入居の順番、希望住宅

の割当て等については、抽選とする。 

風-101 

 

５ 公営住宅等のあっせん 

（２）民間住宅の確保とあっせん 

一時住宅の確保については、応急仮設住宅の建設、住宅の応急修理及び

公営住宅等の確保とあっせんによる他、民間住宅や事業者の社宅などの情報

を提供するなど、民間住宅の確保とあっせんを行う。 

５ 公営住宅等のあっせん 

（２）民間住宅の確保とあっせん 

一時住宅の確保については、応急仮設住宅の建設、住宅の応急修理及び公営

住宅等の確保とあっせんによるほか、民間住宅や事業者の社宅などの情報を提供

するなど、民間住宅の確保とあっせんを行う。 

風-102 

 

６ 住宅の応急修理 

〔新設〕 

 

６ 住宅の応急修理 

（６）応急修理期間における応急仮設住宅の使用 

   応急修理をする被災者のうち、応急修理の期間が１か月を超えると見込まれる

者であって、自宅が半壊（住宅としての利用ができない場合）以上の被害を受け、

他の住まいの確保が困難な者に対し、応急修理完了までの間、一時的な住まいと

しての応急仮設住宅への入居を可能とし、上記（５）に準じて手続を行う。 
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第１３章 災害時要援護者支援 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-103 

 

３ 災害発生時の対応 

（４）情報提供 

健康福祉局、こども・若者未来局、危機管理局、区本部等は、災害対策基本法

第４９条の１１第３項の規定に基づき、災害時要援護者を災害から保護するため

に特に必要があると認めるときは、災害時要援護者の救助救援・支援活動に従

事する者に、災害時要援護者名簿の情報を提供することができる。 

 〔略〕 

３ 災害発生時の対応 

（４）情報提供 

健康福祉局、こども・若者未来局、本部事務局、区本部等は、災害対策基本法第４９

条の１１第３項の規定に基づき、災害時要援護者を災害から保護するために特に必要

があると認めるときは、災害時要援護者の救助救援・支援活動に従事する者に、避難

行動要支援者名簿の情報を提供することができる。 

 〔略〕 

 
第１４章 災害ボランティア対策 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-105 

 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市担当 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関係
機関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

（公社）相模原青年会議所 － 

災害ボランティアにつ
いての情報収集や提
供、物資の調達・仕分
輸送、人的支援に関す
ること。 

 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市担当 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関係
機関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

（公社）相模原青年会議所 

－ 

災害ボランティアにつ
いての情報収集や提
供、物資の調達・仕分
輸送、人的支援に関す
ること。 

（公社）津久井青年会議所 

 

風-105 

風-106 

 

４ ボランティアの受入・支援 

（１）災害ボランティアセンター 

ア～エ 〔略〕 

オ （公社）相模原青年会議所は、協定に基づき、被災状況や災害救援ボラン

ティア活動支援に関する情報等の収集及び提供や、災害救援ボランティア

活動支援物資等の調達及び仕分け輸送の協力、災害ボランティアセンター

の運営への人的支援を行う。 

４ ボランティアの受入れ・支援 

（１）災害ボランティアセンター 

ア～エ 〔略〕 

オ （公社）相模原青年会議所及び（公社）津久井青年会議所は、協定に基づき、

被災状況や災害救援ボランティア活動支援に関する情報等の収集及び提供や、

災害救援ボランティア活動支援物資等の調達及び仕分け輸送の協力、災害ボラ

ンティアセンターの運営への人的支援を行う。 
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第１５章 都市機能等応急対策 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-121 

 

第７節 東日本旅客鉄道（株）の応急対策 

４ 混乱防止、避難誘導 

（２）避難誘導 

ア 〔略〕 

イ 駅構内客の誘導は、駅の避難誘導班が行う。駅周辺の避難場所に集合し

た後、警察官や市が派遣する誘導員と連携して、広域避難場所や開設され

た一時滞在施設に誘導する。 

第７節 東日本旅客鉄道（株）の応急対策 

４ 混乱防止、避難誘導 

（２）避難誘導 

ア 〔略〕 

イ 駅構内客の誘導は、駅の避難誘導班が行う。駅周辺の避難場所に集合した

後、警察官や市が派遣する誘導員と連携して、開設された一時滞在施設や風水

害時避難場所に誘導する。 

風-124 

 

第８節 小田急電鉄（株）の応急対策 

４ 混乱防止、避難誘導 

（２）避難誘導 

ア 駅における避難誘導 

（ア） 〔略〕 

（イ） 駅構内客の誘導は、駅の避難誘導班が行う。駅周辺の避難場所に集合

した後、警察官や市が派遣する誘導員と連携して、広域避難場所や開設さ

れた一時滞在施設に誘導する。 

第８節 小田急電鉄（株）の応急対策 

４ 混乱防止、避難誘導 

（２）避難誘導 

ア 駅における避難誘導 

（ア） 〔略〕 

（イ） 駅構内客の誘導は、駅の避難誘導班が行う。駅周辺の避難場所に集合した

後、警察官や市が派遣する誘導員と連携して、開設された一時滞在施設や風水

害時避難場所に誘導する。 

風-126 

 

第９節 京王電鉄（株）の応急対策 

４ 混乱防止、避難誘導 

（２）避難誘導 

ア 〔略〕 

イ 駅構内客の誘導は、駅の避難誘導班が行う。駅周辺の避難場所に集合し

た後、警察官や市が派遣する誘導員と連携して、広域避難場所や開設され

た一時滞在施設に誘導する。 

第９節 京王電鉄（株）の応急対策 

４ 混乱防止、避難誘導 

（２）避難誘導 

ア 〔略〕 

イ 駅構内客の誘導は、駅の避難誘導班が行う。駅周辺の避難場所に集合した

後、警察官や市が派遣する誘導員と連携して、開設された一時滞在施設や風水

害時避難場所に誘導する。 

 
第１６章 文教・保育対策 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-129 第１節 文教対策 
２ 実施主体 

第１節 文教対策 

２ 実施主体 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市
担
当 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

こども・若者未来局 ● 
施設利用者の安全確
保、保育対策に関する
こと。 

関
係 
機
関 

神 奈 川 県 － 
文教対策の支援等に
関すること。 

市立小・中学校及び義
務教育学校並びに教育
機 関 

－ 
児童・生徒の安全確
保、文教対策の実施
に関すること。 

 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市
担
当 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

こども・若者未来局 ● 
施設利用者の安全確
保、保育対策に関する
こと。 

市立小・中学校及び義
務教育学校並びに教育
機 関 

● 
児童・生徒の安全確
保、文教対策の実施に
関すること。 

関
係 
機
関 

神 奈 川 県 － 
文教対策の支援等に
関すること。 

私 立 学 校 等 － 
児童・生徒の安全確
保、文教対策の実施
に関すること。 

 

風-129 

 

４ 災害対応 

（３） 所管施設におけるの災害対応 

４ 災害対応 

（３） 所管施設における災害対応 

 

第１７章 孤立対策 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-133 

 

５ 救出・救助 

（２）傷病者の救出 

傷病者は最優先で救出を行う。あらかじめ、救出された場合の傷病者の搬送先、

ヘリポート・渡河地点から医療機関までの搬送手段を準備する。傷病者が多数い

る場合は、救護班を現地に派遣し対応するような措置をとる。 

  〔略〕 

（５） 食料・物資等の搬送 

５ 救出・救助 

（２）傷病者の救出 

傷病者は最優先で救出を行う。あらかじめ、救出された場合の傷病者の搬送先、ヘリ

ポート・渡河地点から医療機関までの搬送手段を準備する。傷病者が多数いる場合

は、救護班を現地に派遣する。 

  〔略〕 

（５） 食料・物資等の輸送 

 
第１８章 災害救助 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-135 ４ 救助の種類  
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風-136 

 

 

 

 

 

 

 

（１）～（１１） 〔略〕 

 

５ 救助の程度、方法及び期間等 

  〔略〕 

 

６ 災害救助法の適用 

市長は、市域の被害状況や災害救助法の適用基準等を踏まえ、国、神奈川

県等との連携を図り、迅速に災害救助法を適用する。災害救助法を適用した場

合、その旨、県等に通知し、内閣総理大臣に報告する。なお、危機管理監は、速

やかに各局長及び区長にその旨を通知する。 

災害救助法は、被害の程度が次の各号の一に該当する場合に適用される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標となる被害項目 適用の基準 該当条項 

住
家
等
への
危
害
が
生
じ
た
場
合 

市内（区内）の住家が滅失した世帯の数 
150以上（市内） 

100以上（区内） 

施行令第1条

第1項第1号 

県内の住家が滅失した世帯の数 2,500 以上 施行令第1条

第1項第2号 
そのうち市内（区内）の住家が滅失した世帯

の数 

75以上（市内） 

50以上（区内） 

県内の住家が滅失した世帯の数 12,000 以上 施行令第1条

第1 項 

第3 号前段 
そのうち市内の住家が滅失した世帯の数 多 数 

〔現行の「６ 災害救助法の適用」を繰り上げ、「４ 災害救助法の適用」とし、「４ 救

助の種類」を「５ 救助の種類」に、「５ 救助の程度、方法及び期間等」を「６ 救助の

程度、方法及び期間等」に繰り下げる。〕 

 

 

４ 災害救助法の適用 

市長は、市域の被害状況や災害救助法の適用基準等を踏まえ、国、神奈川県等と

の連携を図り、迅速に災害救助法を適用する。災害救助法を適用した場合、その旨を

県等に通知するとともに、内閣総理大臣に報告する。なお、危機管理監は、速やかに

各局長及び区長にその旨を通知する。 

（１）おそれ段階の適用（災害救助法第２条第２項） 

   災害が発生するおそれがある段階で、国が災害対策本部を設置し、本市がその

所管区域となり、市内で被害を受けるおそれがある場合に適用する。 

（２）災害が発生した段階の適用（災害救助法第２条第１項） 

災害により、住家の滅失（全壊）等の被害が生じ、その被害の程度が災害救助法

に定める基準に該当する場合に適用する。 

 

＜災害救助法の適用基準＞ 

適用の基準 該当条項 

住
家
等
への
危
害
が
生
じ
た
場
合 

市内（区内）の住家が滅失した世

帯の数 

150 以上（市内） 

100 以上（区内） 

施行令第1条 

第1項 第1号 

県内の住家が滅失した世帯の数 2,500 以上 
施行令第1条 

第1項 第2号  そのうち市内（区内）の住家が

滅失した世帯の数 

75 以上（市内） 

50 以上（区内） 

県内の住家が滅失した世帯の数 12,000 以上 施行令第 1 条

第 1 項第 3 号

前段 
 そのうち市内の住家が滅失し

た世帯の数 

多 数 

災害が隔絶した地域に発生したものである等被災者 施行令第 1 条 



相模原市地域防災計画（風水害等対策計画編 第１款 風水害応急対策） 新旧対照表  

 155 / 182 
 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害が隔絶した地域に発生したものである等

被災者の救護を著しく困難とする内閣府令で

定める特別の事情がある場合で、かつ、多数

の世帯の住家が滅失したものであること。 

多 数 

施行令第1条

第1 項 

第3 号後段 

（内閣府令で定める特別の事情） 

被災者について、食品の給与等に特殊の

補給方法を必要とし、又は救出に特殊の技

術を必要とすること。 

 内閣府令 

第1 条 

生
命
・身
体
への
危
害
が
生
じ
た
場
合 

多数の者が生命又は身体に危害を受け、

又は受けるおそれが生じた場合であって、

内閣府令で定める基準に該当するとき。 

 施行令第1条

第1 項 

第4 号 

（内閣府令で定める基準①） 

災害が発生し又は発生するおそれのある地

域に所在する多数の者が、避難して継続的

に救助を必要とすること。 

内閣府令 

第2条第1号 

（内閣府令で定める基準②） 

被災者に対する食品若しくは生活必需品の給

与等について特殊の補給方法を必要とし、又

は救出について特殊の技術を必要とすること。 

内閣府令 

第2条第2号 

注） 〔略〕 

※参考掲載 

４ 救助の種類 

（１）避難所及び応急仮設住宅の供与 

（２）炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

（３）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

（４）医療及び助産 

（５）被災者の救出 

（６）被災した住宅の応急修理 

（７）生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

（８）学用品の給与 

（９）埋 葬 

の救護を著しく困難とする内閣府令で定める特別の事

情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失し

たものであること。 

第 1 項第 3 号

後段 

 （内閣府令で定める特別の事情） 

被災者について、食品の給与等に特殊の補給方

法を必要とし、又は救出に特殊の技術を必要とす

ること。 

内閣府令 

第 1 条 

生
命
・身
体
への
危
害
が 

生
じ
た
場
合 

多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受ける

おそれが生じた場合であって、内閣府令で定める基準

のいずれかに該当するとき。 

施行令第 1 条 

第 1 項第 4 号 

 （内閣府令で定める基準①） 

災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に

所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必

要とすること。 

内閣府令 

第 2 条第 1 号 

（内閣府令で定める基準②） 

被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等

について特殊の補給方法を必要とし、又は救出に

ついて特殊の技術を必要とすること。 

内閣府令 

第 2 条第 2 号 

 （注） 〔略〕 

５ 救助の種類 

災害救助法は、災害が発生するおそれがある段階と、災害が発生した段階の２つ

の段階で適用され、それぞれの段階に応じて救助の種類が定められている。 

（１）おそれ段階の救助 

   避難所の供与（避難行動が困難な災害時要援護者を避難所に避難させるため

の輸送を含む。） 

（２）災害が発生した段階の救助 

ア 避難所及び応急仮設住宅の供与  

イ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給  

ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与  

エ 医療及び助産  
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風-137 

（１０）死体の捜索及び処理 

（１１）災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に

著しい支障を及ぼしているものの除去 

 

オ 被災者の救出  

カ 被災した住宅の応急修理  

キ 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与  

ク 学用品の給与  

ケ 埋葬 

コ 死体の捜索及び処理  

サ 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著し

い支障を及ぼしているものの除去 

６ 救助の程度、方法及び期間等 

  〔略〕 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-138 

 ～168 

  〔新規〕 第２款 火山災害対策計画（相模原市地域防災計画修正案の該当ページをご参

照ください。） 
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第２章 鉄道災害対策 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-171 ３ 災害情報の収集・連絡 

（１）事故情報等の連絡 
  〔略〕 
 
 
 

 

 

３ 災害情報の収集・連絡 

（１）事故情報等の連絡 
  〔略〕 
          ＜事故発生時の連絡系統図＞ 

風-172 ６ 警察の対策活動 

（１）活動体制 

   警察は、災害の状況に応じて県災害警備本部、警察署長を長とする警察署

災害警備本部等を設置し、必要な措置を講ずる。 

６ 警察の対策活動 

（１）活動体制 

   警察は、災害の状況に応じて県警察災害警備本部、警察署長を長とする警察署

災害警備本部等を設置し、必要な措置を講ずる。 

 

第３章 道路災害対策 

 
 
 
 
 
 
 
 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-175 ６ 警察の対策活動 

（１）活動体制 

   警察は、災害の状況に応じて県警備本部、警察署警備本部等を設置し、必

要な措置を講ずる。 

６ 警察の対策活動 

（１）活動体制 

   警察は、災害の状況に応じて県警察災害警備本部、警察署長を長とする警察署

災害警備本部等を設置し、必要な措置を講ずる。 

市（消防局、本部事務局） 

警察署 

神奈川県 
関
東
運
輸
局 

警察本部 

鉄
道
事
業
者 

市（消防局、本部事務局） 

警察署 

神奈川県 
関
東
運
輸
局 

警察本部 

鉄
道
事
業
者 
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第４章 航空災害対策 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風-177 

 

 

 

 

 

 

 

３ 災害情報の収集・連絡 

（１）事故情報等の連絡 
 ア 民間航空機の場合 
    
 
 

 

 

 

 

 

 イ 米軍機の場合 

航空機事故等緊急連絡経路図 

 

 

３ 災害情報の収集・連絡 

（１）事故情報等の連絡 
 ア 民間航空機の場合 
         ＜民間航空機における事故情報等の連絡系統図＞ 

 

 

 

 

 

 

イ 米軍機の場合 

＜米軍機、自衛隊機等に係る航空機事故等緊急連絡経路図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

市（消防局・本部事務局） 

東京空港事務所 

第三管区海上保安本部 

航空運送事業者 

航空機事故調査委員会 

神奈川県 

国土交通省 

警察本部 警察署 目
撃
者
等 

市（消防局・本部事務局） 

東京空港事務所 

第三管区海上保安本部 

航空運送事業者 

航空機事故調査委員会 

神奈川県 

国土交通省 

警察本部 警察署 目
撃
者
等 

現地米軍 

在日米軍 

110 番 118 番等  

目  撃  者  等

防衛省 

119 番等 

自衛隊 

南関東 

防衛局 

関係行政機関 

所轄 

警 察 署 
横浜・横須賀 

海上保安部 

神 奈 川 県 

（総務室） 

神奈川県 

警察本部 

第三管区海上 

保安本部救難課 

運用司令ｾﾝﾀｰ 

相模原市消防局 

（境界不明の時

は最寄機関） 

米軍航空事故等 

日米航空事故等 

自衛隊航空事故等 

現地米軍 

在日米軍 

110 番 118 番等  

目  撃  者  等

防衛省 

119 番等 

自衛隊 

南関東 

防衛局 

関係行政機関 

所轄 

警 察 署 
横浜・横須賀 

海上保安部 

神 奈 川 県 

（総務室） 

神奈川県 

警察本部 

第三管区海上 

保安本部救難課 

運用司令ｾﾝﾀｰ 

相模原市消防局 

（境界不明の時

は最寄機関） 

米軍航空事故等 

日米航空事故等 

自衛隊航空事故等 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-177 ６ 警察の対策活動 

（１）活動体制 

   警察は、災害の状況に応じて県災害警備本部、警察署災害警備本部等を

設置し、必要な措置を講ずる。 

６ 警察の対策活動 

（１）活動体制 

   警察は、災害の状況に応じて県警察災害警備本部、警察署長を長とする警察署

災害警備本部等を設置し、必要な措置を講ずる。 

 

第５章 危険物等災害対策 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風-180 

 

 

 

 

 

第１節 危険物等応急対策 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市担
当 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

消 防 局 
★ 

危険物施設の情報伝
達、消防活動等に関
すること。 消 防 団 

本 部 事 務 局 
★ 危険物施設の情報伝

達に関すること。 区 本 部 事 務 局 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関係 
機関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

 

３ 災害情報の収集・連絡等 

〔略〕 

 

 

 

 

 

 

第１節 危険物等応急対策 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市担
当 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

消 防 局 
★ 

危険物施設等の情報
伝達、消防活動等に
関すること。 消 防 団 

本 部 事 務 局 
★ 危険物施設等の情報

伝達に関すること。 区 本 部 事 務 局 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関係 
機関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

 

３ 災害情報の収集・連絡等 

〔略〕 

＜災害発生時の連絡系統図＞ 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風-181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔略〕 

（２）被害情報の収集・連絡 

〔略〕 

４ 石油類危険物対策 

〔略〕 

（２）消防局、消防団 

〔略〕 

５ 高圧ガス対策 

（１）事業者 

〔略〕 

 イ 貯蔵所又は充填容器が危険な状態になったときは、直ちに充塡容器を安

全な場所に移動する。 

〔略〕 

（２）消防局、消防団 

〔略〕 

６ 火薬類対策 

   火薬類による災害が発生したとき、又は発生する恐れがあるときは、事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔略〕 

（２）被害情報の収集及び連絡 

〔略〕 

４ 石油類危険物対策 

〔略〕 

（２）消防局及び消防団 

〔略〕 

５ 高圧ガス対策 

（１）事業者 

〔略〕 

 イ 貯蔵所又は充塡容器が危険な状態になったときは、直ちに充塡容器を安全な場

所に移動する。 

〔略〕 

（２）消防局及び消防団 

〔略〕 

６ 火薬類対策 

   火薬類による災害が発生したとき、又は発生する恐れがあるときは、事業者、市、

発 

災 

事 

業 

所 

警察署 

神奈川県 

消防庁 

経済産業省 

厚生労働省 

危 険 物 

毒物・劇物 
警察本部 

目 
 

撃 
 

者 

市（消防局・ 

本部事務局） 

高圧ガス 

火薬類 
経済産業省 

関東東北産業 

保安監督部 

液化石油ガス法 

に基づくガス 
発 

災 

事 

業 

所 

警察署 

神奈川県 

消防庁 

経済産業省 

厚生労働省 

危 険 物 

毒物・劇物 
警察本部 

目 
 

撃 
 

者 

市（消防局・ 

本部事務局） 

高圧ガス 

火薬類 
経済産業省 

関東東北産業 

保安監督部 

液化石油ガス法 

に基づくガス 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

者、市、警察署、県等は、対策本部を設置するなどして、必要な措置を講ず

る。 

（１）事業者 

〔略〕 

  ウ 搬出の余裕がない場合は、火薬庫であっては、入口等を目張り等で完全

に密閉し、爆発により危害を受けるおそれのある地域は、全て立入禁止の措置を

とり、・・・ 

  エ 消防隊の到着に際しては、誘導員を配置するなどして・・・災害の状況及

び事業所内の火薬類等の保有量並びに保有位置等について報告する。 

（２）消防局、消防団 

  ア 火災に際しては、誘発防止のため、延焼拡大を阻止する消防活動を行

う。 

  〔略〕 

７ 毒物・劇物対策 

（２）消防局・消防団 

ア～ウ 〔略〕 

  エ 負傷者の救出・救助活動及び救急活動 

  〔略〕 

（４）警察署 

  ア 負傷者の救出・救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努める。 

  〔略〕 

８ 有害物質対策 

  〔略〕 

（２）消防局、消防団 

警察署等は、対策本部を設置するなどして、必要な措置を講ずる。 

（１）事業者 

〔略〕 

  ウ 搬出の余裕がない場合は、爆発により危害を受けるおそれのある地域は、全

て立入禁止の措置をとり、・・・ 

  エ 消防隊の到着に際しては、誘導員を配置するなどして・・・災害の状況及び事

業所内の火薬類の保有量、保有位置等について報告する。 

（２）消防局及び消防団 

  ア 火災に際しては、引火爆発防止のため、延焼拡大を阻止する消防活動を行う。 

 〔略〕 

７ 毒物・劇物対策 

（２）消防局及び消防団 

ア～ウ 〔略〕 

  エ 負傷者の救出、救助活動及び救急活動 

  〔略〕 

（４）警察署 

  ア 負傷者の救出、救助活動を行うほか、被災者の早急な把握に努める。 

  〔略〕 

８ 有害物質対策 

  〔略〕 

（２）消防局及び消防団 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-184 

 

 

 

第２節 放射性物質災害対策 

１ 基本方針 

  放射性物質の取扱事業所における事故又は原子力事業者等による核燃料

物質の輸送中に事故が発生した場合は、国の関係省庁において安全対策がとら

れる。市は、国が実施する安全対策に県とともに協力、支援して、円滑な対策活

動を実施する。 

第２節 放射性物質災害対策 

１ 基本方針 

  放射性物質の取扱事業所における事故又は原子力事業者等による核燃料物質

等の運搬中に事故が発生した場合は、国の関係省庁において安全対策がとられる。

市は、国が実施する安全対策に県とともに協力、支援して、円滑な対策活動を実施す

る。 

風-184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 放射性物質災害対策 

３ 災害情報の収集・連絡 

（１）事故情報等の連絡 

放射性物質取扱事業者等は、事故が発生した場合、速やかに原子力規制

委員会、経済産業省、消防局及び警察署に連絡する。なお、道路輸送時にお

ける事故の場合は、国土交通省にも連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）被害情報の収集・連絡 

放射性物質取扱事業者等は、被害状況を消防局、警察署及び原子力規制

委員会に連絡する。 

本部事務局及び消防局は、人的被害の状況等の情報を収集する。 

第２節 放射性物質災害対策 

３ 災害情報の収集・連絡 

（１）事故情報等の連絡 

放射性物質取扱事業者等は、事故が発生した場合、速やかに原子力規制委員

会、消防局及び警察署に連絡する。なお、工場又は事業所の外における運搬にお

いて事故が発生した場合は、国土交通省にも連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）被害情報の収集・連絡 

放射性物質取扱事業者等は、被害状況を消防局、警察署及び原子力規制委員

会に連絡する。なお、工場又は事業所の外における運搬において事故が発生した

場合は、国土交通省にも連絡する。 

本部事務局及び消防局は、人的被害の状況等の情報を収集する。 

関係省庁 

警 察 庁 

最寄りの 
消防署 
（本署・ 
分署等） 

最寄りの 
警察署 

消防局 
本部 

事務局 

警察本部 

神奈川県 
消 防 庁 

原子力規制 
委員会等 

放

射

性

物

質

取

扱

事

業

所

等 

関係省庁 

警 察 庁 

最寄りの 
消防署 
（本署・ 
分署等） 

最寄りの 
警察署 

消防局 
本部 

事務局 

警察本部 

神奈川県 消 防 庁 

原子力規制 
委員会 

放

射

性

物

質

取

扱

事

業

者

等 

国土交
通省 

（工場又は事業所の外における運搬において事故が発生した場合） 

＜事故発生時の連絡系統＞ 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

 

 

風-185 

 

〔略〕 

 

（３）応急対策活動情報の連絡 

放射性物質取扱事業者等は、原子力規制委員会及び関係市町村に、応急

対策等の活動状況、被害状況等を定期的に文書により連絡する。 

本部事務局は、応急対策等の活動状況を県に報告し、応援等の必要性を

連絡する。 

〔略〕 

（３）応急対策活動情報の連絡 

放射性物質取扱事業者等は、原子力規制委員会（工場又は事業所の外におい

て事故が発生した場合は国土交通省）及び関係市町村に、応急対策等の活動状

況、被害状況等を定期的に文書により連絡する。 

本部事務局は、応急対策等の活動状況を県に報告し、応援の必要性等を連絡

する。 

風-185 第２節 放射性物質災害対策 

４ 応急対策活動 

（１）市の措置 

  〔略〕 

 カ 周辺市民等に対する屋内待避又は避難勧告又は避難指示（緊急）、避難

誘導 

〔略〕 

（３）警察の措置 

  警察は、災害の状況に応じて県災害警備本部、警察署長を長とする警察署

災害警備本部等を設置し、関係機関と連携して、次の応急対策を実施する。 

第２節 放射性物質災害対策 

４ 応急対策活動 

（１）市の措置 

  〔略〕 

 カ 周辺市民等に対する屋内待避又は避難指示、避難誘導 

  

 〔略〕 

（３）警察の措置 

  警察は、災害の状況に応じて県警察災害警備本部、警察署長を長とする警察署

災害警備本部等を設置し、関係機関と連携して、次の応急対策を実施する。 

風-186 第２節 放射性物質災害対策 

６ 広報活動 

（２）県の措置 

 〔略〕 

イ 報道機関への放送要請 

（ア） 〔略〕 

（イ）県は、「災害時における放送要請に関する協定」に基づき、テレビ局、ラジ

オ局、新聞社に対し、被害状況、応急対策の実施状況等について、広報を

要請する。 

第２節 放射性物質災害対策 

６ 広報活動 

（２）県の措置 

 〔略〕 

イ 報道機関への放送要請 

（ア） 〔略〕 

（イ）県は、「災害時における報道協力に関する協定」に基づき、テレビ局、ラジオ

局、新聞社に対し、被害状況、応急対策の実施状況等について、広報を要請す

る。 

風-188 第３節 原子力事故災害対策 

１ 基本方針 

第３節 原子力事故災害対策 

１ 基本方針 
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  〔略〕 

なお、相模原市内に原子力事業所は存在せず、原子力災害に関する「予防

的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ：原子力事業所から概ね５ｋｍ以内）」及び「緊

急防護措置を準備する区域（ＵＰＺ：同３０ｋｍ以内）」に本市域は含まれない。 

  〔略〕 

なお、相模原市内に原子力事業所は存在せず、原子力災害に関する「予防的防護

措置を準備する区域（ＰＡＺ：原子力事業所からおおむね５ｋｍ以内）」及び「緊急防護

措置を準備する区域（ＵＰＺ：同３０ｋｍ以内）」に本市域は含まれない。 

風-188 

 

 

 

 

 

 

第３節 原子力事故災害対策 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担
当 

本 部 事 務 局 
★ 

情報の収集・伝達、避
難勧告等に関すること。 区 本 部 事 務 局 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 
 

第３節 原子力事故災害対策 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担
当 

本 部 事 務 局 
★ 

情報の収集・伝達、避
難指示等に関すること。 区 本 部 事 務 局 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 
 

風-188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 原子力事故災害対策 

３ 情報の収集・連絡 

（１）情報の収集 

本部事務局は、市外周辺に立地する原子力発電所や原子力事業所等で特定

事象が発生した場合、国、県等から事故の発生状況、放射線量の測定情報及び

拡散予測、避難対応等の情報を入手する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 原子力事故災害対策 

３ 情報の収集・連絡 

（１）情報の収集 

本部事務局は、市外周辺に立地する原子力発電所や原子力事業所等で原子力災

害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第１０条に規定する特定事象が発生し

た場合、国、県等から事故の発生状況、放射線量の測定情報及び拡散予測、避難対

応等の情報を入手する。 

＜県内の原子力事業所＞ 

事業所名（所在地） 
原子力施設の種

類 
原子力災害対策重点
区域(※) 

（株）グローバル・ニュークリ
ア・フュエル・ジャパン 
（横須賀市内川２丁目） 

核燃料加工施設 
原子力施設から 
半径約５００ｍ 

東芝エネルギーシステムズ
（株）原子力技術研究所 
（川崎市川崎区浮島町） 

試験研究用原子
炉施設等 

原子力災害対策重点
区域を設定することは
要しない 

(※)「原子力災害対策重点区域」とは、重点的に原子力災害に特有な対策が講じられる区域をい

う。 
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風-189  

（２）対策の協議 

本部事務局は、原子力事業所等の事故により放射性物質又は放射線の影響

が広範囲に及び、本市域が原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施

区域になった場合、原子力災害合同対策協議会（※）や原子力事業所等の状

況、モニタリング情報、住民避難・屋内退避等の状況と併せて、国、所在県の緊

急事態応急対策活動の状況を把握するとともに、県等と応急対策について協議

する。 

※原子力災害合同対策協議会とは、国、都道府県、市町村、原子力事業者及び原子力防災

専門官等が、当該原子力緊急事態に関する情報を交換し、共有化することにより、それぞれが

実施する緊急事態応急対策について相互に協力するため、緊急事態応急対策拠点施設（オ

フサイトセンター）に組織される。また、国、都道府県、市町村並びに指定公共機関及び事業

者などで構成する。（原子力災害対策特別措置法の改正による） 

 

（２）対策の協議 
本部事務局は、原子力事業所等の事故により放射性物質又は放射線の影響が広範

囲に及び、本市域が原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域にな

った場合、原子力災害合同対策協議会（※1）や原子力事業所等の状況、緊急時モ
ニタリング（※2）の情報、住民避難・屋内退避等の状況と併せて、国、所在県の緊急
事態応急対策活動の状況を把握するとともに、県等と応急対策について協議する。 

    
(※１)原子力災害合同対策協議会とは、原子力緊急事態宣言が発出されたときに、原子力災害現

地対策本部及び関係する都道府県及び市町村の災害対策本部が、情報を交換し、それぞれが

実施する緊急事態応急対策について相互に協力するために、原則として緊急事態応急対策拠

点施設（オフサイトセンター）に組織される。 

(※２)緊急時モニタリングは、原子力施設において、放射性物質又は放射線の異常な放出あるいは

そのおそれがある場合に、周辺環境の放射性物質又は放射線に関する情報を得るために実施

される。 

風-189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 原子力事故災害対策 

５ モニタリング等 

 

〔新設〕 

 

（１）空間放射線量のモニタリング 

環境経済局は、モニタリングポストや必要に応じて市内各地及び公共施設等

で空間放射線量のモニタリングを実施し、結果をホームページ等で公表する。 

（２）放射性物質の測定 

〔略〕 

 

 

 

第３節 原子力事故災害対策 

５ モニタリング等 

（１）緊急時モニタリングへの協力 

  環境経済局及び本部事務局は、県等が実施する緊急時モニタリングにおいて、

県から求めがある場合には、職員の派遣等の協力を行う。 

（２）空間放射線量のモニタリングの実施・公表 

環境経済局は、県等が設置したモニタリングポストの観測データの確認や、必要に

応じてモニタリングポストの設置、市内各地及び公共施設等で空間放射線量のモニ

タリングを実施し、その結果等をホームページ等で公表する。 

なお、県内においては、原子力施設が所在する川崎、横須賀市内に計１３局、広

域的な放射線監視のために相模原市、横浜市、逗子市、海老名市、茅ケ崎市及び

小田原市に各１局モニタリングポストが設置されており、平常時から放射線量のモニ

タリングが行われている。本市に設置されているモニタリングポストは次のとおりであ

り、測定結果は原子力規制委員会のウェブサイトにリアルタイムで公表されているこ

とから、適時確認を行う。 
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設置場所 所在地 測定項目 

相模川発電管理事務所 緑区谷ヶ原２丁目 ガンマ線（低線量） 

（３）放射性物質の測定 

〔略〕 

 

風-190 第３節 原子力事故災害対策 

７ 広報・問い合わせ対応等 

 住民等への広報及び問い合わせへの対応は、「第２節 ５ 広報活動」（風－１６

５参照）に準じて行う。 

第３節 原子力事故災害対策 

７ 広報・問い合わせ対応等 

 住民等への広報及び問い合わせへの対応は、「第２節 ６ 広報活動」（風－１６６参

照）に準じて行う。 

風-190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 原子力事故災害対策 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

  

※参考掲載（現行計画で記載されている判断基準） 

<「原子力施設等の防災対策について」（以下、「防災指針」という。）で示されて

いる屋内退避及び避難等に関する指標>（平成２２年８月一部改訂）> 

予 測 線 量 （ 単 位 ： ミ リ シ ー ベ ル ト ） 防護対策の内容 

第３節 原子力事故災害対策 

８ 防護措置の実施 

  原子力施設等で緊急事態が発生し、広範囲に放射性物質の放出が予測される場

合は、緊急時モニタリングの結果を踏まえ、避難や簡易除染（着替え、拭き取り、簡

易除染剤やシャワーの利用等）、飲食物摂取制限等の必要な防護措置を行う。 

防護措置は、原子力災害対策指針で示されている「空間放射線量率や環境試料中

の放射性物質等の濃度等の原則計測可能な値で表される運用上の介入レベル

（Operational Intervention Level。以下「ＯＩＬ」という。）」に基づき実施する。 

＜防護措置を実施する判断基準＞ 

 
基準 

の種類 
基準の概要 初期設定値(※1) 防護措置の概要 

緊
急
防
護
措
置 

ＯＩＬ１ 

地表面からの放射

線、再浮遊した放

射性物質の吸入、

不注意な経口摂取

による被ばく影響

を防止するため、

住民等を数時間以

内に避難や屋内退

避等させるための

基準 

500μSv/h 

（地上１ｍで計測した場合の空

間放射線量率(※2)） 

数時間内を目途

に区域を特定し、

避難等を実施（移

動が困難な者の

一時屋内退避を

含む） 
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風-191 

 

 

 

 

外部被ば

く に よ る

実効線量 

内部被ばくによる等価線量 

・放射性ヨウ素による小児甲

状腺の等価線量 

・ウランによる骨表面又は肺

の等価線量 

・プルトニウムによる骨表面

又は肺の等価線量 

10～50 100～500 

住民は、自宅等の屋内へ退避すること。そ

の際、窓等を閉め気密性に配慮すること。 

ただし、施設から直接放出される中性子

線又はガンマ線の放出に対しては、指示

があれば、コンクリート建物に退避する

か、又は避難すること。 

50 以上 500 以上 
住民は、指示に従いコンクリート建物の

屋内に退避するか、又は避難すること。 

（注）１．予測線量は、国の原子力災害対策本部等で評価し、これに基づく周辺住民等の防護

対策措置についての指示等が行われる。 

２．予測線量は、放射性物質又は放射線の放出期間中、屋外に居続け、何らの措置も講じな

ければ受けると予測される線量である。 

３．外部被ばくによる実効線量、放射性ヨウ素による小児甲状腺の等価線量、ウランによる骨表面

又は肺の等価線量、プルトニウムによる骨表面又は肺の等価線量が同一レベルにないときは、

これらのうちいずれか高いレベルに応じた防護対策をとるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

ＯＩＬ４ 

不 注 意 な 経 口 摂

取、皮膚汚染から

の外部被ばくを防

止するため、除染

を講じるための基

準 

β線：40,000cpm(※3) 

(皮膚から数 cm での検出器の

計数率) 

避難又は一時移

転の基準に基づ

いて避難等した避

難者等に避難退

域時検査を実施し

て、基準を超える

際は迅速に簡易

除染等を実施 

β線：13,000cpm(※4) 

【１か月後の値】 

(皮膚から数 cm での検出器の

計数率) 

早
期
防
護
措
置 

ＯＩＬ２ 

地表面からの放射

線、再浮遊した放

射性物質の吸入、

不注意な経口摂取

による被ばく影響

を防止するため、

地域生産物 ( ※ 5)の

摂取を制限すると

ともに、住民等を１

週間程度内に一時

移転させるための

基準 

20μSv/h 

（地上１ｍで計測した場合の空

間放射線量率(※2)） 

１日以内を目途に

区域を特定し、地

域生産物の摂取

を制限するととも

に、１週間程度内

に 一時 移転 を実

施 

飲
食
物
摂
取
制
限(

※
９) 

飲食物

に係る

スクリ

ーニン

グ基準 

ＯＩＬ６による飲食物

の摂取制限を判断

する準備として、飲

食物中の放射性核

種濃度測定を実施

すべき地域を特定

する際の基準 

0.5μSv/h(※6) 

（地上１ｍで計測した場合の空

間放射線量率(※2)） 

数 日 内を 目途に

飲食物中の放射

性核種濃度を測

定すべき区域を特

定 

ＯＩＬ６ 

経口摂取による被

ばく影響を防止す

るため、飲食物の

摂取を制限する際

の基準 

核種(※

7) 

飲料水、

牛乳・乳

製品 

野菜類、穀

類、肉、卵、

魚、その他 

１週間内を目途に

飲食物中の放射

性核種濃度の測

定と分析を行い、

基準を超えるもの

につき摂取制限を

迅速に実施 

放射性

ヨウ素 
300Bq/kg 

2,000Bq/kg 
(※8) 

放射性

セシウ

ム 

200Bq/kg 500Bq/kg 
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〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プルト

ニウム

及び超

ウラン

元素の

アルフ

ァ核種 

１Bq/kg 10Bq/kg 

ウラン 20Bq/kg 100Bq/kg 

(※１)「初期設定値」とは緊急事態当初に用いるＯＩＬの値であり、地上沈着した放射性核種組成が

明確になった時点で必要な場合にはＯＩＬの初期設定値は改定される。 

(※２)本値は地上１m で計測した場合の空間放射線量率である。実際の適用に当たっては、空間放

射線量率計測機器の設置場所における線量率と地上１m での線量率との差異を考慮して、判断

基準の値を補正する必要がある。ＯＩＬ１については緊急時モニタリングにより得られた空間放射

線量率(１時間値)がＯＩＬ１の基準値を超えた場合、ＯＩＬ２については、空間放射線量率の時間

的・空間的な変化を参照しつつ、緊急時モニタリングにより得られた空間放射線量率(１時間値)

がＯＩＬ２の基準値を超えたときから起算しておおむね１日が経過した時点の空間放射線量率(１

時間値)がＯＩＬ２の基準値を超えた場合に、防護措置の実施が必要であると判断する。 

(※３)我が国において広く用いられている β線の入射窓面積が 20c ㎡の検出器を利用した場合の

計数率であり、表面汚染密度は約 120Bq/c ㎡相当となる。他の計測器を使用して測定する場合

には、この表面汚染密度から入射窓面積や検出効率を勘案した計数率を求める必要がある。 

(※４)(※３)と同様、表面汚染密度は約 40Bq/c ㎡相当となり、計測器の仕様が異なる場合には、計

数率の換算が必要である。 

(※５)「地域生産物」とは、放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産された食品であ

って、数週間以内に消費されるもの（例えば野菜、該当地域の牧草を食べた牛の乳）をいう。 
(※６)実効性を考慮して、計測場所の自然放射線によるバックグラウンドによる寄与も含めた値とす

る。 

(※７) その他の核種の設定については、その必要性も含めて原子力規制委員会で今後検討され

る。その際、ＩＡＥＡのＧＳＧ-２におけるＯＩＬ６を参考として数値を設定する。 

(※８)根菜、芋類を除く野菜類が対象。 

(※９)ＩＡＥＡでは、飲食物摂取制限が効果的かつ効率的に行われるよう、飲食物中の放射性核種

濃度の測定が開始されるまでの間の暫定的な飲食物摂取制限の実施及び当該測定の対象決

定に係る基準であるＯＩＬ３等を設定しているが、我が国では、放射性核種濃度を測定すべき区域

を特定するための基準である「飲食物に係るスクリーニング基準」を定める。 

《出典：原子力災害対策指針》 
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〔新設〕 

 

 

 

 

 

風-191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風-192 

第３節 原子力事故災害対策 

８ 屋内退避、避難誘導等の防護活動 

（１）屋内退避及びコンクリート屋内退避 

屋内退避とは、原子力災害発生時に、住民が放射線被ばく及び放射性物質

の吸入を低減するため自宅等の建物内に退避することをいう。 

コンクリート屋内退避とは、コンクリートの遮蔽効果により放射線による被ばくを低

減させ、また建物の気密性による放射性物質の呼吸による体内取り込みを少なく

させて、甲状腺被ばくなどを低減するためコンクリート製の建物内へ退避すること

をいう。 

（２）待避所 

待避所とは、屋内に退避するために、あらかじめ指定するコンクリート製等の建

物をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 原子力事故災害対策 

９ 屋内退避、避難等の防護措置 

 本部長は、内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長の指示があったとき又はモ

ニタリングの結果や専門家の助言・指導等に基づき必要があると認めるときは、市民

等に対して、屋内退避、避難又は一時移転のための指示を行う。 

 屋内退避、避難又は一時移転のための指示を行った場合は、速やかに国の原子

力災害対策本部長及び県知事に報告する。 

（１）屋内退避 

屋内退避は、遮へい効果や建屋の気密性が比較的高いコンクリート建屋等の屋

内に退避することにより、被ばくの低減を図る防護措置であり、避難の指示等が国等

から行われるまで放射線被ばくのリスクを低減しながら待機する場合等に行う。 

なお、全面緊急事態(※)に至った時点で、必要に応じて市民等に対して屋内退避を

実施する可能性がある旨の注意喚起を行うととともに、屋内退避の実施期間が長期

にわたる可能性が生じた場合には、避難への切替えを検討する。 

(※)原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性が高い事象が生じたため、重

篤な確定的影響を回避し、又は最小化するため、及び確率的影響のリスクを低減するため、迅

速な防護措置を実施する必要がある段階。 

 

（２）避難及び一時移転 

  避難及び一時移転は、いずれも市民等が一定量以上の被ばくを受ける可能性が

ある場合に、放射性物質又は放射線の放出源から離れることにより被ばくの低減を

図る防護措置であり、ＯＩＬ１及びＯＩＬ２を超える地域を特定して行う。 
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〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

（３）避難・避難情報の伝達手段 

本部事務局及び市長公室は、県と連携して、県内に原子力緊急事態が宣言さ

れ原子力災害対策特別措置法第１５条第３項に基づき、内閣総理大臣から屋内

退避又は避難に関する指示があった場合、住民等に次の方法等で情報を提供

する。 

〈避難情報の伝達手段〉 

ア 報道機関を通じたラジオ、テレビ、新聞などによる報道 

イ 警察署・交番等での情報提供、パトロールカーによる巡回、広報活動 

ウ 消防局の広報車等による広報活動 

エ 市の防災行政用同報無線や広報車等による広報活動 

 ア 避難 

   空間放射線量率が高い又は高くなるおそれのある地点から速やかに離れるた

め緊急で実施する措置。 

 イ 一時移転 

   緊急の避難が必要な場合と比較して空間放射線量率等は低い地域であるが、

日常生活を継続した場合の無用の被ばくを低減するため、一定期間のうちに当該

地域から離れるため実施する措置。 

（３）屋内退避、避難又は一時移転に関する指示の内容 

  屋内退避、避難又は一時移転に関する指示を行う場合は、原則として次の内容を

明示して行う。 

  ア 避難等を要する理由 

  イ 屋内退避、避難又は一時移転の対象地域 

  ウ 避難先等とその場所 

  エ 避難経路 

  オ 注意事項 

（４）屋内退避、避難又は一時移転に関する指示の伝達 

本部事務局及び市長公室は、屋内退避、避難又は一時移転の指示を行った場合

は、県及び警察署と連携して、市民等に次の方法等で情報を提供するとともに、避難

状況の把握に努める。なお、避難等の必要がなくなったときも同様とする。 

ア 報道機関を通じたラジオ、テレビ、新聞などによる報道 

イ 警察署・交番等での情報提供、パトロールカーによる巡回、広報活動 

ウ 消防局の広報車等による広報活動 

エ 市の防災行政用同報無線や広報車等による広報活動 

オ 教育委員会等を通じた小・中学校への連絡 

カ 電気・ガス・通信事業者、鉄道事業者、各種団体の協力による広報活動 

キ インターネット、ホームページ、緊急速報メールを活用した情報提供 
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オ 教育委員会等を通じた小・中学校への連絡 

カ 電気・ガス・通信事業者、鉄道事業者、各種団体の協力による広報活動 

キ インターネット、ホームページ、緊急速報メールを活用した情報提供 

 

（４）屋内退避又は避難の勧告及び避難の指示 

本部長は、内閣総理大臣から屋内退避若しくは避難に関する指示があったとき、

又は原子力緊急事態宣言があったときから原子力緊急事態解除宣言があるまで

の間において人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止す

るため特に必要があると認めるときは、住民等に対する屋内退避又は避難勧告

又は避難指示（緊急）を行う。 

避難勧告又は避難指示（緊急）を行う際、国や県等から放射線量の拡散予測を

入手した場合は、安全な方向や距離についても情報を提供する。 

ア 屋内退避対象地域の住民に対して、自宅等の屋内に退避するなど、必要な

指示を行う。必要に応じてあらかじめ指定された施設以外の施設についても、災

害に対する安全性を確認し、かつ管理者の同意を得た上で、退避所又は避難所

を開設する。 

イ 避難誘導に当たっては、災害時要援護者とその付添人の避難を優先する。

特に放射線の影響を受けやすい妊婦、児童、乳幼児に配慮する。 

ウ 避難のための立ち退きの勧告又は指示を行った場合は、警察署、消防等と

協力し、住民等の避難状況を的確に把握する。 

エ 避難所の開設に当たっては、避難所ごとに避難者の早期把握に努めるととも

に、情報の伝達、食料、水等の配布等について避難者、住民、自主防災組織等

の協力を得て、円滑な運営管理を図る。 

 

<「原子力施設等の防災対策について」（以下、「防災指針」という。）で示されて

いる屋内退避及び避難等に関する指標>（平成２２年８月一部改訂）> 

〔表略（※前掲）〕 

 

 

 

     〔削除〕 

 

 

 

 

 

     〔削除〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）避難計画の作成及び避難所の開設 

  本部事務局は、屋内退避、避難又は一時移転の指示を行う場合において、国、

県等と協力して避難計画を作成し、避難対象地域外に避難所を開設する。避難所

は、避難対象者や災害時要援護者の人数を把握した上で、避難対象地域からの移

動距離、地域コミュニティの維持等を考慮し、あらかじめ指定している避難所や公共

施設等を開設する。 

  なお、避難所の運営に当たっては、「第１款 風水害応急対策 第７章 避難所等

の運営」（風－７４参照）に準じて行う。 

（６）避難退域時検査及び簡易除染 
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風-193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

〔新設〕 

 

（５）広域避難活動 

本部事務局は、市外への避難の必要が生じた場合、他都市に対し収容先の

供与及びその他災害救助の協力を要請する。 

また、区本部事務局及び関係各局と連携して、避難対象者の把握、住民等の

避難先の指定、避難方法の周知を行う。 

その他、鉄道会社、バス会社等に避難者の輸送を、自衛隊に避難者の輸送に

関する援助を依頼する。 

（６）避難区域等における交通規制等 

本部長は、屋内退避又は避難を勧告若しくは指示した区域に、外部から車両

等が進入しないように、警察署に交通規制及び立入制限等必要な措置をとるよう

要請する。 

（７）緊急輸送のための交通路の確保 

警察署は、被害の状況、緊急度、重要度を考慮して緊急輸送のための交通路

を確保し、必要な交通規制や交通情報の提供を行う。 

（８）県の調整 

周辺市町村も含む広域避難により、輸送体制、手段の不足、輸送路の渋滞等

が予想される場合は、県に市町村間の調整及び広域応援体制の確保を要請す

る。 

 

〔新設〕 

  本部事務局及び関係各局は、避難又は一時移転の指示を行う場合において、避

難対象地域から避難所に移動するまでの間に、国、県等の協力のもと、汚染程度を

把握するために避難退域時検査を実施し、ＯＩＬ４の基準を超えた避難者、携行物品

等に対し、簡易除染を実施する。 

（７）避難対象地域等における交通規制等 

本部長は、屋内退避、避難又は一時移転を指示した区域に、外部から車両等が進

入しないように、警察署に交通規制及び立入制限等必要な措置をとるよう要請する。 

（８）広域避難等 

本部事務局は、市外への避難又は一時移転の必要が生じた場合、他自治体に対

し広域避難又は広域一時滞在を要請する。広域避難又は広域一時滞在の要請に当

たっては、「第１款 風水害応急対策 第３章 消火・避難誘導対策 第２節避難誘導

対策」（風－５１参照）に準じて行う。 

なお、周辺市町村も含む広域避難により、輸送体制、手段の不足、輸送路の渋滞

等が予想される場合は、県に市町村間の調整及び広域応援体制の確保を要請する。 

 

〔削除〕 

 

 

（９）防災業務関係者の防護措置 

  災害応急対策に従事する消防職員、医療従事者、市職員等の防災業務関係者

に対しては、直読式個人線量計（ポケット線量計等）、防護マスク、保護衣を配布し、

各種応急対策実施後に内部被ばく測定等を行う。 

  なお、防災業務関係者の放射線防護に係る指標は、放射線業務従事者に対する

線量限度を参考とするが、被ばく線量をできる限り少なくするよう努める。 
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風-193 第３節 原子力事故災害対策 

９ 飲食物の摂取制限等 

（１）飲食物の摂取制限 

健康福祉局、環境経済局、都市建設局は、国及び県からの指示があったと

き、又は放射線被ばくから地域住民を防護するために必要があると判断するとき

は、汚染水源の使用禁止、汚染飲料水の飲用禁止、汚染飲食物の摂取制限等

必要な措置を行う。 

（２）農林畜水産物の採取及び出荷制限 

環境経済局は、国及び県からの指示があったとき、又は放射線被ばくから地域

住民を防護するために必要があると判断するときは、農林畜水産物の生産者、出

荷機関及び市場の責任者等に汚染農林畜水産物の採取の禁止、出荷制限等

必要な措置を行う。 

（３）飲食物摂取制限に関する指標（防災指針及び厚生労働省通知より） 

事態の状況により、国は、飲食物に関する摂取制限のため、放射性物質に関

する暫定基準を設定することとなる。この基準に基づき、飲食物の放射性物質の

測定を実施する。 

第３節 原子力事故災害対策 

１０ 飲食物の摂取制限等 

（１）飲食物の摂取制限 

健康福祉局、環境経済局及び都市建設局は、国及び県からの指示があったとき、

又は緊急時モニタリングの結果や食品衛生法上の基準値を踏まえ、放射線被ばくか

ら地域住民を防護するために必要があると判断するときは、汚染水源の使用禁止、汚

染飲料水の飲用禁止、汚染飲食物の摂取制限等必要な措置を行う。 

（２）農林畜水産物の採取及び出荷制限 

環境経済局は、国及び県からの指示があったとき、又は緊急時モニタリングの結果

や食品衛生法上の基準値を踏まえ、放射線被ばくから地域住民を防護するために必

要があると判断するときは、農林畜水産物の生産者、出荷機関及び市場の責任者等

に汚染農林畜水産物の採取の禁止、出荷制限等必要な措置を行う。 

〔削除〕 

風-193 第３節 原子力事故災害対策 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 原子力事故災害対策 

１１ 傷病者等の受入れ 

（１）体制 

県は、原子力災害対策指針に基づき、原子力災害時に専門的医療等を提供する

「神奈川県原子力災害拠点病院」を指定している。 

原子力災害拠点病院は、原子力災害時においては、傷病者を受け入れ、被ばくがあ

る場合には適切な診療等を行う。また、平時においては、放射線医学に関する教育・

研修・訓練を行う。 

（２）市内の指定医療機関 

医療機関名 所在地 

学校法人北里研究所北里大学病院 南区北里 1-15-1 
 



相模原市地域防災計画（風水害等対策計画編 第３款 特殊災害対策計画） 新旧対照表 

 175 / 182 
 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-193 第３節 原子力事故災害対策 

 

〔新設〕 

 

第３節 原子力事故災害対策 

１２ 広域避難等の受入れ 

 他自治体から直接又は県を通じて、本市に避難又は一時移転の受入要請に係る

協議の要請を受けた場合は、県等と調整した上で受け入れるものとし、受け入れる

避難者の人数を踏まえ、避難所その他の公共施設の中から避難又は一時移転を受

け入れるための施設を提供する。 

 なお、中部電力株式会社浜岡原子力発電所（静岡県御前崎市）における原子力災

害に備え、静岡県が定めた「浜岡地域原子力災害広域避難計画」において、神奈川

県はＵＰＺ内に所在する藤枝市及び焼津市の住民の一部を受け入れる想定となって

いる。 

風-194 第３節 原子力事故災害対策 

１０ 災害復旧 

（２）その他災害後の対応 

ア 制限措置の解除 

関係各局は、災害時モニタリング等の調査、専門家の意見等を踏まえ、災

害応急対策として実施された屋内退避又は避難、立入制限、交通規制、飲料

水・飲食物の摂取制限及び農林畜水産物の採取・出荷制限等各種制限措置

の解除を行う。 

イ、ウ 〔略〕 

（３）健康被害の相談 

健康福祉局は、住民等からの心身の健康に関する相談に応じる。 

第３節 原子力事故災害対策 

１３ 災害復旧 

（２）その他災害後の対応 

ア 防護・制限措置の解除 

関係各局は、災害時モニタリング等の調査、専門家の意見等を踏まえ、災害応

急対策として実施された屋内退避、避難、一時移転、立入制限、交通規制、飲料

水・飲食物の摂取制限及び農林畜水産物の採取・出荷制限等各種防護・制限措置

の解除を行う。 

イ、ウ 〔略〕 

（３）健康被害の相談 

健康福祉局は、住民等からの心身の健康に関する相談に応じる体制を整備する。 

 

第６章 雪害対策 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-195 ２ 実施主体  

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担 本 部 事 務 局 ★ 情報収集、避難勧告等

２ 実施主体   

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担 本 部 事 務 局 ★ 情報収集、避難指示等
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

当 区 本 部 事 務 局 に関すること。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 
 

当 区 本 部 事 務 局 に関すること。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 
 

風-195 ４ 災害情報の収集・連絡・提供 

（１）災害情報等の連絡 

市は、横浜地方気象台から市内に大雪警報又は暴風雪警報が発表された場合

は、情報連絡体制に入り、情報収集等を行い必要な措置を講ずる。 

また、なだれ注意報及び融雪注意報（平成２６年１０月から神奈川県下に発表）が

発表された場合は、市民等に適切な情報提供や注意喚起を行う。 

４ 災害情報の収集・連絡・提供 

（１）災害情報等の連絡 

市は、横浜地方気象台から市内に大雪警報又は暴風雪警報が発表された場合は、情

報連絡体制に入り、情報収集等を行い必要な措置を講ずる。 

また、なだれ注意報及び融雪注意報が発表された場合は、市民等に適切な情報提供

や注意喚起を行う。 

風-196 ５ 通信手段の確保 

  〔略〕 

（１）非常無線通信の利用（関東地方非常通信協議会構成員の協力） 

  〔略〕 

５ 通信手段の確保 

  〔略〕 

（１）非常通信の利用（関東地方非常通信協議会構成員の協力） 

  〔略〕 

風-196 ６ 市の対策活動 

（２）応急対策活動 

市は、降積雪状況や被害情報等に基づき、必要な措置を講ずる。 

ア・イ 〔略〕 

ウ 避難勧告等の発令、避難誘導 

エ～ケ 〔略〕 

６ 市の対策活動 

（２）応急対策活動 

市は、降積雪状況や被害情報等に基づき、必要な措置を講ずる。 

ア・イ 〔略〕 

ウ 避難指示等の発令、避難誘導 

エ～ケ 〔略〕 

 
 

第７章 林野火災対策 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

風-198 ２ 実施主体  

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担
当 

本 部 事 務 局 
★ 

情報収集、避難勧告等
に関すること。 区 本 部 事 務 局 

２ 実施主体   

 担 当 部 署 時期 項 目 

市 担
当 

本 部 事 務 局 
★ 

情報収集、避難指示等
に関すること。 区 本 部 事 務 局 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

津 久 井 郡 森 林 組 合 － 
林野火災対策への協
力に関すること。 

  

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関 係 
機 関 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

さがみはら津久井森林組
合 

－ 
林野火災対策への協
力に関すること。 

 

風-198 ４ 市の対策活動 

（２）応急対策活動 

関係各局は、被害情報等に基づき、必要な措置を講ずる。 

ア～オ 〔略〕 

〔新設〕 

カ 避難勧告等の発令、避難誘導 

キ～ケ 〔略〕 

４ 市の対策活動 

（２）応急対策活動 

関係各局は、被害情報等に基づき、必要な措置を講ずる。 

ア～エ 〔略〕 

オ 消火用水として、湖、ダム等の水源管理者への協力要請 

カ 〔略〕 

キ 避難指示等の発令、避難誘導 

ク～コ 〔略〕 

 

第８章 火山災害対策 

    「第２款 火山災害応急対策」を新たに記載することに伴い削除 
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※現行の地震災害対策計画編及び風水害等対策計画編「第２款 災害復旧・復興計画」を整理統合し、新たに「復旧・復興計画編」として位置付ける。 

第１章 公共施設等の災害復旧事業 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

復-1 第１節 災害復旧事業計画の策定 

３ 復旧事業計画の概要 

  災害復旧事業は、次の事業計画を定め実施する。 

分 野 主な事業項目 

公共土木施設

復旧等 

・河川､砂防施設､林地荒廃防止施設､急傾斜地崩壊

防止施設､道路､下水道､公園等の復旧事業 

・砂防事業 

〔略〕 〔略〕 
 

第１節 災害復旧事業計画の策定 

３ 復旧事業計画の概要 

  災害復旧事業は、次の事業計画を定め実施する。 

分 野 主な事業項目 

公共土木施設

の復旧等 

・河川､砂防施設､林地荒廃防止施設､急傾斜地崩壊

防止施設､道路､下水道､公園等の復旧事業 

・砂防事業 

〔略〕 〔略〕 
 

 

第２章 被災者への生活支援 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

復-4 第１節 罹災証明書等の発行 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 
時

期 
項 目 

市 担

当 

区 役 所 ● 

罹災証明書及び罹災届出

証明書の発行（火災を除

く）に関すること。 

財政局（税務部） ▲ 

罹災証明書の発行におけ

る調査・説明（火災を除

く）に関すること。 

消 防 局 ▲ 
罹災証明書の発行（火災に限

る）に関すること。 
 

第１節 罹災証明書等の発行 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 
時

期 
項 目 

市 担

当 

区 役 所 ● 

罹災証明書及び罹災届出

証明書の発行（火災を除

く）に関すること。 

財 政 局 ▲ 

罹災証明書の発行におけ

る調査・説明（火災を除

く）に関すること。 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

市 民 局 ▲ 

罹災証明書及び罹災届出

証明書（火災を除く）の発

行状況の整理に関するこ

と。 

消 防 局 ▲ 
罹災証明書の発行（火災に限

る）に関すること。 
 

復-4 第１節 罹災証明書等の発行 

３ 罹災証明書等の対象 

罹災証明書は、次の項目について証明を行う。 

（１）建物被害 

（２）建物以外の被害は、罹災届出証明書の発行や必要に応じて固定資産税の減

免方法等などを考慮して調査するなど、被災者の便宜を図る。 

第１節 罹災証明書等の発行 

３ 罹災証明書等の対象 

罹災証明書は、建物被害について証明を行う。建物以外の被害は、必要に応じて

罹災届出証明書を発行するなどの対応を行う。 

復-4 第１節 罹災証明書等の発行 

４ 罹災証明書等の発行 

罹災証明書及び罹災届出証明書は、その対象となる建物等の所有者、占有

者等の申請に基づき、区役所が発行する。なお、火災による罹災証明書は、消

防局が発行する。 

 

 

（１）被災者台帳等 

罹災証明書の発行は、財政局（税務部）による被害調査の結果に基づき作成

した被災者台帳や消防局による火災調査の結果に基づき作成した火災報告書

により行うものとし、遅滞なく行うものとする。 

（２）申請及び発行窓口 

  〔略〕 

（３）申請方法 

  〔略〕 

（４）再調査の申出 

第１節 罹災証明書等の発行 

４ 罹災証明書等の発行 

罹災証明書及び罹災届出証明書は、その対象となる建物等の所有者、占有者等の

申請により、財政局による被害調査の結果や申請者が撮影した写真等に基づき、区役

所が発行（発行状況の整理については市民局）する。なお、火災による罹災証明書は、

消防局による火災調査の結果に基づき、消防局が発行する。  

 

〔削除〕 

 

 

（１）申請及び発行窓口 

  〔略〕 

（２）申請方法 

  〔略〕 

（３）再調査の申出 

ア 被災者は、罹災証明書の内容に不服があった場合に再調査を申し出ることがで
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

ア 被災者は、罹災証明書の内容に不服があった場合は、再調査を申し出る

ことができるものとする。 

イ 財政局（税務部）は、再調査の申出があった建物に対し、迅速に再調査を

実施し、結果を申出者に連絡する。 

きるものとし、申出は罹災証明書の申請及び発行窓口で受け付ける。なお、財政

局は必要に応じ、申出者に対して調査結果に関する説明を行う。 

イ 財政局は、再調査の申出があった建物に対し、原則として申出者が立会いの

下、速やかに再調査を行い、申出を受け付けた部署が財政局からの再調査結

果の報告を受け、申出者にその結果を示す。 

 

復-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 義援金・義援品の受領配分 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市
担
当 

財 政 局 ▲ 
義援金の保管に関する
こと。 

〔 略 〕 〔略〕 〔略〕 

関
係 
機
関 

〔 略 〕 〔略〕 〔略〕 

〔 略 〕 〔略〕 〔略〕 
 

第２節 義援金・義援品の受領配分 

２ 実施主体 

 担 当 部 署 時期 項 目 

市
担
当 

会 計 課 ▲ 
義援金の管理に関す
ること。 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

関
係 
機 
関 

〔 略 〕 〔略〕 〔略〕 

〔 略 〕 〔略〕 〔略〕 
 

復-5 

 

 

第２節 義援金・義援品の受領配分 

３ 義援金の受領・配分計画 

（１）義援金の受付及び保管 

健康福祉局は、市民及び他都市等から拠出された義援金で市に寄託されたも

のについて受け付ける。受け付けた義援金は、財政局（財務部）が保管する。 

第２節 義援金・義援品の受領配分 

３ 義援金の受領・配分計画 

（１）義援金の受付及び管理 

健康福祉局は、市民及び他都市等から拠出された義援金で市に寄託されたものに

ついて受け付ける。受け付けた義援金は、会計課が管理する口座に速やかに入金す

る。 
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頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

復-5 

 

第２節 義援金・義援品の受領配分 

４ 義援品の受領・配分計画 

（１）義援品の受付 

〔略〕 

（２）義援品の保管 

環境経済局は、受領した義援品の保管場所について、災害の状況等を勘案

し、次の施設から選定する。 

 

救援物資受入れ拠点 
第１次 相模原市救援物資集積・配送センター 

淵野辺公園（市立相模原球場（サーティーフォー相模
原球場）、銀河アリーナ）、 
市体育館 

第２次 相模原市立勤労者総合福祉センター（サン・エールさがみ
はら）、相模原市立北相中学校体育館 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）義援品等の配分計画 

 〔略〕 

（４）義援品受付の留意事項 

個人等から寄せられる義援品は、仕分けや処分に過大な時間と労力を要するこ

とから、原則として受け付けないものとする。環境経済局は、災害時にその旨を市

ホームページ等を活用して広く周知する。 

第２節 義援金・義援品の受領配分 

４ 義援品の受領・配分計画 

（１）義援品の受付 

〔略〕 

（２）義援品の集積・配送 

環境経済局は、義援品について、災害の状況等を勘案し、救援物資受入れ拠点で集

積・配送を行う。 

＜救援物資受入れ拠点の主な役割＞ 

拠点名 主な役割 

地域内 
輸送拠
点(※) 

相模原市救援物資集積・配
送センター 

○備蓄品の配送 
○調達した物資の集積配
送 
○救援物資、義援品の集

積配送 

淵野辺公園 
（市立相模原球場、銀河ア
リーナ） 
GLP アルファリンク相模原 

市立勤労者総合福祉センター（サン・エー
ルさがみはら） ○調達した物資の集積配

送 
市立北相中学校体育館 

市体育館 
○救援物資、義援品の保
管（補助） 

 （※）「地域内輸送拠点」とは、大規模災害時に県が開設する広域物資輸送拠点

（国等から供給される物資を受け入れる拠点）から送られてくる物資を受け入

れ、避難所へ配送するための拠点をいう。 

（３）義援品等の配分計画 

 〔略〕 

（４）義援品受付の留意事項 

個人等から寄せられる義援品は、仕分けや処分に過大な時間と労力を要することか

ら、原則として受け付けないものとする。環境経済局は、災害時に市ホームページ等

を活用してその旨を広く周知する。 
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第３章 災害復興計画 

頁  現 行（令和３年５月修正） 修正案 

復-14 第３節 生活再建・地域経済の復興支援 

１ 基本方針 

災害復興計画に基づき、復興整備事業と一体となってその効果を増大させるた

めに必要な事業、地域住民の生活及び地域経済の再建に資する事業を行う。 

第３節 生活再建・地域経済の復興支援 

１ 基本方針 

大規模災害が発生した場合は、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、

生活資金等の支給やその迅速な処理のための仕組みを構築することに加え、生業

や就労の回復による生活資金の継続的確保、コミュニティの維持回復、心身のケア

等生活全般にわたってきめ細やかな支援を講じる必要があることから、被災者が

自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、相談の機

会や被災者台帳を活用した一人ひとりに寄り添った個別の支援を行う。 

また、復興計画を策定した場合は、復興整備事業と一体となってその効果を増大

させるために必要な事業、地域住民の生活及び地域経済の再建に資する事業を行

う。 

復-14 第３節 生活再建・地域経済の復興支援 

３ 生活再建支援 

 関係各局は、一般被災者の生活再建支援のために、次のような施策を検討又は

実施する。 

（１）～（５） 〔略〕 

第３節 生活再建・地域経済の復興支援 

３ 生活再建支援 

 関係各局は、被災者の生活再建支援のために、関係機関・団体と連携して次のよ

うな施策を検討又は実施する。また、施策の実施に当たっては、個別訪問による実

態調査等を通じ、被災者一人ひとりの置かれた状況に応じて、住まい、就労、心の

ケア等の幅広い分野にわたる実効性のある支援をきめ細やかに行うよう努める。 

（１）～（５） 〔略〕  




